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ままええががきき

 
当機構は、 年 月に、独立行政法人大学評価・学位授与機構と独立行政法人国立大学財務・経

営センターを統合して設立された。その後 年度に設置法第 条の として、「国立大学法人等の

運営基盤の強化の促進を図るために必要な情報の収集及び分析並びにその結果の提供を行うこと」が業

務に追加され、研究開発部の「大学改革支援に関する調査研究」は、その一部をになうものである。

年度の「大学改革支援に関する調査研究」は、以下のような研究課題を設定し、明らかにした。

国立大学法人の財務情報と非財務情報の統合的な活用方法に関する調査研究

・ 国立大学法人において、教育活動と研究活動に投入される資源と生み出される成果の対応について
調査・研究を進め、法人内部で使用できる管理手法を提案した。

国立大学法人を主対象としたガバナンスとマネジメントに関する調査研究

・ 国立大学法人における評価制度と資源配分の関係について、海外の政府－大学間の財政関係の事
例や他の公的セクターの動向を参考にしながら、望ましい方向性を明らかにした。

・ 国立大学法人の内部資源配分、目標・計画の策定と進捗管理、評価の実施に関する実態を調査し、
現状と課題を明らかにした。

・ 国立大学法人会計基準改訂の影響を把握するとともに、法人の財務状況を分析し、その歴史的推移
と現状を明らかにした。また、財務分析手法の継続的な開発を進めた。

また、機構外の有識者を招いて「大学改革支援研究会」を定期的に開催し、プロジェクトの遂行に役立

つ知見を収集した。

本報告書は、 年度のプロジェクトの活動をまとめたものであり、上記の研究課題に係る「大学改革支

援研究会」における外部有識者による 回の講演録、 編の論考（うち 編は特別寄稿）、 編の調査報告

から構成されている。大学改革に関係する方々にとり、有益な情報提供となっていれば、幸いである。

なお、本報告書は、過年度の報告書と合わせて、以下の においても閲覧可能である。

年度のプロジェクト実施体制は、以下のとおりである（敬称略）。

〇竹中亨（大学改革支援・学位授与機構 研究開発部 教授）

○井田正明（大学改革支援・学位授与機構 研究開発部 教授）

〇水田健輔（大学改革支援・学位授与機構 研究開発部 教授） ※プロジェクト代表者

〇市村賢士郎（大学改革支援・学位授与機構 研究開発部 准教授）

○佐藤亨（公益財団法人日本生産性本部 部長） ※調査研究協力者
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第第１１章章 監監視視下下ににああるる欧欧州州のの大大学学

ジュゼッペ・グロッシ（ノルウェイ・ノード大学、スウェーデン・クリシャンスタード大学、

ポーランド・コズミンスキ大学 教授）

ありがとう皆さん。大学改革支援・学位授与機構には、このような機会をいただき、感謝いたし

ます。本日、「監視下にある欧州の大学」についてお話しできることを大変うれしく思います。

本日のお話は以下の内容になります。第一に、 つの研究プロジェクトについて簡単にご紹介し

ます。 つは 、もう つは によるもので

す。第二に、「数字による統治：監査文化と大学の今日」（

）というトピックについてご紹介します。これは、オープ

ニング・クエスチョンのようなもので、我々は学際的な議論を必要としているのかということを問

いかけます。第三に、組織レベルおよび入れ子になったレベルにおけるハイブリッド性の概念につ

いてご紹介します。アカデミクスである我々は、パフォーマンス測定と奇妙な関係にあります。一

面では、我々はパフォーマンス測定を好んでおり、他方で嫌っています。そして、このパフォーマ

ンス測定がアカデミクスのアイデンティティにどのように影響しているかについてお話します。第

四に、欧州における大学レベルでの監視の現状について概観を提示します。そこでは、収斂と分岐

の方向性がみられます。次の点は、質的パフォーマンスに関することで、フィンランドとスウェー

デンというノルディック諸国に的を絞ってご紹介します。これらの国々は、とても興味深い改革を

進めており、日本にとっても関心をもっていただけると思います。最後に、まとめを行い、大学レ

ベルでの公共価値について述べたいと思います。

先ほど申し上げたとおり、ここ数年、私はいくつかのプロジェクトに関わっておりました。その

うちの一つが、「ハイブリッド統治のためのパフォーマンス測定」（

）で と の共同によるものです。このプ

ロジェクトはいくつかの学術的成果をあげていますが、そのうちの一つが 年の

誌の「ハイブリッド組織おけるパフォーマンス測定」（

）という特集です。また、 と 編の『ハイブ

リッド統治組織と社会：価値創造と視点』という書籍も刊行されました。また、

誌の特集「ハイブリッド組織における会計とパフォーマンスの挑戦：そ

の事例研究」も発刊されました。その他、我々は （

）ネットワークという研究者グループを組織しました。 名を超える研究者が参加して

おり、ハイブリッド性の統治と管理について研究を進めています。

そして私は、本日のご参加者が興味を持たれている高等教育分野に特化したプロジェクトにも関

わっています。ポーランドの による 年から 年にかけてのプロ

ジェクトで、高等教育分野におけるパフォーマンス測定とコミュニケーションをテーマにしていま

す。この研究はポーランドとノルディック諸国の比較研究となっています。その成果としては、
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誌の特集「知識集約型公共組織（

）における会計とパフォーマンスの挑戦」（

として 年に刊行されました。また、 年には、

誌の特集として が刊行さ

れ、この文献については「アカデミアにおける数値計測の幻滅」（

）に焦点を当てています。この 誌の特集については、我々は

と の「監査文化再訪」（ ）の概念に触発されました。彼らは、

ランキング、レイティング、社会の再構築について語っています。監査文化とは、財務会計の原理

や技術を測定、ランキング、パフォーマンス監査などの新しいシステムに波及させることをベース

にしています。そして、この監査文化は、今日の公共統治（ ）の重要な挑戦とな

っています。

監査手続きは、もちろん、アカウンタビリティ、透明性、良質な統治といったことを再定義しま

す。そして、組織や個人の業務執行の方法まで再形成することになります。さらには、アカデミク

スのプロフェッショナルな自治を阻害し、予期せざる機能不全をもたらす可能性があります。著者

の と は、監査がもたらす つの影響を指摘していますが、我々の特集では主に「個人

化および全体化」（ ）と「統治」（ ）への影響、および

アカデミクスに対する「逆効果」（ ）を取り上げています。公共部門における監査

文化は、プロフェッショナルな価値や民主的な意思決定領域を減じる可能性があります。なぜなら、

監査文化の浸透した公的組織は、主に数値によって統治されることになるからです。 年に発刊

された の特集のタイトルは、「アカデミアにおける数値計測の幻滅」（

）ですが、オリジナルのタイトルは「数字による統治：監査文

化と大学の今日」（ ）

でした。

この特集を編集する中で、我々は教育、マネジメントおよび会計の 領域に関する先行研究レビ

ューを行いました。主要な発見としては、大学がどんどんハイブリッド化しているということでし

た。価値観やロジックの分岐が進み、アカデミアではビジネス・ロジックとアカデミック・ロジッ

クが併存する形となっていました。そうした中、我々の特集は、アカデミアにおける数値計測の幻

滅に関する議論に貢献しようとしたものでした。そこで、我々は先行研究レビューにおいて、学際

的アプローチをとることにしました。

まず、第一の領域は教育です。この領域では、大学が定量的なパフォーマンス評価に焦点を当て

た企業型アクターに変貌しつつあることがみられました。大学が教育や研究のみならず、ビジネス

や社会との協働も含めた多様な目的を遂行しようとしていることは周知のとおりです。我々の先行

研究レビューでは、こうしたすべての目的に対する成果を定量化することは難しいことを示してい

ました。我々の結論としては、大学の経営者や管理者は、こうした多様な目的に応じて突き付けら

れる競合した要求をバランスさせる役割を担うべきであるということです。

次に、とても重要な第二の領域であるマネジメントです。この領域について、我々は大学におけ

る数値計測を扱った多くの論文を発見しました。その対象も制度に焦点を当てたものと組織に焦点

を当てたものがありました。市場化、企業化、新自由主義的大学、起業家的大学などの組織変革が

あり、そうした変化がアカデミクスの個人レベルに影響をおよぼしつつあります。マネジメント領

域での先行研究レビューの結果としては、数値計測の有益性と利用者（管理者のみならずアカデミ
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クスも）について焦点を当てていることが確認できました。

最後に第三の領域である、会計についての先行研究レビュー結果をお話しします。我々は、大学

に対する強い外的圧力とアカデミクスに対する監査文化波及の帰結が各国特有の形で表れているこ

とを発見しました。また、会計領域の研究も数値計測の有益性と利用者について焦点を当てている

ことが確認できました。

上記のような異なる学問領域における諸研究のレビューから導いた我々の結論としては、すべて

の研究が数値計測の限界に関する議論に帰着していることがわかりました。そして、学際的なアプ

ローチや異なる研究領域間での学術的議論がさらに求められています。

次に の特集に含まれていた つの論文を概観します。

最初の の概念的な論文については、マネジメントの流行り・廃れに焦点を当ててい

ます。具体的には、ランキングを向上させるために行われた、高等教育における合併・買収のトレ

ンドを扱っています。こうした経験は、教育・研究に対するネガティブな意味合いを捨象して実施

されてしまっていることが示されています。

二つ目の と の論文については、大学におけるパフォーマンス測定の不確かさに

ついて理論モデルを提示しています。大学のハイブリッド性がパフォーマンス測定における不確か

さの原因である可能性があり、著者はパフォーマンス測定の効果を上げるには、大学におけるハイ

ブリッド性を勘案する必要があると提案しています。

三つ目の の論文については、ロシアの一大学の長期的・質的な事例研究となってい

ます。彼の研究は、アカデミクス個人がパフォーマンス測定などの新しい会計ツールを使用せざる

をえなくなった際に、彼らはいろいろなタイプの反応（ ）を示すと報告しています。

四つ目の の研究は、フィンランドの大学セクターにおける長期的・質的な事例研

究です。彼らの研究では、管理者が権力を持つと、効率性が大学組織およびパフォーマンス測定の

主要な調整原理となることが示されています。

最後の の論文は、イタリアの一大学についての質的な事例研究です。この研究で

は、パフォーマンス測定システムの変更が大学内のアカデミック文化に影響をおよぼし、学術的な

業務の方向性を変えてしまうと指摘しています。

それでは次に、教育だけでなく他の公共政策におけるハイブリッド性に話を移しましょう。我々

は、ヘルスケア、ソーシャルケア、文化的活動などにおいてもハイブリッド性を確認することがで

きます。第一に、目標や価値、制度的ロジックに関するハイブリッド性です。第二に、オーナーシ

ップに関するハイブリッド性があります。大学は国家が所有することができ、あるいは民間組織が

所有することもできます。また、現代では大学は公的資金、民間資金もしくは両方を財源とするこ

ともできます。次の点は、プロフェッショナルについてです。アカデミック・プロフェッショナル

は自らのアイデンティティを変化させています。ここでは、アイデンティティが大切な概念であり、

アカデミクスが徐々に管理者のアイデンティティに変化していることがわかっています。マネジメ

ントの原理を知っているとは限らない管理者たちが生まれており、我々は彼らをハイブリッド・ア

カデミクスと呼んでいます。最後は、マネジメント・コントロール・システムとアカウンタビリテ

ィに関するハイブリッド性です。マネジメント・コントロール・システムは、財務的なパフォーマ

ンスのみならず、非財務的なパフォーマンスにも目を向けなければなりません。これは、アカウン

タビリティについても同様です。我々は、財務的なアカウンタビリティの局面とともに、社会的な

アカウンタビリティの局面も考慮する必要があります。
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こうしたハイブリッド性に関する考察については、 誌

の特集や と が編者となっている

という書籍に詳しいので参照してください。

次にお話しするのは、 が提案している、公的高等教育における「入れ子の

ハイブリッド性」（ ）と呼ばれているものです。まず、第一レベルは、システムと

しての高等教育レベルのハイブリッド性です。そこでは、混合型の調整、混合型のオーナーシップ、

多様な財源基盤が求められます。第二レベルは、機関レベルのハイブリッド性です。目標の不調和、

競合する制度的ロジック、財務的・社会的なコントロールについての公的形態と民間形態、異なる

期待を持つ多様な利害関係者が存在します。第三レベルは、組織業務のハイブリッド性です。著者

は、新たなハイブリッド・ポジションを提案しており、そこではアカデミクスが管理的な役割を担

い、アイデンティティも同様となります。第四レベルは、業務とアイデンティティのハイブリッド

性であり、アカデミクスは複数のロジックと価値観をあわせ持つ必要があります。

次に、ハイブリッド大学の概念を提示します。このハイブリッド大学は、パフォーマンス測定シ

ステムの中で動いています。高等教育というレベルでは、国家、アカデミア、市場から圧力を受け

ています。国家は、大学がルールを順守し、国家の制御下にあることに関心を向けています。アカ

デミアは、アカデミクスがプロフェッショナルの規範と価値に準ずることを期待しています。市場

は、大学がスタンダード、ランキング、レイティング、その他の市場メカニズムを適用することを

望んでいます。そして、ハイブリッド大学の中では、組織レベルと個人レベルの両方で、アカデミ

ック・ロジックとビジネス・ロジックという異なるロジックが共存しています。

それでは、欧州の事例についてお話ししましょう。まず、イタリアから始めましょう。最初の研

究は、イタリアの大学において、パフォーマンス管理システムの導入がどのような影響をおよぼし

たかを扱ったものです。この研究では、アカデミクス、管理者、経営層や学生といった異なるアク

ター個人のリアクションが明らかにされました。これらのアクターが直面した困難は、真逆の考え

方を扱わなければならない点にあり、アカデミクスの間に大きな反発を招くこととなりました。

次の研究は、複数の制度的ロジックにもとづくものであり、ドイツの大学の財団化が会計制度に

与えたインパクトがテーマです。この研究における事例では、財団大学の形態をとる高等教育機関

がいかに自主的に組織の転換を図ったかが扱われています。自律性を高めることはもちろん重要で

すが、同時に政府の要求と折り合いをつけて公的財源を確保し安定性を維持することも必要です。

著者は、自律性の概念を法的自律性（ ）と事実上の自律性（ ）

に分けて、政府の強制ではなく自らの動機づけにより後者の自律性も同時に高めることを目的にし

た点に注目しています。そして、この研究は、公立から私立への転換といった改革プロセスが、大

学の会計制度をいかに変えたかを明らかにしています。

次の研究は、英国のビジネススクールに関するものです。著者は、競合するアカウンタビリティ

圧力とそれに対する個人の反応について明らかにしています。事例となった組織では、プロフェッ

ショナル・ロジックと商業的ロジックが共存しており、アカデミクスに対して競合するアカウンタ

ビリティ圧力がかかっています。アカデミクスは、この競合する圧力に対して、準拠、抵抗、準拠

と抵抗の混合、すみ分けといった幅広い反応を示しました。また、この研究では、ユーザー、顧客、

市民に対するアカウンタビリティ・メカニズムに機能不全を起こすことが確認されました。

次の研究は、 誌に掲載された「高等教育における公共価値創

造デバイスとしての管理会計とコントロール・システム」（
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）というタイトルの論文で

す。著者は、オランダの大学におけるマネジメント・コントロール・システムの多岐にわたる利用

を取り上げています。まず、対話型コントロール・システムについては、戦略的目的のために広範

囲に利用されており、診断型コントロールについては、主に分権化された業務レベルで使われてい

るとしています。また、大学が利害関係者と対話型コントロールを持ちたいと希望しても、実際に

実現するのは難しいことも発見されています。結論として、この研究の興味深い点は、著者が高等

教育における公共価値創造の概念を導入していることにあります。

次の研究は、ポーランドの大学と行われた私も関わったプロジェクトです。論文のタイトルは、

「パフォーマンス測定の合理的使用と象徴的使用」（

）です。ポーランドの大学は、しばしば自身が研究大学であることを示すために、パフ

ォーマンス測定を象徴的に使用しています。学内レベルのパフォーマンス測定については、主に儀

式的に使用されており、アカデミクスの間で猛反発が生じています。この研究において興味深いの

は、公立と私立のビジネススクールが つずつ取り上げられている点です。そして、パフォーマン

ス測定の利用者と利用実態について、国際指向の大学と地方指向の大学の両方の文脈から、異同が

確認できました。

次の研究は、フィンランドにおけるパフォーマンス測定に対する制度的ロジックと研究者の反応

についてのものです。著者は、 年～ 年の量的データと質的データを組み合わせた方法で研

究を進めました。この研究で興味深いのは、パフォーマンス測定システムに対するフィンランドの

アカデミクスの多様な反応がみられたことです。一面では、ほとんどのフィンランドの研究者が、

大学におけるパフォーマンス測定システムに対して批判的でした。しかし、パフォーマンス測定シ

ステムに対して受容し始めるグループも確認できました。これは、フィンランドの学術界における

変化でした。以前の研究と比較すると、この研究は制度的なロジックの変化がアカデミクスの制度

への参加にどのように影響したかを統合的にみている点に新しさがあります。また、この論文は、

多様な専門領域から学際的にアプローチしている点も面白い点です。

最後の研究は、スウェーデンの大学に関するもので、コントロールにどの程度さらされているか

という認識を扱っています。この研究の興味深い点としては、スウェーデンのアカデミクスがコン

トロールにさらされているという認識が低い場合には、伝統的なアカデミック・ロジックを持ち、

高い場合にはアカデミック・パフォーマー・ロジックを示している点です。そして、大学における

ハイブリッド・プロフェッショナルは、伝統的なアカデミック・ロジックとアカデミック・パフォ

ーマー・ロジックの両方を持っているのです。

それでは次に、私がフィンランドとスウェーデンの研究者と一緒に実施した、両国における改革

とその効果に関する比較研究の成果をお話します。

まず、フィンランドですが、 年代の後半に新公共経営（ ）の実践が始

まりました。そこで、大学の予算には、パフォーマンス・ベースの資金が組み込まれることになり

ました。予算は、教育省と個々の大学の交渉をベースとしていました。主要な効果としては、パフ

ォーマンスにもとづく資源配分が行われるようになり、大学と政府の間でパフォーマンス協定が結

ばれることになりました。この協定には、パフォーマンスに関する多くの情報が含まれており、目

標に対する達成度を政府に定期的に報告することになりました。 年から大きな変革が始まり、

学内の質保証システムが焦点となりました。また、第三のミッションも大きな焦点となりました。

フィンランドの大学のファンディング・モデルは、主にパフォーマンス・ベースとなっています。
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国からのファンディングの ％超が、パフォーマンス項目にもとづくものになっています。フィン

ランドのシステムの大きなパラドックスは、質を量的に計測している点です。 教授とともに

我々は、「質の計量化」（ ）という論文を発表しました。なぜかとい

うと、研究の質と有効性は、量的指標をベースにしているからです。それは、第一に業績出版の点

数にもとづく計量書誌学的指標、第二に競争的研究資金の獲得額です。

最後の動きは、 年から始まったものです。国の方針でパフォーマンス評価がよりアウトカム

に焦点を当てるようになりました。高等教育分野では、機関の質、有効性そして国際性を保証する

ための新しいファンディング・モデルへと改革されました。

それでは、話をスウェーデンの大学における改革と効果に移しましょう。スウェーデンでも同じ

ようなトレンドが 年代の終わりから 年代の初めにありました。 年代から外部による

質の評価に関する構想が始まりました。そして、パフォーマンスは目標と一体となっており、政府

により評価され、その際にバリュー・フォー・マネー（ ）が焦点となりました。パ

フォーマンスによる資源配分は、学生数と単位取得数をベースにしていました。質に関する議論は

ありましたが、質保証は原則として内部的なものとされました。

しかし、スウェーデンにおける政府からの研究資金の配分には大きな変化がありました。高等教

育における新しい質保証システムが導入され、内部質保証と に沿った質の向上が焦点となりま

した。また、第三のミッションに関する議論が始まりました。スウェーデンにおいて目指された第

三のミッションは、「社会との協働」（ ）と呼ばれるものです。さ

らに、大学の質保証システムに対するレビュー、 と呼ばれるものが開始されました。

現在、スウェーデン政府は、質をベースとした資源配分システムについて新しいモデルの開発に

取り掛かっています。このモデルについては、専門家のパネルをベースにしています。このパネル

の専門家たちは、質に関する つの重要なコンポーネントの評価に携わっています。その つのコ

ンポーネントの つ目は、科学的な質の評価、 つ目は質に至る前提条件の評価です。なぜ、前提条

件を評価するのでしょうか。大学には研究力の強い大規模大学もあれば、教育に焦点を当てている

小規模大学もあります。高等教育領域の中で、こうした違いは前提条件の違いとしてとらえなけれ

ばなりません。

さて、 つ目のコンポーネントは、現在、スウェーデンで最も議論されている領域である、周辺社

会との協働の質です。公的主体、民間主体、あるいは非営利主体との協働によるプロジェクトにの

み財源が付与されているケースがあります。外部との協働があることによってのみ、教育と研究の

向上を図ることができるというスウェーデンの考え方がそこにはあります。

それでは、最後に結論を述べたいと思います。この結論は、私の個人的な考えとともに書籍や特

集論文で示されたプロジェクトの考えでもあります。

数値計測に対する幻滅というネガティブな見方を示しましたが、私はホモ・アカデミカス（

）のためにはある種の楽観論も必要ではないかと思っています。そうでなれば、泣くし

かありません。

私は、アカデミクスが時間を費やして、大学の管理者との対話を構築し、自分たちが何を行って

いるのかを彼らに説明する必要があると思っています。これは、内部での対話です。それとともに

外部との対話も必要となります。これは、スウェーデンの事例で述べたような、アカデミクスが外

部との協働を行うことに通じます。

大きな問題は、パフォーマンス測定システムが本当に内部指向で、組織や個人レベルに焦点を当
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てており、社会・経済的な成果をみていないことです。もちろん、新公共経営（ ）

が圧力、コントロール、監察、監査に焦点を置いているのは事実です。しかし、我々は、信頼、公共

価値、正当性について語ることが、アカデミックな価値を守るために重要であると信じています。

我々は、もっとミクロレベルにフォーカスすることが必要でしょう。というのは、アカデミクス

個人がどのように反応するかだけでなく、変化に向けて能動的に関わり動くことが必要だと思おう

のです。これが、私が起業家的意識の必要性について提案している理由です。

将来的には、危機に対する大学の戦略的対応を評価する研究が必要でしょう。例えば、 は欧

州の多くの大学に影響しましたし、アジアやオーストラリアでもこれは同様でしょう。

最後の指摘は大きなジレンマなのですが、社会的なウェルビーングに大学が与えるインパクトを

どのように評価するかという問題です。この問題は最難関であり、私は の意見に同意し

ます。

これで、私の発表は終了したいと思います。この研究セミナーにお招きいただき、皆さん、あり

がとうございました。

（翻訳：水田健輔）
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第第２２章章 国国立立大大学学法法人人のの資資金金運運用用とと考考察察

廣瀬淳（大学改革支援・学位授与機構 大学連携・支援部 参事役） 

１１ ははじじめめにに

みなさま、お忙しいなかお時間を頂戴しましてありがとうございます。

きょうのテーマは「国立大学法人の資金運用と考察」です。大学の「資産運用」といいますと、知

財、不動産など「アセットの活用」全般が視野に入ってくるところですが、今回は有価証券等の運

用に限った財務活動を中心にお話をさせて頂くことからも「資金運用」としております。

資料は、大学連携・支援部が企画、設営している「国立大学法人の財務経営に関する取組事例報

告会」の一環で、今年１月に国立大学法人の財務部門に宛てて私よりご説明したコンテンツに、一

部その後の展開を加筆したものとなっております点ご了承下さい。きょうはこちらを使いながら、

最初に、戦後の物価、金利、株価の推移と足許の市場環境の変化「レジームチェンジ」を迎えた現

在についてお話し、そのあと二つ目として、大学の資金運用で先行するアメリカの実情とインプリ

ケーションにも触れて、最後に、国立大学法人の運用について現行の制度と各大学における対応を

俯瞰した形で、今後の投資機会と課題などをお話しようかと思います。この機会に、皆さまの期待

にお応えできるようなお話ができればと思っております。ご遠慮なく質問、ご指摘など頂戴出来れ

ば幸いかと存じます。

私は、現在、証券会社から出向中ですが、元々の専門は資金運用ではなく、債券や株式の発行、

企業財務です。その意味では、資金運用を大学法人と同じ「ユーザー」目線でしっかりと咀嚼しな

がら、ひも解いてみたつもりです。

ご説明の前に少しだけ、私の略歴、自己紹介をしたいと思います。学生時代はちょうどソニーの

「ウォークマン」が はじめ世界各地で人気化、エズラ・ヴォーゲルの「ジャパン・アズ・ナンバ

ーワン」がベストセラーになるなど、自動車、精密機械など工業製品中心でしたが日本の産業には

独創性もあって絶頂期でした。実は最初の就職先はキヤノンでした。従業員はみな家族、定時退社

を奨励、週休２日制を導入するなど居心地の良さは最高でしたが、結局、日興証券に転職しました。

ちょうどバブル景気と重なり、日本企業が海外で発行する株式、転換社債、ワラント債など所謂エ

クイティファイナンスの引受けを担当。発行体の財務担当役員、弁護士、会計士を交えたオールハ

ンズ・ミーティングや現地の調印式を担当しました。始まって間もない金融商品、制度で関係者に

とっては初めてのことも多く、今思うとビギナーズ・ラックで、多少の失敗があっても右肩上がり

の経済と株価がそれを吸収してくれていたのだと思います。後の時代になって、日本企業が「バブ

ル期に株式を乱発した」と批判を受けることがありますが、あの時代の資本増強があったからこそ

今の企業の堅固なバランスシートがあるものと思っております。ただ個人としては、その後、強い

株価の余韻に浸る間もなく 年もしないうちに日興証券とソロモンブラザーズの合弁会社が出来

て、そこで企業の債券引受の責任者となりました。いきなり毎朝のミーティングや社内会議が英語

になり、実質的なボスはニューヨークとロンドンにいて、内心、日本の「二度目の敗戦」を金融の

世界で味わった気もしました。ただ、新しい金融商品・制度、知識は次々と東京にも届けられ多く

を学びました。
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２２ 市市場場環環境境のの変変化化「「レレジジーームムチチェェンンジジ」」をを迎迎ええたた現現在在

長期の資金運用については、そのゴールに従って運用方針、戦略を立てることは勿論ですが、そ

れ以前に、現実には規模次第ということがあります。分散投資により効率的に長期・安定運用を目

指すにしても、運用金額が小さ過ぎると分散投資も難しく、その場合、元本確保、低コストの運用

商品を志向せざるを得ないと思われます。

グラフを幾つか並べておりますが、左端は、アメリカの 年以降、日本は 年以降のそれ

ぞれ、株価、債券利回り、インフレ率の推移を示しています。

ここで、インフレと資金運用の関係を改めて整理したいと思います。インフレの割合「インフレ

率」は一般に前年と比べた「年率」の物価上昇率をいい、市場関係者は特に「消費者物価指数（ ）」

を見ています。対して、銀行預金や債券の利率、投資信託の運用利回りなど普段から目にする金利

は「名目金利」と呼ばれ、そこから予想インフレ率を引いたものが「実質金利」と呼ばれています。

運用では、資産価値が目減りしないようにこの「実質金利」をプラスに維持しようとするわけです。

年、ソ連の天候不順と穀物の不作、第４次中東戦争と の石油禁輸によりハイパーイン

フレが発生しました。その時、世界の投資家はインフレには無警戒で日本でも「狂乱物価」と騒が

れましたが、これが第１次オイルショックでした。 年にも第２次オイルショックがおこり、ア

メリカの経済が回復したのは 年以降で、その間インフレと長期金利の高騰に伴う市場の混乱が

続きました。

その後、 年代半ばから昨年 年初までのほぼ 年間、「金利の安定期」（グレートモデレ

ーション）、いわゆる「低いインフレ」の時代が続きました。株にとっても債券にとっても運用する

うえでは最高の時代だったと言えます。「だった」と申し上げましたのも、昨年のアメリカ市場は、

株も債券も「同時安」で、統計のとれる過去 年間で最大の下落となりました。背景には、コロ

ナ後のリベンジ消費と人手不足、ウクライナの戦争に端を発したエネルギー価格高騰、米中の覇権

争いとサプライチェーン分断などありましたが、直接のきっかけはご存知の「アメリカの金融引き

図 日米の株価、金利、 推移 （抜粋）

22



締め」です。アメリカの中央銀行 は、インフレの見通しを「トランジトリー（一時的）」と認識

を誤り、昨年年初のゼロ金利から実に１年間で５パーセントまで３倍速で利上げをしてなお引き締

めスタンスの旗印を降ろしていません。アメリカの 年国債でいえば、利回りは パーセントか

ら一時 パーセントまで２倍以上に上昇しました。これは債券としては暴落ということになりま

す。株もリーマンショック以来の下落となり、日本も 年に及ぶゼロ金利、マイナス金利を続けて

きた金融緩和政策の出口が近づいてきた状況にあります。 年以降のハイパーインフレの時代と

今を重ね合わせて、類似点を指摘する市場関係者も少なくありません。アメリカのエンダウメント

は、ちょうどこの頃からインフレによる資産の目減りを回避しようとトータルリターンを求め、元

本リスクを取ったポートフォリオ運用を本格化させたものと思われます。

３３．．アアメメリリカカのの大大学学のの寄寄付付基基金金、、国国内内外外のの大大学学のの状状況況

次に、国立大学法人の資金運用の状況のお話をする前に、少し北米と国内外の大学などの状況を

見てみたいと思います。

本章を説明するにあたってまず、エンダウメントとは何か、定義を共有したいと思います。公益

組織の資産運用を定めたモデル法「統一州法」によると、エンダウメントは、公益組織の資産また

はその一部であって、寄付証書に基づき現時点で組織によって全てを使用されることは不可能なも

のを意味します。エンダウメントは、ある時点でその全てを使用してはならず、資産価値の一部を

使用せずに将来のために維持することが想定されており、当初、この実務上の解釈としても、資金

運用において、エンダウメントの元本を使用してはならず、運用によって上がったインカム収益の

みが使えるというものでした。

アメリカの大学の寄付基金、エンダウメントについて、この辺りの話は何度も耳にされているか

図 米国 エンダウメントの成長と規模
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と思います。これを材料に金融機関がしばしば１兆円を超えるアイビーリーグのエンダウメントを

取り上げ、日米の差を示して寄付基金の積極的な運用を勧めることもあろうかと思います。ただ個

人的には、大学の成り立ち、設置の経緯も異なるので、単純な比較や参照には慎重にならざるを得

ないと思っています。

グラフは、全米大学実務者協会、 が提供しているエンダウメントの時価総額の推移を表し

たものです。アイビーの大規模大学も、リベラルアーツ系の中堅大学も、その金額規模の成長は特

に 年以降に顕著となることが分かります。そこから今日までに、上位校の基金は軒並み 倍

以上に成長し、リベラルアーツ系の大学でも少なくとも十数倍に成長しています。高成長を遂げる

前のエンダウメント、すなわち今から 年以上前の状況を見ると、ハーバードなどを除く上位校は、

そのほとんどは資産規模が 万ドルから 万ドル。当時の為替レート、１ドル 円で換算

しても 億円から 億円程度という規模でしかありませんでした。またリベラルアーツ系にな

ると ～ 億円と、さらに小ぢんまりとしたものでした。貨幣価値を全く考慮せずに言えば、当時

のエンダウメントの規模は、現在の日本の国立大学法人の寄附基金に近いと言えます。

昨年、 には北米の 大学から報告がありましたが、資産規模が 兆円を超える大学は

大学ほどあり、 億円以上が 大学ありました。その中央値は 億円弱となっており、これ

は日本の国立大学法人の寄附基金の上位グループに相当します。右側の表は、ご参考まで、エンダ

ウメントと日本の大学の一部、そして企業年金（ ）の規模感を示しています。もちろん、このエ

ンダウメントの成長には、寄付金という巨額のインフローも大きく影響していますし、逆に補助金

のカットを補完する支出や、近年さらに高騰する学費に対応した、学生への奨学金給付などのキャ

ッシュアウトもマイナス要因として働いています。

参考までに、同じ期間、 年から 年までの日米の資産価格はどうだったかというと、例え

ばアメリカでは、代表的な株価指数である で見ると、株価は 倍に上昇しましたし、それ

以外に債券などの金利商品、不動産、穀物・貴金属などコモディティや、ベンチャーなどの非上場

株式の成長もあったかと思います。基金の成長を後押しした要因が他にもあったわけです。その間、

日本はというと、株価は日経平均で４倍弱の成長にとどまっていました。不動産バブルの崩壊もあ

ったと思います。また、日本の国立大学について言えば、法人化されたのが 年、業務上の余裕

金の高度な運用に向けて基準が改正されたのが 年で、国立大学法人の本格的な資金運用が始ま

ったのは比較的最近のことです。

次に、アメリカの大学の成り立ちと資産運用の歴史をたどって見ています。時代は 世紀まで遡

ります。勅許状により地域のリーダー養成などを目的として自治植民地にカレッジが設立され、教

会の土地や個人からの寄付財産を理事会は受託者として管理していました。以降、私的団体と公的

団体の二面性を持ちつつ両者に相克はありましたが、最終的にはダートマス判決によって大学の自

主的な財産権が認められました。ただ、それがその後の、私立大学の乱立と破綻にもつながったと

もいわれています。

実際の資金運用は、長らく信託法の定める元本とインカム収益の区分や支出方法に準拠したもの

になっていたようです。投資対象も州議会が決定したものに限定したいわゆるリーガルリスト方式

で、その多くは国債と寄付を受けた不動産だったようです。

世紀に入ると、これも最高裁の判決ですが、 年のハーバード大学・エイモリー判決を経て、

投資にはリスクがあることを前提に、受託者の行動規範『プルーデントマン・ルール』（直訳すると

「思慮深い投資者のルール」ということになりますけれども、現在の証券市場でも基本的な運用者
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の原則になっていて、一般的には善管注意義務に近い）、これに準拠すれば、投資はリーガルリスト

には縛られないとして改革の気運が高まりました。ただ、多くの州では従前どおりリーガルリスト

方式に止まっていたようです。一方、経済成長とともに工学、農学など高等教育機関の設置要請が

高まり、 年、ランドグラント法によって連邦政府から供与された土地を資本に、多くの州立大

学が設立されました。

その後、経済、市場のアップ＆ダウンを経て、プルーデントマン・ルールの浸透も進み、株式運

用も始まりました。 年、世界大恐慌で社債・不動産が暴落し（直近にリーマンショックがあり

ましたけれども、その比ではありません）、国によっては が ％も下がるという不測の事態が

起こって、大学基金も痛手を受けて、債券や不動産の運用比率を下げ、代わってポテンシャルが高

い株式の比率を上げていきました。さらに大恐慌から脱した 年以降、第２次大戦を挟んだ

年間は堅調な株式市場が続きました。戦後、キャピタルゲインによる運用を志向して、生保、年金、

投資信託、自動車大手ゼネラルモーターズの企業年金など投資家のお金が株式市場に流入し、堅調

な市場はケネディ大統領の時代を経て 年代後半まで続きました。

大学の寄付基金でも株式を取り入れていましたが一部の大学にとどまっており、基金がエンダウ

メントへ大きく変貌したのは、市場がアップではなく寧ろダウンワードのときで、インフレ率上昇

というストレスが掛かった 年代以降かと思われます。運用の中心にあった債券のインカムゲイ

ンが実質的に目減りして、財産の棄損リスクを回避しようとした動きがきっかけになったのでしょ

う。また、市場の動きと並行して、投資理論、法制面でも変化が始まっていました。一つは 年

に発表されたモダンポートフォリオ理論で、後にノーベル賞受賞の対象にもなった理論です。投資

におけるリスクとリターンの関係を明らかにし、個別投資に比べたポートフォリオ運用による分散

投資の有効性が説かれました。実際に 年代に入ると市場でもその考え方が普及して、金融商

品・運用方法にも実装されたようです。 年以降、フォード財団に大学のエンダウメントの責任

者が移籍したこともあり、財団から大学のエンダウメントの運用に関して複数のレポートが発表さ

れています。エンダウメントの運用成績が株式投資信託の一般商品と比較して悪いことを指摘し、

インカムだけではなくキャピタルゲインを合わせたトータルリターンと（運用手法として外部に委

託する）委託運用が提言されました。これを受けて 年に、大学など公益組織によるファンド運

営の統一州法が全米 の州で制定されました。これにより、条件付きでキャピタルゲインの使用が

初めて正式に認められたことになります。先ほどご覧いただいた折れ線グラフは、ここから少し上

を向き始めます。統一州法はその後も何度か改正が進められています。

続いてこちらも によるエンダウメントの 会計年度の状況です。運用資産構成を見る

と、大学の資産規模が大きくなるにつれ、特に３億ドル相当、 億円以上では、プライベートエク

イティ＆ベンチャー投資、あるいはオルタナ投資の運用比率が上がっていきます。反対に債券、上

場株式は相対的に低くなっていきます。ここで改めて用語の説明ですが、オルタナとはオルタナテ

ィブ投資の略で、例えばベンチャー投資、ヘッジファンド、商品ファンド、不動産、あるいは金融

デリバティブと呼ばれる、株式・債券といった伝統的商品との相関性が低いものへの投資です。た

だ、 の分類では、偶々ですが、プライベートエクイティ＆ベンチャー投資はオルタナから別

箇に抜き出して説明しているようです。上位の大学では、（いざというときにいつでも売買できると

いう意味での）「流動性」を犠牲にして、プライベートエクイティ＆ベンチャー、あるいはオルタナ

投資による高いリターンを獲得しつつ、既存・一般の債券、上場株式等の市場変動リスクを回避し

ようとしており、それが反映された結果かと思われます。
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上位のエンダウメントではそのような資産構成の入れ替えが奏功しましたが、全大学ベースで見

ると 会計年度は異例とも言えるマイナス８パーセントのパフォーマンスになりました。そし

て、運用目標リターンでも一つ気になる点があります。それは、目標リターンが毎年引き上げられ

てきており、 会計年度は パーセントになりました。その要因の一つはインフレ率の上昇

で、もう一つが運用管理コストの上昇です。支出率はほぼ安定的なのでこの２つが要因になります

が、運用管理コストの部分は恐らくオルタナ、プライベートエクイティといった非伝統的資産の比

率を高めた結果、運用業者に支払うコストが上昇したことが影響しているのではないかと思います。

いずれも後ろ向きの理由です。一方で、今後の投資環境は一昨年までのようには必ずしも好調とは

限りません。果たして目標が達成できるか、懸念は残ります。なお、支出率はエンダウメントの資

産規模に対する割合で、小規模大学を含めて大体、年度の運用収益の半分となる４パーセント超が

学生支援、部局、研究などに使われているようです。

次は、日米国公立・私立大学の財源を比較したものです。

データの一部が取れなかったため、古い情報が含まれている点はご容赦ください。まず、日本の

私立大学について見たいと思います。上段中央の医歯学系を含めたものと、右側はそれを除いたパ

イチャートになります。いずれも学納金への依存度が非常に高い構造となっています。個人的な見

解ですけれども、大学の設置の経緯として、戦後、急速な進学者増に応需して設置され、寄付金確

保も不十分なまま学生数を拡大していったのと同時に、それが収入源になっていた結果なのかもし

れません。また、ここではご紹介しておりませんが、私立大学の寄付金の過去データを調べてみま

した。歳入に占める寄付金の割合は、 年代には パーセント、あるいはそれを大きく超えてい

ましたが、入学前の寄付金募集が是正されたこともあってか、それ以降は低迷しています。また、

収入に占める資金運用収益の割合も、国公立に先行してバブル期の 年頃には一時７パーセント

近くありましたが、近年は超低金利で僅か２パーセントに沈んでいます。少子化が続く中で財政基

図 日米 大学の歳入構造
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盤の強化、改革は急務のようです。

次にアメリカですけれども、アイビーなどの私立大学は巨額のエンダウメントを運用しており、

創立が 、 世紀というところが多く、大学設置の経緯を見ても、金子元久先生の解説によれば、

日本の国立大学が「国家施設型」に位置づけられる点とは大きく異なっています。ここではアメリ

カの公立大学、そのほとんどが州立大学ですけれども、こちらに着目してみたいと思います。複数

の公的な補助金を受け入れつつも、資産運用も重要な財務の支えとなっており、バランスの良い収

入構造になっていると思います。この限られた情報、パイチャートを単純に比較しただけですが、

全般に日本の国立大学法人に近い大学がこの中にあるとすれば、それはアメリカの州立大学ではな

いかと思います。日本の、特に国立大学法人においては受託研究の収益、資産運用収益、寄附金が

伸びており、こういった外部受け入れ資金がさらに拡充されれば、歳入のバランスは一層、拡充が

図られると思います。

このパイチャートは、大学群ごとにマクロ的にまとめたものですが、その中で一点、国立大学法

人の附属病院収入に着目しました。附属病院収入は金額、比率ともに元々高いですが、令和３年度

までの過去 年間で 億円以上、９ポイント上昇しています。これは、最近の高度先端医療や

医薬品費用増加などが背景にあると思います。附属病院は大学の財務経営でエンジン役を果たして

きましたが、収益構造を見ると、トップラインの診療報酬は厳格に管理運営される一方、外部環境

の、例えば足許の人件費やエネルギー価格などインフレに対しては、もとより制度として柔軟な対

応は想定されていません。今後の病院再開発を考えると つまり負債の大きい状況は続く

でしょう。この事業は、当然ながら、民間の、例えば鉄鋼業や燃料サーチャージのある身軽なエア

ーラインなどとは異なり簡単な話ではありませんが、今後ともエンジン役として機能が発揮される

よう、国立大学の各法人レベルでの「法人・財務マネジメント」への期待は、私は大きいと思って

います。

ここからは、簡単にアメリカの大学の財政、エンダウメントを３つほど見ていきたいと思います。

ハーバード大学は世界最大のエンダウメントを有し、そこからの支出額と年度の受け入れ寄付金が

年度の歳入の パーセントを占めており、財政的に大きな支援になっています。また、学費の高い

大学の一つであり、大学の説明によると、来年度、寮費など生活費を含めた学費は１年間で 万

円を超えるため、入学する学生の半数以上に対してエンダウメントから奨学金給付によって支援が

施されています。

エンダウメントの資産構成は、早くからオルタナ投資に舵を切っていたことから、数年前までは

上場株式と債券が運用資産の パーセント以上を占めていましたが、今その割合は パーセント

を下回っています。 投資にも積極的に取り組んでおり、化石燃料への投資からも撤退、いわゆる

ダイベストしています。 会計年度の総収益率はマイナス パーセントで、市場の大幅な下落

に比べれば影響は軽微だったと言えます。高騰する学費など学生の負担は重いですが、エンダウメ

ントがこれを支えています。年度の歳入規模は 億円弱であるのに対して、エンダウメントの資

産はその８倍以上の 兆 億円あり、この不均衡は「世代間中立」の哲学との関係で、果たして

折り合いがつくのかどうか。確かに目的指定の寄付金が多くその影響もありますが、両者を一体で

見るべきだろうとは思います。また最近、アメリカでアファーマティブ・アクションが最高裁で違

憲と判決されましたが、これを受けて、イギリスのフィナンシャルタイムズ紙が先月、巨大なエン

ダウメントの一般社会に対する公益性について、記事を書いています。そこでは、例えば卒業生の

子弟などの推薦入学、あるいは学長推薦など、巨額の寄付金を誘発しやすい点などに疑問を呈して
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いました。

続いて、中堅大学の事例としてボストンカレッジを取り上げています。エンダウメントのケース

スタディーではよく出てくる大学で、名前はカレッジですけれども総合大学です。創立は 年、

といっても日本では幕末ですが、アメリカの私立大学としてはアイビーほどの伝統はありません。

カレッジのエンダウメントは 年から 年余りで 倍に成長しています。全米のエンダウメ

ント全体でも同じ期間で 倍の成長でしたので、この成長率は驚異的です。バックにはアイルラン

ド系やカトリックの大口寄付者の存在があったようですが、この成長はそれ以上に良好な投資環境

に依るところが大きかったようです。当時の学内新聞を見たところ、 年代のカレッジは財政破

綻の危機に瀕していて、学費値上げを唐突に切り出したところ、学生運動を誘発してしまったよう

です。その直後から財政の立て直しが始まり、エンダウメントも同時期に創設されました。ただ、

創設直後の基金はわずか５万ドル、当時の１ドル 円の為替レートで見ても 万円ほどの規模

でした。この規模ではリスクを取った分散投資もできず元本の維持がせいぜいで、利息のみの運用

に甘んじていたというわけです。同じ頃、すぐ近くにあるハーバード大学のエンダウメントは既に

億ドルを超えており高い運用成績も上げており、大学間の格差を嘆くカレッジ関係者も多かった

ようです。

次にカリフォルニア大学の事例を紹介しています。金子元久先生の解説によると、日本の国立大

図 米国の事例： ハーバード大学、ボストンカレッジ 抜粋
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学が国家施設型と位置付けられるのに対し、アメリカの州立大学は「政府支援型」に区分されると

いうことで、その例として取り上げたつもりです。これはただ、後から気付いたのですが、規模が

大き過ぎて日本の個々の大学にはあまり参考にならない部分もあり、その点はご容赦ください。

カリフォルニア大学は傘下にバークレー校など、総合研究大学 校と複数の医療施設、研究機関

を抱えており、システムと呼ばれる大学法人全体の予算は５兆円を超えています。カリフォルアの

州経済の規模は、名目 で言うとドイツと肩を並べ、国別で世界第４位に相当します。例えるな

らば、先進国１国に国立大学が 数大学あるイメージです。カリフォルニアの州立大学は他の州と

同様に３層構造になっています。ご覧のカリフォルニア大学（ ）、州立と明記された

、そしてコミュニティカレッジです。州内の大学進学率は５割ほどで、その８割

が州立大学で学び、成績上位者が に進学しています。カリフォルニア大学の成り立ちが、連邦政

府から土地の無償供与により設立されたランドグラントの大学であったことからも、当初から州民

教育など公的使命や社会貢献が一貫して要請されるのと同時に、教育研究における世界最高水準の

質、卓越性を維持することが求められています。

州からの補助金は、現在は予算の１割ほどですが、 年前は３割を占めていました。大学の歴史

は「財政支援の縮減の歴史」だったともいえましょう。入学者数は増えていきましたが、それでも

学費を値上げせざるを得ない状況で、結果的に「学費無償」の時代を経て、この 年間で学生１人

当たりの負担は 倍近くになっています。カリフォルニア大学が運営する基金には、年金を除くと

寄付金基金であるエンダウメント、そして中長期の運用のワーキングキャピタルがあります。先ほ

どのとおり、大学法人全体の歳入は５兆円以上の規模で、うち本務的な教育研究資金が１兆円ある

のに対して、エンダウメントの運用残高が２兆 億円、加えてワーキングキャピタルが３兆円ほ

どあります。基金からの平均支出率が４パーセント台半ばと仮定すると、これら基金からの年間支

出が 億円で、大学の財源の５パーセントほどを支えていることになります。

４４．．国国立立大大学学法法人人のの資資金金運運用用のの概概観観

続いて、ここからは、本題の国立大学の資金運用についてお話したいと思います。

多くの国立大学法人の運用規定を見ると、資金運用の目的は大学の中長期的な財政基盤の強化、

将来の教育研究の発展に資することとされています。その際、基金の実質的な価値の保全が重要に

なりますが、インフレに対する価値保全の他に経済成長に連動させて価値を増やすこと、あるいは

災害や経済危機への備えということも大事なポイントになります。なお、運用において大学法人は、

アセットを保有しているということで、金融機関など第三者から見るとアセットオーナーと位置付

けられます。

これも多分に業界専門用語ですが、運用における発注先・委託先となる金融機関は、その受託者

責任を負っています。これをフィデューシャリー・デューティーとも呼んでおりますけれども、こ

の点、金融庁も踏み込んだ解釈をしており「顧客本位」といっています。「顧客本位の業務運営に関

する原則」を公表し、個人・法人顧客の運用において、金融庁は運用する顧客に寄り添うスタンス

で、一方、金融機関に対しては厳格な監督を行っています。昭和の時代、当局と金融業者との距離

は少しばかり近かったような気がしますが、現在では、金融庁は投資者本位の立場で、一般の利用

者側に立っているといえます。反対に、業者に対しては至極、厳格な立場を取っているようです。

なお、寄附金等の外部資金の提供を受ける国立大学法人自身も、法制面で何か規定されているわけ

ではありませんが、立場上は受託者的な責任があり、適切かつ効率的な資産運用が求められていま
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す。

国立大学法人の資金運用は、目的次第ですけれども、現実論を言えば資産規模、目的別に２つの

階層のポートフォリオが想定されます。１つが目的指定で、元本保証、確定利付きの運用であり、

その多くは自ら運用する「自家運用」の部分になります。これをコアとして資産の規模と成長次第

では一定のリスクを取った本格的なポートフォリオ運用を行い、１階の基礎部分のコストをもカバ

ーする収益上乗せを目指した運用をすることになります。一見、屋上屋を重ねて、非効率に見えま

すけれども、それぞれの目的、時間軸が異なります。また、現実的な問題が１つあり、現在の運用

資産を動かしてポートフォリオを再編するといった場合、例えば、現在保有の債券をそのまま新規

ポートフォリオに金銭として移管しようとして、それが超低金利時代に購入していた債券ですと、

足許の金利は上がっていますから、当然、価格は下がっており含み損があり、それが顕在化し売却

損が生じてしまうリスクがあります。よって現実的には、暫定的に自家運用の部分と委託運用のポ

ートフォリオの２本を並走させることになろうかと思います。

次に、国立大学法人の運用資産構成を見ていきます。法人全体では運用可能資産に占める有価証

券の比率は パーセントほどになります。「運用可能資産」についてはいろいろな見方があるとは

思いますが、ここでは全体のパイを長期と短期の寄附金債務と仮定し、この寄附金債務全体のうち、

如何ほどが能動的に資金運用に回っているかを見ています。グラフで言うと、黄色以外の朱色、青

色などの部分が能動的に運用に回っている部分になります。もちろん長短の寄附金債務の中には、

あらかじめ目的が指定されたものも含まれている可能性がありますので、実際の運用可能資産はも

っと小さい場合があります。

濃い青色は投資有価証券で、固定資産に計上されます。その多くは会計上、満期保有の有価証券

となります。つまり、途中売却はせず償還まで持ち切る前提の運用です。満期保有有価証券の割合

は、資産規模が大きくなるにつれて増えていきます。また、運用資産規模が 億円以上になって

くると、外部の資産運用業者へ運用を委託する「委託運用」が増えてくる傾向があります。

これ以外に、もう１つ、金融資産との比率も見ております。ここでは金融資産は、有価証券に現

図 国立大学法人における運用資産の構成 （令和４年３月末現在） （抜粋）
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金と預金を含めた、もう少し広い概念で捉えており、金融資産に対する有価証券の割合を見ると、

比率はもう少し下がって パーセントになります。この現金・預金には、例えば運営費交付金債務

などが由来の成分も含まれますが、ここでは現金・預金を全額そのまま金融資産として計上してい

ます。

次に、バランスシート上の資産規模別に運用している有価証券の種類・構成をもう少し詳しく見

ていきます。国立大学法人全体を見ると、委託運用となる金銭信託は運用資産の パーセント程度

を占めていて、これと譲渡性預金と寄附証券を除くと、それ以外はほぼ債券になります。前年度か

らの変化を見ると、金銭信託、電力債は、割合・金額とも少し増えています。一方、公共債は少し減

っています。なお、この委託運用とは運用形態の一つで、大学と投資一任契約を結んだ資産運用業

者が、大学の運用方針に基づき大学に代わって運用を指図する形態になります。譲渡性預金は会計

処理上、有価証券に計上されますが、実際は定期預金の一つです。また、寄附証券には、大学の出

身者、研究者といった関係先からの寄附による株券が多く含まれています。

規模別に運用資産が 億円以上の大学では、委託運用となる金銭信託の割合が パーセント程

度と高くなっており、前年度から残高も増えています。その他、低金利の中で国債・地方債など公

共債は少し減らしています。さらに資産規模 億円以上 億円未満の大学でも金銭信託が増加し

ており、一方で、電力債は減少している状況です。

ご参考まで、先ほどアメリカのエンダウメントの資産構成をご覧頂きましたが、全米の大学では

資産の７割強が株式かオルタナ投資で、残り３割弱が（ パーセントの）債券とその他、実物資産

等になっていました。さらに細かくみて１億ドル、 億円程度のエンダウメントにおいても、中身

の割合は少し変わりますが上場・非上場の株とオルタナを合わせるとほぼ７割で、やはり７対３の

比率でした。いずれもアメリカの大学では長期分散投資を前提としたエンダウメントとしての運用

の構えであるということが、改めて確認できます。

続いて、運用資産 億円未満の状況を見ると、委託運用の金銭信託はかなり少なくなります。資

産規模のさらに小さい 億円未満のところは運用上の制約も多く変化は少ないものと思っていま

したが、直近の１年を見ると実際には金額が増えていることが分かります。有価証券の種類を見て

も、電力債、無担保の社債が増えています。寄附金等のキャッシュインフローが増えているなど、

業務上の余裕金が積み上がった背景もあろうとは思いますが、資金運用のすそ野が広がってきたと

図 国立大学法人保有の有価証券種別の構成と変化 抜粋
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言えます。

業務上の余裕金についてその範囲が広がった点は、冒頭、水田先生からも言及いただきました。

端的に言いますと、 年以前は寄附金に紐付いた資金に限定されていたものが、現在は緩和され

て、法人が所有する財産から生じる収益と寄附金以外の自己収入も含まれています。余談ですが、

先ほど、アメリカのエンダウメントの成り立ちをお話しましたが、それと関連付けてお話しますと、

個人的な印象ですが、彼の地ではカレッジにおける寄付による基本財産に係る私的な権利が裁判で

確定しました。一方、日本では対照的に、国立学校特別会計から 年に法人化した国立大学が法

律によって寄附金等の自己収入が公的資金には当たらないと整理されて、その運用が認められ、現

在に至っているとも言えましょう。

次に、資金運用の認可基準について、文科省の通知などに基づいて、当部で一覧表に整理をして

おりますのでご紹介します。 年の運用基準改正により、運用対象として新たに無担保の社債や

外貨建債券、債券や株式の投資信託などが追加されました。また運用手法として外部の資産運用業

者への委託運用という運用形態も追加されております。一部詳細を見ていきます。為替リスクのあ

る外貨建債券、いわゆる外債は自家運用の認定基準の２以上が、運用で一般的な株式の投資信託は

自家運用でいくと認定基準の３が、それぞれ必要となります。そして委託運用においては、指定国

はこの認定法人と同様に基準の３と委託運用の基準の４ ２の運用を行うことができるようになっ

ています。 年前の状況ですけれども、概ね、基準１あるいは２の要件を充足した法人は合わせて

法人ほどあり、基準３、基準４ ２は指定国中心になりますが 法人を超えたところでした。全体

から見るとまだ限られていましたが、恐らくそれ以降も新たに認定された大学がそれぞれで増えて

いるものと思われます。株式の個別銘柄の取得・運用はほとんどの場合、できない仕組みになって

おり、基準４ ２の委託運用を通じてのみ可能です。時折、寄附証券として株券の受け入れが見受け

図 国立大学法人 運用認可基準と運用可能商品例＜業務上の余裕金＞
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られますが、これは例外的に一定の条件を満たせば保有が認められます。下から３段目に株券とあ

り、注記でもそれを説明しています。

ところで、証券会社の個人営業にしても法人営業にしても、（個別株について、当然ながら営業員

は一般の方よりは詳しいと思いますが）個別株のセールスは、最近はあまり行われていないようで

す。一方で、パッケージ商品や投資信託など、そのときどきの営業方針、時流に乗ったプロダクト

に対する知見は、当然ながら相応にあると思われ、時代の変遷を感じます。

日本の国立大学法人は、公益法人、独立行政法人、自治体と比較しても、ここまで仔細かつ体系

的に資産運用の認可基準が規定されている法人はないと思います。ご参考までに、先ほど説明した

アメリカの州立大学は３層構造でしたけれども、最上位のＵＣは恐らく規制が掛かっていないと思

います。一方で、第２層の州立大学、そしてコミュニティカレッジは、元本保証など何らかの規制

が掛かっているようです。

次に、第４期中目・中計において「財務内容の改善に関する目標達成」のためにとるべき措置と

して、資金運用益の増加を具体的な金額、割合を目標として明示していた法人を記載しています。

こちらも私が想像していた以上に、積極的に数値目標を掲げていたところが多いと感じています。

その中には、例えば、長崎大学のように定性目標として基準４ ２、委託運用の認定を受けるべく整

備を行って、時点としては恐らく来年度にも認定申請を行う計画であると表明したところもありま

した。さらに、これら以外にも、運用ではなくキャッシュインフローで、寄附金受け入れの強化や

基金の増加を具体的な数値を以って表明した大学も多数ありました。

次は、文科省の資料から取ったものですが、寄附金、受託研究、共同研究、受託事業等の外部資

金の受け入れ状況を示しています。運営費交付金はここ 年弱で 億円程度減少した一方で、

こういった外部資金は、背景はさまざまありましょうが、日本における寄付文化と遺贈の広がりと

ともに、各大学の自助努力によって、着実に積み上がってきていることを示しているものと思われ

ます。

図 国立大学法人 保有有価証券（令和３年度）（抜粋）
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ここからは、全国の各国立大学法人が保有する有価証券の中身と分布を見ていきます。逐一、附

属明細書から抽出し、債券の年限は、銘柄と回号から推定して年数をｙとして補記しました。

国立大学法人では、一般企業と同じように担当の幹部・職員の異動が避けらない状況もあろうか

と思いますが、そのためにも、運用ノウハウなど金融リテラシーを継承し、都度補うことが望まれ

ます。自家運用では証券会社の提案を吟味して商品を選定し発注する必要がありますし、運用を外

部業者に委託する場合でも委託先・投資助言者の選定やその後の運用状況の報告など、ガバナンス

やプロセスの管理が求められます。もちろん、運用機関からの情報提供もありますが、それを「し

っかりと目利きする」ためにも、運用担当者同士の横のつながり、情報交換の機会が必要です。こ

こで、各大学の運用状況を一覧にしましたのも、そのような思いからでした。

認可された基準、資産規模、基金からの支出計画など、法人によって事情はさまざまだと思いま

すけれども、全体的には、指定国などを除くと債券の保有がほとんどになります。その中でも国債

など公共債に加えて社債・電力債といったものが多くなっています。特に電力債の保有が多い理由

には、もともと独法通則法 条の準用で「担保付き債券」の運用が可能であり、しかもそれぞれの

地元で顔の見える銘柄も含まれており、格付けもＡ格以上で発行額も多いということから購入し易

いものと思います。各大学の運用状況を見ると、資金運用の対象が債券に限定されていても、その

中で利回りを少しでも上げようと努力している大学がいくつかありました。いずれも認定基準２以

内だと思いますが、例えば、千葉大学や東京海洋大学、金沢、広島、山口、徳島、愛媛、熊本、鹿児

島などといった大学は、普通社債に加えて劣後債や不動産ファンドが発行する投資法人債、海外発

行体が日本市場で発行する円建てのサムライ債といったもの、あるいは円建てでも海外発行のユー

ロ円債あるいはドル建の債券など、同じ格付けでもより高い利回りが出る債券がうまく選択されて

います。

ただ、これは全体に言えることですが、保有債券の年限を見ると 年よりはるかに長い、例えば

年、さらには 年といった超長期の債券も目立ちます。バイ・アンド・ホールド、つまり償還ま

で保有し続ける債券がほとんどで、先ほど申し上げた満期保有の有価証券として取り扱われますし、

よほどの価格下落でもなければ、毎年度の損益計算でも減損処理といった影響は受けないと思いま

す。ただ、保有債券が将来、順次償還を迎える際、あるいは、これから新規に債券を購入する場合

に、市場が変動する中でどの年限と利回りを選択すべきか判断する必要が出てきます。実質金利の

話を冒頭にしましたが、今後の日本のインフレ率が仮に パーセントとすると、利回りもそれ以

上が望ましいところです。ただ現状、円建ての債券ではこれを実現するにも対象銘柄は限られてい

ます。

少し補足になりますが、各大学の保有有価証券の状況を見て行くと、株式の欄でいくつかの大学

が個別銘柄を保有していることが目に留まります。ほとんどは寄附証券だと思われますが、これは

国立大学ならではで、例えば、徳島大学はご存知の青色発光ダイオードでノーベル賞を受賞した中

村教授の関係からかと思いますが、日亜化学の株式を保有しています。これは証券市場でも注目を

集めた銘柄、先生の研究です。そして鹿児島大学は、京セラや 創業者の稲盛和夫さんから寄附

がなされた京セラの株式を 万株、簿価で 億円を保有しています。含み益も生まれており、今

期の予想配当は１株 円ですので受取配当は総額で２億円、配当利回りで パーセント以上に

なります。さらに、実際には売却予定はないと思いますが、（受贈後）株価が上がっておりますので、

そのキャピタルゲインを加えると（トータルリターンは）３パーセント程度になっている可能性が

あります。また、ここにはありませんが、昨年末の報道で、がん免疫治療でノーベル生理学・医学
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賞を受賞した本庶教授の基金の話がありました。京大の基金を通じて ファーマという会社の株

を 万株、寄附証券として受け入れていました。これ以外にも現金で 億円相当を京大がユニ

クロの柳井会長から受け入れたなどありますが、やはり国立大学のブランド力、引力があってのこ

とだろうと思います。

次は、念のため見ていただければと思いますが、投資一任契約を結んで金銭信託での運用を始め

た大学です。右端の列を見ると、東大、東海機構、京大、阪大などで金銭信託が確認できます。これ

は令和４年３月末時点のもので、指定国での金銭信託の運用には全てが乗り出していないか始めて

いても規模が小さいものですが、今後、指定国はじめ基準４ ２の大臣認定法人が増えてくると思い

ます。また、来年度には、順調にいけばさらに複数の大学が 兆円ファンドの国際卓越研究大学に

認定されて助成が開始される見通しです。大学の余裕金にもまさに余裕が生じて、運用の余地が拡

大してこようかと思われます。

保有有価証券の金額と、推計運用利回りを見たものです。神戸大学については、運用額全体の３

割を米ドル建て債券で運用している関係で、利回りは突出しているようです。ただ、それ以外は概

ね１パーセントを大きく下回っています。これは今の金利環境からすると当然で、先ほどの保有状

況を見ていただいたとおり致し方のない状況だと思います。むしろこれ以上に（債券運用で）リタ

ーンを求めようとすると実際のリスクが顕在化する可能性のほうが大きいということかと思います。

今後、金銭信託、委託運用が増えてくると、ここの利回りも少し変わってくると思います。なお、

鹿児島大学は１パーセント未満で表記していますが、寄附証券の利回りが反映されていないようで、

実際には恐らく２パーセント程度になろうかと思います。

５５．．国国立立大大学学法法人人等等のの基基本本ポポーートトフフォォリリオオとと運運用用状状況況

次は、国立大学法人の長期運用を前提とした基金ポートフォリオのイメージです。具体的な大学

名は伏せています。この中にも東京大学のポートフォリオも含まれていますが、具体的に東大は運

用成績を個別に開示していますので、次にそちらを見てみたいと思います。

図 東大基金と運用状況
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長期運用を前提とした東大基金は 億円あります。その基本ポートフォリオは、今年 月に大

きく変更されました。オルタナティブ資産をこれまでの２割から６割に増やす一方、円ベースの債

券は６割から２割に減らしました。また、グローバル株式は従前の２割を維持する方針とのことで、

全体的には、先ほどのアメリカのエンダウメントを意識したような比率にも感じられます。これに

伴って期待リターンの目標も、従来の パーセントから、新たな基本ポートフォリオで（想定す

るリスクを取れば期待リターンは如何ほどになるかという意味で）、５パーセントに引き上げていま

す。併せて、委託先で資産運用会社と投資一任契約を結んでいますが、それ以外に大学自らもイン

ハウスでプロの運用指南役 を東大として初めて任用しました。恐らく国立大学法人でも初めて

のことです。さらにその上席に 、チーフ・フィナンシャル・オフィサーを外部から登用しまし

た。基金にはこれ以外に、目的指定寄附金という債券ポートフォリオが 億円ほどあります。こ

ちらは元本確保を想定した運用になっています。ただ、直近年度は偶々ですが、東大基金と目的指

定寄附金でそれぞれ１億円と９億 万円の（評価損ですが）運用損を出しています。昨年のアメ

リカの債券、株式の暴落も影響していたのかもしれません。目的指定寄附金のほうは確定利付きが

中心で外債の含み損があると思われますが、これも体制を変えるきっかけになったのかもしれませ

ん。

続いて、参考までに と運用を始めたばかりの大学ファンドをご覧いただきます。まず世界最

大の年金基金である です。日本で基本的な伝統４資産のバランス運用といった場合には、国

内・海外の株と債券でそれぞれ パーセント、４等分の運用比率になります。 の基本ポートフ

ォリオもこれになりますが、オルタナ資産もこの中に パーセントほど含まれています。実は

も 年前まではポートフォリオの３分の２を国内債券が占めておりました。先ほどの、東大の変更

前のポートフォリオを含めて３大学を紹介しましたが、そこでも３分の２は国内債券でした。

は、ここ 年余り本格的な市場運用を進めていますが、投資収益率は３パーセント台後半の水準に

なっています。世界的に見ても規模がかなり大きいこともあり、パッシブ運用の比率は高く、日本

株に限ってみると パーセントとなっています。

図 、大学ファンドと運用状況
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大学ファンドの運用も昨年の３月から始まっています。そのときどきで予定運用利回りが変わり

ますが、直近発表されたものは パーセントを目指すとしていました。ここから予想インフレ率、

運用管理コストを控除した実質３パーセント、運用益にして年 億円を確保して、将来的には国

際卓越研究大学として選ばれる大学があれば、そこに配られる仕組みになります。財源 兆円のう

ち、財政融資資金からの借り入れが９兆円弱あり、この元利金の支払いもコストとして載ります。

適切な自己資本の増強にも目を配っていますが、予想インフレ率が上昇している中で、ハードルレ

ートがさらに上がってくる点は少し心配です。ファンドの期限は 年と長期で、 年を過ぎた時

点から債券の発行、参画する大学の出資も含めて、民間の資金に置き換えていく予定になっている

ようです。参画大学においては、事業収入の３パーセント増加が求められているという点もその関

係ではないかと思います。

文科省は基本指針として、基本ポートフォリオを作る以前に、ポートフォリオ・イメージと言っ

たらいいでしょうか、レファレンス・ポートフォリオというものを発表しており、その比率がグロ

ーバル株式 、グローバル債券 となっています。その許容リスクの範囲内で最終的に基本ポー

トフォリオを定めて、運用収益率を最大化させる予定です。当面の間（ 年間と聞いていますが）、

基本ポートフォリオは非公開となります。これは全くの私見ですけれども、文科省が進めるこの

兆円ファンドに歴史的な視点を少しつけ加えると、先ほどのアメリカのエンダウメントが 年かけ

て実現した成長を（上位校だけでも数兆円の規模の成果ですが）、日本も国費を投じて実現すべく時

間を買ったと言えるのかもしれません。民間企業で、新事業を始めるにもスクラッチからでは難し

いので、その事業をＭ＆Ａ（買収）で行う戦略がありますが、それとやや似ていると個人的には感

じました。日本の大学が世界に伍していくためのチャレンジングな政策であり、民間の企業、金融

機関ではなかなかこの規模のリスクは取れないと思います。国の真剣度が感じられるプロジェクト

であり、ハードルが高いなどいろいろいわれますが、ここは大学のためにやっているということで

サポートして参りたいと個人的には思っています。アメリカの連邦政府の制度に、今はあまり稼働

していないようですけれども、エンダウメント・チャレンジグラントという支援プログラムがある

ようですが、コンセプトはこのグラント・プログラムに少し近いような気もします。

６６．．資資金金運運用用のの収収益益にに係係わわるるリリススクク

資金運用のオペレーション・収益に関わるリスクを二つお話しします。ご存知の方も多いかと思

いますが、初めに標準偏差です。運用の世界では、一般にリスクとはリターンの変動、つまり収益

のぶれの大きさを意味しています。収益の不確かさといってもいいですが、これを定量的に標準偏

差でばらつきを測っています。直感的にお分かりだと思いますけれども、ぶれ幅は株や債券など資

産によって異なっており、リスクの小さな資産ほど得られるリターンが小さく、リスクの大きな資

産は高いリターンが得られやすい。これがリスクとリターンのトレードオフであり、高い利回りに

は訳があるということになろうかと思います。グラフは、期待リターンとリスク、言い換えると予

想収益率と標準偏差ですが、この関係性を資産ごとにプロットしたものです。左下に国内債券、ロ

ーリスク・ローリターンから右上のハイリスク・ハイリターンの新興国株式といった分布になりま

す。
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運用上のリスクとしてもう一つ意識されるものがあります。今ご説明した標準偏差は平時にどの

くらい値動きがあるということでした。うまく例えられませんが、海辺のゆく波返す波が標準偏差

ですが、大きな波は何万回かに１回か来る、何かあったときの大きな波です。リーマンショックの

ような金融危機、最悪のケースで最大どれぐらい下がってしまうかというリスクで、投資信託で良

く使われる用語で「ドローダウン」（最大下落率）とも呼ばれます。いざ投資者が資産を引き出そう

としたときにも資産価値が毀損していないかどうか、あるいは運用者について言うと（これは冗談

ですが、一番高いところで買って一番安いところで売ると大きな損になりますが）そういう下手な

運用はしていないかの検証にもなります。普段は標準偏差で見て１シグマ以内の比較的小幅なぶれ

となりますが、金融危機などで、いざ何かあったときに大きく下落する金融商品・市場もあるとい

うことで、発生確率が著しく低いリスクはテールリスクとも呼ばれます。

続いて、債券のセクターごとに利回りを見たいと思います。日銀のインフレターゲット２パーセ

ントをハードルレートとするのはちょっと高過ぎるので、予想インフレ率として パーセントあ

たりに目線を置いてみたいと思います。この図は債券の流通気配値を基に、セクターごとの債券の

利回りを一覧にしたものです。例えば同じ年限でみると、左側の列から国債、地方債、財投機関債、

道路債、電力債があり、普通社債の 格、 格、投資法人債と利回りがきれいに上がっていきます。

こういう中で、格付け対比で高い利回りが出るのは社債や劣後債などですが、中でも電力債は相対

的に利回りが高くなります。この他、日本の大手銀行や高格付け企業の発行する普通社債ではなか

なか高い利回りは出ませんが、同じ発行体が発行する劣後債は利回りが高くなります。あるいは不

動産ファンドの投資法人債はキャッシュフローの源泉が不動産に限定されるものの普段は安定して

いますが、いざというときに値段が振れやすいということで、ここも利回りが相対的に高くなりま

す。こういったものを投資運用業者と相談しながら選定しています。先ほどもお話しましたが、

年債まで含めても現在の市場環境における一般の債券では、予想インフレ率を仮に パーセント

程度と想定しても、これを上回る利回りのものは限られて参ります。今後の経済環境次第ですが、

債券は結局のところ、確定利付き、元本確保の商品なので、無理をせずに、銘柄の「顔」、格付けと

その方向性を見ながら（の投資）になると思われます。

図 運用において認識されるリスク （抜粋）
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７７．． 国国立立大大学学法法人人がが対対象象ととすするる運運用用金金融融商商品品、、運運用用成成績績

続いて、国立大学法人の認定基準の範囲内で比較的有利な投資対象となり得る有価証券の種類を

挙げています。ここは 月の財務部門向けに作成したパートですので、きょうは株式の部分だけ簡

単に説明します。

株がインフレに強いということはよく聞かれるかと思います。この理由としてよく言われるのは、

本来、企業収益は、名目収益でありそこから支払われる名目配当と併せて、価値、すなわち株価の

基礎となっているかと思います。企業に価格決定力があれば、インフレであれば値段も上げて、収

益はインフレに連動できます。ただ、これまでのデフレ状況下では、株式の強みがなかなか株価に

反映されませんでした。現在はデフレを脱して株価が健全に上がる状況になり、企業収益の伸びが

雇用や賃金の上昇につながって、消費や投資の拡大に結び付いていく、いわゆる経済・景気の好循

環に対する期待は大きいと思います。ただ実際には、ここにも金利を通じたバリュエーション、価

値評価があります。現在の資本市場において、金利は、あらゆる資産の価値を測る「物差し」のよ

うに使われています。これは不動産投資でも株式でも例外ではありません。金利が上がると意外に

株価は弱いというのも事実です。「 のような成長株はたぶん金利とは関係がないはずで企業が

どれくらい企業価値を生むかということだけを見ている」というふうに理解される方もいらっしゃ

るかもしれませんが、実際はそのイメージとは逆で、金利の影響をかなり受けます。成長株は率先

して買われて、つまりバリュエーションがすぐに高くなるので、却って一般の株式以上に、金利に

よるバリュエーションに対しては敏感になります。

次に、金銭信託を簡単にご説明したいと思います。金銭信託は信託銀行が管理しますが、対象物

は金銭です。基本的に、お金をそこに入れて、最終的に運用が終わったら信託の箱から成果物を金

銭として取り出すのが「金銭信託」です。委託運用４ ２で可能となる金銭信託では、管理は信託銀

行がしっかりと行って、その運用は外部の資産運用業者に委託することが前提となっています。こ

れを「特定金銭信託」といいます。これに対して「指定単」というものもありますが、これは信託銀

行が、管理とともに、投資一任契約を結んで運用も行うものになります。さらにこれ以外に、広義

「金銭の信託」という枠組みでは、償還時に換金されずに運用対象を現物交付する形態として「金

銭信託以外の金銭の信託」（金外信）というものもあります。金銭信託としては、以上のほか、合同

運用金銭信託というものもありますが、これは既製品で元本保証のある「一般口」が使われていま

す。こちらは、先ほどの運用認定基準４ ２を充足していない場合でも、準用する独法通則法 条

による取得が従前から可能なもので、附属明細書をみる限り、例えば、山形大学などがそのようで

す。

続いて、運用サービスの形態を投資家、ユーザー目線で一覧にまとめています。きょうは時間の

関係で詳細の説明はできませんが、この中で と特定金銭信託（特金）のご説明をしたいと思い

ます。投資信託では、低コストで、株式の売り買いと同様に売買手数料のみで購入可能な商品が最

近登場しており、これを （上場投資信託）と呼んでいます。 はエクスチェンジ、 はトレーデ

ィッド、 は投資信託（ファンド）です。取引所で取引される投信ということで、現在の日本では、

インデックス（指数）に連動して運用される がほとんどですけれども、海外では一般的なアク

ティブ運用の 、例えば高配当株や高成長株、アメリカの高配当株やセクターを限った がア

クティブ運用のために作られており、こういった投資信託がいよいよ東証にも上場する予定です。

また、特定金銭信託については、先ほどの金銭信託の下で、具体的にどんな金融商品を入れるかと

いうことになり、そこは委託運用業者と相談した上で決めていきますが、ここに投資信託、プライ
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ベートエクイティ、あるいはカスタマイズした私募投信、個別の株式や債券などを入れていきます。

従って、この中に入れる金融商品の運用コストが高いと、最終的な委託運用コストが上がってしま

う可能性があります。特に、海外が対象の場合などアウトソーシングのコストが掛かりやすくなり

ます。それはまた後ほど説明したいと思います。

次は、金融庁が発表している資産運用業高度化プログレスレポートの一昨年と昨年のものですが、

年５月版の中からいくつかのテーマをピックアップしました。日本の資産運用業の経営・サー

ビスの向上を目指して、レポートは幅広く有識者から意見を聞いており、国際比較も交えたものと

なっています。日本の業者には課題や改善すべき点も多いということで、その辺りを中心に説明し

ます。

まず、、アクティブ投信です。本来、市場平均、インデックス（指標）を上回ることを目標に運用

されるはずですけれども、日本の資産運用業者による国内株のアクティブ運用では、実際にインデ

ックスを上回った成績を残したのは約半数にとどまっています。コストとして、信託報酬は反映さ

せていますが、募集時の販売手数料は考慮していないので、運用成績はもう少し悪くなるはずです。

さらに日本の運用業者によるアメリカ株を対象とした投資信託の分析ですが、実に９割近くの投信

がインデックスを下回っていることになり、これではアクティブ運用の意味がなくなってしまいま

す。日本の業者の中には、海外について独自の分析能力がない業者があり、その割合も結構高い。

現地の運用会社に委託や調査などをアウトソースすることで、そのコストが上乗せになってしまい、

運用成績にとっては重石となる構造が垣間見られます。当局もこの年は厳格なトーンでこれを発表

していたようです。実をいいますと、アクティブ運用は（日本の業者だけでなく）グローバルにみ

ても、インデックスに対しそれほど勝てないという業界の現実があります。レポートではそこを割

り引かずに指摘しているような気もしますが、その辺は片目をつぶって見ておきたいと思います。

次に、国内と海外の業者サービスの差を見てみたいと思います。エクスペンスレシオとあります

が、文字通り経費率ですけれども、日本の業者が最も割高なコストとなっています。もちろん運用

ノウハウの差もあるかもしれませんが、これには個々の投資信託の規模が小さいという背景もある

ようです。投信１本当たりの運用に張り付けられる人も限られて、非効率となるなど差がどうして

も出てしまいます。日本の場合、投信のサイズを見ると、１本当たり１億 万ドル、 億円ほ

どで、欧米と比べると小規模です。理由は、投信の本数が多いためです。いろいろなテーマを掲げ

ては新規に投信を販売することも多く、その結果として大きな投信が育たないままに、季節商品の

ように何年かに一度、また次の投信に乗り換えることを繰り返していました。ここ最近はかなり変

わってきたようですが、まだその残映が見られるということかと思います。

続いて、外国株式を対象とした投資信託をみてみたいと思います。アクティブ運用の場合、９割

近くがアウトソース型であるということがお分かりいただけるかと思います。自前で運用できる業

者が少なく、海外業者へ委託調査費用を払っており、そのコストが運用コストに含まれている、あ

るいは規模が大きくなると追加コストを顧客に徴求する形になります。そういう中で「信託報酬も

高いうえに、アクティブ運用はパッシブ運用に勝てない」とよくいわれます。そのためか、日本の

投資家の間ではパッシブ運用を選択する傾向があります。検証は必要ですが、実際、投資一任業者

を対象とした調査では、パッシブ運用の比率が高いことが分かります。

一方、これは、辛口の指摘とは少し異なる事実になるのかもしれませんが、アクティブ運用にお

いて対象銘柄を「自国の大型株式」（日本ですと、例えば、トヨタ、 、 など）とした場合に

は、世界の主要市場を比較すると、意外にも、他の２市場を大きくアウトパフォームしています。
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これについて、今年度のレポートでは、日本のインデックス自体のハードルが低いと評しています。

また、海外投資家などからも冷ややかな声が聞かれます。日本株の（つまり日本企業の）成長率

が根本にあると思いますが、それが欧米、特にアメリカに比べるとパフォーマンスが低いインデッ

クスと比較することにつながり、アウトパフォームするのは当然だという声です。ただ、事実とし

て「日本株のアクティブ運用」は勝っていました。

銘柄数を見ると、実は日本には上場している株式の銘柄が ぐらいあります。その中には、時

価総額 億円など流動性の低い銘柄もかなりあります。トヨタは何十兆円という規模だと思います

が、さすがにサイズで何百億円という時価総額がないと、アクティブ運用を行うにしても十分な企

業サイズとはいえません。そうすると、対象となり得るのは恐らく 銘柄もなくて 余りの

銘柄です。一方、アメリカで上場している銘柄は、カナダを含めた北米でみると、２万数千銘柄あ

ります。これでも合併などがあって少し減ってきました。欧州でも恐らく２万銘柄以上あると思い

ます。つまり、銘柄数では日本と欧米とを比較すると、開きは 倍ぐらいあるわけです。日本の運

用業者が、先ほどの１投信当たりの金額を大きくして対象の 銘柄の良し悪しを丹念に吟味し調

査をすれば、しっかりとアウトパフォーマンスが出るはずです。日本株、日本の上場企業自体がし

っかりすれば、ハードルレートが多少上がっても、海外と同じような成果が出てくるはずと言えま

しょう。しかも、信託報酬など運用コストが下がってきており、それも後押し要因となります。

８８．． ままととめめ、、国国立立大大学学法法人人のの資資金金運運用用

国立大学法人の資金運用に当たって、周辺環境を４、５点ほど整理したうえで、最後にこれから

の資金運用の戦略についてまとめたいと思います。

取り巻く環境として一つは、国立大学法人も財務面でコーポレート型といわれますが、その点、

資金運用において上場企業は何となく先行するイメージがあります。確かに、金融機関における資

金運用は、顧客から運用を受託、或いは、金融機関が自身の収益のために行っていますが、例えば、

一般のメーカーなど私のいたキヤノンのような上場会社では、資金運用が本業の収益を積極的に支

える発想には全くありません。コーポレート・ガバナンス・コード（ ）とありますが、上場企業

は企業統治の強化を通じて企業価値向上を目指しており、余剰資金があれば、基本的には、本業に

投じてより高いリターンを得ることを探求します。例えば、設備投資や賞与支払いまでの待機資金

を保守的に運用しているケースが多いと思います。そうなると、自ずと対象は債券や確定利付きの

商品となり、期間も１年以内のものが多くなってこようかと思われます。

図 アクティブ運用とパッシブ運用 （抜粋）
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二つ目として、実際の運用にも影響しますが、どうもインフレ率が下がりにくくなっている可能

性がある、ということです。これは去年ぐらいからいわれ始めていますが、地政学リスクが顕在化

し、反グローバリズムの動きがアジア大陸中心に出てきております。これまで効率性重視で構築し

てきたサプライチェーンが分断されたり、適所生産が解消になったりしています。加えて、カーボ

ンニュートラルの活動により本来あるべき資源開発、化石燃料の開発が滞って、結果として供給制

約となっています。また、日本では労働力人口が減ってきて人口ボーナスは終わって、人口オーナ

スで成長が止まったといわれますが、労働力に関して言えば、需給が逼迫してコストを払わなけれ

ば人を雇えないという事態にもなっています。そういう意味で、世界は、効率至上主義からいわゆ

る強靭性（レジリエンス）と安定性重視にシフトしてきた、その分、コストが上がっている、とい

うことが二つ目の事実です。たまたま 年間、これがなかったのでラッキーだったということかも

しれません。

三つ目は、日本ではまだ大きな問題になっていませんが、 投資です。日本では がよく取

り上げられますが、ほぼ同義と捉えて頂いてよいかと思います。アメリカでは、社会正義に目覚め

た資本主義「ウォークキャピタリズム」（目覚める（ ）の過去形ですね）が台頭して、個人投資

家などが声を上げ始めました。対してトランプ前大統領はじめ共和党は、 に対して否定的なス

タンスをとっており、政治色が強くなってきています。一部機関投資家は、運用最大手のブラック

ロックがそうですけれども、 投資に懐疑的なスタンスに軌道修正しています。ただ、この 投

資の流れは恐らく止まらないと思います。先ほど（ のラベルがついていない一般の）電力債の運

用について触れましたが、これは 投資からすると逆の動きとも捉えられる可能性があります。

また、いろいろな 債券が頻繁に発行されており、 活動に注力している企業への投資や、

のテーマ性のある投資信託も出ております。ただ、 投資はともすると割高になりやすく、続ける

ことにリスクはないのか逐次、吟味する必要はあろうかと思われます。今後も難しい課題であると

思います。

そして四つ目にいく前にもう一つ、今、株価も（社債など）クレジットマーケットも想定以上に

好調ですけれども、まだまだアメリカは金融引き締めの旗印を下ろしていません。アメリカの 年

国債は昨年 パーセントにまで上がっていたと申しましたが、昨日は パーセントまでまた上

昇してきています。こうなると、これだけストレスをかけられたアメリカの中小企業や不動産、あ

るいは、都市部の不動産投信（ ）などでは財務内容が脆弱なところも多く、心配になります。

要は、彼らは効率最優先で財務運営が為されているとことも多く、その蛇口を閉められると、耐性

の強い日本企業のようにはいきません。そういったリスクがどこかで露見するのではないか。今、

株の投資家はとにかく強気で、債券の投資家にとってはやや想定外の展開になっているのだと思い

ます。今後、この冬、年明けぐらいからどうなるか、見守っていく必要があろうかと思います。本

格的に委託運用を始める場合に、相場の上下動にこだわらず淡々と運用すると言いつつも、さすが

に次元の違う大きな相場変動が起こる場合は、暫し様子を見ることも必要になるのかもしれません。

そして五つ目ですが、実際、国立大学法人の委託運用のメイン商品にもなる投資信託です。繰り

返しになりますけれども、高成長を取り込むにはアメリカのアクティブ型などの株式投信、成長性

の高いものが中心になってきます。ただ、信託報酬に加えて海外への調査・運用委託をアウトソー

スすることがコストとして重石になってしまう場合もあります。一方で、日本株のアクティブ運用

は恐らくインデックスに対する勝率が意外に高い。ただ、インデックス自体がアメリカほど高成長

ではありません。過去 年をみても、アメリカの株価が 倍成長したのに対して、日本は４倍程
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度でした。ここからどう展開していくのか、日本株の成長性についても判断が必要になって参りま

す。

消去法的に、アメリカ株にせよ日本株にせよ、インデックス、パッシブの運用を選択する可能性

が高くなろうかと思われます。ただ、インデックス運用であっても、インデックスをトラック（追

従）しようとすると、（対象銘柄の）売買コストが実際に掛かり、薄い信託報酬を含めコストとして

その分だけはインデックス自体には負けます。高成長を取りに行って大勝するか・大敗するかもし

れないアクティブ運用、それとも、大負けすることはなくインデックスどおりに成長はするけれど

も、必ず少しだけ負けるインデックス運用か。どちらを取るのか、究極の選択になると思いますが、

その辺は、個々の大学がコンサルや運用業者と議論しているのではないかと思います。

最後に、国立大学法人の資金運用について簡単にまとめたいと思います。まず基準の１と２にお

いては債券中心の運用になりますけれども、インフレに対してフルヘッジとまではいきませんが、

金利正常化の過程で債券の利回り自体が徐々に上がってきており、リスクに応じたリターンを適切

に確保することも視野に入って参ります。運用資産が 億円以下など規模の小さい法人がいくつか

ありますが、こういった大学においてもしっかりとリターンが取れるようになる可能性があります。

当然ながら、基準４ ２に認定されればポートフォリオ運用を行いますが、最近の投資信託では信

託報酬が下がってきています。背景には、金融庁などの指導もありましょうし、利用者、投資家か

らの厳しい批判、要請もあるものと思いますが、このコストメリットを活かしていくのだと思いま

す。運用商品として投資信託も対象となる委託運用の手数料もそれにつれて下がっていくことが期

待されます。

さらに運用コストが低い投信として があります。今はパッシブだけですけれども、いろいろ

なテーマ性のアクティブ型 も近く東証に上場される見込みと聞いており、商品によっては、国

立大学法人の自家運用に馴染みやすい商品も登場する可能性はあります。例えば、高配当で、大き

な値上がりは期待できないが配当利回りは高く業績が安定している企業の株式などを対象とした投

資信託など、国立大学法人の自家運用にも適した金融商品が出てくる可能性もあります。 は株

の売買と同様にいつでも売ったり買ったりができますし、時期を分散した積立型の運用も可能かも

しれません。積立型投資では が有名ですけれども、購入時期を分散するとリスクは小さくなり

ます。こういったことも大学の資金運用には親和性があるのではないかと思います。

駆け足になりましたが、私からの説明は以上です。ユーザー目線でということを言い訳に、拙い

ご説明となりましたが、ご不明の点などありましたらよろしくお願いします。
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第第３３章章 記記事事をを通通ししてて知知るる、、社社会会がが注注目目すするる国国立立大大学学ののアアククテティィビビテティィーー

山本佳世子（株式会社日刊工業新聞社 論説委員 兼 科学技術部編集委員）

日刊工業新聞社の山本です。皆さま、よろしくお願いします。独立行政法人大学改革支援・学位

授与機構の皆さまは機構の名称の通り、大学支援のお仕事がメインになっているかと思います。一

方で、一般社会からは大学側のグループの人、国立の機関と見られているという両面があるのが特

色ではないでしょうか。

本日は私の取材経験から、大学と社会の関わりについて、お話ししますので、その中から皆さま

の活動のヒントを得てもらえたらと思っています。タイトルは「記事を通して知る、社会が注目す

る国立大学のアクティビティー」です。よろしくお願いします。

最初は自己紹介です。お茶の水女子大学の理学部化学科を卒業して、修士は東京工業大学の化学

系に進学しました。当時は研究職に進もうかと思いましたが、仕事のスパンが研究者は非常に長く

て、私は短期集中のほうが向いているので日刊工業新聞社に就職しました。新聞を作っている編集

局にずっと在籍しています。最初は科学技術の記者として、研究成果の記事を書いて、主な読者の

産業界に活用してもらいました。途中で化学や食品ビジネスの会社を担当して、法人化の直前から

大学・産学連携の担当になりました。その後、政策もみるようになりました。日刊工業新聞社の中

に、きちんとした形ではありませんが、数人、専門記者の形になっている者がいます。私もその一

人です。

大学・産学連携は新しい活動なので、憧れの博士号が可能かもしれないと考えて、東京農工大学

の社会人の博士課程に入りました。 、技術経営系だったので、仕事の取材を基にして記事を書い

て、簡単なデータ分析をして論文にするという形で、社会人で博士号を取りました。科学技術・学

術審議会で大学改革支援・学位授与機構に以前いらした山本進一先生とご一緒しました。私のこち

らの任期は 年経って終了になりましたが、国立研究開発法人審議会の科学技術振興機構の部会の

委員です。非常勤講師は東京工業大学や電気通信大学で、科学技術のコミュニケーション、学生の

研究成果をどのように文章にすると社会にうまく伝わるかといった話をしています。学長補佐職も

幾つか行っています。

本日の講演内容としては、基本は私が取材して書いてきた記事です。全て日刊工業新聞の私が実

際に取材・執筆した記事を使って、具体例をご紹介します。

その前にまず、 番の「社会は国立大学の何に注目するのか」として、それぞれの立場でどのよう

な期待が寄せられているか、簡単にお話ししたいと思います。大学幹部の思いとして、よく聞くの

は、以下のような言葉です。「うちは 大学より前から取り組んでいたのに、 大学の話が非常に大

きな報道になっています」「もっと優れているのに、本学は が下手でもったいない」「もっと社会

から注目されていいはず」。こういったという思いをかなり多くの大学の幹部が持っていると感じて

います。しかし、リリースを行って社会発信をしているといいますが、取り上げてもらえないリリ

ースも多いのではないでしょうか。もったいないと思います。ホームページで情報発信を心掛けて

いると思いますが、誰もが毎日、見るものではありません。本当に良いものがあっても、その大学

の良さがうまく社会に伝わっていないという面があるのではないでしょうか。効果的なコミュニケ

ーションを図る必要があると感じています。

一方、一般の人の思いについてです。一般の人は大学に対して、基本的にはプラスの感情を持っ
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ていると思います。学生時代は楽しかったとか、大学に進学しなかった人でも憧れだったという気

持ちがあるのではないでしょうか。皆さま、大学そのものは大好きですが、それは過去の思い出、

自分が若かった頃の話です。今はあまり関係ないという印象を持っていると思います。また、大学

はすてきだといううらやみの気持ちが、何かあると反動に転ずることも、メディア関連の不祥事の

報道などを見ていて感じます。もともと税金が多額に投入されているという潜在的なうらやましさ

があるのでしょうか。定年も 歳定年で、普通の企業は 歳ですから、少し恵まれているという

思いがあります。裁量労働制でほとんどの研究者が動いているという点も、いろいろな点でストレ

スの多い一般の職業人からするとうらやましい点ではないでしょうか。

学術研究・組織として、大学の自由という言葉もよく聞きます。私は、あまり強調しないほうが

いいのではないかと感じています。私が記事にする際には、自由な発想に基づく学術研究といった

ように表現します。あまり自由を強調すると、大学は勝手なことをやっていてずるいと一般の人が

思ってしまう面があるので、工夫が必要だと感じています。

産業・地域社会の関係者の思いについてです。日刊工業新聞の読者は以下のように見ていると思

います。地元の国立大は、よくて当たり前です。その地域でトップなのは当然で、先ほど述べた良

いことをしていても、それほど評価されないというのは、このような面があるからだと思います。

それに加えて、現在、大学改革といわれる中で、この大学は何をしてくれるかという期待の目で見

ています。自分たちの会社にとって、この大学の研究はどういうメリットがあるのか、地元に貢献

してもらえるのか、最も気になるのはわが子や孫の教育に対してどうかということがあります。自

身が卒業生であれば、卒業後は関係ないのに寄付のお願いばかりしてくるという気持ちが生じがち

です。自分にとっての関係性として、大学を見るために、厳しい面があるのではないでしょうか。

利害関係者の中でのギャップを埋める手立ての一つに、メディア情報があると思っています。報

道記事は、大学と社会のお互いを知るコミュニケーションツールとして有効でありたいと私は考え

ていますし、その意識を持って日々、記事を書いています。本日の講演内容は、こういった意識を

持って、理解してもらいたいと思って、説明しました。

番目の講演内容として、具体的な報道記事で見ていきます。法人化 年で、私もその間、ずっ

と報道してきましたが、現在、法人化以降最大の盛り上がりではないかと感じています。国際卓越

研究大学、地域中核・特色ある研究大学、そして独立行政法人大学改革支援・学位授与機構も担当

している理工系強化の基金という三つの大きな国の施策があります。それから、国立大学の統合の

中では、今までとは少し違う東京科学大学についてお話しします。その後、各大学個別の先進的な

事例も紹介したいと思います。

国際卓越研究大学は、先日、選定の候補が東北大学と発表されました。各メディアが以前から大

きな注目をもって書いています。その中で、今回の報道を見ると、一般メディア、一般人・一般社

会と言い換えていいと思いますが、表の左側に記しているような形で注目していると感じました。

それに対して、日刊工業新聞の専門記者の、私の見方を対比して載せてみました。

一般メディアの疑問として、東京大学、京都大学でなく、東北大学ということがあります。現在、

研究力のいろいろな指標では、東京大学や京都大学が上だけれど、ガバナンスとして国に従いなさ

いということかという意見が学内の先生からも結構上がっているようです。学内の理解が不足して

いると感じています。メディアが東京大学や京都大学のような実力、研究力だけではないと気付い

たのは、文部科学省の選定についてのレクチャーで初めてだったような感じがありました。私も出

席しましたが、 時間半程度のかなり長いレクチャーになりました。外からは、こういう状況として
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見られています。

私は制度設計から委員で入っていたこともあって、これは「研究×経営改革」だと紙面でも繰り

返し強調してきました。単なる研究力強化のプロジェクトではありません。東京大学、京都大学で

はなくて東北大学 校だと聞いたとき、私も驚きましたが、少し考えるとなるほどと思いました。

国立の大規模研究型の総合大学は、各学部があって、タイプも違うし、文系と理系でも違うし、医

学系もあります。その縦割りを廃して一つになれるのは東北大学かと思いました。

この背景として大きいのは、東日本の震災経験があると考えます。私は 月に震災があった後、

月に工学部の被害にあった建物に行ったりして、取材しました。震災から 年の折りにも、あら

ためて記事を書いています。研究者は自分の研究で社会に貢献していると思っていますが、震災の

ような場になると役に立っていません。もちろん通信や医療など、一部は役に立っていますが、ま

だまだです。学術の自由というよりも、社会のために大学は存在しなければならないとほとんどの

先生が感じました。その共通の気持ちができているという点が、他の大学とは全く違うと思いまし

た。現在は若い先生も来ていますが、こういう部分があります。あまり皆さまが言わないので、も

う少ししっかり伝えたいです。

そして、国内 位という規模、単純な研究力の指標で昔から東京大学、京都大学に次いで 位で

す。東京大学、京都大学は放っておいても学生、教員、研究者も来るし、政府とも近いです。対して

東北大学は「首都の東京にある」、「関西の拠点にある」のではないという点は、自分たちの弱みだ

ともちろん分かっているので、人を集める多様な努力をしていると感じます。その努力の一つとし

て、先日、三井住友信託銀行との産学連携の会社を作りました。この形は数年前の規制緩和ででき

るようになっているけれども、本格的に行っているのは東北大学だけです。「他と違うことで強みを

出さなければ」と全ての大学が思わなければならないところですが、総合大学の東北大学はそれが

できていると私は見ています。

今回、レクチャーを受けたり、取材をしたりすると、点数を競う、上から選ぶのではないという

ことが分かります。文部科学省としては、全学の改革が「研究×経営改革」で、ある水準を超えて

取り組めそうだと思った大学を順次選定していくという姿勢です。文部科学省のレクチャーで東京

大学、京都大学が 位なのか、 位なのかという質問がありましたが、点数で比べるものではない

し、各大学のやり方は違います。東京大学や京都大学では部局も数多くありますし、それぞれの自

由を重視しているから全学改革とはなっていないので、可能になり次第、国際卓越研究大学が考え

られると私は理解しました。

全体の解説記事を見ると、 大学が応募しましたが、このような仕組みだと背を向ける大学も出

てくるのではないか、そもそも 兆円ファンドの問題はどうなのかなどと書いているメディアとこ

ろもありました。私は残る 大学が応募見直しに入るのは、もっともだと思いますし、よく分かっ

ていなかったから 大学も応募があったと思っています。どのぐらいの大学が地域中核・特色ある

研究大学に切り替えるかというのは、これからの焦点になります。東北大学 校だったということ

で、あらゆる大学が考えるチャンスになったという意味では、非常に良かったのではないかと考え

ます。

そして、対になっている地域中核・特色ある研究大学についてです。対になってということは、

ここ 、 年、政府も言っているので国立大学関係者は理解していますが、一般社会では、こちらの

ほうが知られていないので残念です。公募締め切りをして、申請数が発表されています。年末の発

表に向けて、文部科学省とやり取りしているところかと思います。
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申請校の名前を見て驚いたのは、私立の大規模大学からこれだけ申請が来ている点です。私立の

大規模大学は教育が中心だということも含めて、非常に意外に感じました。地域中核・特色ある研

究大学は、連動している施設整備のほうが先に公募があって、すでに採択されています。そちらで

やり取りした国立大学のケースでは、地域中核・特色ある研究大学に何が求められているか、皆さ

ま分かっていると思います。しかし、私立の大規模大学のように、応募をしていないところ、文系

大学は、なかなか理解できていません。「これは研究プロジェクトではなく、全学で行う経営改革」

ということのやりとりを今、文部科学省と進めているのではないでしょうか。学習院大学、上智大

学、中央大学のような、当初は本学には関係ないと思っていたであろう大学が考えるというのに、

非常に良いチャンスではないかと思っています。文部科学省も日本私立大学連盟などで地域中核・

特色ある研究大学の説明に行ったということで、「本学も研究を頑張っているというには、少なくと

も応募しなければ」と考えたのではないでしょうか。その結果、数多く応募があって、やり取りを

しているという状況です。ぜひ、大学改革の良い方向の後押しを期待しています。 年間で 件、

競争率が 倍で、非常に厳しい枠です。国際卓越研究大学が駄目だった 大学の幾つかは、来年度

の地域中核・特色ある研究大学に応募してくるので、それを含めて 年間で 件なので、戦略を練

りながらの応募を楽しみにしています。

そして、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が担当している理工系強化の基金事業です。

資料左が私の記事です。こちらも一般メディアと比べてみます。一般メディアも数多く扱ったので

驚きました。独立行政法人大学改革支援・学位授与機構のことも随分たくさんの方に知ってもらえ

たのではないでしょうか。一般紙でも夕刊の 面トップで大きく扱っていました。文系大学が初め

て理系に挑戦という記事が、思ったより多かったです。また、福井県立大学の恐竜学部のような意

外性として、一般の人たちが関心を持つ内容も取り上げています。卒業生も含めて、文系の私立大

学が中心ですので、そこに訴えられる書き方になっています。しかし、公立、私立大学向けの支援

は全件採択されていますし、もともとそういう話でした。まだ構想段階のものが多いですし、実は

設置認可も、それどころか申請に行かないかもしれないというものも含まれているという状況は伝

わっていないかと思います。これも先ほどの事業と同じく、まず社会を刺激するという意味で、大

きく行ってもらっていいのではないかと私は思っています。

日刊工業新聞の場合、一般紙と同じことを書いていても仕方がないというのが昔からのスタンス

ですので、ハイレベル枠に注目しました。支援 の中でも、特にハイレベル枠で、かなり大きな表

になりますが、ぜひ入れたいとデスクに相談して、左下に全部国立大学で、 件の表を入れていま

す。そして、半導体関連に注目です。日刊工業新聞は半導体といったら、絶対書かなければならな

いという姿勢です。日本の産業の新しい形の、半導体の仕組みが注目されていて、北海道大学と広

島大学と熊本大学はその形かと思います。

今後気になる点として、スクラップ・アンド・ビルドに私は注目しています。国立大学は理工系

強化の基金事業に採択されると、一時的に定員を増やせるけれども、その数年後には減らすため、

学内のどこをスクラップするのかという理解を得ながら変わっていきます。公立、私立大学はスク

ラップが必須ではないけれども、支援金額が増えるということもあります。予想以上の少子化が進

んでいると皆が実感しているので、スクラップを折り込んでいます。それはどういう形で大学を変

えていくのでしょうか。現在、日本はどうしても私立文系大学が中心の中で、少子化、デジタル社

会という二つの課題にどう対応していくかという意味で、非常に重要な事業だと私も感じています。

東京科学大学、あと 年。東京工業大学と東京医科歯科大学の統合は勝ち組同士の統合と言われ
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ています。私も修士が東京工業大学ということもあって、関心を高く持っています。これも一般紙

も相当大きい記事にしています。一般紙が大学改革で、こんなに書くのは去年、今年で、今までな

かったと感じています。東京科学大学は国際卓越研究大学の認定候補にはなりませんでしたが、統

合計画には影響しないということです。

幸い私は、両学長のインタビューを春と夏と 回行えました。国際卓越研究大学がどうなるかと

いうこともあったためですが、両学長とも「制度があれば活用するけれども、認定は関係なく統合

を進める」と言っています。もともと良いところの掛け合わせで新しいものを作るという目的だか

らです。来年度、後期に入る際の 月 日に向けて、準備しています。この秋の臨時国会で審議さ

れることになるでしょうし、それが駄目でも通常国会で承認されればスタートするという形です。

私が意外に進んでいると驚いたのが、両大学がペアになった共同研究が数多くスタートしている

ことです。左の記事の下にあるように、それぞれの研究内容を披露しあう場で組み合わせができて、

一緒にやりましょうとなっています。それを支援する制度を学内で作ったのは、よい取り組みです。

皆、早く進めたくて仕方がないという感じです。

統合は結婚によく例えられますし、企業のケースもそうです。が、時間が掛かるというのはネッ

クが多いという状況で破談になるかもしれないし、そうなったほうがよいケースもあります。この

両大学の場合は、非常にスピーディーでうまくいくのではないかと感じています。意識してスピー

ディーにしている面ももちろんあると思います。社会にアピールしますし、国際卓越研究大学にも

プラスになると考えた結果でしょう。

夏の取材で出てきた新しい話として、東京医科歯科大学でリサーチホスピタルという考え方を提

唱して、医療工学研究所を新設するというニュースがありました。東京医科歯科大学の田中学長の

説明によると、医学部は附属病院の診療が大き過ぎて、診療報酬によって稼ぐ、医療を行うという

点が社会では一番求められているけれども、教育や研究という将来の医療に向けた活動をもっとし

っかり行いたいということです。きょうの医療と明日の医療を分けて、明日の医療を伸ばすための

資源の獲得が必要です。例えば臨床データを使って、さまざまな医療関連ビジネス、健康ビジネス

に貢献するという部分に産業界は非常に期待しているし、そこからは多額の支援資金が取れるので、

最先端の「医×工」の技術を引っ張っていく場所としての新しい研究所を統合してから作るそうで

す。

さらに私は特色として、東京工業大学の田町キャンパスが面白いと思っています。田町はいろい

ろな国立大学が入っていたキャンパス・イノベーションセンターの所に民間の費用を使って、非常

に大きなビルを造り、東京工業大学のキャンパスも入る形です。場所が良いので、飛行機や新幹線

などを利用して、世界からも人が来やすいです。既に東京工業大学は長岡と豊橋の、二つの技術科

学大学との協定に続いて、九州や北海道との大学とも連携を詰めています。近場で医学部の大学と

連携するという形もありますが、東京工業大学とともに東京医科歯科大学を使いませんかという呼

び掛けを行い、ハブになると言っているので、これは面白くて、すごいと気になっています。

では、統合の効果として、教育はどうなるでしょうか。どうしても医学部の国家試験のために学

ぶものが決まっているので、あまり学部教育は変えられません。しかし、リベラルアーツの教養教

育で一緒に取り組もうということは以前から言っていました。学部の１学年は、東京工業大学が東

京医科歯科大学の 倍なので、 年生などが東京医科歯科大学から東京工業大学に来て、一緒に教

養教育を受けるといったことを考えています。週 回、大岡山の東京工業大学のキャンパスに来て

もらう大岡山デーを設けて、授業を一緒に受けていきます。こういうものは面白いです。理工系の
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多い東京工業大学に対し、医学部や歯学部は女子学生も多いですし、保健系はほとんど女性です。

一緒に教育を受けて、その日はクラブ活動も一緒に行えばいいと言っていました。

大学院の課程は、設計も柔軟にできるので、「医×工」の新コースなど、現場の教員から手を挙げ

てほしいと学長も言っています。その意味で、ここだとトップダウンとボトムアップの両方が図れ

るというので、他の大学と違う統合のあり方かと思って気に入っていて、応援したいところです。

ここからは、各国立大学の記事を使って説明します。 の記事でお話しします。見出しを読ん

で、リードという要旨に相当する部分を読みます。あとは本文も読みながら説明します。今年の 月

から今までの記事から、面白そうなものを取り出してきました。

まず、千葉大学です。「予防医療など社会実装『健康まちづくり』連携拠点」。記事の中に、土地活

用や建物の話が数多く出てきます。ですので、こちらも独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

の皆さまに近いところで、参考になるのではないかと持ってきました。「千葉大学は、西千葉キャン

パスに隣接する東京大学西千葉キャンパス跡地を産学・地域連携拠点として整備する『西千葉

リサーチパーク』構想を固めた。近隣のマンションや介護施設、商業施設とも連携し、予防医

療や医療・気象のビッグデータ解析などの社会実装を図る。共同研究する企業が入居するための建

物の新設も計画している」。

確か内閣府の大学改革の事業などで採択されて、それをきっかけに取材に行きました。対象地は

西千葉駅の近くです。近接する地域で、野村不動産グループがマンションなどの開発を進めてい

ます。要するに民間でまちづくりの開発が進んでいます。千葉大学は 年秋に、東京大学の西千

葉キャンパス跡地のうち、約 万平米を取得しています。この構想の中心となるのは、既に今まで

の実績である、文部科学省の産学共創プラットフォームのプログラム、産学連携の大型事業「 」

です。健康まちづくりのプロジェクトを進めてきました。生活習慣病予防として、坂道を意図的に

配置した道路、うつになりにくい住環境、介護ロボットに適した施設設計といったテーマで 社超

の企業などと共同研究を進めています。記事の下に「千葉大 の 研究課題と企業例」という

表があります。こういったところといろいろ進めています。まだ研究開発の段階です。

この成果をパークに隣接する再開発住居地域を実証フィールドにして、発展させます。パークと

いうのは千葉大学側で、野村不動産グループの住居地域と隣接しているので、それを実証フィール

ドに活用するという意味です。住宅モデルルームに短期滞在するリビングラボという発想があるよ

うで、そこで滞在しながら生体データを取って、どのように良くなかったかなどを見ると思います。

その機能も効果の確認に活用するそうです。

先端的な研究では、同大学の環境リモートセンシング研究センター、治療学人工知能研究センタ

ーが手掛けているビッグデータの 解析も導入するということです。例えば空気が悪くなるのか、

台風被害後に肺疾患が増えるそうです。災害予想に基づいて避難を誘導するとか、住まいやオフィ

スと関わるビッグデータの分析を実際の社会に結び付けるとかいった検証に使います。こういった

ところから、大学発スタートアップも輩出したいと計画しています。

今度は東京農工大の話です。「東京農工大 部局長・副学長 女性 年 割に」。大学運営の幹

部に女性をという女性活躍推進の話です。現在、かなりの大学で理事や副学長に女性が入っていま

すが、基本的には学長指名です。学長が指名しているから入ったというか、全学の支持によって入

ったわけではないので、その点を何とかしようという構想です。「東京農工大学は部局長、副学長の

うち、女性比率を 年に 割、 年に 割とする目標を掲げた。学長指名ポストだけでなく、

学部長など、教員の意向投票を経る選出で実現する。これに向けて 代の 人の女性学長補佐と、
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研究室補助の女性特任助教を組み合わせて育成する制度を実施。組織運営経験と研究実績を高め、

学内構成員の後押しを得られるリーダーに育てる。女性が少数派の理系大学での踏み込んだ策とし

て注目される」。

女性活躍の話は、学協会横断の女性研究者のネットワークなど、大きなものはありますが、文系

よりむしろ理系で進んでいます。文系は放っておいてもそれなりに女性がいます。数字だけでいう

と、女性を増やそうとなると理工系大学や単科大学が問題を抱えています。そんなことをいっても

人がいないというのが今までの言い訳でしたが、世の中の風潮としてそう言えなくなってきていま

す。少ない女性研究者から幹部のリーダーを育てる方策として、東京農工大学の千葉学長が非常に

個性的な方ですので、このような面白い話が出てきたという状況です。

東京農工大学が今回、ターゲットとする ポストのうち、副学長全 人と国際研究の部局長の

人は学長指名で選ばれています。これだけのポストがありますが、教員は男性が圧倒的な大学なの

で、従来は女性がこの中で 人というのが最多です。現在の女性副学長も学長指名によって入って

います。他の大学もこの形が多いかと思います。それに対して、部局長です。「農・工学研究院、生

物システム応用科学府、連合農学研究科の部局長候補者 人の選考は教員の意向投票で行われ、学

長はその中から部局長を決める。女性での就任例はない」。全学の常勤教員でいうと、同大の女性比

率は比較的、高いです。割と早くから女性研究者の話に取り組んでいるので、 パーセントと理

系大学では高いです。そうはいっても、研究者という特性もあるのかもしれませんが、一研究者で

十分幸せだという女性も多いと思います。その結果、組織管理の経験がないために学内でリーダー

の立場になるという形の女性は非常に少なく、壁があります。男性は数が多いので、リーダー格や

ノーベル賞を目指す人がいて多様になるのですが、女性は数が比較的少ない中で放っておくと、知

る人ぞ知るという存在で終わってしまいます。

変革するための手段として 代の女性教員と、その教員の研究室向けに特任助教で採用した若手

女性をセットで育てるという施策を導入しました。現在、学長の側で 代の女性学長補佐が 人候

補から選んでいるわけですから、張り切って企画、研究、産学連携、入試改革を担当していること

でしょう。運営幹部職に向けた人材育成なので、学長の側で学んで鍛えているという形で、部局長

よりも上位の教学統括副学長が助言者を務めます。彼女たちの人材育成ということです。こういう

ことも上手だと思います。放っておくと部局長の男性陣から、「あの女性はなんだ」となりがちです。

が、「本学としてきちんと取り組むべき施策だ」といえるよう、上の部署の学長と教学統括副学長が

押さえているという大事な設計になっています。

この 人の女性学長補佐は同時に、先ほどの若い女性助教とセットになっているので、若手が研

究室を守ってくれる感じです。若手を通じた教育・研究指導として、研究室の実績も出せるし、運

営について学べ、両方に取り組めます。両方ができるという設計は上手だと思いました。若手の助

教はお子さんがいたりするので、学長補佐をしている 代の先輩女性というキャリアモデルが、ど

のように乗り越えてきたかという身近な部分で力を得られます。助教ですから、研究者の学生と近

い関係なので、 代の先生との間をつなぎ、研究成果をリードするという仕組みになっています。

なかなか素晴らしいです。

次は、地方大学です。複数の地方大学を取材しました。最初は愛媛大学です。「地域イノベで自立

的モデル 愛媛大、 市町と連携 紙・水産研究支援 対価得る」。「愛媛大学は地域に拠点を設け

て、県内全 市町とのイノベーションに取り組んでいる。愛媛県の主力産業である紙・水産の研究

拠点はそれぞれ自治体の施設・設備の無償提供を受けている。教員約 人が常駐し、社会共創学部
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の学生や地元企業の研究員が参加して、 から 人の規模で運営する」。

地域連携を一生懸命進めようというのは、地方大学でなくても、どの国立もミッションとして実

施しています。どの程度、本格的に取り組めるかという点で、面白いモデルだと思いました。教員

人が常駐しています。同大のメインキャンパスから、このセンターが遠くて通うのは大変なので、

教員は住民票を移しています。「これだけやっているのなら」と自治体も思います。それで自治体の

施設や設備を提供するという の関係が成り立っているのでしょう。社会共創学部という、

近年、国立大学や地方大学で増えている、地域社会貢献の学部での学びですから、学生が現場に出

ます。その学生や企業の研究員が参加して、 から 人の規模になります。これは本格的だし、自

治体にしてみれば、自分たちの本当の力になっていると感じているのではないでしょうか。これよ

り規模が小さいものとして、県内 地域の連携拠点でも自治体の経済支援を得ています。

ユニークなのが、年度末に各市町から評価を受けていて、地域中核大学の自立的モデルとして注

目されているという点です。評価を受けて、ここは良かったけれど、ここはもう少し頑張ってもら

いたいなどと言われるわけです。それでまた次に進むという形です。この愛媛大学と次に紹介する

和歌山大学は地方国立大学のシンポジウムを聞いて面白いと思って、あらためて取材したケースで

す。そのシンポジウムの際にも、この評価を受けているという部分は各学長から質問が出るなどし

て、話題になっていました。

紙産業イノベーションセンターは、県の紙産業技術センターの一部を無償で借用。最初は自治体

の産業センターの一部を借りる形でした。敷地はそのまま、建物は大学の費用で設置し、学生の宿

泊施設も整備して行きやすいように、 円程度で 泊できるようにしました。紙関係の大学の力

を生かしたものとして、「セルロースナノファイバーの軽量高強度材や製紙スラッジ焼却灰の活用な

どに取り組む。最近では安価な紙製の医療検査キット基材を開発した」。新型ウイルスのように、ウ

イルスの確認に使う際、紙なら安いというところです。

もう一つが水産系です。南予水産研究センター。こちらも旧庁舎・校舎の建物を無償で借りまし

た。大学関係に限りませんが、少子化で校舎などが余っています。こういう所は借りやすいです。

伝統的な水産研究センターより進んだ所で、「全身トロ」状態の養殖魚を育てる技術、赤潮対策を

でキャッチするといったような研究を行います。両センターとも住民票を移して、教員が常駐しま

す。

また、地域ごとに東予・中予・南予と置いて、かんきつや観光関連の課題を から 人の兼任

教員が対応します。兼任教員はなかなか来ない、片手間だと自治体が考えないかと私は思いました。

けれども若者が少ない町だと、学生が来てくれるだけで活性化されます。フィールドワークやイン

ターンシップは大歓迎で、そういう拠点としても活用されています。自治体が活動経費などを補助

しています。

各市町には年度初めに 項目について要望を聞きます。「市町委員会への教員参画」は昔からあ

る形で、これが一番多いそうです。有識者としての活躍という切り口になります。その他、「地域連

携の研究」「地域フィールドでの教育」についても聞くそうです。年度末にその評価をもらって、来

年度に生かします。仁科学長も個性的な方で、フィードバックを受けながら、適切な対価を受け取

るというのが地方大学のこれからの在り方ではないかと言っています。公募中の地域中核・特色あ

る研究大学では、愛媛大学は高知大学と組んでいます。高知大学も植物育成のデータ活用などに取

り組んでいて、気になっています。応援したいところです。

次は和歌山大学です。「『紀伊半島価値共創』で成果 相談対応 年で 倍 自治体関係者らの
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目利き力 観光支援に生かす」。「和歌山大学が 年 月に設けた『紀伊半島価値共創基幹』

、キープラス を活用し、自治体などからの相談対応件数を 年間で約 倍に伸ばすといった成

果を上げている」。産学連携、地域連携はどこの大学も行っていますが、 年間 倍というのはなか

なか素晴らしいと驚きました。ここには「常勤の自治体幹部経験者の他、企業や自治体の実務担当

者が週 回以上勤務する。連携相手の予算やマンパワーへの目利き力を生かす」。普段は企業や自治

体で働いている方が週 回、大学のほうに来て、大学の地域連携を担当します。今、予算のタイミ

ングが悪いとか、マンパワー的には増えたばかりなのでよいなど、内部事情がよく分かるわけです。

その情報を活用しながらセッティングします。実際に熊野地域の観光支援など、複数の案件で社会

実装を進めているという話です。

紀伊半島価値共創基幹は元和歌山県田辺市部長など 人が幹部を務めています。リーダーとして、

地域連携事業全体を担って、県内や大阪南部なども含めて、市町村首長と学長の対話で出てきた課

題にどのようにアプローチをしようかという目利き役になります。価値共創研究員というのが、先

ほどの週 回の方です。クロスアポイントメントを使っていて、これは面白いと思いました。県の

海南市と南海電鉄と県社会福祉協議会から 人がクロスアポイントメントで来ています。地域のニ

ーズを学内に持ち込み、課題解決に向けたプロジェクトを教員と遂行してもらいます。シンポジウ

ムでも出たのは、完全に来てもらわなくて週 回でも効果が高いということでした。完全に来ても

らうと大学として人件費をどうするかという面があります。また現場を離れた人は、現場感覚が薄

れていきますので、現場にいながら取り組めるという方が重宝します。契約が終了しても、よく内

容を把握しているので窓口のコーディネーターとして活躍してもらえるのではないかと言っていま

す。

自治体や企業から同大への相談件数は 年度 件がキープラス発足で増えて、 年度は

件になっています。具体的な事例として、日本ユニストと連携して、世界遺産熊野古道沿いの宿を

整備して、歴史的、文化的価値を盛り込んだ観光商品の開発に着手しました。百貨店で和歌山グル

メのイベントを行うなどしています。和歌山市とは、外国にルーツを持つ子どもの母語・日本語で

のサポート方法を検討しています。理系の産学連携だけではなく、文系の地域連携で、しかも自治

体とともにという意味で、重要な部分かと思います。

地方大学は地域連携での課題解決を重視してきましたが、担当教員まかせで続かない場合が多い

です。これは私も見聞きしています。何々先生が退職したらおしまいといったことです。同大では

地域人材雇用による、先ほどの週 のクロスアポイントメントを行っていますが、ぜひ他の大学に

も活用してもらいたいと考えています。

今度はがらっと変わって東京大学です。国際卓越研究大学に各大学が申請したのが 月末で、 月

の頭で出せた記事です。面トップでは東京大学の基金が 兆円を目指すという記事を書きました。

中面の解説的な記事がこちらです。どういう存在になろうとしているかという意味で、良い中身だ

と思いました。「東大、『新しい大学』確立へ 世界の公共性へ奉仕 脱炭素など社会課題解決」。「東

京大学は国際卓越研究大学の計画で、“新しい大学モデル”を掲げた。大学経営ビジネスの視点が

強い米国大学などと異なる、世界の公共性への奉仕を重視するのが特徴だ。同大は国連の気候変動

枠組み条約締結国会議 などにおいて、国内の他大学にない実績を持つ。カーボンニュートラル

や人工知能などの社会課題解決で東・東南アジアの価値観や切り口をもって議論し、尊敬される存

在になろうとしている」。

東京大学については、小宮山総長の頃から「全部の日本の大学のまとめ役」といった発想が減っ
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てきていると実感しています。東京大学がどうあるべきかはっきり言うということは、学長のリー

ダーシップとして望ましいと思われ、小宮山先生、五神先生とさらにその色が強くなりました。対

して藤井先生は、強力なリーダーというよりは、自身でも述べられていますが、現場の意見をよく

聞いて、慎重に進める面があるので少し感じが違ってきていると思います。その中で、公共に奉仕

するという言い方はクリスチャン系の大学、青山学院大学や上智大学では使いますが、東京大学で

こういう言葉が出てきたのは意外でした。東京大学に大学改革をやりなさいと政府が言うものは、

どちらかというと大学ビジネスで、どんどん稼ぐことを内閣府や企業から求められます。そうでな

い部分、しかも東京大学でしかできない国連の気候変動枠組み条約締結国会議 での存在感や

東・東南アジアを代表するような形での価値観を大事にしてというのは、良いと思いました。

「日本の研究力強化に貢献する公共性の点からは、国内他大学の研究者支援を計画に入れた」。こ

れも意外でした。「基金の運用益を活用し、同大の研究施設・設備を利用してもらう。イメージは共

同利用・共同研究拠点の大規模版で、研究テーマの目利きの組織を学内に新設する。大学間連携で

は支援できない研究者個人を応援しつつ、同大の世界的拠点確立などに寄与してもらう」。このよう

なことを考えているというレベルでお話を聞きましたが、これも良いと思いました。国際卓越研究

大学と地域中核・特色ある研究大学に入らない大学も数多くあります。そこでも研究者は皆、研究

を頑張りたいと思っています。うちの大学は拙いと、くすぶっているような人たちは、学術コミュ

ニティの力を活用して、共同利用・共同研究拠点の機器を使って、良い論文を書くこともできます。

東京大学がそれと似た支援をしっかり行うという宣言は珍しいし、ユニークで、東京大学ならでは

です。しかも、その成果を東京大学と共同で創出するので、ある意味、 でもあります。組織

の話だけではなく、研究者個人の話にもってきたのも面白いと思いました。

その後は、基金の運用益で博士の奨学金という話です。人文・社会科学系も多様なので、多様性

を維持しながら事業成長を進め、総合大学としてあるべき形も維持していくと言っています。東京

大学の本部はこういう発想ですが、具体的なものとして恐らく全学が賛同しているかというとそう

でもないでしょう。そういう部分が国際卓越研究大学の選定に関わってくると思います。

一方、東京大学の各部局が独立してアクティビティーが高いという意味で、工学部単独で魅力的

なことを行っているという記事を持ってきました。一般紙も結構書いているので、ご存じかもしれ

ません。「東大・メタバース工学部盛況 デジタルで教育を社会へ リスキリング 人受講」。「東

京大学大学院工学研究科工学部が 年秋に設立したメタバース工学部が予想以上の好反応を引

き出している。デジタル技術によって、従来の学内教育を超えた工学系の人材育成をするものだ。

中高生の理科教育、社会人の学び直し リスキリング 、情報発信」。理科教育など、個別にはどの大

学も手掛けていますが、オンライン浸透の機会を捉え、東京大学の誘因力といいますか、 人が

聴講しています。 人が実際にオンラインだと聴講できるというので、ショックを受けました。

そういった実例があって、これは継続的だと素晴らしいのではないかと感じています。メタバース

という流行語を付けていますが、メタバースだけではなくて、定義としては東京大学工学系の資産

である教育コンテンツや教員を使って、デジタル技術を活用することによって、新しく産学社会連

携を進めるという活動と言っていいと思います。工学系が中心ですけれども、他も巻き込みながら

進めています。

本柱の一つ、ジュニア講座は理科教育です。特に女子中高生に東京大学進学を目指してもらい

たいという思いがありまして、いろいろな講座を行っています。延べ 人参加で、親や一般の人

も参加できますが、 割が中高生です。その中で女子が 割と、なかなか多いです。デザイン×工学
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という講座では、粘土の造形に 次元のスキャナー・プリンターを組み合わせるという芸術のよう

な感じもあります。こちらの講座は女子が 割です。従来の東京大学工学系と異なる潜在ニーズに

注目しています。

リスキリング講座は、日刊工業新聞的には会社のリスキリングにどのように関わってくるか気に

なります。法人会員 社が参加していて、公表していませんが、結構高い金額が取れています。協

賛金に応じた人数で、選抜した社員が学べると上手にできています。適切だと思った費用を出して、

その分の教育を受けるという形です。一番人気の、松尾先生の人工知能の講座は、東大生の科目に

設定しているので、東大生が 人超で、法人会員が 人で、 人が一緒に学びます。しか

も、普通の科目ですので、 分×掛ける 回プラス課題提出というハードな形です。メーカーの

社員は当然として、リクルートや丸井が入っています。企業がコメントを述べるような場にも入っ

ているので、かなり力を入れていると思います。非常に大きな刺激を受けているようです。企業と

しては、次のビジネスの展開を考える上で、中堅社員がこういった経験から幅広く考えるという点

が重要なのではないかと見ています。

課題として、他の大学と同様、学外向けの活動になるので、教員の協力が得にくいという面があ

ります。また、普通の教育研究以外に行うので、時間をとります。協賛金から謝金の用意をしてい

ますが、松尾先生など人気の先生は研究も忙しいので、なかなかこちらばかりできないという悩み

もあります。そのため、退職教員の協力や他の研究科の教員の協力も考えています。他の研究科と

いうのは東京大学の場合、工学部を出た学生が大学院では、千葉の柏市の新領域創成科学研究科や、

情報理工学研究科に進学するといったことが多いので、そういった所の先生にも協力してもらおう

という戦略です。

三つ目は、工学の進路は古くて油くさい面だけではないよ、面白いよという情報を発信するサイ

トの運営です。学生と法人会員の若手が一緒に取り組んでいて、今までと違う交流ではないでしょ

うか。産学連携の研究だと、もう少し上のレベルの研究だけです。が、もっと若い世代で刺激しあ

う、相互理解が深まるということに価値があると大企業が思うのは、東京大学に魅力があるからだ

と考えます。非常に参考になります。やはりなんといっても人気の講座 人受講できているとい

うのが、驚きです。 を使うとできるのだと感じています。

次は、山口大学です。研究機器の共用という話は、文部科学省で、だいぶ前から進めています。

研究室で大型の研究プロジェクトを取って、 億円の素晴らしい研究機器を入れたとして、それは

研究室のものだと先生たちは思いがちです。ですがそれを変えなくては、と考えています。メンテ

ナンスに費用も掛かるし、プロジェクトが終わった後、うまく使えていないし、管理の人も育たな

いというので、機器をまず学部で共用します。さらに全学で、できれば地域でと共用を広げる施策

を長く続けています。

その中の成功事例の一つとして、山口大学を取材しました。「研究力強化に向けて、全学の研究機

器を共用する仕組みを完成した。権限の強い中央司令塔としてのセンターと、全学の技術職員を集

めた部を新設し、各種の制度を整備。学部や研究室ごとになりがちな機器の管理や専門人材の育成

を横断的にカバーすることで適切な経営判断につなげる。資源が限られる、中規模の地方国立大学

のモデルとして注目される」。機器の共用は研究プロジェクトをたくさん取れる研究大学よりも地方

大学でこそ、うまく進めるべきだという面があって、こちらはモデルではないかと思います。本文

を少し割愛しながら説明します。

学長直下の全学組織で、機構長、副機構長というところに理事を 人置いていますが、 人は研究
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担当だと分かりますが、もう 人、人事労務・財務施設担当を置いています。つまり、大学経営と

して、この機器を導入したほうがいいのか、更新したほうがいいのか、共用にしたほうがいいのか、

また廃棄を促すなどを全学で行うには、このような担当理事が出てくることが大きいのだと気付き

ました。技術職員 人程度を集約する部局を置いて、部長は学部長と同格で大学戦略会議などに参

加します。技術系職員ですから、学長のリーダーシップがあって、本学は機器の共用を頑張ると言

わないと、「学部長と同格はおかしい」という声が出やすい部分です。それだけ本気でやっていると

いうことです。

技術職員ではキャリアパスもはっきりしないし、下働きのようになってしまうので、キャリアパ

スを明確化するそうです。部課長を目指すトラックと専門職としてしっかりレベルを上げていくト

ラック、二つ選べるような形にしています。最初は任期制でも定年制に変換できるというテニュア

トラック制も導入しました。これはやる気も出ます。大学のために頑張ろうという気になるのでは

ないでしょうか。どの大学でも、研究大学において機器共用は重要なテーマになっていると思いま

す。

あと 分で、後半の記事を進めます。電気通信大学です。これも面白いです。自分が取材した記

事は気持ちが移ってしまって、全部面白いと強調したくなりますね。「学長・理事 教員に復職 定

年前退任で新制度」。若手と書いていますが、役員ですので中堅で、「中堅の役員就任を後押し」。「電

気通信大学は、学長と理事が任期終了時に 歳の定年前なら以前の所属部局の教員に戻ることがで

きるよう規則を整備した。国立大学では、教授などから役員に就任する場合、利益相反を避けるた

めに教員を辞任するのが一般的だ。教員に戻るには新たな採用手続きが必要だが、認められないケ

ースが近年相次いでいる。 、 代の教員の役員就任を後押しする制度として、他大学でも参考に

なりそうだ」。

国立大学は、文部科学省の国立大学法人支援課にいつも許可を求めて、できないことが多く、身

動きがとれないといわれますが、そうでもない面もあります。東京大学のようなところは、このよ

うに解釈するとできると押し切れる部分があります。電気通信大学も規則でこうすればできると気

付いて行った方法で、他の大学でも参考になると思います。

学長・理事になって辞めるときに、まだ定年前の年齢で、元の職員に戻りたいという気持ちがあ

る際の規定を新設しました。研究室での指導や研究活動ができるというので、役員の間は研究室活

動をペースダウンしていたものを戻すというイメージです。通常、国立大学の学長は辞職願を出す

必要がありますが、理事でも現場の教員の利益と執行部の予算・人事権とぶつかるため、できれば

出してくださいという大学が多いようです。研究室が閉じることになって、研究室人生が終わって

しまったと落胆する先生の声を聞いた経験もあります。それを恐れて、教員のままで続けられる副

学長なら良いけれど、理事にはなりたくないという声が出やすいです。 代半ばだと、役員をして

いる間に定年を迎えますが、まだ若い方はちゅうちょします。年齢に余裕があるときに元に戻りた

いという希望があれば、そうできるようにしましょうということです。

そうしないと、役員として対立した教授会やタイプの違う新学長とぶつかると、もう一度戻るこ

とを認めないケースがあります。具体的にも幾つか見聞きしました。それはあまり良くないのでは

ないでしょうか。中堅の教員がどんどん理事になって、文部科学省や独立行政法人大学改革支援・

学位授与機構の関係を理解して、その上で一部の人が学長になるのが良いのではないかとのことで

す。そうでなければ、研究の道も残しておくほうが後押しになるのではないかと考えています。

筑波大学です。「筑波大が連携拠点 億円投資 年開設 ドローン実証設備や企業棟」。「筑
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波大は 日、産学連携の大型拠点を 年に開設すると発表した。つくばエクスプレスのつくば駅

近くにある職員宿舎の跡地に建てる。飛行ドローンや自動運転車などの概念実証 に使う床面積

の、 平方メートルのスペースと企業 社程度が入る施設を整備。」

このように規模が大きく、財源に大学債を使っています。大学債の発行は筑波大学が 番目、東

京大学が 番目で次が大阪大学です。現在は東北大学や東京工業大学も出しており、いずれも施設

整備にも使うと言っていますが、 カ所に大きくというのは、これが初めてではないでしょうか。大

学債 億円のうち 億円を充てるといいます。この建物の賃料と共同研究費で償還するそうで

す。債券ですから、 年などかなり先ですが返さないといけません。賃料と共同研究費で 億円

稼ぐと言っているわけで、すごいです。それぐらいできるということです。他の大学より新しい分

野に学際融合で出ていけるという強みを武器にするようです。

実証試験のスペースは幅100×長さ 、高さ メートル。高さがドローンなどを使うので高いで

す。 トントラックの搬出入もできます。ここで先進技術を活用した スポーツ大会やバーチャル

国際会議などのイベントも行います。これもうまく進めると稼げるかもしれません。なかなか心が

弾むところがあります。つくば市は内閣府からスーパーシティ構想の指定を受けているので、他で

はできないけれども、特区としてここではできるといった企画が武器になるかもしれません。

企業に入ってもらうというのは、近年、どこの大学も実施しているのでさほどでないかと感じま

したが、 社程度入る所に 社がもう決めています。メーカー系が入るのは当然として、スポーツ

グッズ、小売り、金融などが入ります。面白そうだと気になります。 億円返すと言っているぐら

いですから、賃料もそれなりでしょうけれども、それに合った期待があって入居するのだと思いま

す。借入金も組み合わせて行うそうです。これも大きな刺激になるかと考えています。

次は少し毛色が変わった所をご紹介します。筑波技術大学です。独立行政法人大学改革支援・学

位授与機構の皆さま、全員がこの大学をよくご存じでしょうか。私も 年半ほど前まで知りません

でした。視覚と聴覚の障がいのある学生を対象とした国立大学です。障がいごとに二つのキャンパ

スと寮を持っていて、障がいがあっても通いやすいです。各種ツールを使って、技術系の専門知識、

情報や機械、保健など、保健は、はり、灸、あん摩といった技術を手に付けるという技術の大学に

なっています。「障がい学生 高い スキル 筑波技術大、情報系就職に強く 各種ツールで技術

系知識学ぶ」。

面白い展開になっています。障がい者の法定雇用率引き上げは、企業に課されています。現在、

パーセント、 年度から パーセントは障がい者を雇用しなさいという法律の改正になっ

ています。大規模な企業だと、かなりの人数になります。優れた障がい者をどう雇用するか、その

点で注目を集めています。「同大の全ての学部生は、視覚か聴覚の障がいを持っており、専用ツール

によるプログラミングなど高い スキルを身に着けた卒業生が多い」。 であれば、例えば目が見

えなくても点字ツール、耳が聞こえなくても画像で表示するといった特殊なツールは結構あります。

しかし、普通の大学では障がいを持つ学生が増えたとはいえ、 年に 人、 年に 人程度で、なか

なか継続的支援ができません。この大学では、支援ツールが並んでいるし、それを使って スキル

を高める教育ができています。こういう大学は他にありません。 系に戦略的に取り組んだ部分も

あるでしょう。企業への就職でいうと、情報通信系が 割なので、そこに力を入れているのだと思

います。

「 週間のインターンシップをはじめ、企業側の不安解消に配慮した就職支援も手厚い」。国立大

学の場合、学生がそれなりに優秀だし、うちの大学ならという思いもあって、就職支援にあまり力
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を入れていません。私立大学は一生懸命やっているのと対照的です。この大学の場合、学生に障が

いがあるので、教員が卒業研究の指導をしながら就活支援もするという意味で、手厚く行っていま

す。「卒業生は働き方改革のリーダーに期待されるなど、高度人材としての就職がクローズアップさ

れている」。障がい者の雇用経験のない企業向けに説明会を行っています。経験がない企業は心配で

す。目が見えなくて、うちで働けるのかなどと思うでしょう。インターンシップで健常者との共同

作業を体験して、「ツールがあれば大丈夫だ」と不安を解消してもらう目的で行っています。同大の

場合、手厚いフォローもあって、入社後の定着率も一般より高いです。障がいがあることもあって、

すぐ転職すればいいとはならないでしょう。企業側と学生と で、心を決めて一緒になるよ

うな形で、定着率が高いのではないかと考えます。

企業の障がい者採用というと、昔は高卒でいいけれど任期制で非正規といった感じでしたが、こ

れだけ多く雇用しなければならないとなると、質も量も必要です。大卒技術系の正社員が雇用でき

るならいいといったときに、同大は魅力的です。働き方改革全般においても、障がい者の気付きと

いうのが他の人にもプラスになっています。筑波技術大学の卒業生が口頭だけでなくデータで残す、

実際に印字して見える化することで、外国人や育児休暇から帰ってきた社員、私たちにも分かると

感謝もされます。 スキルが高いから働き方改革で のリーダーにもなるという同大ならではの

特色になっています。

東北大学です。「産学共創会社 三井住友信託銀と共同出資 放射光測定など 最先端技術を提

供」。共同出資会社を春に設立して、最初は設立したというだけのリリースがありました。その後、

取材をして、具体的に何をするのかを 月に書いたのが今回の記事です。その後、 月頭に東京で記

者会見があって、東北大学と銀行側の幹部が出席して、かなり大きな発表会をしています。「東北大

学と三井住友銀行は共同出資会社 を設立して、新たな産学・社会連携ビジネスをスタートし

た。」青葉山新キャンパスで、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構のものですが、放射光施

設「ナノテラス」を整備しています。キャンパスは東北大学のキャンパスなので、いろいろ活用で

きます。

大学の先端技術をメーカーで実用化することは放っておいてもいろいろできていますが、そうで

はなくてサービス業の新事業創出を後押ししようといったときに、企画や開発ができる会社として、

共同出資会社を作りました。国立企業と民間企業の共同出資会社は、技術移転機関、 以外では初

めてだそうです。近年の規制緩和で、国立大学の子会社はベンチャーキャピタルや など、幾つ

かの種類があります。現在は四つぐらいあるでしょうか。ただ、この活動をミッションとする子会

社というのは、今のところ他にないと思います。研究成果の実用化に向けた企画、研究教育施設の

管理、外部組織の利用促進という形での パーセント出資の子会社です。

具体的に何をするかというと、大きく二つです。一つは放射光に注目して、高度計測分析の支援。

計測分析は、いろいろな受託分析サービスの会社がありますが、素材メーカーやユーザー側の子会

社が親会社向けに行っています。それも小規模にお手伝いしますといったようなものが多いです。

しかし、用途や耐久性、安全性など、項目によって計測の理論や手法は全く違うので、業界や業態

を越えて新しい事業にする際の計測には手が出ません。この新会社が計測の科学的知見を持つ東北

大学と受託分析やデータ解析などの会社をつなぐという言い方をしています。図にあるように、中

央に という会社があります。右側と左側をつなぎます。左側が新事業開発をします。例えばサ

ービス業で素材のデータが必要だけれど、ノウハウがないときに が間に入って、大学や他のサ

ービスの会社につなぎます。
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もう一つは、新たな価値・体験と結び付く、モノ・サービスの事業開発支援です。具体例を聞く

と、眼科領域の研究プロジェクトで良い成果が出ているようです。その場合、医療関係や製薬、保

険会社につながりますが、もう少し広い、新しいタイプの事業ができるのではないでしょうか。目

を使うユーザーを考えてみますと、ゲームは目を使う、視力が低下するなどといわれますが、視力

が低下しない画面や情報機器への広がりが考えられるのではないでしょうか。スポーツでも視力が

いいと小さい球がキャッチできるので、優れたプレイにつながるということで、スポーツ関連も考

えられます。眼科検診も手軽に検査できるショッピングセンター併設など考えられるというので、

なるほどと思いました。

企業を相手にするだけではなく、個人が兼業や副業でブロジェクトに参加する形、これは感心し

ました。兼業や副業は人気ですが、大学が主体であれば、それは少しハードルがあります。この

という会社であれば、別に個人と契約することは難しくもないです。そうすると、 に非常に優れ

た個人が参加するなどといったことがあると思います。三井信託銀行から役員で参画する人は、

「我々が知る他の投資会社、ベンチャーキャピタル、信用金庫など多様なプレーヤーをつなぎたい」

と言っています。普通の都市銀行と異なり、信託銀行で大きな金額を預かって、大きな投資をする

ので、自身も投資家的な活動を行っています。その関連で、ベンチャーキャピタルや地方銀行とも

連携があるそうです。 月の発表会にそういう人がお客さまとして数多く訪れていました。東北大

学がユニークという一例になるかと思います。

次は先ほどの話になりますので、割愛します。もう一つ、次に行きます。

こちらは個別というより、大きな話になります。最近力を入れて書いているオープンアクセスの

転換契約です。論文ジャーナルにおいて転換契約という形で、広く読めるような形に変える動きで

す。「先進大学から東北大・東工大、試行錯誤 国挙げた戦略 日本の研究 世界に発信」。図書館

で学術論文雑誌を購読するという費用に対して、近年はその論文誌以外の場にも掲載して構わない

という論文掲載料の仕組みがあります。それをセットにした転換契約が日本でも進みだしています。

欧米で進んでいたけれども、日本では「ワイリー」で現在 大学、「シュプリンガーネイチャー」

で 大学が動いています。記事では「シュプリンガーネイチャー」の日本法人社長にも取材をして、

実際に転換契約にすることでアクセスが非常に増えていると紹介しました。つまり、うちの大学の

図書館はこの論文と契約していないという研究者でも見られるし、官公庁やメディア、企業の人が

見られるので、社会的なインパクトが増えるといっています。

先進事例として、東北大学と東京工業大学の図書館長の取材をしています。個人で払っていた論

文掲載料を大学で払うというのに、一部負担するなど、方法はいろいろあります。東北大学も東京

工業大学も、まずある方法で進めて、具合が悪いところが出てきたのでこうしてみようというので、

現在、第 弾の方法をとっています。東京工業大学が言っていたのは、日本の研究者は自分が払う

ときには論文コストを気にするのに、大学の本部や図書館がどのようにしているかはあまり気にし

ないということです。図書館システムがよく分からないまま、大学にまかせているわけです。そう

すると、格差が生じてしまいます。しっかりした大学と地方の中小規模の大学で、今でも読める論

文数が違うという問題があります。さらに格差が出てしまうので、もっと全体で考えなければいけ

ないと言っています。

政府は、問題があるのは把握していて、審議会でも議論を続けてきましたが、具体的には動いて

いなかったという状況です。 が 年春に日本で開催されるというので、 年の秋に総合科学

技術・イノベーション会議でそれに向けて、議論を本格化させました。その結果、 のときにかな
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り踏み込んだ宣言をしていますし、さらにもっと先に行こうということで「政府の競争的研究費の

成果で出た論文は、 年度新規公募分から即時オープンにしてください」という一気に先を行く

方針を公表しました。今、国を挙げて大手の出版社と交渉する体制を整備しつつあります。なぜ、

一気に先を行くようなことを言ったのか。今までは東北大学や東京工業大学といった大学グループ

で行っていましたが、国を挙げて、世界的な論文出版社と交渉する以上、はっきりした線引きをし

た上で交渉するぞと、そう言ったのだと途中から気付きました。これは大きなテーマですので、ま

た引き続き、追っていきたいと思っています。

次は、大学の連携教育についてです。ダブルディグリーというような形で、 大学間は割合とあり

ます。研究大学でない私立大学でも、例えば海外大学と組んで、学位を二つ、しかも一つは海外大

学で英会話力向上という をする連携教育があります。けれども本当の連携教育は、一つの学位を

複数の分野の教員で教育することで質の向上があると言われています。それができるのは博士課程

だと実感した例です。

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構のある西東京近辺の 大学の連携で、東京外国語大学、

東京農工大学、電気通信大学、この共同専攻で 人の博士号が出ました。「文理共同 発足 年で成

果 異なる研究手法を習得」というものです。 大学で発足が今、 年超ですが、サスティナビリテ

ィという切り口の博士後期の大学院を連携で手がけています。現地調査といった文系の手法とデー

タ解析といった理系の手法などを組み合わせた国際人を養成するというので、留学生が多いんです

けれども、日本人もいます。東京外国語大学は地域研究や開発経済学に強いですし、東京農工大学

は食料・エネルギー、ライフサイエンスが強いです。電気通信大学は通信やロボティクスといった

専門で、これらを組み合わせて教育します。

学生が 人超と、結構人気で、素晴らしいです。修士までの専門を生かした 大学に所属してい

ますが、他大学の教員からも指導を受けるという形です。理系で留学生を受け入れるときには、日

本の最先端技術を学ぶという傾向が強いのですが、今回は途上国でも可能な研究手法として、公開

の衛星画像を使ったものに限っています。サスティナビリティの切り口で、マッチするものとして、

非常にユニークな形ができています。東京農工大学に来た中国人留学生は、母国の大学教員ポスト

を獲得していますし、日本人女性はコンサルティング会社を辞めて、ここで博士号を取得してシン

クタンクに就職といった成果を出しています。

最後の記事です。もう一度、電気通信大学です。「電気通信大学が 実証拠点 企業の先行投資

する場に 開始」。「電気通信大学は 年度からのキャンパス再開発で、同大の先端技術を建

物に導入した を始める」。参加企業は生産や販売、物流、教育など。あらゆる分野で今、デジタ

ル変革を進めようとしているので業種や業態によりません。 の実証開発拠点に位置付けてもらう

ということです。企業が自社事業に電気通信大学の技術、つまりセンサー、ビッグデータ、 、

ロボットなどを実装するのに建物を一緒に建てて取り組みませんか、という呼び掛けを現在、行っ

ているところです。産学連携拠点に費用を出す企業は結構出てきていますし、企業が自分の研究所

を建てるように実証試験の設備を自費で建てる所で、電気通信大学と一緒に行いましょうというも

のです。電気通信大学は建物を建ててもらうという のねらいです。一般の は病院や学生寮、

マンションの収益が確実なものに行われますが、電気通信大学の先進技術を生かして、先行投資と

して開発拠点を持ってはどうでしょうかという形です。

他の理工系でもできそうかというと、どうでしょうか。電気通信大学は単科大学で全学挙げて取

り組んでいます。既に食事スペースやベッドを備えた仮想介護施設を学内に作っていて、ここで認
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知症患者の生体データ、環境データを用いて、徘徊や暴力を早めにキャッチするという取り組みを

東京都のプロジェクトで実施しています。図書館では、試験期間になると、学生が緊張して二酸化

炭素が増えるそうで、それを把握して換気制御を行う、といった キャンパスを掲げています。せ

っかく取り組むなら、こういった大学といかがでしょうかと企業に呼び掛けているという内容です。

大学の記事例からの案内はこれまでです。パワーポイントに戻ります。本を今まで幾つか書いて

います。科学技術の内容を社会に伝えるには、どういう方法をとりますかという意味で、中央の『研

究費が増やせるメディア活用術』が研究者向けです。左が学生向けに書いています。少し前に『理

系女性の人生設計ガイド』も出していますので、ご参考にしてください。私の講演は終了です。あ

りがとうございました。
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第第４４章章 九九州州大大学学のの研研究究戦戦略略とと地地域域内内大大学学連連携携のの果果たたすす役役割割

福田晋（九州大学 理事・副学長）

九州大学の福田です。本日はこのような機会をいただき、誠にありがとうございます。ご紹介い

ただいたとおり、本日は『九州大学の研究戦略と地域内大学連携の果たす役割』というテーマで話

をします。自己紹介を兼ね、私のバックグラウンドを少し紹介します。私はもともと農学の出身で、

農学の中でもやや異端と言える、農業経済学という社会科学と経済学の双方に跨るような分野を専

門としていました。自然科学の分野の先生方と一緒に農業経済学を研究していたため、そういった

先生方との関わりが強かったという経緯もあります。本日の話の中に総合知という言葉が何度か出

てきますが、これは私が部局の中でも経験してきたことです。

本日の講演の中身についてです。全体の目次は大きく三つのパートに分かれています。一つ目に

「 と本学の目指す姿」と挙げています。

は本学の研究戦略におけるベースラインとなるものですので、まずご紹介し、ご理解をいただ

きたいと考えています。二つ目の内容が「研究戦略に基づく各種の取組について」で、本日の講演

における一つの柱になります。大きな目標に向けた研究戦略に基づいて実施している、各種の施策

や事業について、できる限り具体的に話します。三つ目は、「地域内大学間連携強化に向けた取組」

です。直近の取り組みとこれから具体的に内容を詰めていく取り組みの他、構想段階の取り組みも

多くありますが、ご紹介します。

【【１１．． とと本本学学のの目目指指すす姿姿】】

早速、私たちのビジョンについてお話します。 は、指定国立大学

法人への申請を契機に策定した、今後 年間の本学の方向性と方針を示したビジョンです。 年

月に九州大学が指定国立大学法人に指定されたことをベースに、同年、策定されました。

では、本学が 年に向けて目指す姿として、「総合知で社会変革を牽引

する大学」を掲げています。この目標を実現するために、大きく八つのビジョンを掲げています。

ビジョン の「ガバナンス」からビジョン の「財務基盤」まで、分野や領域ごとにビジョンがあ

ります。本日は私が担当しているビジョン の「研究」とビジョン の「社会共創」について説明

します。「社会共創」は産学官連携よりもやや広い枠組みになりますが、関わりがあるため、この部

分も含めて説明したいと思います。

まず、ビジョン の「研究」については、基礎的な学術研究基盤から社会変革に貢献する展開研

究・応用研究まで、広く研究力を強化し、国際競争力を高めるとともに、社会課題の解決に貢献す

ると掲げています。より具体的な内容が三つあります。一つ目は、総合知の創出に向けた研究戦略

機能と支援制度の強化です。二つ目は、戦略的な資源配分による先端研究強化と新領域の発掘です。

三つ目は、自由闊達な研究を担う多様な人材の獲得・育成と研究環境の充実です。後ほど、これら

の視点に沿った支援策を紹介します。

ビジョン は「社会共創」という言葉で表現しています。私たちは知の拠点となることを一つの

目標に掲げています。知の拠点として地域社会やグローバル社会と共生・共創しながら、教育研究

活動を通して、社会の持続可能な発展と人々のウェルビーイングの向上に貢献したいと考えていま

す。そのために、産学官民の協働による課題探索やビジョンメイキングを行っていきます。また、
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社会課題の解決や社会・経済システムの変革に資する研究成果の社会実装化を目指します。これら

は産学官連携領域における活動です。

社会に向けた領域では、シチズンサイエンスの促進を挙げています。シチズンサイエンスとは、

地域コミュニティーと密接に結びついたアウトリーチ活動のことを指します。社会に向けて研究成

果を発信し、シチズンサイエンスをより活性化させていきたいと考えています。これらのビジョン

達成を目指し、さまざまな施策を展開していますのでご紹介します。

スライドの ページに進みます。まず、研究戦略の立案から社会実装までを一体的に推進するた

め、九州大学では四つの基盤組織を設置しています。資料左の「研究戦略会議」、中央の上の「未来

社会デザイン統括本部」、中央下の「データ駆動イノベーション推進本部」、右下の「オープンイノ

ベーションプラットフォーム」です。左の研究戦略会議は、文字通り、私たちの研究戦略のベース

を作成し、研究戦略の要となる組織です。この会議で作った戦略を実際に推進し、車の両輪となる

組織が、未来社会デザイン統括本部とデータ駆動イノベーション推進本部です。右のオープンイノ

ベーションプラットフォームは、研究成果等を事業化・商業化し、知的財産として確保する、産学

官連携の機能を持った組織です。

以下、それぞれの組織について説明します。まずスライド ページの研究戦略会議は、総合的な

研究戦略を策定し、統括していく会議です。研究担当理事の私が司っています。この会議には総長

もオブザーバーとして参画し、委員は全ての理事と部局長等で構成されています。まさに研究力強

化のブレーンとして活動を行っています。本年 月、この研究戦略会議の下に、本学の研究に関す

る中長期的な課題を検討する組織として、研究戦略検討ワーキンググループを設置しました。この

ワーキンググループの構成員は、顕著な研究業績を有し、研究に関して広範で豊富な知識と見識を

持つ、本学の主幹教授と、さまざまな外部資金等を獲得し、各府省や資金配分機関等で ・ を務

める先生方です。大学全体の研究力強化に向けた課題等の整理・改善、 分析に基づく新たな強み

分野の発掘、総合知の創出に向けた検討などについて議論し、定期的に研究戦略会議に報告をして

いただくこととしています。

一番下に研究戦略企画室の設置と書いています。この組織は、研究戦略会議が定めた研究戦略に

基づき、大学全体の研究力強化に向けた取り組み等を実施する組織として設置されたものです。主

に学内研究における、実際の支援制度の企画・立案を行っています。

次は未来社会デザイン統括本部です。この組織には多様なステークホルダーが参画しています。

本学の強みや特色を生かしながら、取り組むべき社会課題の提案、総合知の創出・活用による社会

課題の解決、未来社会デザインの研究体制の整備等を推進していくための、総長直轄の組織として

設置されました。資料に「エントリポイントの設定」という事項で記載していますが、本学の強み・

特色と、幅広い分野における、自由闊達な研究網を生かし、社会課題の中で先導して取り組むべき

エントリポイントとして、脱炭素、医療・健康、環境・食料という三つの領域を設定しています。こ

れら三つの領域に関連する研究に対して、戦略的な資源配分を行い、さらなる発展や裾野の拡大、

総合知の創出・活用を促進しています。

また、これら三つのエントリポイントには、研究者のグループである研究ユニットを設置してい

ます。脱炭素の研究ユニット、医療・健康の研究ユニット、環境・食料の研究ユニットの三つで、各

ユニットの中に複数の研究グループが設置されています。脱炭素ユニットの一例として地域連携推

進グループを挙げています。この領域に関連する、多様な部局の先生が参画し、研究課題に対応し

ています。環境・食料ユニットでは昆虫科学グループの例を挙げています。農学だけでなく、幅広
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い部局の先生が大きな課題を持って参画しています。同様に、医療・健康ユニットでは高深度オミ

クスグループの例を挙げています。ユニットごとに六つから七つのグループが組織され、活動して

います。

各ユニットの研究グループは、学内資金はもちろん、学外の競争的研究費を獲得しながら研究を

進めています。また、シンポジウム等での研究成果の発表、研究会の開催、情報を外部に発信して

いく広報活動などを統括本部が支援しています。資料の右下にシンクタンクユニットとあります。

このユニットは他の三つと毛色が少し違い、理想の未来社会をデザインしながら、社会課題の解決

やそのプロセスを提案する、まさにシンクタンクの機能を持っています。現在は三つのエントリポ

イント領域を設定していますが、このシンクタンクユニットは、ネクストユニットになり得る、次

の領域を提案するという課題も持っています。

次のスライド ページはデータ駆動推進イノベーション本部についてです。この組織は、先ほど

の未来社会デザイン統括本部と両輪を成す組織です。 社会において、サイバー空間とフィジカル

空間の融合による、新たな価値創造を基に、あるべき社会の姿について研究し、 推進人材の育成、

データ駆動型の教育・研究・医療の展開、社会課題の解決や、社会経済システムの変革を支える信

頼性のあるデータの利活用など、本学の 戦略の策定から取り組みの実行までの全体マネジメント

を行います。この組織も、本部という名称が付いた総長直轄の組織です。資料では組織図を示して

います。本部長の下で、情報担当の理事が副本部長を兼務しています。その下に専門的な研究者で

あるディレクターと八つの部門が配置されています。

これまでの取り組みの一例として、研究に関連の深いものを右に示しています。研究データ管理

支援サービスのウェブサイト構築です。大学が近年、対応を求められている、研究データの管理と

公開に関して、必要な情報や支援体制を一元的に行うことができるウェブサイトを構築しました。

データ管理計画、いわゆる の作成支援や、ウェブ学習資料の掲載、データの照会などが一つの

ポータルサイトで行えるようになり、学内研究者の積極的な支援につながっています。

四つ目の組織はオープンイノベーションプラットフォームです。産学官連携活動のインターフェ

ースとして、研究成果の社会実装化と、それを見据えたプロジェクトチームの組成、社会実装や社

会展開等を先導する研究者の発掘など、社会の在り方を含めた、イノベーションを自立的に生み出

すイノベーションエコシステムなどを先導する組織です。スライド ページの図に示しているとお

り、この組織には、「フューチャーデザイン」、「イシュードリブン」、「サイエンスドリブン」という

三つのチームが組織されています。フューチャーデザインのチームは、プロジェクト創成とコンサ

ルタントの機能を持っています。次のイシュードリブンは、プロジェクトを実際にマネジメントす

る役割を担っています。共同研究を作り、実際にマネジメントする組織です。サイエンスドリブン

は、知的財産・技術移転、起業支援などを行うチームです。それぞれのチームにディレクターを置

き、その下に専任教員、コーディネーター、 、テクニカルスタッフ等を配置し、機能させていま

す。なお、 のサポートチームとして、事務部門の産学官連携推進課が参画し、実務を執行してい

ます。

スライド ページでは、三つのチームの、最近の取り組み例を紹介しています。フューチャーデ

ザインチームでは、既存の共同研究や知的財産の管理・活用では支援しづらい、事業開発や受託開

発法人として機能する他、一対一ではなく、大学と複数の企業・機関が共同研究を行う、あらゆる

産学連携サービスの体系化を検討し、実践に移すことを目指しています。二つ目のイシュードリブ

ンチームは、共同研究獲得額の倍増という目標に向けた、大学全体の産学連携機能の整備を進めて
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います。この取り組みは後ほど紹介します。最後のサイエンスドリブンチームは、外部のアドバイ

ザー等の力を借りて情報解析力を強化し、世界的にインパクトのある知的財産権の獲得・活用を実

現します。各チームがそれぞれの課題に取り組んでいます。

という組織が常に第 ステップにあります。従来の産学連携を担う組織体を抜本的に見直し、

今回、設置したものが、 、オープンイノベーションプラットフォームです。ステップ と表現し

ています。 は、より一層、機能的で柔軟な活動を目指し、組織を大学の外に出して法人化するこ

とで、事業化支援の継続性を担保していくことを想定しています。来年度に予定している、外部法

人への移行に向けた準備が、本年度のステップ の位置付けに当たります。外部法人への移行後、

ステップ に進みます。ステップ では、このオープンイノベーションプラットフォームが、新た

に研究開発プロジェクトを行う法人やベンチャーキャピタルをホールディングス化した上で、一体

的にマネジメントしていくことを想定しています。これらの活動を通して、オープンイノベーショ

ンプラットフォームが考える、九州大学発の経済圏の創生と、未来社会のインキュベーターになる

という将来目標に向かって動いています。

私たちは、こうした法人化やホールディングス化によって、産連活動の拡大を見据えた外部法人

化、九州・沖縄全体の産連活動の活性化、自治体と経済界との連携強化などをより積極的に推進し、

現状を変えていくことを意図しています。ただし、九州大学のミッションは、産連活動の支援を通

じて、本学の教育・研究の向上を目指すことです。このミッションは変わりません。

【【２２．．研研究究戦戦略略にに基基づづくく各各種種のの取取組組ににつついいてて】】

ここまでは と、そのビジョンを動かしていく基盤組織について説明してきました。

当然、これら四つの組織をつくり、動かしただけでは、本学が掲げる多くの目標や研究戦略の全て

を達成することは困難です。その達成には、研究者や研究グループの一層のレベルアップと、優秀

な人材の獲得、多様な研究人材の活躍が欠かせません。また、研究者を支援する仕組みの構築も重

要な要素です。

ここからは二つ目のパートとして、本学が独自に実施している研究支援制度と支援体制について

説明します。スライド ページに、本学の研究支援制度を大きく類型化し、図示しています。資料

の左側は研究支援のカテゴリーに当たるものです。人社系学際融合プログラムは、人社系の研究者

を中心とした研究グループが異分野融合研究を推進するための研究費を支援するものです。マッチ

ングファンドプログラムは、本学と学内外の研究機関がマッチングファンド形式で若手研究者の育

成を推進する、組織的な共同研究プログラムです。現在は、理化学研究所とのマッチングファンド

プログラムが進行中です。

資料の右側は人材育成のカテゴリーに当たるものです。国際的研究リーダー研修プログラムは、

先端の研究資金等を獲得している若手研究者を、より一層、世界で活躍できるようにするための、

新たな戦略的育成プログラムです。もう一つの稲盛フロンティアプログラムは、本年度、私たちが

肝いりで実施する制度です。このプログラムについては、後ほど少し時間をいただいて説明します。

この他にも、科研費の獲得経験のない若手研究者に対する研究スタートプログラム、国際的研究リ

ーダー育成基礎プログラム、基盤的研究費支援など、さまざまな支援制度を設けています。本日は、

その中の主立ったものについて説明します。

スライド ページ以降に示しているのが、本年度スタートした、稲盛フロンティアプログラムで

す。世界に伍する研究大学を目指す本学にとって、優秀な若手研究者を確保していくことは大変重
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要です。このことから、独創的で意欲的な研究展開を目指す、秀逸な若手研究者を採用した上で、

将来を担う優秀な人材を戦略的に育成することを目指し、本プログラムを実施しています。このプ

ログラムの特徴は、まず独立した研究環境を確保していることです。独立した として研究者を採

用し、教育・入試業務や各種会議等への参画を原則免除します。

二つ目に、特別な待遇と様々なインセンティブを用意します。本学の准教授の平均給与額より 、

割高い給与が支給される准教授として採用し、研究費と研究支援者雇用経費を合わせ、 人当たり

万円以上の経費を支援します。また、特に優れている者については、 年間の任期終了後、高

等研究院の教授として採用することとしています。なお、これは今後検討する部分ですが、高等研

究院の教授として採用する際にも、極めて高い待遇を用意する予定です。

私たちは、この稲盛フロンティアプログラムには非常に重要な意味があると考え、公募から選考

までを丁寧に行っています。公募の項目に書いているとおり、全ての分野を対象に国際公募を実施

しました。 等の国内求人サイトだけでなく、 が運営しているサイトにも求人情報を

掲載し、海外の若手研究者にも情報が届く工夫をしました。その結果、最大 人の枠に対し、全世

界から 人の応募がありました。そのうち約半数が海外からの応募であり、大変大きな反響があ

ったことを感じています。

応募受付後、審査は 段階で実施しました。特に最後の面接審査では、分野の近い本学の研究者

や外部の有識者にも参画していただき、最終的に 人を選考しました。その後、選ばれた方々との

調整を経て、 月に正式な採用決定となりました。資料にあるとおり、研究分野は非常に多彩です。

人のうち 人が外国籍で、 代前半の方もいるものの、年齢層は比較的若く、全体的にバランス

の取れた研究者が確保できたと考えています。第 期の採用結果は記載のとおりです。本プログラ

ムでは、 年度の第 期までで最大 人を採用する予定で、総事業費は約 億円を予定してい

ます。本学では非常に大きなリソースを割いて実施している、目玉のプログラムだと言えます。

次のページに進みます。その他の研究ビジョンで掲げている、自由闊達な研究を担う、多様な人

材の獲得・育成と、研究環境の充実を達成するための、若手研究者や女性研究者を支援する学内制

度の一端を紹介します。まず、「ダイバーシティ・スーパーグローバル教員育成研修」です。通称、

「 」と呼んでいます。この制度は、世界トップレベルの研究教育力を身に付けることで、

女性教員と若手教員の上位職・管理職への雇用を大幅に加速させ、真にグローバルな研究大学とし

て、国際社会に認められる研究教育環境を整えることを目的とするものです。対象となった女性教

員と若手教員には、 年間、国内および海外で実践的な教育研究指導法に関する研修を受けてもら

い、研修終了後は上位職への昇任を実施しています。本制度は、文部科学省の「令和 年度科学技

術人材育成費補助事業」の採択を受けて実施していて、本年度までの 年間で、毎年 人、計

人の教員を支援しています。

二つ目の「出産・育児復帰者支援」と三つ目の「研究補助者雇用支援」は、主に女性研究者を支援

するものです。当然、男性も応募可能です。「出産・育児復帰者支援」は、その名のとおり、出産・

育児休業から復帰した研究者が円滑に研究をリスタートできるように支援する制度です。「研究補助

者雇用支援」は、出産・育児、介護などで研究時間の確保が難しい方に対し、研究補助者を雇用す

る経費を支援するものです。四つ目の「国際的研究リーダー研修プログラム」は、本年度から始め

ようとしている制度です。次世代を担う 歳以下の若手研究者に中長期の海外研鑽の機会を提供

し、自身の研究発展、国際的なネットワークの構築、分野をけん引する研究者コミュニティーへの

参入を目指してもらうものです。海外の優れた研究機関において、 年間、通算 日以上、研究活
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動に参加してもらい、最大 万円を支援します。このようにいくつもの支援制度を設け、多様な

人材の確保・育成と研究環境の充実に努めています。

ここからは、研究者を支援する学内の枠組みや組織の構築について説明します。まず、研究機器

の共用についてです。研究機器の有効活用や時宜を得た更新を行うためには、研究機器の共用化を

図っていくことが大変重要になります。本学では、 年に「研究機器・設備共用のための全学的

プラットフォーム」という枠組みを構築しました。 部局の参画を得て、機器共用に関する諸課題

の検討と情報共有を開始しています。また併せて「機器共用プラットフォーム連絡会」を設置し、

情報共有と意見集約を担っています。さらに、プラットフォームと連携し、全学の機器共用体制整

備と運営支援を行うために、機器共用促進支援室を設置しています。この支援室では、機器共用に

係る全学ルールの検討、機器共用ポータルサイト「 」の運営、共用設備の情報の一元化、

料金設定の支援等を行い、学内の研究機器・設備の促進に向けた取り組みを推進しています。

次のページは、本学の全学的な研究設備導入の仕組みである、研究環境整備事業について示して

います。研究大学として整備すべき設備等の、中長期的な計画を策定し、戦略的な設備整備を図る

ことで、本学が卓越した成果を創出し続けるとともに、若手研究者が少ない研究費でも自立した研

究に集中できる環境を創出し、提供します。必要な研究機器・設備の学内公募を行い、審査を経て

優先順位を決定し、機器を導入します。ここで決定した優先順位は、文部科学省への概算要求を行

う際にも参考にしています。

具体的には、研究機器の金額規模によって、共用研究設備と高額研究設備の二つのカテゴリーに

分けて公募を行います。第 期中期目標・中期計画期間中に、二つのカテゴリーで計 の設備の導

入を目指しています。本事業で導入する研究設備費の財源は、運営費交付金の目的積立金です。こ

れまでは毎年 億円から 億円程度の財源が確保できていましたが、昨年度は電気代の高騰への対

策として学内支援を行ったことなどから、財源を大幅に圧縮せざるを得なくなりました。世界と伍

する研究大学を掲げる本学にとって、より良い研究設備・機器の導入は極めて重要であり、予算の

確保が大きな課題となっています。

スライドの ページと ページでは、研究支援人材の確保と組織化について挙げています。ま

ず ページで、本学の センター構想を紹介します。本学の は、文部科学省の「リサーチ・

アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備事業」と、「研究大学強化促進事業」の支援

を受け、整備を行ってきました。「研究大学強化促進事業」の支援が昨年度で終了したことを契機に、

新たな 組織を構築し、無期雇用化等で 人材の確保を図ることによって、本学の研究力強化

を目指しています。新たな センターのセンター長は研究担当理事が兼務し、複数名の セン

ター副長がマネジメントを行います。 年 月の発足を予定していて、将来的には 人程度の

人数規模での運営を想定しています。

この センターには三つの研究グループを設置しています。一つ目の研究企画調整グループは、

科学技術や学術政策等の情報の収集・分析、研究戦略等の策定のための情報提供、研究者からの相

談窓口などの機能を有しています。二つ目は、具体的な研究プロジェクトを創成するグループです。

研究プロジェクトの企画立案、異分野融合・協働研究の推進、部局が実施する研究推進方策の支援

などの機能があります。最後は研究資金獲得支援グループです。外部資金の獲得を具体的に支援す

る他、異分野融合のための研究者交流支援も行います。このページの説明にもあるとおり、この

センターは研究系の のみの組織となっています。産学連携型の は、先ほど紹介したオープ

ンイノベーションプラットフォーム（ ）の中で採用し、育成・活用します。各組織で専門家を育
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成していく形をとっています。

スライドの ページでは、研究支援人材の確保と組織化の二つ目として、技術職員の全学組織で

ある統括技術部の紹介をしています。本学の技術職員は、基本的に各部局で採用しています。部局

以外にも技術支援のニーズはあるものの、なかなか対応できていない実態があります。また、組織

が部局内にとどまっているため、他部局の技術職員との交流やスキルアップの機会に乏しい状況が

あります。技術職員の処遇改善等が進んでいるとは言い難いという問題点も抱えています。そのた

め、全学組織としての統括技術部を設置し、問題を解消するための第一歩となる取り組みを始めた

ところです。長期の将来ビジョンの項目にあるとおり、将来的には、全学的な技術支援サービスの

実施、人材の流動化、新規採用枠の柔軟な運用などを目指しています。

ただ、現状、学内にはまだ多くの議論が残っています。まずは統括技術部という枠組みをつくり、

現在から中期の将来ビジョンに向かって取り組みを進めていきたいと考えています。現時点では、

統括技術部内に九つのグループを設置し、全ての技術職員にいずれかのグループに所属してもらい、

従来の部局の枠を超えた交流や研修などを行うことから取り組みを始めています。

このセッションの最後の内容として、研究資金の枠組みとは少し毛色の違う、産学連携の強化に

関する取り組みの一つを紹介します。本学の研究力強化および外部資金獲得強化に関しては、指定

国立大学法人の構想の中で、 年後までに共同研究費の受入額を現在の 億円から 億円に倍増

する目標を掲げています。また、この目標を踏まえ、第 期中期計画期間が終了する 年度まで

に共同研究費の受入額を 億円増加させ、研究開発コンサルティング契約の受入額を パーセン

ト増加させることも掲げています。これらの達成に向けて、共同研究を大型化します。また、小口

の共同研究と言ってもよいかもしれませんが、共同研究の裾野の拡大も目指しています。産学官連

携担当の副学長をトップとしたタスクフォースを設置し、対策の検討を行っているところです。そ

の一つが、組織対組織の本格的共同研究の強化です。新たに共同研究所を設ける構想も持っていま

す。交渉サポートを必要とする教員にきめ細かな支援を行うことも検討しています。オープンイノ

ベーションプラットフォームにもそうした機能を加え、共同研究の受入額拡大に資する仕組みにす

ることを考えています。

【【３３．．地地域域内内大大学学間間連連携携強強化化にに向向けけたた取取組組】】

最後のセクションは、三つ目の、地域内大学間連携強化に向けた取り組みについてです。ここで

は昨年度に連携協定を締結した、九州・沖縄オープンユニバーシティ構想（通称 ）、沖縄科学技

術大学院大学（ ）との連携、さらに、それらに先行し、地域間連携の取り組みとして実施して

いる、九州地区再生可能エネルギー連携委員会と 事業について説明します。

まず、九州地区再生可能エネルギー連携委員会についてです。この委員会のもともとの枠組みは、

国立大学協会九州地区支部会の、各大学の総長と学長の集まりでした。九州・沖縄地区には国立大

学が 大学あり、それぞれの大学が、太陽光、地熱、風力、水素など、再生可能エネルギーに恵ま

れた地域の特性を生かし、研究開発に独自の強みを持っているという特徴があります。実際、各大

学がそれぞれの分野に力を入れているため、九州域内の、再生可能エネルギーを利用したエネルギ

ーの供給力は非常に高いです。産業界や自治体と協力しつつ、大学間の連携によって脱炭素化や再

生可能エネルギーの社会展開を進めるとともに、社会実装を加速化させることを目指し、 年に

九州地区再生可能エネルギー連携委員会を設立しました。この連携委員会の下で実際に動く組織と

して、連携部会を立ち上げています。私がその組織の音頭を取って活動しています。
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再生可能エネルギーの研究開発に関する、各大学の取り組みについて少し触れておきます。まず、

九州大学の取り組みです。各大学の取り組みの資料は、先ほど説明した、カーボンニュートラル社

会の実現に向けてというパンフレットに基づくものです。九州大学は、水素の研究で大きく先陣を

切っています。 拠点として整備・利用されている、カーボンニュートラル・エネルギー国際研究

所をベースとした、水素の研究開発と伝統的な地熱発電に加え、最近、洋上風力研究教育センター

を新たに立ち上げたところです。佐賀大学には、共同利用・共同研究拠点である、海洋エネルギー

研究センターがあります。ここを中心として、洋上風力発電、波力発電、海洋温度差発電など、海

洋エネルギーに関する研究開発が盛んに行われています。北部 県にある九州大学と佐賀大学、さ

らに本日の説明には挙げていない長崎大学には、洋上風力に関する長年の研究教育の蓄積があるた

め、連携委員会では、これら三つの大学の連携をさらに進化させていけないかという議論もありま

す。

次のページでは、南九州の鹿児島大学の取り組みを示しています。鹿児島大学では、農業等に適

した地域的な特長を生かし、サトウキビ栽培と、砂糖を製造する過程で生まれるバイオマス原料な

どを利用したバイオマス発電や、日照時間が長いことを利用した、太陽光発電の研究開発などが行

われています。鹿児島大学と宮崎大学の間でも、南九州の特徴であるバイオマス発電や農業・畜産

業をベースとした、新たな連携ができないかという議論が進んでいます。こうした取り組みを通じ

て、九州・沖縄地区の国立大学間での連携を深めています。本年 月には、本学が主催する「エネ

ルギーウイーク 」で各大学や企業の研究者が集い、再生可能エネルギーについて議論をしまし

た。

ページは、産学官連携関係の、九州・沖縄地域の大学連携事業である「 事業」について

示しています。この事業は、 の「大学・エコシステム推進型スタートアップ・エコシステム形成

支援」の採択を受けて始まったものです。九州、沖縄、山口の の国公立・私立大学と、福岡銀行

を傘下に持つ、ふくおかフィナンシャルグループの子会社である、 ベンチャービジネスパート

ナーズが加わった全 機関が参画し、顧客志向で業界改変が実現できるベンチャーを持続的に創出

していくことを目的に設立されました。具体的には、九州大学が核となり、起業活動の支援、起業

環境の整備、学生のアントレプレナーシップ教育、アントレプレナーシップ教育を行う教員の教育

などに、 の機関が一緒に取り組んでいます。この事業を通じて、スタートアップに力を入れてい

る福岡市と北九州市をモデル都市に設定し、スタートアップ・エコシステムの形成・発展を目指し

ています。

事業では、大学発のスタートアップ創出における事業化フェーズに即した、四つの起業活動

の を設定し、 ごとに資金と支援プログラムを提供しています。この事業による 年度

の起業支援実績として、大学研究室への比較的少額の開発資金供与である の ファンドに

至ったものは 件でした。その上の経営者候補の獲得・育成や客員起業家による起業に向けた伴走

支援などを含む の と の プログラムに至ったものは 件でした。成果は

順調に現れていると見ています。また、発掘プログラムと ファンドの を経て、 と

に至った起業プログラムでは、プレ と という形で起業支援人材を募集しています。

下に書いているとおり、 年度には七つのプロジェクトの公募に対して 人の応募があり、

年度には のプロジェクトに対して 人を超える応募がありました。関係各層から大変大

きな関心を集める取り組みになっています。

再生可能エネルギーの連携委員会と 事業を先行する取り組みとして踏まえ、本年から新た
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に実施している、二つの大学連携について説明します。これらの連携は協定を締結したばかりで、

現在、具体的な中身や構想を練っている最中のものです。まず、本年 月、九州・沖縄の全国立大

学の総長と学長が集い、研究力向上に関する連携協力の共通プラットフォームである、九州・沖縄

オープンユニバーシティ（ ）を形成しました。この組織は、研究者や学生の研究力向上と交流、

研究設備・機器の共用化、研究データの管理・利活用、研究支援人材の資質向上等に係る取り組み

を推進するものです。取り組みの具体的な推進に当たっては、親委員会となる の推進会議と運

営委員会の下にワーキンググループを設け、①から④とその他の部分に関する具体的な検討を行う

こととしています。現在設置しているワーキンググループは、研究者・学生の研究力向上・交流ワ

ーキンググループ、研究設備・機器の共用化ワーキンググループ、研究支援人材の資質向上ワーキ

ンググループの三つです。

次に、 の発足と同じ本年 月、本学は沖縄科学技術大学院大学（ ）と包括連携協定を締

結し、①から⑦の連携を推進していくことになりました。包括連携協定の締結以降、本学の総長お

よび理事と の学長や理事が、複数回相互訪問を行い、スピード感を持った連携が進められてい

ます。具体的な取り組みとしては、まず研究と教育の連携を先行して進めることとし、協議を開始

しています。研究分野ではジョイントワークショップの開催を予定しています。現時点では、化学

や材料分野などを主な対象として、 年 月末頃に開催してはどうかという具体的な検討まで至

っています。また、共同研究スタートアップに係るマッチングファンドの実施も予定しています。

研究設備・施設については、双方の担当者が来学し、相互の研究設備等の視察と把握を行っている

ところです。

教育に関する取り組みは私の担当外ですが、 の学生が本学の大学院教育に参加することを可

能とする他、本学の高大連携事業に係る連携プログラムを実施したり、 の組織である「 」

とのパートナーシップ活動として、 の大学院生に対して本学学生に教授する機会を提供したり

することも予定しています。

【【４４．．ままととめめ】】

以上、三つのセクションにわたって説明をしてきました。最後に全体のまとめです。冒頭で説明

したとおり、本学が 年に向けて目指す姿は「総合知で社会変革を牽引する大学」です。この目

標の達成に向け、組織の整備や学内支援制度の新設と充実、研究支援人材の確保、研究機器の共用、

地域内の大学間連携強化などの面で、さまざまな取り組みを実施しています。これらの取り組みの

中には、まだ手を付けたばかりのものも多くあります。この先も着実に取り組みを進め、「総合知で

社会変革を牽引する大学」という目指す姿を必ず実現できるよう、努力を続けていく所存です。本

日の説明を聞いていただいた皆さまにも、本学のこれからの取り組みに対し、さらなるご協力とご

支援をいただければ幸いです。以上で私の話を閉じます。ご清聴ありがとうございました。
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第第５５章章 大大学学等等連連携携推推進進法法人人のの活活用用にによよるる連連携携教教職職課課程程のの設設置置とと運運用用

～～広広域域分分散散協協働働型型連連携携のの構構築築過過程程とと現現状状～～

佐古秀一（四国地域大学ネットワーク機構 代表理事／鳴門教育大学 学長）

本日はこのような機会をありがとうございます。先ほど紹介していただいたとおり、私は現在、

一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構の代表理事、併せて国立大学法人鳴門教育大学の学長

を務めている佐古です。この社団法人は、徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学、高知大学

で構成されています。このような大学の構成で社団法人をつくり、大学等連携推進法人の認定を受

けました。このネットワーク機構で取り扱っている主な業務が連携教職課程に関わるものであるた

め、私が現在、代表理事を務めています。

本日は大きく 点の項目に分けて話をします。 点目は四国の教員養成大学・学部を巡る環境に

ついてです。 点目は四国国立大学の連携の経過、 点目は連携教職課程の理念と体制、 点目は連

携教職課程の運用についてです。 点目は、教職課程以外の法人の仕事として運営している、四国人

財育成塾について簡単に話します。 点目に今後の課題を挙げ、先生方の意見を聞きたいと考えて

います。よろしくお願いします。

まず、四国の教員養成大学・学部を巡る環境についてです。日本地図に県別の面積を示していま

す。最も広いのは当然、北海道です。 位が岩手県、 位が福島県です。四国は、 県を合わせた面

積が岩手県より少し大きい程度です。人口は 県を合わせて約 万人で、静岡県の人口にほぼ相

当する人数です。ここに五つの国立大学法人が存在しています。この人口動態の資料は、国土交通

省が提供している、少し古いデータです。ここに示されているとおり、人口は全国的に減少してい

るものの、四国ではそれよりも若干、速いペースで人口が減少しています。

その中で、 歳人口の今後の見通しと大学入学者の想定を見てみます。これは 年に向けた

高等教育のグランドデザインの参考資料です。 年を基準として、 歳人口、高校卒業者、大学

進学者と進学率、国公私立別の入学者等を推計しています。 年の推計値が下に出ています。徳

島、香川、愛媛、高知における 歳の推計人口は記載のとおりです。大学進学者の推計も下に並べ

られています。現状の大学の収容人数を前提とした場合の、国公私立大学の収容率を算定すると、

徳島では パーセント、香川では パーセント、愛媛では パーセント強、高知でも パー

セント程度となっています。全国的に似た傾向があるものの、四国が現在の収容人数を維持した場

合、国立大学への入学者の比率は、相当、厳しい状況になることが予想されます。

次に、大学間の連携の経過を一覧表にまとめています。四国にある、五つの国立大学による連携

の経過です。出発点は 年にさかのぼります。表に示しているとおり、まず、四国地区の教職大

学院の連携教育推進協議会を設置しました。 年、教職大学院の第 陣として、鳴門教育大学に

教職大学院を設置しました。その後、 年に香川大学と愛媛大学、 年に高知大学に教職大学

院が設置されました。香川大学と愛媛大学に教職大学院が設置された 年、教職大学院がお互い

の授業を利用できるようにすることを話し合う母体として、この連携教育推進協議会が設置されま

した。

ご存じのように、教職大学院のカリキュラムには、共通科目、専門科目、実習科目があります。

履修単位数が相当多いため、授業科目をたくさん用意しなければなりません。限られた数の教員で
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教職大学院を運営することは非常に厳しいため、 年から単位互換を目指した協議を始め、

年に、高知大学を含めた 教職大学院で単位互換を行う協定を結びました。学部の連携に入る前に、

教職大学院のレベルで、国立教員養成大学・学部が連携する体制が整いました。

教職大学院の連携を踏まえ、 年 月、教員養成分野の連携事業を推進していくことが学長会

議のレベルで話し合われ、確認されました。その後、実技系の科目で共同教職課程の具体化を検討

することが決まり、同じ 年の 月に、共同教職課程の設置を検討する組織が立ち上がりまし

た。共同教職課程はその当時に使われていた用語で、現在の連携教職課程に当たります。共同教職

課程を目指していくことが学長会議で確認された後、それを検討する組織として、大学等連携推進

法人の設置を検討する委員会が設置されました。

年、その委員会の下に、大学等連携推進法人の認定と共同教職課程の中身を検討する組織を

つくりました。さらに、大学等連携推進法人の設置を検討する委員会の下に、一般社団法人設置準

備委員会と共同教職課程設置準備委員会を設け、具体的な検討に入りました。 年、大学等連携

推進法人に係る国の制度が施行されました。私たちはまず、 年 月に一般社団法人四国地域大

学ネットワーク機構を設立し、 年 月に大学等連携推進法人の認可を受けました。以上がこれ

までの経過です。大学等連携推進法人は 年に出発しましたが、それまでに学部だけでなく、教

職大学院のレベルでも大学間の話し合いが進み、現在に至っています。

これは大学等連携推進法人が認められるまでの検討組織です。三つのレベルに分かれています。

一番上に大学等連携推進法人協議会を設けています。この協議会には各大学の学長が参加し、さま

ざまな事項の協議や確認をします。資料の左側にある組織は、大学等連携推進法人の認定を受ける

ための枠組みを議論し、申請事務を行う委員会です。それに対して右側にある組織は、連携教職課

程の中身や方針を決める連携教職課程設置準備委員会です。その下に各教科のワーキンググループ

を設け、検討を進めてきました。右側の中身を見てください。設置準備委員会の役割は、令和 年

度連携教職課程の編成方針、課程認定の申請書類の準備、教学管理体制に係る話し合いなどです。

実技系の教科の連携教職課程を作るに当たって、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、情報の、六つ

の教科の実務担当者を含めたワーキンググループをつくり、教職課程の具体的な授業の構成と課程

認定のための準備を進めました。

一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構の設立後、大学等連携推進法人の認定を受けました。

この写真はネットワーク機構設立時のものです。コロナ禍で対面の設立式を行うことが難しかった

ため、オンラインで行いました。ディスプレーを並べて 人の学長が握手をする形での設立式とな

りました。

この研究会では、山梨の事例で大学等連携推進法人についての紹介は一度行われているようです

が、私たちの考え方をあらためて紹介します。この資料は、平成 年に当時の文部科学大臣が提出

したものです。地域連携プラットフォームの在り方の一つとして、国公私立の枠を超えた連携を可

能とする、大学等連携推進法人 仮称 の制度を創設するプランが示されました。

また、大学等の緊密な連携を効果的に推進するため、一般社団法人に対して、文部科学大臣が大

学等連携推進法人として認定する制度を設けるとあります。この部分で、新たに大学等連携推進法

人を設けることが示されました。さらに、教学上の特例として、他の大学が当該大学と緊密に連携

して開設した連携開設科目を、当該大学が自ら開設するものとみなすことができる等の特例措置を

設けると書かれています。それぞれの大学が限られたリソースで教職課程を運営する現在の形に対

して、各大学が教育リソースを持ち寄ることで、自らの大学が開設した授業科目として組み込める
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という特色です。私たちはこの制度を非常に有用性の高いものと考え、活用することにしました。

なお、図の中に、大学等連携推進法人における教学上の大学間連携として、連携開設科目の開設、

連携開設科目を活用した教職課程の共同設置とあります。ここで教職課程という文言が使われてい

るため、私たちも話を進めやすいと判断しました。

次のスライドを見てください。教職課程の基準に関するワーキンググループの報告を受けた制度

改正について、中央教育審議会に出された資料の一部を抜粋しています。赤枠に、「今回新設」と書

かれた部分があります。「仕組み」の欄には、先ほど説明したことと同様の内容が書かれています。

大学が開設する授業科目上の特例として、連携開設科目を自らが開設する授業科目に組み込むこと

ができるとあります。ただし、 割という上限が設けられています。

今回の四国の連携で最も重要な意味を持っている部分が下にあります。上記の仕組みを活用する

複数の大学が、同一の種類の免許状の教職課程認定を同時に受けようとするとき、つまり連携教職

課程においては、一定の要件を満たした場合に、大学間の専任教員の共通化を可能とするとありま

す。現在は専任教員の位置付けが少し変わっていますが、当時の教員養成系の大学では、各教科の

免許を出すための専任教員の必置人数が定められていて、その条件を満たさない限り、免許が出せ

ませんでした。特例が設けられたことによって、ある大学がある教科の免許を出すとき、必置人数

に欠員があっても、他大学の教員を専任教員として読み込むことが可能となり、この特例は、私た

ちにとって非常に有効な制度だと考えています。

ただし、注意書きがあります。米印の 番にあるとおり、連携教職課程を設置しようとする大学

には、課程認定基準上の要件が課されます。また、幼稚園・小学校の教職課程の認定を受けた教員

養成を主たる目的とする学科等が一以上含まれていることとあります。四国の場合は、全てが国立

の教員養成系の大学・学部であるため、この条件は簡単に満たすことができます。次に、教学管理

のための体制を整備すること、その際、各設置大学の専任教員がそれぞれ 人以上からなるもので

あることとされています。後ほど説明しますが、教学管理のために整備する体制に、お互いの大学

の関係者が参加することが定められています。実務上、非常に大きな意味を持つものが最後の条件

です。学生が在籍する学科等において 単位以上を修得し、それ以外の学科等のいずれかで 単位

以上を修得するものとして必要な単位数を開設することとあります。やや分かりづらい表現ですが、

要するに、大学間の連携において、他大学の授業科目を 単位以上、修得することが条件とされて

います。

私たちにとっての連携教職課程のメリットは、自らが開設した授業科目に他大学の授業科目を組

み込めることです。言い換えると、各大学が有している教育リソースの範囲を超え、幅広い授業科

目を学生に提供できます。二つ目のメリットは、専任教員の共有が可能になることです。参画する

大学間で配置すべき専任教員を共有できるため、大学間で専任教員を共有することで、一つの大学

においては比較的少ないリソースで、その教科の教職課程が設置できます。三つ目に、さまざまな

連携形態の中でも、連携教職課程の場合、各大学の教育方針やポリシーを担保できるというメリッ

トがあります。具体的に言うと、連携教職課程を組んだとしても、卒業時には各大学の卒業証書を

出すことができます。各大学が持っているポリシーを変更することなく、そのポリシーに整合する

形で、他大学の授業科目を組み合わせればよいということです。あくまで各大学が目指す教員養成

の方針や、育成すべき学生像に基づく形で協力し合えることが大きな特徴です。四国では、この連

携教職課程の設置をこれからの人口減への対策につなげていければと考えています。

これは教職課程認定基準を抜粋したものです。教職課程を設置する上で必要とされる専任教員の
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数があります。美術の免許を出す場合に必要とされる専任教員数は 人以上となっています。同じ

く、家庭と情報では 人以上が必要です。各大学が単独で授業を行う場合、それぞれの大学でこの

人数の教員をそろえる必要があります。これを連携教職課程に移すと、必ずしもこの専任教員数を

配置せずとも、他大学の教員を組み込むことで、教職課程を開設できることがメリットです。

ここまでは検討の経過と体制について話してきました。この連携教職課程の設置に至るまでには、

さまざまな問題が発生しました。簡単に設置できたわけではありません。ここでは主な問題に絞っ

て紹介します。

点目は、各大学の既存のカリキュラムとの調整です。これは連携教職課程の一つの特徴で、他大

学から 単位分を自大学の学生に履修させることが必要になります。これまで各大学には、それぞ

れの大学のポリシーと教員配置に基づき、学生を教育するための、体系的なカリキュラムがありま

した。その中に他大学の授業科目を組み込むことになると、既存のカリキュラムとの調整が難しく

なります。これまでの大学は、その大学の中で閉じたカリキュラムで学生の指導をする、いわゆる

自前主義で教育を行うことが当たり前でした。連携教職課程になることで、自大学のカリキュラム

の中に他大学の授業科目が組み込まれることになります。その大学なりの一貫したカリキュラムを

修正し、調整しながら他大学の授業科目を位置付けることが求められる部分に難しさがありました。

点目は、各大学の将来構想との関連です。やや抽象的な見出しになっています。連携教職課程で

は他大学と連携をしますが、教職課程の専門科目に当たるものについては、大学間の学部連携でま

かなうことも可能です。他大学との連携ではなく、大学の学部間連携で授業を取り扱う方向を重視

する大学もあるのではないかと思います。今後、各大学が教職課程をどのように位置付け、どのレ

ベルの連携で機能を強化し、発展させていくかは、大学によって考え方が異なります。その点の調

整に難しさがありました。

点目は、人事計画との調整です。他大学の授業科目を自大学の授業科目に組み込めることはメ

リットだと言いましたが、その科目を担当する他大学の教員が退職することは、非常に大きな問題

になり得ます。自大学に関しては、人事計画に基づいて授業の設置計画が立てられますが、他大学

の教員に依存することになれば、他大学の人事計画がどのように動くかによって、授業の開設が難

しくなる事態も発生します。これは大きな問題であり、現在も未解決の部分です。私たちの連携教

職課程では、令和 年度に開設した教職課程のうち、各大学の担当科目については、令和 年度の

入学生が卒業する令和 年度まで責任を持つことで合意を得ています。従って、現時点では、各大

学が設けている連携開設科目は今後も維持するという中期的な見通しで運用を進めています。

番目と 番目は、実務的でありながらも非常に大きな問題です。教職課程を連携させるに当た

って、大学によって異なる学年暦や時間割を合わせることは簡単ではありません。特に、今回の私

たちの大学間連携は 大学に及びます。 大学の学年暦や時間割を調整することは非常に困難でし

た。 点目の実習を含む科目の実施方法に関しても、実技系の教科で必要となる、実習を含む授業科

目にどのように対応するかが大きな問題でした。このような多くの問題に苦労しながら検討を重ね、

令和 年度に連携教職課程の開始に至りました。

この図は、どの大学がどの教科で参加しているかを一覧にしたものです。検討の過程では、先ほ

ど挙げたような困難があり、連携教職課程に至らなかった教科もあります。結果的に、美術、家庭、

情報のうち、美術と家庭では中学校と高校一種の免許状、情報では高校一種の免許状の連携教職課

程が成り立ち、各大学が記載のとおり参加しています。徳島大学は教員養成学部はありませんが、

総合科学部で美術の免許状を出しているため、美術科目で参加しています。現在は 教科で連携教
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職課程が運用されています。

次に、連携教職課程の理念と現状の運用体制について説明します。四国において人口減少社会に

おける教員養成系学部・大学の役割をどのように考えるべきか、担当者間で議論を重ねてきました。

人口が減り、子どもの数が減ると、教員は少なくてよいと考えられ、教員養成系の学部・大学も多

くは要らないのではないかという議論に直結しがちです。しかし、教員養成を担う立場から言えば、

教員養成系の学部・大学には、教員を育てるという主たる機能だけでなく、現職教員の研修の機能

もあります。また、特に実技系の教科は、文化振興の面でも重要な役割を果たしています。

仮に特定の地域の一つの大学に教員養成機能を集約・統合することは、被統合県の人材育成、教

員研修、地域文化の活性化に大きなダメージを与える可能性があります。われわれの現在のスタン

スは、スライドの表紙に使用している言葉のとおり、分散協働型の広域連携を進めていくことです。

この考え方は、県域を超えた一つのエリアとして連携していこうとするものです。また、機能を集

約させるのではなく、大学が分散型で各地域の教員養成を支え、つながることで、機能を落とさな

い方向を目指しています。教員養成の状況は非常に厳しくなっています。このままでは、幅広い領

域をカバーする教員養成の教育リソースは先細りし、学生にとって魅力の少ない教育になってしま

います。リソースの制約の下で、教員養成系の大学に課せられた、幅広い専門領域の教育を行うた

め、教職課程の豊富化を実現したいと考えています。

もう一つの理念は、単独の大学では難しい、さまざまな魅力のある授業科目の開設や現代的課題

に応える教育を実現し、特色化を図ることです。大学間の連携により、エリア全体で機能を強化し、

学生にとって魅力のある教職課程を作っていくことを目指しています。

この図は現在の運用体制です。先ほど紹介した検討期の体制を基に、ここでも 段階を設けてい

ます。図では 段階になっていますが、上の社員総会と理事会は社団法人を運営する組織体です。

いずれも学長がメンバーになっていて、学長間で社員総会と理事会が行われます。その下に、教職

課程の連携を扱う教職連携委員会があります。現時点では、連携教職課程および連携開設科目に係

る大学間の申し合わせや評価基準、その他の共通する事柄について、大学の調整が必要な事項を取

り扱っています。構成員は各大学から 、 人の、主に教育担当の理事、副学長、教育学部長などで

す。

この委員会の下に、大きく分けて三つの組織体があります。左の連携教職課程部会では、教科ご

とに連携教職課程の授業科目の内容を決めたり、協議の上で新しい授業科目を作ったりします。美

術と家庭と情報の科目の部会があります。構成員は各大学からの 人以上で、各教科の参画大学の

専任教員が入ります。

真ん中にある連携教職課程の事務ワーキンググループは、事務的な調整を行う組織として置いて

いるものです。この事務ワーキンググループは非常に重要です。学生の履修登録や成績管理の共通

化などを担っていて、連携教職課程を運用する上で、極めて重要な役割を果たしている組織だと言

えます。右に教職大学院連携部会があります。当初の学部の連携教職課程に加え、先ほど出発点に

なったと言った、教職大学院での単位互換に関する事項を、教職連携委員会の下で協議することに

なりました。そのための教職大学院連携部会を設け、教職大学院の専攻長や研究科長などが入って

議論をしています。この組織体も令和 年 月に出発しました。三つの大きな検討部会の上に、そ

れらを調整していく教職連携委員会を置き、学長会議につなぐ形で動いています。

具体的な運用について説明します。先ほど、他大学の授業科目で 単位を履修することが条件に

なっていると言いました。資料に書いてあるとおりです。この条件は事務的に非常に大きなハード
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ルでした。各大学が、この 単位を他大学のどの科目で学生に履修させるかという調整に相当苦労

しました。今回、四国では 大学が連携しています。連携教職課程を構成する大学数は が最大で

す。 大学で構成する場合は、他の 大学から合計で 単位を取ればよいことになります。下に書

いているとおり、連携大学が多数である場合、学生が他大学から修得する 単位以上の開設のみで

あれば、授業科目が膨大にならず、体系的なカリキュラムの編成が可能になります。

これは現在、 教科で編成している教職課程の科目一覧です。黄色の部分が本年度から開設して

いるものです。令和 年 月に連携教職課程の運用を開始したため、まず 年次生を対象に開講す

る科目を示しています。今後、 年次生、 年次生になるにつれ、多くの授業科目が連携教職課程と

して動いていくことになります。

次は授業方法についてです。冒頭で、四国の面積は岩手県より少し広い程度だと言いました。四

国には背骨のような四国山脈があり、 県がその山脈を背に受けて、海側に開いているという地理

的な特徴を持っています。この特徴により、四国内の交通は不便です。従って、当初はオンライン

を活用した授業を考えていましたが、今回、対象としている教科が実技系であることから、オンラ

インだけで授業の交換を行うことは難しい状況がありました。令和 年 月の学長会議において、

記載のとおり、今後の授業方法に関する合意をしています。授業開講方式としては、オンラインの

特長を生かした授業を取り入れるとともに、授業の特性や教育効果、担当者の負担等を勘案し、学

生が移動する方式や授業者が移動する方式など、各授業科目に応じた、多様な開講方式を工夫しま

す。また、特に実技に関する授業には集中講義を活用し、複数大学の学生が参加できる方法を積極

的に取り入れます。オンラインが使えるものにはオンラインを使うことが望ましいものの、授業の

必要性や教育効果などを勘案して、多様な授業方法を採用することになっています。

この合意に伴い、担当教員に対するインセンティブについても、大学間で共通の内容を整理する

ことになりました。令和 年の学長会議において、連携教職課程に係るインセンティブが決定して

います。インセンティブの支給は、連携開設科目を担当し、他大学の学生の受講が実際にあった場

合を対象とします。インセンティブの内容も極めて細かく決められています。専任教員の所属大学

で授業をする場合、また、それ以外の所で授業を開講する場合には、 の丸 に記載のとおり手当が

支給されます。

具体的に言うと、連携教職課程の運用以前に、鳴門教育大学の教員が香川大学に非常勤の集中講

義に行った場合、当然、非常勤としての収入がありました。連携教職課程では、各大学がお互いの

授業科目を組み込むことになるため、専任教員の共有化も含め、これまでと同様の非常勤手当を支

給することが難しくなります。それに代わるものとして、今回のインセンティブを用意しました。

番のインセンティブの名称は、 大学共通で「連携教職課程担当手当」としています。インセンティ

ブの期間とその他のインセンティブについても、記載のとおり取り決めています。

併せて、連携開設科目に係る費用の負担についてです。細かな部分は割愛しますが、学生のため

の備品や消耗品等の購入費用、外部からゲストティーチャーを呼ぶ際の費用、施設を借り上げる際

の費用などについても、 大学で取り決めをしています。また、学生が移動する場合の経費は、各大

学が授業を行う上で、無理が出ない程度に負担することが取り決められています。

連携教職課程の狙いとして、学生にとって魅力的な授業科目を作ることを挙げました。その中で

少しずつ動き始めている一つの事例を紹介します。本日、紹介するのは美術の授業科目です。美術

科に関しては、検討の当初から、連携教職課程を使った、魅力のある教育を行うことを目指し、積

極的な議論がなされてきました。記載の 点の狙いを基に、現在の授業を構成しています。
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点目は、学生の学びの活性化を図ることです。実技系の科目を専攻する学生の数は、どの大学で

も 桁台にとどまり、小さくまとまってしまう傾向があります。複数の大学の学生が授業に参加し、

交流することで、刺激し合って切磋琢磨できる環境をつくることが 点目の狙いです。

点目は、授業内容の豊富化です。各大学の教員の専門性を生かした授業科目を提供し合うこと

で、構成大学の教員が相互に協力することができます。フィールドワーク等に関しては、一つの大

学が担当する授業科目に別の大学の教員が参加し、授業内容を豊かにすることを目指します。

点目は授業内容の高度化です。構成大学に所属する教員としてだけでなく、美術の教員として

の豊かさを培うため、美術教育に関わる第一人者や企業と連携し、複数の大学が協力して一つの授

業を作ることで、授業内容の高度化を図ります。

授業の事例を記載しています。これから開講する授業科目も多くあります。鳴門教育大学では、

「美術教育の未来を考える」という授業を開講しています。対象は 年次生です。「先端芸術表現論」

は、徳島大学が 年次生を対象に開講している授業です。最先端の芸術の現場を学ぶ狙いで開講さ

れます。「美術科教材開発実践研究」は、徳島大学で 年次生を対象に開講されています。 大学の

学生らが、各大学や教育実習での学びを生かしながら交流し、新しい美術の題材開発について学び

ます。開設責任は徳島大学にあるものの、 大学の教員が協働して指導します。「地域ワークショッ

プデザイン」の授業は、香川大学が 年次生を対象に開講しています。外部の講師を招聘し、男木

島をフィールドとしたワークショップに複数の大学の学生が参加します。開講責任は香川大学にあ

りますが、構成 大学の教員が協働して指導に当たります。

次に掲載しているものは、本年度から 年次生を対象に始まった、「美術教育の未来を考える」と

いう授業の具体例です。今回の開講では、鳴門教育大学と徳島大学から合計 人の学生が参加して

います。オンラインで同時双方向の履修ガイダンスを行い、福本先生のオンデマンド授業と茂木先

生の集中講義で構成されています。写真にあるとおり、複数大学の学生が参加してワークショップ

を展開しています。これは集中講義の写真です。

また、先ほども言ったとおり、私たちは授業の中身を変えるだけでなく、学生の交流を活発にす

ることも目的としています。鳴門教育大学の場合は、実技系の教科に所属する学生が 桁台と非常

に少ないため、複数の大学の学生と交流することによって、学生が切磋琢磨できる環境をつくるこ

とを目指しています。そのためにも、オンラインやオンデマンドの授業だけでなく、集中講義のよ

うな、対面での授業を取り入れることも考えています。

ここで、連携教職課程の紹介ビデオを流します。

＜ビデオ音声＞

四国の連携教職課程で教員を目指しませんか。連携教職課程とは、複数の大学が連携して授業

科目を分担・補完し合い、設置している教職課程のことです。例えば 大学と 大学で連携教職

課程を設置している場合、 大学の学生であっても、 大学の授業科目を履修できます。連携教職

課程になることで、これまでと変わることがあります。一つ目は、連携している他大学の、特色

ある授業科目を履修できるようになることです。連携教職課程でない、通常の教職課程の場合、

学生が他大学の授業科目を履修することは困難です。連携教職課程では、各大学が連携して授業

科目を共有しているため、他大学の授業科目を履修できるようになります。当然、教員免許を取

得するための必要単位としてカウントできます。

連携教職課程になって変わることの二つ目は、連携している他大学の学生と交流する機会が増
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えることです。大学間で共有している授業科目をそれぞれの大学の学生が履修できるため、同じ

授業の履修を通じて、教師を目指す、他大学の仲間を増やすことができます。これら以外にも、

四国の連携教職課程ならではの特色があります。それは複数大学が協力し、これまでにない、新

しい授業科目を作っていることです。これまでの授業科目を共有するだけでなく、それぞれの大

学の特色や強みを生かし、単独大学だけではなし得ない、魅力的で新しい授業科目を作っていま

す。

また、他大学の授業を履修する際の、さまざまな方法も準備しています。非同期のオンデマン

ド型授業や などを活用した双方向遠隔型授業の他、大学教員が学生の大学に出向く教員移

動型授業、学生が大学教員のいる大学に出向く学生移動型授業、学生と大学教員が大学以外の場

所に集まる集合型授業などの対面型授業も準備しています。授業科目の目的や内容に応じて最適

な選択をしたり、それぞれの方法をミックスしたりしながら授業科目を開講しています。四国の

連携教職課程は、現在のところ、美術、家庭、情報の 教科で運用しています。それぞれの構成

大学は記載のとおりです。皆さんも四国の連携教職課で教員を目指しませんか。

このようなビデオを高校生に見てもらい、四国で教員になってもらうことにつなげたいと考えて

います。

ここでいったん連携教職課程の話から離れます。ネットワーク機構のもう一つの活動である、四

国人財育成塾について簡単に紹介します。この事業は教員養成に限らず、これからの社会を担う人々

をどのように四国で育てていくかというねらいをもとに展開されているものです。 大学で学術講

演会やシンポジウムを順次企画・開催しながら、今日的な課題に取り組み、四国地域をけん引でき

る人材の育成に取り組んでいます。 年 月に発足し、キックオフとして、「ポストコロナ社会と

共災社会を踏まえた四国版ニューノーマルを考える」というテーマのシンポジウムを香川大学で行

いました。

以下、第 回は徳島大学で「アントレプレナーシップについて」、第 回は高知大学で「カーボン

ニュートラル・脱炭素社会の実現に向けて」、第 回は愛媛大学で「全世代対応型・「地域における

知の拠点」として大学はどうあるべきか」、第 回は香川大学で「 新時代の人財育成を考える」と

いうテーマのシンポジウムを開催しました。第 回は鳴門教育大学で「領域横断型教育、 教育

による人材育成の現状と展望」をテーマとしたシンポジウムを 年 月に予定しています。テー

マごとに外から講師を招き、これからの時代をけん引する人を育てるための意見交換や情報交換を

行っています。

最後にテーマを連携教職課程に戻します。まだ整理し切れていませんが、課題についても話して

おきます。

点目です。現在、連携教職課程は 教科で運用しています。内容を広げる方向に進んでいくこと

を目指してはいるものの、難しい面もあります。何度も言っているとおり、他大学から 単位以上

を修得するという条件が非常に大きなネックになっています。 単位の規定が緩和されれば、他の

教科等にも運用を広げられる可能性があります。この 単位をどのように学生に修得させるかにつ

いては、自大学のカリキュラムとの整合や、授業時間の調整なども必要になります。 単位以上を修

得するという条件が、連携の大きな足かせになっています。

また、大学間調整コストが大きい点は、四国の特徴であるとも言えます。 大学という規模で連携

していることにより、大学間の調整コストは非常に大きくなります。最初に説明したとおり、 段階
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に及ぶ組織体を設け、大学間の意思疎通を図る形を取らざるを得ないことも大きな課題であると言

えます。

点目の課題は、今後のシナジー効果をどのように創出していくかです。美術等の教科では、単独

大学では実施困難な授業の開設ができています。これは他の教科にも広がっていく可能性があり、

各大学の授業担当者のコミュニケーションや話し合いはこれからも活性化していくと予想していま

す。それに伴い、面白いアイデアが出てくることを期待しています。

点目は の活用です。先ほど、四国は地理的に交通が不便であることを伝えました。今後は

を活用し、実技系の教科であっても、できる限り移動を伴わない形で授業を開設したいと考え

ています。技術の進展と、それを利用する教員側の創意・工夫は、今後、さらに追求していく価値

があると考えています。

点目は長期的なビジョンです。一つ目の問題にも関わりますが、現在、一応の枠組みを作り、連

携教職課程を出発させるところまで至っています。今後、それをどのような形で運用していくかに

ついては、さらなる検討を要すると考えています。人口減少や教員需給が大きく変化する状況にな

れば、この連携教職課程をどのように運用していくかという議論がさらに前進すると予想していま

す。少なくとも四国には、連携教職課程と、それを支える体制があります。今後のさまざまな状況

に対し、各大学が連携して取り組める基盤ができています。その体制を活用し、今後の在り方をさ

らに検討していきたいと考えています。
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第第６６章章 国国立立大大学学法法人人会会計計基基準準のの改改訂訂とと法法人人へへのの影影響響

～～ささららななるるデディィススククロローージジャャーーのの充充実実にに向向けけてて～～

前田貴史（有限責任 あずさ監査法人 パートナー／公認会計士）

あずさ監査法人の前田です。このたびはこのような場でお話しする機会をいただき、大変ありが

たく思っています。本日は、現在投影しているスライドにある、『国立大学法人会計基準の改訂と法

人への影響』というテーマで、昨年度にあった大改訂がどのようなもので、どのような結果になり、

大学はそれをどのように見ているのかということを支障のない範囲で話したいと思っています。よ

ろしくお願いします。

本日の目次です。このような形で資料を用意しました。大きく分けると、国立大学法人会計基準

等の改訂と今回の改訂による影響と今後に向けてという 本立てで用意しています。

早速、国立大学法人会計基準等の改訂について順に話します。一つ目として、会計基準等の改訂

の概要等について話します。国立大学法人の法人化後から会計基準の改訂がさまざまな形で行われ

てきました。これだけの頻度で行われていました。

私は国立大学法人に関しては、今から 年ほど前、 年の国立大学法人化前の会計基準策定

の段階から縁があって関わることになり、その後もさまざまな形で関わりながら今に至っています。

ここにも多くのことが書いてありますが、会計基準を作成するに当たっては、原則として企業会

計基準に従います。しかし一方で、国立大学法人なので、公的機関としての固有の事象や大学とし

ての固有の事象を加味して会計基準を作成するに至ったという経緯があります。併せて、その少し

前から制度化していた独立行政法人会計基準との整合性も取りながら、基準作成を進めてきました。

従って、企業会計、独立行政法人会計、国立大学法人としての会計、それらを見ながら改訂が進ん

できたという歴史があります。

国立大学法人としての業務が始まる前だったので、独立行政法人の会計実務から推定される形で

進んできたところがありますが、実際に始まってみると、想定していなかったようなことが起こっ

たり、このような形で見せてほしいという要請があったり、あるいは企業会計自体が国際会計基準

の統一の流れや社会的ニーズの要請に伴って新しい会計を導入するということもあります。そのよ

うなことに合わせて、国立大学法人の会計もさまざまな形で変遷を続けてきたという歴史がありま

す。

その主な内容をここに列挙しました。本日、このすべてを説明する時間はないので、大変恐縮で

すが、見出しのみでご容赦ください。こちらは会計基準の冒頭に、改訂の経緯などを書いていると

ころもあるので、関心があれば見てください。要約すると、このページの背景に書いてあるような

ことです。先ほど述べたような企業会計との整合、独立行政法人会計との整合などが中心になって

います。

ただ、今回、ピンクの文字で書いた令和 年度に行われた改正は、これまでとは少し毛色の違う

改正になり、そのために最も大規模な改訂になりました。一言でいえば、多様なステークホルダー

にとって理解しやすい財務諸表にすることが大きなニーズだったと理解しています。

これはどのようなことを意図したのかについて、次のスライド以降に簡単にまとめました。一つ

目は、多様なステークホルダーにとって理解しやすい財務諸表にすることです。先ほども述べたよ

うに、原則として企業会計といいながら、独立行政法人会計との平仄、国立大学法人の会計実務を
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考慮する形で進められてきました。特に細かい改訂を繰り返していく中で、世間一般にとって国立

大学法人の財務諸表の中で企業会計と異なる部分が増えて分かりにくくなっているという声があり

ます。

それと同時に、法人化の進展とともに、国立大学法人と多様なステークホルダーとの関わりが増

えてきたというところがあります。それこそ、運営費交付金が毎年減額されていく中で、外部資金

の獲得に力を入れていかなければならないとすれば、法人としての説明責任を果たしていかないと、

資金提供者の理解は得にくくなります。その際、国立大学法人の財政状態等を説明しようとしたと

きに、それまでに作成している財務諸表を用いて説明するだけでは、企業会計に目が慣れた方にと

っては、一目では理解しにくいところが多くあります。

その中で、理解しやすい財務諸表という点で、言い方は少し端折った形かもしれませんが、企業

会計により近い目線のものにするということになると思っています。とはいえ、完全に企業会計と

同じにするわけにはいかない、公的機関としての事情もあるので、そのバランスの中で、どのよう

な形に落ち着けていくかについて議論された結果、今回の改訂につながったと考えています。

二つ目として、国立大学法人の財務報告に関する基本的な指針の新設、独立行政法人会計基準に

合わせた改訂と書きました。こちらもある意味では一つの大きな要素ですが、企業会計に合わせな

がらも、独立行政法人会計との平仄もある程度、合わせていくことになります。そのような形で基

準を改正していく中で、財務報告に関する基本的な指針の策定が独立行政法人で行われ、国立大学

法人でも同様のものが必要になったということになります。ただ、これについては、どちらかとい

えば、これまでに行われたものをあらためて整理したという色彩が強いものです。この見直しの中

で、国立大学法人がどのような財務報告を行っていくかについて、いったんは整理されたと見てい

ます。

こちらについては、おそらく今後も意識されることになります。本日は財務諸表中心の話になり

ますが。企業会計の世界と同様に、財務以外の情報つまり非財務情報のニーズが高まってくるので

はないかと考えています。そのようなことも見据えながら、いろいろなことが動いていくと思いま

す。

会計基準改訂の主な内容について、 ページと ページの 枚に簡単にまとめています。詳細に

ついては別途スライドを用意しているので、後ほど詳しく説明しますが、まずは主な項目を頭に入

れてください。一つ目は、損益均衡の廃止です。ある意味で数字的には、これが最もインパクトが

あったと思います。先ほどの分かりにくいといわれた財務諸表の中でも、特に分かりにくいといわ

れていた、資産見返負債という、企業会計にはない勘定科目を用いて、財政状態や運営成績を表現

していましたが、企業会計により近づけるために、この取り扱いをなくしました。その結果、見た

目には損益均衡とはならない見栄えになっているので、企業会計にかなり近い色彩になったと思い

ます。

二つ目は固定資産に係る損益外処理です。こちらも同様で、企業会計にはない損益外という表現

や、実際に行われる損益外つまり損益計算書上で表現しない会計処理が非常に多かったのですが、

これについても何らかの見直しを行う必要があるということで対処しました。ただこちらは廃止と

はならず、少し変わった形になっています。これについては後ほど説明します。

三つ目は賞与や退職給付に関わる引当外処理です。こちらも同様に、企業会計では聞くことのな

い、引当外という処理についての見直しを図っています。

四つ目は、国立大学法人等業務実施コスト計算書の廃止です。こちらは先ほどの損益外や引当外
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のコストを反映するための計算書でしたが、損益均衡会計に伴って、企業会計により近づけたこと

で、違う形で反映することができるようになり、書類としての重複感が生じたために廃止しました。

ただ、過去から同様の情報を出してきたという経緯があるので、類似の情報を計算書ではなく注記

として開示するという形で継続性を担保することになっています。

五つ目です。ここからは少し毛色の違う話です。引当特定資産に関する会計処理というものがあ

ります。これは、簡単に言えば、国立大学法人の内部に、将来必要な投資あるいは支出に備える形

での資金の積立計上を行う仕組みが設けられ、それに合わせた会計処理を整理したというものです。

次のページです。六つ目の改訂は、セグメント情報の詳細開示です。こちらも、法人化当初から

いわれていた、大学の学部、研究科別の情報開示の必要性が問われている中で、時期尚早であった

り、開示する情報によるミスリードや誤った解釈になったりしないかという理由で慎重な姿勢が続

いていましたが、今回、検討の結果このような情報開示が行われることになりました。

その他に、企業会計の導入に伴い対応したものもあります。また財務諸表以外では、ここでも触

れていますが、事業報告書、決算報告書についても改訂が行われました。これが令和 年度の改訂

になります。

ページには、適用時期について簡単に記載しています。影響が大きかったところもあったので、

すべてを同じ年度に適用するということはせず、一部の処理は前倒しあるいは後ろ倒しでの適用と

しています。引当特定資産については、一部は令和 年度から適用を始め、準備期間等が必要だと

考えられている収益認識基準などは、この進行年度（令和 年度）からの適用としています。ただ、

大半は令和 年度すなわち昨年度から適用されており、適用後最初の決算書類が現在、公表されて

います。

次のページには、この改訂に伴い必要と想定される対応を記載しました。こちらには、この基準

が大きく改訂されたことに伴って、当初、私たちが想定していた対応が必要な事項を記載しました。

実際にふたを開けてみたらどうだったのかというところについては、後ほど少し触れたいと思いま

すが、新基準の適用に伴って、実務的な部分の見直し、場合によってはシステムの見直しも必要に

なること、あるいは損益に与えるインパクトの把握も必要になることが想定されていました。

非財務情報に対する対応、どのような形で開示するかは、単に財務や経理だけで考える話ではな

いはずだということで、大きな目線での開示対応が必要になるのではないかと考えています。また、

新しい財務諸表を作ることに伴って、開示方法の検討もしていかなければならないと想定していま

した。

実際に昨年度の監査を通じて感じた印象としては、見た目のインパクトはかなりあったと思いま

すが、実務的な部分で大きな混乱が生じたという話はそれほど聞こえてきませんでした。例えば、

この二つ目に書いてある、セグメント別の開示や新基準適用によって資産見返負債の計上をやめる

ということもあり、数字上の見た目のインパクトはありました。しかし実際には、セグメント別の

情報についても、ほとんどの大学で、開示はしていないものの、内部で集計できる基礎情報はある

程度入手しています。また財務諸表ではありませんが、財務リポートなどの、大学独自で開示して

いる財務情報で、セグメントに近い形の開示を行ってきていた実績もありました。そのこともあっ

て大きな混乱はなかったのかなと感じています。

資産見返負債についても、会計処理として計上をやめただけなので、どのような数字が出るかの

予測をするのは難しかったでしょうが、処理そのものは淡々と行うということであったと感じてい

ます。ですから、私の知る限りでは、システムや業務の見直しもそれほど大規模なものが生じると
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いうわけではなかったのではないかと思います。もちろんゼロはないと思いますが、法人化時など

と比べれば、そこまでではなかったのではないかと感じています。

非財務情報やその他のところはまだ先の課題だと思っており、これについては最後のほうで少し

だけ触れます。

ここからは個別の処理について、もう少し丁寧に話したいと思います。専門的な要素が若干強く

なってしまいますが、できるだけ平易な形で話すつもりです。分かりにくい箇所があれば、後ほど

質問してください。

まず資産見返負債の原則廃止です。繰り返しになりますが、一言で言えば、民間、企業会計から

見て分かりにくいとされた、資産見返負債の処理が原則廃止されました。 ページの左側に簡単に

図で示しています。従前、例えば、 の建物を買って減価償却することになった場合には、毎年

の減価償却費が 年にわたって計上されますが、これに伴う資産見返負債が計上されて、同額ずつ

戻し入れということで収益に計上され、それによって毎年の損益が マイナス でゼロになり、

損益均衡が図られてきました。この処理によって大学の利益や損失が増減しないようにということ

で、調整されてきたものです。

当然ですが、企業会計においてはこのような戻し入れという処理はありません。投資とその成果

は損益という形で反映されるのが通常であるということも踏まえ、設備投資が財務的にはどのよう

なものだったのかが全く分からないということもあり、令和 年度以降は、この戻し入れという処

理が廃止されることになりました。

その結果として、どのような形になるのでしょうか。左下を見てください。減価償却は同じです

が、収益計上を見てください。こちらは運営費交付金を財源として買った場合を想定していますが、

建物の購入に要した は買った年にすべてを収益計上するので、初年度は マイナス で の

利益が出ます。翌年以降はその収益に対して、減価償却が発生するだけになり、これだけを見ると

の損失が続くという結果になります。これだけを聞くと、単年度の損益が大きくぶれるという形

になります。

しかしながら、大学全体の活動は一つの固定資産のみで行われるわけではありません。さまざま

な固定資産を毎年一定規模で購入しながら進んでいきます。そのようなさまざまな固定資産の購入

をすべて足し合わせた結果としては、この図のように単純に一つの固定資産だけで取り上げたよう

な損益のぶれは生じないと思われます。毎年一定額の固定資産を購入しているはずなので、当然同

額にはならないものの、極端な増減にまではならないことも十分想定されます。

また、結局のところ、その投資に見合う成果というのは、使った結果としての、違う形での何ら

かの収益、あるいは将来の果実につながるものがでてくるはずであり、そのようなもので評価され

るべきものです。企業会計から見ると、そのほうが分かりやすいということで、このようになって

います。

具体的な変更内容が右側に書かれています。こちらは財源別に整理しています。実は、すべての

財源において廃止したわけではありません。この中の項目で言えば、 番と 番です。国から受ける

補助金の中でも、運営費交付金のような渡し切りではない、特定の目的で使っている補助金、ある

いは施設整備費のような補助金については、将来は国に返還される可能性もあるということも考慮

し、固定資産取得時の処理としての資産見返的な処理は残しています。

ただし、ここにも書いてあるように、勘定科目として資産見返負債を使うことは廃止しています。

補助金の場合は長期繰延補助金と名称を変えて、同じ処理を継続します。施設費の場合も預り施設
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費という形で実質的には同じ処理を継続しています。

先ほども簡単に述べましたが、この廃止の影響について少し違う形で紹介すると、この ページ

のような形になります。単純化した例ではありますが、設例として書いてあるように、運営費交付

金を 受領し、その年には固定資産を 購入しました。そして、この固定資産だけでなく、過

去に持っている、運営費交付金で購入した固定資産についても、減価償却費が でした。その影

響についてまとめています。

旧基準と新基準を並べていますが、大きく違う箇所があります。新基準では運営費交付金収益が

となっています。先ほども述べましたが、こちらは資産見返負債としては繰り越さないので、

当年度に受けた運営費交付金はすべて収益に計上され、その結果がこのような表示になります。旧

基準の は マイナス ですが、購入した固定資産見合い分の が資産見返負債となり、

差し引きの残り だけが収益として計上されます。このような差があります。

委託費 は、当年度の活動の中で、運営費交付金を使って活動した他の経費をこのように表し

ているものですが、これは特に違いはありません。費用側が大きく変わることはないということで

す。

一方、資産見返負債戻入という処理がなくなったので、新基準のほうでは、「 」になっています。

旧基準のほうでは、設例に書いてあるように、過去に運営費交付金で取得した固定資産の減価償却

費見合いが収益化されて、資産見返負債戻入として計上されます。その結果として、出来上がりの

経常利益は、旧基準では 、新基準では になります。

この設例を見るだけでは、新基準のほうが、利益が出ないようにも見えますが、これはあくまで

のこの設例による場合であり、実際にはそのときの状況によるということになります。下に書きま

したが、簡単に言えば、これまでは資産見返の対象になっていた減価償却費の金額と、今後、資産

見返で処理を行わない固定資産の取得額のどちらが大きくなるかによって異なるということになり

ます。その予測は難しいところだと思っています。

仕訳勘定科目の処理をまとめたものが ページですが、これは同じことなので説明は割愛しま

す。 ページは、資産見返負債の廃止と併せて、損益外関連科目の名称も変更になったことを説明

しています。実質的には同様の扱いではあるのですが、それぞれ損益外という言葉を使わず、相当

累計額などの言い方に変えていると理解してください。

続いて、損益外コスト等の一元開示の話をします。企業会計にはないために、分かりにくいとい

われる例として取り上げられることの多かった損益外減価償却、あるいは引当外の賞与や退職給付

についてどうするのかという話がありました。当初は、資産見返負債という分かりにくい処理をや

めるのであれば、こちらもやめて、すべてを損益計算書に計上して行うべきではないかという話が

出ました。

一方で、そこまですることのリスクもあります。以前から損益外で処理しているものには、先ほ

どの施設整備費のようなものもあり、このようなものについてまで損益計算書上で表すことは少し

行き過ぎではないかという話もありました。また、独立行政法人において行っている処理ではあり

ますが、引当外の賞与や退職給付まで損益計算書に表してしまうと、影響が大き過ぎるのではない

かという意見もありました。それで結論としては、今回これらを損益計算書上で表すところまでに

はなりませんでした。

ただ、やはりこのようなコストが生じた結果については、できるだけ分かりやすく表示した方が

いいということで、ここに書いてあるように、損益計算書の欄外で資本剰余金を減額したコスト等
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として注記するという形になりました。併せて、名称の変更や業務実施コスト計算書の廃止が行わ

れました。もう少しイメージしやすい形でスライドを用意しています。

ページはあくまでも開示のイメージです。従前は損益計算書で国立大学法人の会計基準に基づ

く利益を表現し、別の書類、すなわち国立大学法人等業務実施コスト計算書でコスト計算として、

企業会計のように処理をするといくらのコストになるかを表していました。改訂後にはこれがどの

ようになったのでしょうか。業務実施コスト計算書で表現しているような項目を損益計算書の注記

として、損益計算書に並べて表示する形で書類を作ることにしました。

従って、これはイメージですが、実際にも損益計算書の下か次のページに、この資本剰余金を減

額したコスト等という名称で表し、これを損益計算書と続けて見ることによって、本当の企業会計

と同様に表現した場合のコストあるいは利益を表現するような形にしたということです。

それによって同じような情報を出すことになると重複するので従前の国立大学法人等業務実施コ

スト計算書は廃止しました。ただし、こちらの注記は残すことになりました。結果的には似たよう

な情報が複数の箇所に出ているという印象を持っています。

また、科学研究費助成事業等の明細という表示も増えていますが、この科学研究費についても昔

から議論がありました。科学研究費補助金は各大学で外部資金として獲得しているものですが、立

て付けとしては、大学に対してではなく、あくまでも研究者個人に対して交付するものであるとい

うところから、法人化当初から損益計算書では反映させない形をとってきていました。

一方、大学は、先生方に交付されるとはいいながら、大学が委任経理を行ったり、この補助金獲

得のためにさまざまなサポートをしたりしているという側面もあるので、何とかしてこれを業績に

反映させる形にしたいという意向を持っています。そのような状況の中で、今回はこちらの受入・

支出についても同様に、損益計算書の欄外で表現することとしています。これを見やすいとするか、

見にくいとするかの判断は、今後の読み手に委ねられると思っています。

分かっていて、自分で集計すれば、これはこれでよくできている形にはなっていると感じていま

す。一見して分かるのかと言えば、難しいところがありますが、その辺りも財務諸表の理解が進ん

でくれば、そのような形で分かってもらえる部分もあるでしょう。しかしやはり明瞭性も必要なの

で、この辺りについての意見が出て、このままで進むのか、何かしらの動きがあるのかについては、

見守っていきたいと思っています。

資本剰余金を減額したコスト等に関する注記について、もう少しだけ話をします。作りとしては

ページに記載のような形になります。注記ではありますが、損益計算書の末尾の当期総利益をス

タートにしています。そこから損益外あるいは引当外とされたものの増減を行うことで、タイトル

としては資本剰余金を減額したコスト等を含めた損益相当額という長い名称になりましたが、この

金額は端的に民間企業並みの損益と読み替えても大きな誤差はない結果になるものと思っています。

ページの国民の負担に帰せられるコストに関する注記については、少しテクニカルな部分で、

単なる作り方の話なので、ここでは説明を省略します。

続いて、純資産変動計算書の新設です。なぜこの書類ができたのかという話をします。一般に財

務諸表というと、大きく二つの書類がイメージされます。一つは財政状態、いわゆるストック情報

を表す貸借対照表、もう一つは、運営状況つまりフローの情報を表す損益計算書です。

通常は、このストックとフローの情報をつなぐものが必要になります。民間企業においては純資

産変動計算書を作って表現していましたが、国立大学法人にはこれまでそれがありませんでした。

これは独立行政法人も同様でした。今後はこのようなものが必要であろうということがあります。
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また特に国立大学法人の場合、結果的に残った、従前に損益外と呼んでいた処理の部分の動きは損

益計算書では見ることができませんし、貸借対照表は残高でしかないので、この純資産部分の変動

を表す書類を作成したほうがよいという理由からも、今回、用意したということになります。

ページが純資産変動計算書の表示例です。時間の都合もありますので個別の項目についての説

明は省略します。さまざまな変動項目があるので、結果として表に表すと、このように細かい形に

なっています。これだけの変動要素があるのであれば、それが分かる書類が必要だということは感

覚的に理解してもらえるのではないかと思います。

ページでは、この書類を用意することで、損益計算書とのつながりが分かるということを表し

ています。話が細かくなりますので、時間の都合上個別の説明は割愛します。

書類が新しく作られたということもあり、先ほども少し触れましたが、勘定間の名称のつながり

も分かりにくくなっているところがありますので、初めて純資産変動計算書を見るときにはそのよ

うな点に留意してください。来年度以降はこれが継続して行われるので、その辺りの混乱もなくな

ってくると思います。

続いて、セグメント情報の詳細開示の話をします。セグメント情報については、これこそ法人化

当初からさまざまな形で多くの意見が寄せられてきました。例えば、学部別に出すことで、ある学

部がもうかっていて、ある学部がもうかっていないという見方をされてしまい、その学部の存続意

義や統廃合についての不必要な議論を引き起こすのではないか、授業料に差がない中で学部別の損

益が出すことが、授業料自体の適切性の議論を引き起こすのではないか、などのさまざまな懸念も

ありました。それで最初は特定のセグメントを除いては義務化されず、大学の判断に委ねられてき

ていました。結果として、法人化後しばらくは、ごく一部の大学を除いて、学部別のセグメント情

報は出していませんでした。

ところが法人化後、年月がたつにつれて、大学自体の収支や採算がより厳しく見られる中で、利

益というよりは特にコスト面で可視化を図っていく必要があるということになり、コストに着目さ

れた形で、学部別、研究所別の開示を進めることはできないかという話が出てきました。そのよう

な検討が進められてきた中で、今回、会計基準の改訂という形で制度化して開示を要請する段階に

までようやくたどり着いたと思っています。

冒頭でも少し触れたように、会計基準上はようやくという形に見えますが、実際には、いきなり

全部開示する形になったというよりは、ここに至るステップの中で、財務諸表としてではなくても、

何らかを開示することを要請されてきた中で、大学側でもそれ相応の対応をしてきた経緯もあって、

今回財務諸表の開示という形での対応も可能になったのだろうと思っています。

一方で、学部別に開示すると言いながら、どの学部にどのように費用を配分していけばいいか、

あるいは収益をどのように配分していけばいいかということについて、一定のルールがなければ比

較できないのは当然のことです。

民間企業でもそうですが、セグメント情報は、あくまでも大学としてのマネジメントの中で、ど

の学部にどのように費用や収益を配分するかを決めて、それを開示することでセグメント別の収支

を整理します。会計基準では、これを大学のマネジメントアプローチとよんでいます。従って、す

べてを完全にそろえるという方法は採ることができず、原則的な考え方を示しながら、異なった方

法を採っている場合にはセグメント情報の注記という形で配分を記載するということになったのが、

今回の改訂の方向性になります。

その中で、原則的な方向性として書かれているのが、 ページのスライドです。開示区分につい
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ては、基本的には個別の学部や研究科も出すことになっています。収益基準については、財源ごと

に、それを獲得したセグメントで開示するものと、学内の予算配分の中で計上するものを整理して

います。

費用についても、人件費と物件費のそれぞれにおいて一定の方向性を示しています。その区分に

ついては、細かい が用意されました。こちらがその区分です。基本的に学部や研究科も開示しま

すが、学部と研究科を含んだ開示も認めており、実際に、関係のある学部・研究科についてはその

ように開示している大学も相当数あります。

また、最近は大学の中でも教育組織と研究組織を分けて管理しているところも増え始めています

ので、必ずしも先生と学部がひも付いていないケースもあります。そのようなところでは、大学の

マネジメントの形態に合わせた形ということで、それをあえて分けて開示することもあり得ます。

収益計上基準も財源ごとに細かく決める形になっています。大抵の財源はその財源を獲得したセ

グメントで表すことになりますが、運営資金として受け取る運営費交付金に関しては、学内予算配

分を行っている場合、単純にもらった金額という表現ができません。それで、運営費交付金は配分

金額になるとして整理されました。間接経費収入も原則として獲得セグメントではあるものの、外

部資金獲得のために本部がかなり協力しているという大学もあります。そのような場合、実際にど

のように配分して使っているかという学内の決め事もあると思いますので、そのような場合にはそ

れに応じた計上を行います。そのように各大学によって色が出ることになっています。

また、各大学のセグメント情報を見てみると、いくかの大学では、運営費交付金収益をマイナス

で計上しているセグメント区分があります。これは何でしょうか。現在の国立大学の運営において、

財源別にといっても、ほとんどの大学が運営費交付金収益と学生納付金収益で一定の割合を占める

中で、この二つを分けて管理するのではなく、大学運営資金としてまとめて予算配分している大学

も出てきています。

ある学部に対して学生納付金収益を出すという形をとりながら、全体としての運営はそれも含め

て配分しているとなると、その学部全体としての収益が大学として想定しているものとは違う形に

なってしまいます。それで、学内予算配分の金額が学生納付金収益よりも少ない金額になっている

ケースもあります。そのよう場合には、それを表すために、その学部の運営費交付金収益をマイナ

スで表示することがあり得ます。大学運営資金としての収益金額をセグメントで表示する結果とし

て、そのようなことが起こり得るということです。

続いて、費用計上基準の話です。費用については、これまでもそれなりに配分されていたので、

こちらもそれぞれの配分の仕方で計上しています。ただ人件費の計上の仕方には若干の色が出てい

るかもしれません。

帰属資産もそれぞれの業務実施に必要となる資産を計上しています。特に固定資産が多い国立大

学においては、特定の学部にと決めにくい大学もたくさんあります。そのような場合は合理的な配

分基準を用いて配分しますが、主たるセグメントに寄せるということも認められているので、この

資産の計上の仕方も大学によってさまざまな形になっていると思います。以上がセグメント情報の

話になります。

続いて、引当特定資産です。こちらは新しく計上されることになった会計処理です。この背景は

先ほど少し説明したとおりです。国立大学法人は運営費交付金が減少傾向にある中で、外部資金獲

得等で大学全体としては収益獲得のための取り組みを続けているところです。

一方で、大学運営に必要な施設整備、固定資産を安定的・継続的に使用していく中で、こちらの
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更新のためのお金を今後も確実に確保できるのかという問題があります。その中で、学内に資金を

留保することによって次の設備更新に充てるための財産確保を図ることはできないかということが

考えられてきた結果として、今回のこのような制度変更が行われました。したがって、この話は単

なる会計処理というよりは、制度として新たに認められた取り扱いに対する会計処理を整備したと

いうことでご理解いただければと思っています。

国立大学法人が自由に使うことを認められたお金は決して多くはないというものの、従前も財務

省協議の結果として、毎年の利益に対する利益処分という手続きを経て承認された部分については

使うことができました。しかし、そのステップを踏む手間があります。また、目的積立金はあくま

でも利益の範囲内で行うことになりますので、仮に赤字になった場合にはそのような資産を確保で

きなくなるということでは困ります。本来、現金と利益は異なるものである以上は、そのようなこ

とも当然ありうる中で、確実に取り換え更新用の資金を確保する手段の一つとして、このような形

のものができたと理解してください。

ページ以降のスライドでいくつかのケーススタディを用意しました。時間の都合もあるので、

詳細は割愛して簡単に説明します。先ほど述べたように、現状では損益計算書で利益が計上された

場合に。一方で現金ベースでの収支差額が発生します。この場合に、目的積立金として計上できる

のは、あくまでも利益 が上限です。もっとも、この差額の は目的積立金ではないものの、

現金として大学には残っているので、この現金を使うことに対する制約があるわけではありません。

しかし、使用する場合にこの の財源についての説明の仕方からか、大学にとってはこの は

使いにくいという印象があったようです。今回の引当特定資産の制度はそれに対しての一つの方法

になるものと思います。

ページは制度導入後のケーススタディです。先ほどの例において、現金のほうが多い につ

いて、減価償却引当特定資産という形で計上することによって、別途大学内で資金を留保すること

ができるようになっています。この右上の貸借対照表（抜粋）のところに、現金 と減価償却引

当特定資産 という形で表現されています。これがこのような引当特定資産として留保した結果

です。

この話を聞いていて感じたことがあると思います。名称は長くなりましたが、今の仕組みの中で

簡単に言えば、これも現金です。ですから、現金 を留保しているという結論には何も変わりは

ありません。名称を現金とせず、減価償却引当特定資産という形で留保した結果として、このよう

な形の開示になっています。もちろん、現金以外を減価償却引当特定資産とすることも可能ですが、

私にもどのような形でそのような留保を行っていくのかというイメージが湧きませんので、実質的

にはほぼ現金か現金と同等のものになるのではないかと感じています。

もう一つは、利益が目的積立金よりも多い場合です。この場合の話をするほうが分かりやすいと

思います。従前は、損益計算書で損失が出た場合は、仮に現金が残っていたとしても、目的積立金

を計上することができませんでした。あくまでも利益が出ていて、現金の裏付けがある利益の範囲

内ということだったので、従前はこのような場合には積立ができませんでした。しかし今後は減価

償却見合いの現金があるのであれば、それを減価償却引当特定資産に繰り入れる形で残すことがで

きるようになります。大学としては、今後は積み立てやすくなるのではないかといわれています。

をいくつか用意しています。今話したようなこともふくめて、実務指針として用意されてい

るものです。有価証券を含むこともできることになっています。

残高はいくらでも計上できるということではなく、あくまでも取り換え更新用の積立なので、毎
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年の減価償却費の範囲内であるという形になっています。

先ほど説明したとおり、このような名称になりますが、実質的には現預金がこちらに振り替わっ

てくるケースが多いこともあるので、こちらは、これに関する明細を別途作成する形で用意されて

います。

残りの時間でその他の改訂内容を簡単に紹介します。ここから先は企業会計の導入に伴うもので、

国立大学法人に大きな影響を与えるところではないものの、書類としては作らなければならないと

いうものが多いと思っています。

一つは会計上の見積りの開示です。特に企業会計においては、民間として経済活動を行っている

中で、さまざまな不確定要素があります。昨今の災害、カントリーリスク、景気の状況などのため

に、企業が行っている活動においても、それらの不確実性に伴って損質が発生する可能性がありま

す。将来予測の中で可能な限り、そのようなものをこの決算に折り込んでほしいという意味で、情

報開示と共に行われています。

ページに、会計上の見積りにどのようなものがあるかの例が書かれています。企業会計であれ

ば、在庫を持っている、純粋に収益を生み出すための投資として固定資産を使っている、株を持っ

ているということもあります。ただ、国立大学法人の場合は、この大半が企業とは異なる形になる

ので、債権といっても商売の売掛けのようなものは基本的にほぼありません。また在庫といっても、

診療材料や医薬品などが多くある程度で、多額の損が出る可能性があるような在庫を持つことはほ

ぼ想定できません。固定資産の減損に関しては、企業のような収益活動とは違うので、異なる会計

基準の下で整理されています。有価証券も上場株式のような時価のあるものを多額に持つようなこ

ともないので、見積りという形で懸念するような項目は、現状では多くありません。それで、会計

基準として整備はされていますが、これに対して真剣に検討しなければならないような深刻な状況

にはまだないと思っています。今後、大学としての活動がさらに多種多様になってくれば、ここで

何らかの開示をする可能性はあるかもしれないということで、今回の資料としても入れておきまし

た。

なお開示に関しては、話が少しそれますが、先ほどの会計上の見積りも含めた、大学としてのリ

スク情報の開示の話もあります。もしかすると、今後、事業報告書の記載も含めて、記載の充実を

求められる可能性があるかもしれないと思っています。その場合、先ほど触れた会計上の見積りよ

りもはるかに広い範囲になるとは思いますので、今後は事業報告書の開示についても、どのような

形で充実が図られるのかを見ていきたいと考えています。

次に時価の算定です。こちらも資料としては用意しましたが、国立大学法人が、大きな時価変動

要素があるようなものを持つケースは多くないと想定しています。どの大学もこのような注記を作

ってはいますが、多額の時価差額が発生するようなものは今のところはそれほどないと思っていま

す。ただ、今後、さまざまな資産を持つようなことになれば、さまざまな開示が行われる可能性が

あるということで、紹介として入れておきました。時間の都合もあるので詳しい説明は割愛します。

改訂内容の説明の最後です。こちらはすでに触れましたが、科学研究費補助金に関する注記につ

いてです。従前も附属明細書での開示を行っていましたが、大学の損益活動に近しい形で表現した

いということで、先ほどの紹介のとおり、資本剰余金を減額したコスト等に係る注記の、次のとこ

ろに受入額と支出額を注記する形になりました。

その他に説明しておく内容として、事業報告書の改訂があります。こちらは、財務諸表の話から

は少し離れる部分がありますので、今回は簡単な紹介にとどめます。事業報告書についても情報開
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示の充実を図るように要請されているところです。ここで紹介していますが、ガバナンスの状況や、

セグメントの詳細開示に伴い主なセグメントの状況についても、情報開示の充実を図ることが要請

されているところです。また事業に関する説明の中でも、事業の状況や内部統制に関する記載など

の充実を図ってきています。一方で、このページの右上の主な変更点の全般として書いてあるよう

に、各国立大学法人は、事業報告書以外にさまざまな形でステークホルダーに対して書類を公表し

ています。そのような公表物を参照することで、事業報告書の要請のニーズを満たすことを許容す

る形になっています。

決算報告書についても改訂されました。こちらも財務諸表とは違うので、簡単に紹介します。ど

ちらかといえば、財務諸表の改訂に合わせた部分なので、参考として理解してください。主に、引

当特定資産の科目を入れる、科学研究費の間接経費収入の扱いをそろえるなどの内容です。

ページからのスライドでは、今回の会計基準の中で改訂されたもののまだ適用はされておらず、

この進行年度からの適用となる規定がいくつかあるので、その紹介として用意しました。一つは収

益認識です。企業会計の世界においては、従前、いわゆる売上などを計上するための詳細な基準は

ありませんでしたが、国際会計基準でも整理され、それに歩調を合わせる形で、わが国においても

収益認識に関する会計基準ができ、どのような形で計上していくかについて整理されました。

国立大学法人においても同様に、どのように整理していくかの検討が行われました。 ページに

記載のとおりですが、以前から別の会計基準で用意されているものや、国立大学法人固有のものに

ついては、そちらで整理しているところがあるので、民間で適用しているような収益認識の会計基

準のすべてを国立大学法人に適用している形にはならず、実質的には、民間と同じような会計処理

を行うであろう一部の収益が適用対象になっています。

従って、このページの下に書いているような、検定料収益や附属病院収益など、適用対象となっ

ている財源にかかる部分について、新しい収益認識の基準を適用したからといって、収益の計上を

行うタイミングや処理が大きく変わるようなことは今のところ想定されていません。この進行年度

（令和 年度）の話なので、最終的にどのようになるかは分かりませんが、結果として、これによ

って損益計算書の数字が大きく変わるということはないのではないか、ゼロではないとは思います

が、それほどのインパクトはないのではないかと見られています。

何枚か資料を用意しましたが、時間の問題もありますし、内容が専門的になり過ぎるところもあ

りますので、今回は資料の紹介だけにとどめます。

もう一つは、受託研究費財源の固定資産の耐用年数です。従前、固定資産の耐用年数は税法上の

法定耐用年数で処理するのが基本ですが、受託研究費で購入した固定資産に関してだけは、受託研

究期間で減価償却を行っていました。

その理由ですが、受託研究費を財源としているので、その受託研究のために使うのがメインであ

るということがあります。また損益均衡という処理の中で受託研究期間において収益計上を行う場

合には、それに対応する形で固定資産の減価償却が行われなければ損益が均衡しないということに

なります。そのために従前はそのような処理をしていましたが、今回、損益均衡会計が廃止された

ので、こちらについても同じ固定資産の耐用年数を財源に応じて変える必要はないだろうというこ

ともあり、受託研究費を財源にして購入した固定資産についても、通常の法定耐用年数で償却する

ことになりました。

これは考え方によると思いますが、例えば従前は、同じ固定資産でも財源によって耐用年数を変

えて台帳に登録するなどの実務上の煩雑さがありました。また、結果的に会計処理の誤りにつなが
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りかねないこともあったと思います。損益均衡の話とは違いますが、固定資産の管理という点では

シンプルになったのではないかと思います。

以上が会計基準改訂の話になります。ここから先は、簡単に今回の改訂による財務諸表への影響

と実務上の話をしていきたいと思います。実際には影響の大きいものや小さいものなどさまざまな

ものがありますが、ここでは特に影響が比較的大きいと思われるものについてのみお話しします。

一つ目は、資産見返負債の原則廃止です。資産見返負債を原則廃止することによって、今までは

各大学が計上していた資産見返負債の残額をまとめて、臨時利益という形で計上することになりま

した。その結果ですが、これは、今回公表されている各大学の財務諸表を見て私が集計したもので

す。ですから、若干、数字を丸めて表現していますが、おおよそこのくらいの金額になると思いま

す。また一部の大学の決算書類が見つからず、集計できなかった大学もありますので、あくまでも

イメージとして見てください。とはいえ、合計するとかなりの金額が戻入計上されたと感じていま

す。

このこともあって、昨年の決算書類では、どの大学もこの戻入額が大きいという理由から当期純

利益がかなり大きくなっていると思います。これだけを見てもイメージできるかもしれませんが、

約 億という全大学の利益合計のうち、戻しの部分による影響が 億なので、利益のところ

も損失のところもあったものをすべて合計すると、その年の国立大学法人合計での利益は 億程

度であったということです。

これを大きいと見るか小さいと見るかについてですが、その年の減価償却費、あるいはその年に

買った固定資産の金額のどちらが大きいのかによって、毎年の損益の金額に差が出ることになりま

す。今回は、減価償却費よりも購入した固定資産に見合う運営費交付金の収益化金額のほうが多か

ったので、このような結果になっているというところかなと思われます。ただ、これは、まだ令和

年度だけしか見ていないので、来年度以降にこの数字の増減を追っていき、どのような傾向が出る

のかに今後注目していきたいと思っています。上下動はあるでしょうが、ならしていけばそれほど

おかしな数字にはならないと予想しています。しかしこれも大学の活動結果次第ではあります。

続いて、損益外コスト等の一元開示です。資本剰余金を減額したコスト等を含めた損益相当額の

合計は、約 億となりました。先ほど説明した損益計算書の欄外で注記した結果として、民間企

業並みの損益相当額を表すという意味で、このような結果だったと思っています。ただこれも、先

ほどの臨時利益である 億が含まれていますので、実質的には 億程度であったと考えられま

す。

この 億に対して、前で述べた当期純利益は 億です。この差が何かについては、この注

記を見ることでおおよそのイメージが湧きます。大きな変動要因としては、減価償却相当額と退職

給付引当増加相当額、施設費収益相当額という、三つの項目の影響があると思います。

減価償却相当額とは、従前における損益外の減価償却です。ですから民間でいえば費用だったと

ころなので、こちらの資本剰余金を減額したコスト等を含めた損益相当額が小さくなるということ

には、この減価償却相当額が影響しているだろうということです。退職給付引当増加相当額も同じ

です。

一方、施設費収益についてですが、おそらくこのような施設費収益は、民間企業であれば普通に

損益計算書に収益として計上されますが、国立大学法人の会計の場合にはこれが一旦負債として計

上され、最終的には資本剰余金に振り替えられますので、損益計算書に収益として計上されないこ

とになります。こちらはむしろ利益へのプラス要因であり、これらの差し引きの結果として出てき
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ている金額になります。

ですからこれらを加味すると、この資本剰余金を減額したコスト等を含めた損益相当額は、より

企業会計における利益に近い水準を示すものになっているのではないかと個人的に感じています。

ただ、これも今回が初年度なので、来年度以降の経年での比較を追っていくことで、異なる分析結

果が出るかもしれません。

続いて、セグメント情報の詳細開示です。結論として、基準がそのように要求したからというこ

ともありますが、どの大学でもかなり細分化した開示が行われるようになったという印象です。法

人化後年月が経過していく中で、各大学がさまざまな組織体系をとり始めているので、教員が学部

にひも付かない形で組織編成をしているところでは、セグメントの中でもそのようなものを別にし

て分けている場合もあります。ここは、開示の仕方によっては各大学のマネジメントの色が出てく

る部分になりそうなので、単純比較は難しく、大学ごとに分析していくほうがいいかもしれません。

少し細かい話になりますが、国立大学法人には複数の学部を有する大学もあれば、単科大学も一

定数あります。この単科大学には学部が一つしかないので、セグメント情報を開示していないかと

いえば、必ずしもそうではありません。学部が一つであっても研究所を持っている大学はその開示

もしています。そのようなものがない大学でも、さまざまな名称にはなりますが、学部と本部事務

局、あるいは法人共通などの形で区分して出している大学もあります。またセグメントは一つであ

るとして開示していない大学もあります。このように、さまざまな開示の仕方があるというのが現

状です。

セグメント区分だけでもそれだけの色が出てきているので、それ以外の収益計上基準の区分や帰

属資産の計上区分についてもさまざまな注記例が出てきています。さまざまなパターンがあったの

で、代表的なものだけを記載しました。先ほど紹介したように、特定のセグメントでは運営費交付

金収益をマイナス計上するという形をとっている大学も一定数ありました。また収益の配分方法と

して、先ほどの獲得セグメントあるいは配分の中では、単純な配分だけを行っているのではなさそ

うなところも見受けられました。間接経費収入についても、一定のルールに基づいて配分している

ケース、ある特定のところにまとめて計上しているケースなど、さまざまなものがありました。

帰属資産の方も、先ほど按分という話をしましたが、按分できないということで、法人共通や本

部事務局などの各学部等にはひも付かない形で特定のセグメントに記載しているケースが多く、い

わゆるお金、あるいはそれに類似する有価証券、あるいは土地建物などを計上しているケースもあ

ったと思っています。

また、ここでは各法人各様という記載をしていますが、例えば本部事務局というようなセグメン

トを別途設けるような大学もあれば、法人共通の中で計上している大学もあります。この辺りはさ

まざまなものがあるので、横並びの比較を行うのは難しい状況です。

次に、引当特定資産の計上です。これは令和 年度のものです。令和 年度についての説明は省

略しましたが、減価償却費以外に、国立大学法人債等の償還に向けて返済資金を確保するために計

上するというものもあります。この両方を合わせて、引当特定資産として計上していた大学が約

分の 、つまり くらいありました。金額をすべて足すと 億くらいでした。

それぞれ、ほとんどの大学で財源についての記載がありましたが、いずれも現預金を計上してい

るという状態でした。初年度なので、計上しているだけで、これを取り崩しているという例は確認

できませんでした。こちらは、今度どのようになっていくかについて見ていきたいと思っています。

令和 年度は初年度ということもあり計上を見送ったものの、令和 年度以降に計上を考えてい
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るというところもあろうかと思います。ですから一旦は計上される金額が毎年増加していくことに

なり、いずれどこかで取り崩しを始める大学が出ることになります。表現が適切かどうか分かりま

せんが、そのときに引当特定資産が、通常の現金や預金として持つことと比較して、大学にとって

使い勝手がいいのかどうかについては、実務の進展を待って見ていきたいと思っています。

最後になりますが、 ページのスライドで、簡単に今後に向けての記載をしてみました。今回の

改訂とその結果としての各大学の財務諸表を見てきた中で感じたのですが、見やすいか見にくいか

は別として、それ相応の情報量が出てきているという気がします。なので、これらを利用してさま

ざまな活用や分析ができますし、大学でももっと活用してもらいたいと思います。しかし、各大学

において、自分たちでどのように財務諸表を分析して活用しているか、学内の意思決定に使ってい

るか、についてはまだ道半ばではないでしょうか。この辺りについても、今後さまざまな検討を重

ねることができればいいと個人的に感じています。

二つ目に書きましたが、財務諸表以外の事業報告書の情報拡大、あるいは非財務情報を含めた開

示情報の充実は以前からいわれているところです。今はまだいわれたことに対応しているというの

が正直なところではないでしょうか。財務諸表と非財務情報を合わせた情報がどのように開示され

ていくのかについては、今後注目していきたいと思っています。

その関係で、今回は取り上げていませんが、最近は統合報告書を作成・開示する大学が増えてき

たと感じています。私が大まかに見た感じでは、統合報告書という名称やそれに近いかもしれない

名称も含めると、約半数が作成しているように思います。ただ、この統合報告書で何を表示してい

るかは大学によってさまざまです。最近は民間企業でも実施され始めた、サステナビリティ関係の

情報の積極的な開示を行っているところもあれば、どちらかといえば大学としての活動成果を中心

に載せているようなケースもあるように見受けられます。まだこうでなければならないというもの

があるわけではありませんが、こちらも事業報告書を含めて開示されていく中で、どのようにすみ

分けていくのか、またそろえていくことになるのかというところは注目していきたいと思っていま

す。

また、このような情報と財務情報を結び付けて分析することができれば、大学の状況を外部から

見てもっと理解できるようになるのではないかと思うので、私も今後そのような視点で開示書類を

見ていきたいと考えています。

冒頭でも記載したことですが、各大学がさまざまな情報開示についてどのように考えていくかと

いうことが今後は必要になっていくでしょう。いわれたことに従って開示するだけでは、労力だけ

がかかって仕方ないと思います。一方で、自ら積極的に情報を開示して外部からの理解を得ること

が、結果として大学にとっての収入の拡大や学生数の拡大など、大学の成長発展や維持につながっ

ていく可能性もありますので、そのような中で自分たちの大学をどのように説明していくかという

ところが、今後はますます大事になるはずです。特にそれぞれの大学のマネジメント層がこのあた

りどのように考えているか、どのようにしていきたいと思っているのかについては特に注目してい

きたいと考えています。

長くなりましたが、私からの説明は以上です。ご清聴、ありがとうございました。
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第第７７章章 島島根根大大学学のの地地域域人人材材育育成成とと産産業業振振興興にに資資すするる取取組組

～～産産学学官官連連携携にによよるる地地域域創創生生～～

服部泰直（島根大学 学長）

ははじじめめにに

大学改革支援・学位授与機構から、しまね産学官人材育成コンソーシアムの取り組み、また地方

大学に特有の経営課題や地域貢献のミッションへの対応、島根大学単独でのさまざまな取り組みの

紹介、しまね産学官人材育成コンソーシアムによる地域連携をもとにしたリソースの共有・有効活

用、少子化対策や若年人口減少対策、地域人材の育成と経済活性化などというテーマをいただいて

います。このテーマにどこまで本学の取り組みが応え得るのか、甚だ心細い気もしますが本学の取

り組みを紹介します。

島根大学の置かれている状況について説明します。まず、島根県は人口が 万弱と小さな県だと

いうことがあります。後ほど説明しますが、大学は、本学と県立大学の 校しかありません。過疎

になって一つのコミュニティーが消滅していく事例があります。その最も象徴的な出来事は、その

地域から小学校がなくなることです。やや乱暴ですが、その地域から小学校がなくなるということ

は、一つのコミュニティーがなくなっていくことを意味します。例えばこれを県単位で考えると、

その県から国立大学がなくなることではないかと思っています。これは、その県が自治体としての

機能が弱っていく出来事になりかねません。

従って、島根大学と島根県の両者が共存していくという観点から、島根県と島根大学は一心同体

だと考えています。つまり大学が地域に貢献すると考え方ではなく、島根大学自身のためにも、こ

の地域の活性化が絶対に必要であり、その点では島根県と共に地域の未来への責任を負っていると

考えています。今、島根大学と島根県は、危機感共有の下に様々な事業を進めています。
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１１．．島島根根県県のの現現状状とと課課題題

１１．．①①人人口口のの状状況況

１．島根県の現状と課題 ①人口の状況

～ 歳の県外転出が多く、
「就学・卒業」、「就職・転職」
の理由が多い

元年度までは県外転出超過が縮小傾向であった
が、 ～ 年度は拡大

島根県は非常に厳しい状況にあります。人口動態をご覧ください。令和 年で 万人とありま

す。直近のデータを調べると、令和 年 月の推計人口では、 万 人ということで、既に

万人を切っています。 年に約 人から 人の規模で人口が減少しているのが島根県の状況

です。人口動態には自然増減と社会増減がありますが、私たちは社会増減に注目して取り組んでい

ます。転出入の状況を見てください。ここで注目してほしいのは、 ～ 歳と、 ～ 歳における

状況です。この年代層で、転出が転入を上回り、人口減を起こしています。いわゆる社会減です。

卒業して進学する機会、また、大学を卒業して就職する機会で人口が減っていることが分かります。

しかし、それを過ぎ、 代から見ると、実は転入が少し多くなっています。つまり、若年層の転出

をいかに防ぎ、転入をいかに増やしていくかが課題です。

上のスライド画面の右下のグラフをご覧ください。令和元年度までは社会減が減少してきました。

令和 年は少し戻ったものの、令和 年には社会減が拡大してしまいました。コロナ禍において、

一極集中ではなく地方分散の時代に入ると言われました。ところが実際には、コロナ禍を経て一極

集中が進み、相変わらず地方からの転出が増えている現状です。
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１１．．②②大大学学進進学学のの状状況況

１．島根県の現状と課題 ②大学進学の状況

■ 県内高校からの進学者、約3,000人のうち、約８２％が県外大学等へ進学
■ 県内に２大学しかなく収容力不足

■ 構造的に毎年約１，２００人の社会減

島島根根県県内内のの高高校校
卒業生等 約 人

大大学学・・短短大大進進学学 人人

島島根根県県内内のの大大学学・・短短大大

入入学学 人人

県内へ
人

県県外外へへ２２ 人人

県県外外かからら 人人

①広島県 560人
②大阪府 302人
③岡山県 282人
④京都府 160人
⑤東京都 158人
その他 1,005人

①広島県 169人
②鳥取県 165人
③兵庫県 135人
④岡山県 134人
⑤愛媛県 57人
その他 555人

国国立立大大学学法法人人

島島根根大大学学

島根県内の高校卒業生の大学進学の状況について説明します。島根県内の高校卒業生は毎年約

人です。約 人が進学しますが、その内の が県外に進学しています。原因としては、

県内には大学が 校しかなく、合計の収容定員も 人しかありません。 人の進学者全員

が県内大学を志望しても 人以上は入学できないという構造的な問題があります。もちろん、

卒業生が全員、県内の大学を志望するわけではありません。実際には、 名が県外の大学に進学

しています。県外に進学すると大学卒業時に島根県に戻る学生が少ないこともあり、このことも大

きな課題です。

一方、島根大学には県外から 人入学してきます。県外に進学する県内高校卒業生と県外か

らの入学者数を比べましても、県外へ進学する学生数が 人、県外から入学してくる学生が

人ということで、やはり 人程度の減少となっています。
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１１．．③③産産業業のの構構造造

１．島根県の現状と課題 ③産業の構造

12.3%

6.7%

19.6%

24.4%

28.5%

30.8%

18.2%

6.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

島根県

全国

農業，林業(1.0%) 漁業(0.3%) 鉱業，採石業，砂利採取業(0.1%) 建設業(12.3%)
製造業(19.6%) 電気・ガス・熱供給・水道業(0.1%) 情報通信業(1.1%) 運輸業，郵便業(1.7%)
卸売業，小売業(28.5%) 金融業，保険業(2.7%) 不動産業，物品賃貸業(1.5%) 学術研究，専門・技術サービス業(1.3%)
宿泊業，飲食サービス業(2.6%) 生活関連サービス業，娯楽業(3.0%) 教育，学習支援業(1.4%) 医療，福祉(18.2%)
複合サービス事業(2.5%) サービス業（他に分類されないもの）(2.2%)

②産業大分類別に見た売上高（企業単位）の構成比
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292,056 292,310 
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36,300 35,971 
34,987 

32,000
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（事業所）
事業所数

29,737 

27,416 
26,655 

24,969 

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

2009 2012 2014 2016

（社）
企業数

①企業数・事業所数・従業者数の推移

【出典】 総務省「経済センサス－基礎調査」、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工
【注記】企業数については、会社数と個人事業所を合算した数値。従業者数は事業所単位の数値。

【出典】 総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工
【注記】 凡例の数値は選択地域の数値を指す。

地域経済分析システム（ ） 島根県サマリーデータより

年

製造業建設業

建設業 製造業

卸売業，小売業

卸売業，小売業

医療，福祉

医療，福祉

次に、島根県の産業構造を見ていきます。上図の下段における、産業大分類別に見た売上高です

が、上段が島根県、下段が全国です。大体似たような状況にありながら、島根県は、卸売業・小売

業、製造業、医療・福祉、建設業と続きます。全国と比較すると、医療・福祉と建設業の割合が大き

くなっています。製造業が と全国平均に比べて小さいですが、一定の規模感はあります。ま

た、医療・福祉、卸売業、建設業、特に医療・福祉については、売上高が出ても、資金が県内のみで

回っている状況になります。県外からの資金が入ってくる仕組みを創るためにも、製造業を活性化

していくことが必要です。

下図の付加価値額を見てください。卸売業・小売業が最も多いですが、次が製造業です。製造業

で外貨を稼ぐことにより、県内の経済が回っていくと考えます。従って、製造業の振興は、島根県

にとって重要ということになります。この考えの下で、今、島根大学は県内の産業振興するために

島根県と連携してさまざまな取り組みをしています。

139



１．島根県の現状と課題 ③産業の構造

④産業大分類別に見た付加価値額（企業単位）

③産業大分類別に見た従業者数（事業所単位）と事業所数

【出典】 総務省「経済センサス－基礎調査」、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工

地域経済分析システム（ ） 島根県サマリーデータより
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１．島根県の現状と課題 ③産業の集積状況

日本製紙グループ
国内最大の食品向けセルロース
ナノファイバー製造拠点

電子部品
化学系素材

木質系素材・木材製品

IT産業クラスター
島根大学松江キャンパス隣接の
県営工業団地等に集積

特殊鋼

出雲村田製作所
世界最大級の積層セラミック
コンデンサ製造拠点
神戸天然物化学出雲工場
医薬品原薬及び中間体製造
日本コルマー出雲工場
化粧品OEM・ODM専業の国内
トップシェア企業の最大製造拠点

プロテリアル安来工場
高級特殊鋼トップ企業の旗艦工場
SUSANOO（スサノオ）
難削素材の加工、材料試験等に
強みを持ち、航空機産業参入を目
指す中小企業のグループ

鋳 物

プロテリアル安来工場

ＩＴ

マツダ、ダイハツ、ヤンマー、NTN
等のグループ企業
国内第2位の鋳物生産量

島根県における「ものづくり関連産業」の集積状況

★たたら製鉄を源流とする
クラスター

■「マテリアル関連産業（素材+加工）」の集積があり、域外から「外貨」を獲得する主要産業として県経済を牽引

■一方で、多くの中小企業が下請型で製品開発力が不十分。また、脱炭素化等の産業構造変革への対応に迫られている

ダイワボウレーヨン
国内随一のレーヨン製造拠点
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次に、産業の集積状況を見ます。県内東部、安来を中心に金属・鉄鋼関係のクラスターが形成さ

れています。松江には工業団地があり、主に 産業が入っています。松江出雲地区は鋳物産業が

盛んで、全国 位の生産量を誇っています。また、県の東部には電子部品・化学系素材があり、西

部には木材など材料系の企業が分散しています。本学の取り組みは、このような島根県の産業集積

状況をもとにした取り組みになります。

２２．．島島根根大大学学のの概概要要

次に、島根大学の概要について説明します。

創 立 1949年（昭和24年）設置 開学74周年

組 織 学部

大学院

法文学部

総合理工学部

人間科学部教育学部

医学部 生物資源科学部

人間社会科学研究科（修士） 教育学研究科（専門職・修士）

医学系研究科（博士前期・後期） 自然科学研究科（博士前期・後期）

学生数 教職員数学部：5,326 名
大学院：723名
合計：6,049名

2,433 名
2,995名（契約職員等含む）2023.5.1時点2023.5.1時点

材料エネルギー学部

２．島根大学の概要

現在 学部あり、本年度、材料エネルギー学部を設置しました。大学院は 研究科です。学生数

は計 人、教職員数は 人で、契約職員等を含めば約 人規模の事業所ということに

なります。地方の中規模国立大学と考えています。

下図のように，在学生の構成はいわゆる理系（医学部、総合理工学部、材料エネルギー学部、生

物資源科学部）の学生が ％と 分の が理科系の学部に所属する学生です。大学院ではこれがも

っと顕著になり、医学系研究科と自然科学研究科で合わせて、約 割の大学院生が理科系というこ

とになります。
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学部・研究科の学生構成

人人間間社社会会科科

学学研研究究科科

教教育育学学研研究究科科

医医学学系系研研究究科科

自自然然科科学学

研研究究科科

研究科学生数

法文学部

教育学部

人間科学部

医学部
総合理工学部

材料エネル
ギー学部

生物資源科学部

学部学生数

このように，現在は理系の学生が多いのですが、地元からは文系の大学という印象が強くありま

す。その理由ですが，下図のように，平成 年度には理系学部は理学部と農学部のみで、定員の割

合は ％でした。一方、令和 年度は、上述のように が理科系の学生であり、文系と理系の学

生比率が逆転しました。これは，平成 年に理学部と農学部を融合・改組した際に工学系学科を新

たに加えたことによって工学系の定員が増えたこと、また、平成 年には旧島根大学と旧島根医科

大学が統合したことなどによるものです。

島根大学の学部構成と入学定員の変遷

学部 入学定員数
法 文 学 部 295
教 育 学 部 300
理 学 部 255
農 学 部 205

計 1,055

大学院の理系入学定員数の割合
％

学部 入学定員数
法 文 学 部 175
教 育 学 部 130
人 間 科 学 部 80
医 学 部 162
総 合 理 工 学 部 370
材 料 エ ネ ル ギ ー 学 部 80
生 物 資 源 科 学 部 200

計 1,197

H7.10 理学部と農学部を融合・
改組し、総合理工学部と生物資
源科学部を設置

H15.10 旧島根大学と旧島根
医科大学を統合し、新島根大学
を設置

R5.4 材料エネルギー学部設置
文部科学省「令和5年度魅力ある地方
大学の実現に資する地方国立大学の定
員増」の採択（定員増40名）

大学院 入学定員数
法 学 研 究 科 6
教 育 学 研 究 科 26
理 学 研 究 科 15
農 学 研 究 科 50

計 97

大学院 入学定員数
人 間 社 会 科 学 研 究 科 25
教 育 学 研 究 科 20
医 学 系 研 究 科 59
自 然 科 学 系 研 究 科 215

計 319

大学院の理系入学定員数の割合
％

学部の理系入学定員数の割合
％

学部の理系入学定員数の割合
％

平成3年度（1991） 令和５年度（2024）

この 年間で旧島根医科大学との統合や学部・大学院の改組、新設を経て、理系の入学定員
割合を拡大。県内企業との共同研究や高度専門人材の育成・輩出を拡大し、島根創生に貢献

H30.4 総合理工学研究科と
生物資源科学研究科を改組し、
自然科学研究科を設置

H12.4 理学研究科と農学研究
科を改組し、総合理工学研究科
と生物資源科学研究科を設置

H29.4 人間科学部設置
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３３．．島島根根大大学学ののビビジジョョンンとと戦戦略略

３．島根大学のビジョンと戦略

2

１１ 教教育育
・データに裏付けられた教育改善
・県内出身入学者の増加
・全学的な 教育の推進
・専門教育と幅広いプログラムを掛け合わせた、
主体的学びを実現する教育システムの構築

・教育新時代に向けた教育 の推進
・社会人学び直しのためのリカレント教育充実
➨➨知識集約型社会 を牽引する人材育成

２２ 研研究究
・大学活動の源泉となる教員個々の研究水準の向上
・大学の特性を活かした「島大ブランド」の研究の
創出・推進
・材料工学、水域環境分野における研究を世界最高水準
へ
・企業の想いを形にする産学官金連携による
共同研究の推進と、研究成果の社会への応用
➨➨世界で尖る研究、社会変革の原動力

３３ 地地域域･･社社会会連連携携
・「島根に愛着を持ち島根を元気にする」人材育成・
定着
・卒業生の県内就職・定住の促進
・「若者が集う島根」に寄与する地域産業振興
・持続可能でインクルーシブな島根の創出に寄与
➨➨地域に携わる人材の育成、地域振興のための研究推進

４４ 経経営営戦戦略略
・ ｓの行動指針を判断基準とする大学経営
・持続可能型社会の構築を目的とした大学経営
・ステークホルダーとの信頼関係に基づく経営
・多様かつ安定的な財源確保
・キャンパスのグローバル化を進め、英語が
共通語へ
➨➨自律的かつ透明性の高い大学経営への転換

平成 年度 制定
島根大学憲章
～島根大学の理念～

令和元年度 策定
島根大学 ｓ行動指針
～大学経営の基幹～

令和 年度～
島根大学ビジョン
～新たな中期的ビジョン～

島根大学ビジョン 地域から未来を拓き、人と企業を呼び込む大学へ

平成 年度に大学憲章を制定し、令和元年度には島根大学 の行動指針を策定しました。さ

らに令和 年度に島根大学ビジョン を策定し、この三つの基本方針に基づいて大学が経営・運

営されています。島根大学ビジョン においては、教育、研究、地域・社会連携、経営戦略の４

領域において、それぞれ目標とその実現のための戦略、そして目標（値）が定められています。教

育については、所属学部の専門分野を深く学ぶと共に、社会のニーズに応えるために現代高等教育

が求められている知識・スキル・態度等の修得を目指しています。研究については、個々の教員の

特色ある研究を発展させること、また、島根大学としての強みや特色を突出させる取組として材料

工学、水域環境分野における研究を強化しています。地域・社会連携についてはあとで詳しく説明

します。経営戦略については自律的経営の確立を目指して定めています。

４４．．島島根根大大学学ににおおけけるる機機能能強強化化とと組組織織改改革革

島根大学においてこの数年実施してきた機能強化について説明します。平成 年に人間科学部を

文理融合の学部として設置しました。本学部では、からだ・こころ・つながりという人間の つの

側面に焦点を合わせ、健康科学・心理学・社会福祉学という つの学問分野を核として、「人間」に

文理融合的にアプローチします。そして、学際的な「人間科学」の立場から、多様な視点に基づく

人間理解を通じて地域社会に実践的に関わることのできる人材育成をめざしています。上記の教育

目標を達成するため、本学部の教員は法文学部、教育学部、医学部から参画することで構成されて

います。
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４．島根大学における機能強化と組織改革

人間科学部設置 自然科学研究科
博士前期課程設置

自然科学研究科
博士後期課程設置 人間社会科学研究科設置

材料エネルギー学部 設置
文部科学省「令和5年度 魅力ある地方大学の実現に
資する地方国立大学の定員増」の制度に申請・採択

定員増40名が認められた。

H29. 4 H30.4 H30.11 R2.4 R3.4 R4.4 R5.4

エスチュアリー研究センターの設置
汽水域を中心とする河口・沿岸域及び影響を与

える河川流域に関する共同研究の推進

地域包括ケア教育研究センター
の設置

地域住民の健康維持に関する
総合的かつ学際的な研究の推進

地域未来協創本部の設置
地域ニーズにさらに応える体制の強化

自然災害軽減教育研究センターの設置
地球環境災害軽減に関するユネスコチェアの活動を推進

次世代たたら協創センターの設置
最先端の金属素材等に関する世界的な研究を推進

新興感染症ワクチン・治療用抗体
研究開発センターの設置
新型コロナウイルス感染症など

国産のワクチン・治療用抗体の開発

「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連
携・共同研究の施設整備事業」採択

人と企業を呼び込む産業変革のハブとなる拠点を目指す

国際観光教育推進センターの設置
観光業界を中心とした地域産業への貢献、

観光人材の育成

オープンイノベーション推進本部
の設置

産学官連携の推進を図り、多様な外部研究資金
獲得による自律的経営の確立を促進

数理・データサイエンス教育研究センターの設置
数理・データサイエンス教育の全学展開モデルの構築

「地域中核大学イノベーション創出環境
強化事業」採択

地域との共創によるマテリアルの革新

「国立大学経営改革促進事業」採択
先鋭研究領域創出を起点とした大学経営改革

また、令和 年度に材料エネルギー学部を設置しました。詳細は後ほど述べます。さらに、社会

ニーズと本学の特色・強みの観点から各種センターを立ち上げてきました。

４．島根大学における機能強化と組織改革（地域貢献）

地域との連携強化（2024.1現在／55機関と包括的連携協定を締結）

地域・ 産学官連携窓口の一元化

→地域定着の強化

・COC/COC＋事業を基盤とした地域貢献人材の育成・定着を強化し、コンソーシアム構築により自走
・県内自治体との連携強化による地（知）の拠点としてのプレゼンス向上
・たたらプロジェクトによる地域産業振興・人材育成の取組を発展させ、先鋭的な学部設置による地方創生の実現

2004 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020

COC事業
採択 COC+事業

採択

地域課題学習
支援センター

地域連携
担当副学長
新規配置

地域未来戦略
センター

地域貢献人材
育成コース生受入

（2016-）

地域貢献人
材育成入試
（2015-）

第3期中期目標期間
運営費交付金
重点支援類型①
地域貢献型

地域未来協創本部
（2018-）

先端金属素材共同研究センター(2018)
↓

NEXTA／次世代たたら協創センター
(2019-)

じげおこしPJ
1自治体
×1PJ

2006

連絡協議会定期開催（2004-）、事務職員人事交流（2013-） しまね産学官
人材育成

コンソーシアム
（2020-）

「地域に根ざし、地域社会から世界に発信する個性輝く大学」を目指す大学憲章
制定

島根県と
連携覚書
締結

地方大学・地域産業創生交付金事業
（たたらPJ）申請・採択（2018-）

地域を志向する教育・研究を加速

教員個人レベルの活動による
地域貢献【点】から 、組織体と
して“責任を負う”地域貢献
【面】へ

2021 2022 2023

令和5年度「魅力ある
地方大学の実現に資する
地方国立大学の定員増」

申請・採択

（2013-2017） （2015-2019）

地域志向科目の展開
地域インターンシップ拡充
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本学の地域貢献活動のこれまでの経緯について説明します。源流は 事業と考えています。

事業に取り組む中で、島根県立大学や松江高専と共同して が採択されました。そして、

事業の終了に伴い、県独自の後継事業として、しまね産学官人材育成コンソーシアムが発足し

て現在活動を継続しています。本学では、 事業の一環として地域貢献人材育成入試を全ての学

部に導入しました。この入試により入学してきた学生は、学部に所属すると共に、学部横断的な地

域貢献人材育成コースにも所属することにより、地域課題に立脚した実践的学びを修得してきまし

た。

さて、大学における地域貢献人材の育成には二つのアプローチがあります。一つは、地域貢献人

材育成に特化した学部を創り、その学部を核として地域貢献人材を育成していく方法です。もう一

つは、各学部の専門性を身に着けた上でその専門知識・スキルを基盤に地域貢献に活かしていくと

いう観点から、全学部に地域貢献志向の強い学生を一定数確保し、彼らを学部の核に位置付けなが

ら学部横断的にまとめることにより、全学的な地域貢献人材育成を進めていく方法です。島根大学

は後者による地域貢献人材に取り組んでいます。前者の考えによる方法と比べて、可視化すること

が難しく社会からは見えにくい面もあります。しかし、専門分野に基づく確かな専門知識・スキル

と共に、地域課題に正面から向き合うマインドを地域人材育成コースとして横断的に学んだ学生が、

卒業後にそれぞれの地域で自分の専門性を活かして活躍する姿を見て頂くことで、皆さんに認識し

て頂けるものと確信しています。

本学では地域未来協創本部 が地域貢献活動の核となって、地域貢献人材、地域貢献を行う

産学連携等に取り組んでいます。当該本部の前身は、地域課題学習支援センターや地域未来戦略セ

ンターでした。 年に「本部」として見える化しました。

５５．．島島根根大大学学のの地地域域連連携携・・地地域域貢貢献献のの取取組組

本学の二つの主な地域貢献活動を紹介します。一つは、地域人材育成コースです。これは、上述

したように、各学部に所属しながらも、地域貢献について学部横断的に学ぶコースです。もう一つ

のじげおこしプロジェクトは、教員が実施する組織対組織の地域貢献活動です。じげおこしプロジ

ェクトの特徴と、必要性について説明します。私が県内の市町村を回って首長と話をさせて頂いた

ときに、首長さんが島根大学の教員がその自治体内で実施している貢献活動を承知していないこと

が少なからずありました。実際に、多くの教員が地域に出て活動しています。地域に出掛けて活動

するとき、その自治体の担当者とは連絡を取って実施しているのですが、それがなかなか首長に伝

わらない。実は、大学の側でも教員がどこでどんな貢献をしているのか把握できていない実態もあ

りました。教員は活動しているのに、それが組織としてお互いに把握できない歯がゆさを感じまし

た。そこで、両者が組織として互いに理解した上で地域貢献活動をした方が、自治体のニーズに則

した効果的な地域貢献ができ、両者のメリットになると考え、制度を設計しました。まず、本学の

理事、副学長、学部長などが一人一自治体を担当することとし、担当自治体に出向き、首長さんと

直接話をしています。そして、その中で首長自身が認識しているその地域の課題について、大学に

持ち帰り本学の教員に取り次ぐなどして、課題解決を図ることとしています。また、この取り組み

については、自治体から何らかリソース（共同研究費や人員等）を拠出して頂き、 の関係を

基本に取り組んでいます。
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５．島根大学の地域連携・地域貢献の取組

地域人材育成コース じげおこしプロジェクト
目的：地域と一体となった「組織」対「組織」の協働

体制を構築し、地域が真に求める課題解決など、地
域目線に立った地域貢献を実現

活動：理事、副学長及び学部長が窓口となり、包括連
携協定締結自治体の首長と定期的かつ継続的に協
議し、 の関係に基づく、各自治体が真に
必要とする課題解決に取り組む。

実績： 件のプロジェクトを認定（ 年 月末時点）

島根大学は、学術の中心として深く真理を探究し、専門の学芸を教授研究するとともに、教育・研究・
医療及び社会貢献を通じて、自然と共生する豊かな社会の発展に努める。
とりわけ、世界的視野を持って、平和な国際社会の発展と社会進歩のために奉仕する人材を養成するこ

とを使命とする。
この使命を実現するために、島根大学は、知と文化の拠点として培った伝統と精神を重んじ、「地域に

根ざし、地域社会から世界に発信する個性輝く大学」を目指すとともに、学生・教職員の協同のもと、学
生が育ち、学生とともに育つ大学づくりを推進する。

（島根大学憲章より）

高齢者の健康づくり
（津和野町）

留学生との交流・定着
（邑南町）

しまね夢こむぎ
（益田市）

目的：島根大学が掲げる地域協創型の人材育成理念に
基づき、自らの専門性を活かしながら多様な人材
と協働し、課題解決に取り組むことができる島根
県を中心とした山陰地域で活躍する人材の育成

活動：教育プログラムは、授業科目での座学とフィー
ルドワークなどの実地体験および地域課題解決を
はかるプロジェクトや地域インターンシップなど
の実践活動で構成されます。

教員が個々に実施している地域貢献活動も重要です。個々の教員がそれぞれの専門分野を生かし

た地域貢献活動と、組織体組織で実施するじげおこしプロジェクトを両輪に本学の地域貢献活動は

実施されています。

５５．．①①入入試試改改革革～～地地域域貢貢献献人人材材育育成成入入試試のの導導入入

地域人材育成コースについて説明します。これは 事業の一環として、地域貢献人材育成枠と

して一定数を全学部の募集枠の中に設けました。また、その枠の対象となる受験生は、島根県と鳥

取県の高校の卒業生に限定しました。山陰地域の高校出身者で、地域を元気にしたいという意欲が

強い学生を受け入れるために、この入試を導入しました。

この定員枠で入学してきた学生は全員 人材育成コースに所属し、 年間、地域貢献活動を学

びます。併せて学部にも所属するため、学部の専門教育を修得することについては他の学部生と同

様です。尚、地域貢献人材育成入試は、令和 年度に実施した入試改革により、「へるん入試」と呼

んでいる入試制度に変わりました。（ちなみに、松江では、ラフカディオ・ハーンのことをヘルンさ

んと呼ぶことが一般的であり、彼の名前を借りて、へるん入試と呼んでいます。）へるん入試は、大

学入学共通テストを課さない特別入試で、一般型と特定型があります。その特定型の中に地域志向

入試という形で、地域貢献人材育成入試を入れ込んでいます。へるん入試で入学してきた学生も、

入学後は地域人材育成コースに所属することになります。尚、本学では、令和 年度から特別入試

の定員の割合を全入学定員の 割にするなどの入試改革を行っています。
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５．①入試改革 地域貢献人材育成入試の導入

「地域をもっと元気にしたい」
「大学で，地域をささえる力を身につけたい」
地域貢献したい人のための入試

２０１６年度～２０２０年度入試地域貢献人材育成入試

人材育成
コースへ

（ ～ 期生）

入学後

令和７年度から特別入試の割合を全体の定員の４割とする。
（特別入試：総合型選抜ⅠⅠ（へるん入試）、総合型選抜ⅡⅡ、学校推薦型選抜ⅡⅡ）

２０２１年度入試以降へるん入試

大学入学共通テストを課さない入試

一般型
特定型

地域志向入試

グローバル英語入試 芸術・スポーツ・技能入試

専門高校入試

特定の領域・事象に対する
強い好奇心と探究心を持つ学生を募集

応募資格：山陰地方（島根県・鳥取県）の高校を卒業した者で，
本学卒業後，山陰地域の活性化に貢献しようとする
強い意欲を有する者（原則）

地域人材育成
コースへ

（ ～ 期生）

入学後

さて、地域貢献人材育成入試の導入については、各メディアにも取り上げられました。また、『カ

レッジマネジメント』からも取材があり、取り組みを特集記事として掲載頂きました。島根県内の

報道機関のみでなく、日本経済新聞、中国新聞など、幅広く取り上げて頂きました。

下の写真は、地域人材育成入試と地域人材育成コースに関するパンフレットです。左の写真は、

たたら製鉄のけら出しの写真で。中国地域で盛んであった古代たたら製鉄は、明治に洋鉄の導入に

より廃れてしまいましたが、島根県の奥出雲では現在も古代の製法に則って年 回だけ操業してい

ます。日本刀の 年間の生産に必要な玉鋼はこの一回の操業で賄っています。
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５．①入試改革 地域貢献人材育成入試の導入
２０１６年度～２０２０年度入試

５５．．②②地地域域貢貢献献人人材材のの育育成成

期生 期生 期生 元 期生 期生 期生 期生 期生

コース生の人数 合
医学部
材料エネルギー学部
生物資源科学部
総合理工学部
人間科学部
教育学部
法文学部

定員を増加

期生 期生 期生 元 期生 期生 期生 期生 期生

県内就職率
島根県出身者の

県内就職率（コース生）

島根県外出身者の

県内就職率（コース生）

県内就職率（コース生）

島根県出身者の

県内就職率

島根県外出身者の

県内就職率

県内就職率

５．②地域貢献人材の育成（コース生の状況）

％

％

％

【コース生】

【大学全体】

※ただし医学部を除く

※ただし医学部医学科を除く

卒業 卒業 卒業 卒業

４学年（ 期生）
名が在籍中

148



地域人材育成コース生は、入学定員を増やすなどしながらその数は増えています。このコースの

目的の一つに県内就職者の増加があります。コース生の県内就職率について上のグラフをご覧くだ

さい。下段のグラフにおいて、県内出身者のコース生の県内就職率を青色の実線で、県内出身者の

島根大学全体の県内就職率を青色の点線で示しています。平成 年と平成 年の 年間、地域人

材育成コースの 期生まではコース生の優位性が明確に示されています。しかし、平成 年から

は両者の差がありません。データだけから見れば、県内出身者に対して県内就職という観点から

は、地域人材育成コースの教育効果が現れていないように見えます。新たな課題として、早急な分

析と原因解明が必要と考えています。一方、県外出身者に対しては、コース生の県内就職率が全体

より明確に高いことから、地域人材育成コースの効果があるものと考えています。

５．②地域貢献人材の育成（コースの活動状況）

●特徴：地域人材育成コースは、卒業後に島根県・鳥取県を中心とした「地域」で活躍する志
を持つ学生を選抜する入試を全学部で行い、 学部横断的な教育を行うコースとして 年度に
開設された全国唯一の教育コースです。このコースでは、学部横断型の正課教育・準正課教育
で「自らの専門性と多様な人材との協働を軸にした高い課題解決能力」を身につけます。コー
ス所属学生は「地域志向型入試」で選抜します。

地域人材育成コース

正課教育（単位が出る授業） 準正課教育
例）イノベーション創成基礎セミナー
地域人材育成コースに所属する全学部の 年生が
受講する学部横断型の科目。
➡「アイデアをカタチ」にするスキルを実践的に習得しま
す。

授業（正課教育）だけでは学べないことを
「プロジェクト活動」を通して学修しています。
コース生は、企業等から出た課題を解決すべく、より実践的
な各種プロジェクトに参画していきます。

☆島根県安来市でフィールドワー
クを実施

☆島根県出雲市の出雲青年会議所
とのセミナーに参加

☆「米粉認知化プロジェクト」の実施

●地元企業から“米粉の認知度を向上させたい
“という要望を受け、地元産の米粉を使ったメ
ニューを考案し、松江キャンパス内の学生食堂
で提供した。

●包括連携協定を結んでいる「中海・宍道湖・
大山圏域市長会」と協働し、「若者を共に育て
るプロジェクト」を令和元年度から実施し、そ
の地域の魅力や課題を調査している。

●出雲青年会議所が本コース生及び出雲市
と共同で作成した「 アクション
カードゲーム クロス 出雲市版」がワー
クショップ形式で行われた。

地域
人材育成
コース

☆「リフレッシュルーム空間デザ
インプロジェクト」の披露会

実践経験
の場

●出雲市にある建設会社が建築を学ぶ大学生
とタッグを組み本社ビルの多目的スペースを
共同でリニューアルを行った。

次に地域人材コースの活動状況です。正課教育と準正課教育があります。正課教育では、イノベ

ーション創成基礎セミナーが必修科目です。同セミナーでは、地域の方々と協働してのアクティブ

ラーニングを中心に、さまざまな取り組みをしています。準正課教育では、地元企業が主宰するプ

ロジェクト活動に参加しています。
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５．②地域貢献人材の育成（コースのカリキュラム）

四
年
生

三
年
生

二
年
生

一
年
生

各
学
部
の
専
門
科
目

全
学
共
通
教
養
科
目

学部での
学び

キャップストーン科目
学部で学んだ専門を地域で活かす

手法などを学習する科目

ベースストーン科目
地域について理解を深め基本的な
協働スキルなどを習得する科目

地域貢献インターンシップ
地域と大学との協働による 型

長期インターンシップ

地域人材育成コース
教育プログラム

履修科目
（例）総合理工学部 数理科学科

科目区分 授業科目名 単位 必修 選択

教
養
育
成
科
目

入門科目 学際分野 スタートアップセミナー ２

２以上
発展科目 学際分野

島根学 ２

イノベーション創成基礎セミ
ナー ２ ２

社会人力養成科目 島根の企業と経済 ２

専門教育科目 数理科学入門セミナー ２

合計 ４以上

科目区分 授業科目名 単位 必修 選択

教養育成
科目

社会人力
養成科目 地域プロジェクト型実習 ２ ２

合計 ２

科目区分 授業科目名 単位 必修 選択

教養育成
科目

社会人力
養成科目

地域共創インターンシップ ２
２以上

地域共創インターンシップ ２

合計 ２以上

また、「異なる専門性、指向性持つ学生による共同学習の場として、地域未来協創本部が開催するセミナー等」に参加することを必須とする。
コースの修了要件は学部・学科によって異なり、所属学科の卒業要件を満たすとともに、各学科の定める履修科目を修得する必要がある。

総合理工学部では、ベースストーン科目２単位以上、キャップストーン科目２単位以上、地域貢献インターンシップ２単位以上、計６～１０単位以上
の修得により修了証が交付される。以下の数理科学科の例では、計８単位以上の修得が必要。

地域人材育成コースのカリキュラムは、各学部・学科毎に定めています。上は総合理工学部数理

科学科におけるカリキュラムです。必修で 単位，選択必修 単位の計８単位が修了要件になって

います。コースのカリキュラムを修めますと卒業時に地域人材育成コースの修了証を授与していま

す。

５．②地域貢献人材の育成（コース生の活動の様子）
正課教育（単位が出る授業：イノベーション創成基礎セミナー、地域プロジェクト型実習、地域共創インターンシップ など）

技術士会による課題解決セミナー フィールドワーク 安来 地域プロジェクト型実習

準正課教育（地域人材育成コース生プロジェクト、コース生友の会、入学セミナー など）

みずうみプロジェクト 縁雲プロジェクト

フィールドワーク 米子

プロジェクト
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上の写真はコース生の活動の様子です。上段は正課教育、下段は準正課教育の活動です。このよ

うにグループワーキングやフィールドワークを中心に行っています。準正課教育では、みずうみプ

ロジェクト、 プロジェクト、縁雲プロジェクトなど、企業や事業所等が主宰しているプロジェク

トに参加しています。

５． ②地域貢献人材の育成（コース生プロジェクト）
・ シラバスに代わる「プロジェクト募集用紙」を企業が作成
・ 学生自身が身につけたい力を自ら選択
・ 医学部を除く、コースに所属する１年生の全員（ 名）が各プロジェクトに参加

①情報を収集・分析・活用する力 ②デジタルスキル ③デザイン力
④コミュニケーション力 ⑤グローバルな視野・外国語スキル
⑥自己教育力 ⑦異なる専門性を組合わせ解決策を導く力

身につけたい力を
学生が自分で考えて
プロジェクトを選択

課題解決に必要な「７つの力」を各プロジェクトで見える化

【プロジェクト募集用紙】

上で示したのは、企業等によるプロジェクトの学生募集用紙です。コース生がプロジェクトを選

択する際の参考資料です。正課の授業であればシラバスがありますが、これらのプロジェクトは準

正課のためシラバスはありません。そこで、その代わりとして企業等に作成頂いています。企業側

にとっては面倒な作業と思えますが、このプロジェクトによってどのような力が身に付くか、とい

うことをレーダーチャート等で示すことにより、企業にとりましてこのプロジェクトを実施する意

識・目的を明確化できるというメリットもあります。もちろん、コース生にとっては、このプロジ

ェクト募集用紙を見て、自分が身に付けたい力と、そのために最もふさわしいプロジェクトを選ん

で履修するという効果があります。

下表のように、本年度に実施した事業は全部で プロジェクトです。主宰企業等としては、合同

会社薬雲、社会福祉法人みずうみ、 、 他でした。また、令和 年 月には、企業や自治体、学

生が揃い発表会を実施しました。
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令和５年度において実施したプロジェクト
プロジェクト名 連携先

美肌のさらに先へ！玉造温泉街×湯治プロジェクト 合同会社薬雲
『全世代の「つながるんダ」を「面白いんダ」に変えるプロジェクト』 社会福祉法人みずうみ

松江放送局職員との「ミニ番組」制作プロジェクト 松江放送局
かるたで建設業の魅力発信プロジェクト 株式会社中筋組
島根スサノオマジック学生応援プロジェクト バンダイナムコ島根スサノオマジック

プロジェクト （ワークアット）
シマダイ生西ノ島小中学校出張プロジェクト 西ノ島町教育委員会
しまね 山陰中央テレビ
米粉普及拡大を目指すレシピコンテストプロジェクト しまね
有機農業の魅力が伝わるオーガニックメニューづくりプロジェクト しまね

プロジェクトの活動発表会を開催

５． ②地域貢献人材の育成（コース生プロジェクト）

５．②地域貢献人材の育成（サポーター企業制度）

地域人材育成
コース生

サポーター企業一覧
（地域人材育成コース 内）

島根大学事務

サポーター
企業

サポーター企業のメリット
■地域での活躍を志し、実践的な教育を受けた学生を採用しやすくなる。（応募者数の増加、辞退率の低い内定者の確保）

地域人材育成コース生のメリット
■サポーター企業の存在により地域で活躍したいという意識がさらに増す。地域で活躍するという志を実現しやすくなる。

地域のメリット
■地域人材育成コース生の魅力度が高まり、優秀な学生が県内・県外から地域人材育成コースに集まる。

■コース生の更なる質の向上に繋がる。

• サポーター企業制度（ 年度開始）の概要
– 地域人材育成コース生を応援する「サポーター企業」を募り、サポーター企業に
は「地域人材育成コース生」が、サポーター企業の採用選考に応募した際に、
“採用インセンティブ” を設定する制度。

– サポーター企業の一覧は、地域人材育成コースの に掲載する。

③【修了見込証明書】発行申請

④【修了見込証明書】発行

①【申込書】提出
• 企業情報
• インセンティブ内容

⑥インセンティブ
★コース生が「志」を伝えられる
機会（面接選考等）を設定

（書類選考で不合格としない）
⑤応募（修了見込証明書添付）
※このスキームを使って応募できるのは3社まで

②サポーター企業
情報を掲載

証明書

（2月1日時点）
島根県内企業
34件からの申込あり

地域人材育成コースに関わるさらなる取組として、コース生の県内企業への就職を支援するため

のサポーター企業制度があります。これは、島根県の経営者協会と協働で実施している取組です。

県内企業に本制度への登録を呼びかけ、サポーター企業に登録され、コース生がサポーター企業へ
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の就職を希望した場合、採用試験の 次試験免除等のインセンティブを与えることをお願いしてい

ます。この制度が適用されるのは、地域人材育成コース生のみです。令和 年 月 日現在、 社

からの申し込みがありました。現 年生の就職から制度を適用することを考えています。企業にと

っては、サポーター企業としての知名度等による学生の採用というメリットがあります。また、地

域人材育成コース生にとっては、自分が目指す企業がサポーター企業であれば一次試験の免除等、

アドヴァンテージを持って就職活動に臨むことができるメリットがあります。

５５．．③③じじげげおおここししププロロジジェェククトト

次の３枚のスライドは、じげおこしプロジェクトに関するものですが、概要はすでに説明しまし

たので説明は省略します。

５．③じげおこしプロジェクト
島根大学では、地域と一体となった「組織」対「組織」の協働体制を構築し、地域が真に求める課題解決
など、地域目線に立った地域貢献を実現するために「じげおこしプロジェクト」に取組んでいる。
・ 本学の理事、副学長及び学部長が自治体の首長と定期的かつ継続的に協議
・ 本学と自治体のリソースを共有

各自治体が真に解決したい課題やニーズの把握、掘り起こしを行い、学内シーズとのマッチングを図っている。
令和５年度は、島根県内の市町村を中心に28件のプロジェクトを「じげおこしプロジェクト」として実施し、

地域の思いを叶える一端を担っている。

パンフレットを発行 パンフレット内で事例を紹介
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５．③じげおこしプロジェクト（連携の流れ）

首 長 担当者
（理事・副学長等）

地域
コーディネーター

地域未来
協創本部

（地方創生推進課）

【市町村】 【島根大学】

市町村管理
システム

②
記
録

補助者（事務）

③学内共有

連絡調整

連絡調整

連絡調整

①ニーズ等
ヒアリング

《大学窓口》

じげおこしプロジェクト

参

画

参

画

学部・機構・
センター等

じ
げ
お
こ
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
進
捗
共
有

⑧マッチング結果、
進捗状況報告

⑤連携

④
マ
ッ
チ
ン
グ

じ
げ
お
こ
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
立
上
支
援

⑥
進
捗
確
認
・
報
告

⑦マッチング結果、
進捗状況確認・報告

❶代表者からの申請→❷地域未来協創本部運営会議審議→❸審議結果通知（申請者、申請者の所属長、実施市町村等）

地域未来協創
本部担当者

５．③じげおこしプロジェクト（ 実施中のもの）
№ 市町村名 プロジェクト名 連携学部等

松江市

① 島根半島・宍道湖中海ジオパークの活動推進事業 総合理工学部ほか
② 「通いの場」を活用した介護・認知症予防モデルの構築事業 法文学部
③ ほし柿に寄生する害虫の防除方法の研究 生物資源科学部
④ 松江堀川の環境改善プロジェクト 生物資源科学部ほか
⑤ 田和山遺跡出土品のラマン分光測定プロジェクト 生物資源科学部ほか

安来市 ⑥ 森林の多面的機能発揮のためのゾーニングの検討と自然的地形的条件に基づく地域別目標林型
モデルの構築 生物資源科学部

出雲市
⑦ 宍道湖西岸地区における出雲産小豆の生産振興 生物資源科学部
⑧ 機能性農産物高付加価値化プロジェクト 生物資源科学部ほか
⑨ 新しい「減塩システム」の検証と普及〜出雲版・健康寿命延伸プロジェクト〜 地域未来協創本部

雲南市
⑩ 雲南市における地域内経済循環の構築に向けたプロジェクト 法文学部
⑪ 雲南市におけるリモートセンシングを用いた森林情報の計測と可視化に関する調査・研究 生物資源科学部

飯南町 ⑫ 飯南町サツマイモ生産利用改善プロジェクト 生物資源科学部

隠岐の島町
⑬ 隠岐ユネスコ世界ジオパーク魅力躍進プロジェクト 総合理工学部ほか
⑭ 隠岐の島バイオマスエネルギー利用推進ネットワーク事業 研究・学術情報本部

海士町 ⑮ 離島中山間地域の教師養成プロジェクト 教育学部
知夫村 ⑯ 放牧和牛の適正飼養管理に向けた調査 生物資源科学部
西ノ島町 ⑰ シマダイ生西ノ島小中学校出張プロジェクト 地域未来協創本部
浜田市 ⑱ プロジェクト名称浜田市オーガニックビレッジプロジェクト 生物資源科学部

奥出雲町
⑲ 奥出雲町世界農業遺産プロジェクト 生物資源科学部ほか
⑳ 奥出雲町における木育プロジェクト 総合理工学部

大田市 ㉑ ハマナスの利活用プロジェクト 地域未来協創本部ほか
邑南町 ㉒ 邑南町の豊かな“食”の普及よる健康長寿のまちづくり 人間科学部ほか

津和野町
㉓ 地域高齢者が主体となる健康づくりプロジェクト：大学の学際的知見を活かして 人間科学部ほか
㉔ 蚕を宿主として培養した津和野産「冬虫夏草」の家畜への効果検証プロジェクト 生物資源科学部

益田市 ㉕ 「しまね夢こむぎ」による地域活性化 医学部

中海・宍道湖・大山圏域市長会
（松江市・出雲市・安来市・米子市・境港市）

㉖ 中海・宍道湖・大山圏域市長会「若者を共に育てるプロジェクト」 地域未来協創本部
㉗ 制限食開発プロジェクト 地域未来協創本部

日南町 ㉘ 中国山地における林業技術の高度化のための調査・研究 生物資源科学部
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６６．．地地域域連連携携ププララッットトフフォォーームム

地域の産学官が一体となった地域連携プラットフォームを構築
知事のリーダーシップの下、人材育成・産業振興を核とする「ステークホルダー」一体型の運
営・サポート体制を構築

島根県版
高等教育のグランドデザイン

（令和 年 月策定・公表）

◆島根の未来を拓く地域に定着する
人材の育成

◆島根大学における「定員増による工学
系新学部の設置」を提言

先端金属素材のグローバル拠点形成に
向けた産学官金連携コンソーシアム

✔丸山 島根県知事が会長
島根大学、㈱プロテリアル、松江高専、
島根県鐵工会、山陰合同銀行、 、
島根県教育委員会の代表者が参画

島根大学の知を活用した島根創生・
産業振興に関するコンソーシアム

■しまね先端金属素材拠点創出会議
（平成 年 月設立）

■しまね産学官人材育成コンソーシアム（令和 年 月設立）

若者の育成と定着に
向けた意識・理解の

共有

人材定着と産業振興の
好循環を創出

島根大学

島根県

県内
産業界

✔共同代表：丸山島根県知事・服部島根大学長

県内 機関及び賛助団体（ 団体）が参画

県内就職率
向上

➡ 令和 年 月材料エネルギー学部設置へ

■島根大学しまね産業振興会議
（令和４年 月設立）

✔服部 島根大学長が議長
島根県内経済 団体の代表と島根大学
の学長、理事、副学長が参画

島根県・島根県教育委員会

島根県立大学

松江高専

県内経済団体等

パートナー企業

事務局
島根大学

６．地域連携プラットフォーム

島根大学を支えて頂く地域プラットフォームとして、以下の３つの主要な地域連携プラットフォ

ームがあります。まず、「しまね産学官人材育成コンソーシアム」です。これは共同代表を丸山島根

県知事と私が務め、県内高等教育機関の卒業生の県内定着を最重要課題として取り組みを進めてい

ます。次に、「しまね先端金属素材拠点創出推進会議」があります。これは内閣府地方大学・地域産

業創生交付金事業を島根県が採択を受けて、先端金属素材に関する基礎研究から製品化までを目指

して、島根大学と県内東部の鉄鋼・特殊鋼関連企業が連携して取り組むプロジェクトを円滑に進め

るために設立したプラットフォームです。そして、「島根大学しまね産業振興会議」があります。こ

れは島根大学の社会実装を進め産学連携を活性化すること、そのための意見交換を県内産業界と行

うために令和 年度に設立しました。以上のプラットフォームの活動等については、以下に詳述し

ます。

６６．．①①ししままねね産産学学官官人人材材育育成成ココンンソソーーシシアアムム

まず、島根産学官人材育成コンソーシアムについて説明します。先ほど少し述べましたように、

＋事業が終了するに当たり、その後の島根県における高等教育機関の地域貢献の在り方等につい

て、島根県、島根県立大学や松江高専等と協議しました。 ＋事業においても取り組んできました

が、最大のポイントは、いかに県内高等教育機関の卒業生を島根県に定着して頂くか、ということ

でした。そのためには、 ＋事業の後継事業として、県独自で体制を構築した上で取り組んでいく
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ために「しまね産学官人材育成コンソーシアム」が令和 年に設立しました。事業期間は令和 年

度までの 年間を想定しています。この背景にあるのは島根県の政策の最上位に位置する島根創生

計画であり、本コンソーシアムも島根創生計画に明記され、県内の人口減少を食い止め、地域産業

を振興するためのコンソーシアムであると位置付けられています。

「しまねで活躍したい若者」を増やし、
地域の持続可能性の向上を目指す。
その実現のため、１２団体によるコン
ソーシアムを設立。

６．①しまね産学官人材育成コンソーシアム
体制図

・島根県商工会議所連合会
・島根県商工会連合会
・島根県中小企業団体中央会
・一般社団法人島根県経営者協会
・島根経済同友会
・島根県中小企業家同友会
・公益財団法人

ふるさとしまね定住財団

７団体参加

コンソーシアムの参画団体は 団体です。また、多くの県内企業に賛助団体になって頂いていま

す。令和 年 月現在で 団体が賛助団体として登録されています。若者に島根県に定住しても

らうためには、魅力的な働く場が必要です。コンソーシアムでは、この観点から県内企業の経営体

質の改善まで踏み込んだ協議も行っています。若者を供給する大学や高専と、受け手となる企業の

両者の取組がかみ合ってこそ、若者の県内定着が図られるものと考えて、事業を進めています。

コンソーシアムにおける具体な取組を説明します。下図の①～④の段階を踏むことにより県内高

等教育機関の卒業生の県内定着を図ることを考えています。当初は、大学や高専の学生に対する取

組ということで②～④だけを実施していました。つまり、学生に②県内企業を広く知り→③興味の

ある企業についてはより深く知り→③その企業を選んで定住する、というステップで取り組んでい

ました。しかし、県内企業に関心を持ってもらうためには、大学に入学してから遅いのではないか、

特に、県内出身者にはより早い段階で地域を意識して頂くことが効果的ではないか、との協議があ

り、高大連携による地域貢献人材育成の観点から島根県県教育委員会がコンソーシアムに参画する

ことになりました。
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６．①しまね産学官人材育成コンソーシアム
コンソーシアムにおける４つのステージ

① 県内大学を知る（高大連携活動）
② 島根の企業を広く知る（企業の見学ツアー等）
③ 関心の高い企業を深く知る（交流会、企業と連携した教育プログラム等）
④ 企業を選択する（会社説明会、インターンシップ等）
４つのステージを産学官の連携で切れ目なく取り組む。

１ ２ ３ ４

島根県に強い意識を持っている高校生をしっかりと受け入れるために、本学では地域貢献人材育

成入試を導入し、現在はその後継であるへるん入試を実施してきました。上記のように、入学前か

ら卒業後のキャリアまでをトータルで考え、学生の地域定着を図る取り組みをしています。島根大

学の令和 年度の県内出身入学者の割合は全入学生の です。従って、約 の学生が県外か

ら入学してきます。県外からの学生は、島根県の企業をよく知りません。県内企業のみでなく、島

根県全体をよく知る取り組みの中で、自分の将来の選択肢として島根県を選ぶ学生が一人でも増え

ることを目指して取り組んでいます。

下図にコンソーシアムの運営体制を示しました。運営協議会と企画運営委員会で、全体的な活動

方針とそれに基づく企画及び具体案の策定を行っています。そして、本学が事務局を担い、事業推

進統括コーディネーター、事業推進コーディネーター、企画プロデューサーを事務局に置き、実際

の活動を主導しています。
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６．①しまね産学官人材育成コンソーシアム
会議体

会議・委員会 所掌事項

運営協議会
コンソーシアムの意思決定機関として、
規約の改廃、役員選出、事業計画及び
予算、決算の承認等を行う。

企画運営委員会
コンソーシアムにおける各事業の全体
調整とＫＰＩの進捗管理を図りながら、
事業計画及び予算の立案と事業評価を
行う。

しまね大交流会実行委員会 しまね大交流会の企画・実施を行う。

インターンシップ等
推進委員会

インターンシップ等の充実に向け、
関係機関での協議を行う。

事業推進統括
コーディネーター
・元島根県庁部長級１名

・コンソーシアム事務局運営の統括
・コンソーシアム事業全体のマネジメント及び
進捗管理

事業推進
コーディネーター
・島根大学名誉教授１名
・民間（学生支援）経験者１名

・参加団体との連絡調整
・事業計画書及び事業評価書の作成
・運営協議会及び企画運営委員会の運営
・県内就職率等ＫＰＩの状況管理
・賛助団体の募集及び賛助団体との連絡、調整

企画プロデューサー
・島根大学教員１名（兼任）

・県内就職率等ＫＰＩ達成のため実施する事業
（教育プログラムを含む）の企画

・各種事業の検証、改善提案
・事業成果報告会の企画、実施
・しまね大交流会の企画

協働教育
コーディネーター
・元松江市部長級１名
・キャリアカウンセラー１名

・就職先県内企業の開拓
・人材定着に関する企業ニーズの把握
・県内就職を希望する学生のニーズ把握
及び就職支援

・県内就職に寄与する就職イベントの企画運営等

事務職員
・島根大学職員２名（兼任）

・会議運営、情報発信、予算管理、執行、
負担金等の収納など事務全般

・賛助団体の登録、管理

事務局体制（島根大学）

コンソーシアムの代表的な活動例として、しまね大交流会があります。企業と若者（大学生、高

専生、高校生）とのマッチングを目指した取り組みです。令和 年度の参加人数は合計 人で

した。若者の参加者 人で、企業からは 人が参加しました。

６．①しまね産学官人材育成コンソーシアム
▶ 活動例１【しまね大交流会】

団体 参加人数

若者 大学生・高専生・高校生など 人

大人 出展団体・一般参加など 人

合計 人

就活セミナー 学生向けのセミナー

 ープ ング オープニングの挨拶
プログラムの説明

プロフェッショナル
セミナー

若者がブースに訪問して大人と対話

フリータイム 若者が気になった大人と対話

クロージング
ベストブース賞の発表
閉会の挨拶等

毎年 月にしまね大交流会を開催
若者（大学生・高専生・高校生等）と地域の大人が
フラットな立場で交流し、出会いを広げていく
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この交流会に参加した学生等へのアンケート結果では、「島根には魅力的な仕事がある」と感じ

た学生は、参加前と比べ ポイント増えており一定の効果が認められます。

６．①しまね産学官人材育成コンソーシアム
▶ 活動例１【しまね大交流会】

アンケート「島根には魅力的な仕事がある」

■当てはまる ■やや当てはまる ■どちらでもない ■やや当てはまらない ■当てはまらない

開催前 開催後

当てはまる
ややあてはまる

＋ ％

島根県内高等教育機関の学生に島根県内企業を知ってもらう機会を創出
島根県外出身学生の島根県内就職向上に寄与【後述】

６．①しまね産学官人材育成コンソーシアム
▶ 活動例２【大学教員・企業・就職相談員の意見交換会】

団体 参加者 内はオンライン参加の内数

大学教員 人（ 人）

企業 人（ 人）

就就職職相相談談員員（（大大学学職職員員含含むむ）） 人（ 人）

合合計計 人（ 人）

学生の就職支援に間近で関わる就職相談員や教員と
企業の担当者が意見を交換。
学生の就職活動の現状、就職先を選択する際の悩み
などを関係者が共有し、それぞれの立場で学生に対
する関係者の適切なサポートを検討。
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上のスライドは，毎年実施している大学教員・企業・就職相談員の意見交換会です。学生の就職

に携わっている 者が日ごろの活動を通じて気が付いたこと、感じていることなどを率直に意見交

換し、学生に対する就職サポートの改善を図っています。

県内経済団体
島根県商工会議所連合会

島根県商工会連合会

島根県中小企業団体中央会

島根経済同友会

島根県経営者協会

島根県中小企業家同友会

ふるさと島根定住財団

６．①しまね産学官人材育成コンソーシアム
【成果】
・参画機関及び賛助団体（ 団体）のコストシェアにより 万円の事業規模で
自律的な運営体制を構築【下図参照】

ココンンソソーーシシアアムム
千千円円

島根県

千千円円

島根県立大学

千千円円

千千円円

賛助団体
（パートナー企業）

千千円円千千円円

島根
大学

千千円円

松江高専

県教育委員会

千千円円

次に、コストシェアについてです。コンソーシアムを自走させるための運営費の負担は上図の通

りです。各参画機関の他、 社ある各賛助団体からは 口 万円、合計 万円の賛助金を頂い

て運営しています。

コンソーシアムの取り組みの成果の一つに、「島根県版高等教育のグランドデザイン」の策定があ

ります。これは中央教育審議会の答申「 年に向けた高等教育のグランドデザイン」（令和 年

月）及び国立大学協会が取りまとめた「高等教育における国立大学の将来像（最終まとめ）」（平成

年 月）を踏まえながら、島根県の実態に合わせ、策定したものです。本学、島根県立大学、松

江高専ではこのグランドデザインを実際に教育に反映させるため、各校で ポリシーの改定に取り

組んでいます。本学では令和 年度に「グランドデザイン」を反映した ポリシーに改定しました。

コンソーシアムの主要な目標は、県内高等教育機関の卒業生の県内就職率の向上です。下のグラ

フをご覧ください。県内就職率が令和 年、令和 年と連続して上がり、令和 年にはコンソーシ

アムでの を達成しました。しかし、令和 年度は下がってしまいました。その原因はまだ分析

できていませんが、改めて県内就職率の向上の困難さを痛感しているところです。一方で、県外出

身者の就職者数は、着実に上がってきています。県外出身の学生にとりましては、コンソーシアム

の取組の効果が現れてきているものと考えています。
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６．①しまね産学官人材育成コンソーシアム
【成果】
・コンソーシアムにおいて「島根県版高等教育のグランドデザイン」を策定
島根の未来を拓く新たな資質・能力を身に付けた人材を各高等教育機関で育成

・島根大学における島根県外出身者の県内就職者数が増加【下図参照】

平成 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年

出身（県内・県外）別 県内就職の推移

県内就職者（人） うち県内出身 うち県外出身 県内就職率（％）

県外出身者の
県内就職者数はここ
数年増加している

次に県内出身入学者の状況について説明します。よく言われることですが、県内就職率は、県内

出身入学者率の動きとほぼパラレルです。その観点から、県内出身入学者を増やすことも、コンソ

ーシアムでも大きなポイントになります。県内出身入学者率は上のグラフのように，に増加してお

り、高大連携事業は少しずつ効果が現れてきているように思います。

６．①しまね産学官人材育成コンソーシアム
【成果】
・島根県教育委員会の参画により、高大接続を強化
島根県出身者の入学者数増加に寄与
（コンソーシアム設立以降、島根大学では島根県出身者率が向上【下図参照】）

％
％ ％

％

％

島根大学志願，入学状況
全入試志願者数 島大県内志願者 島大県内入学者 県内入学者占有率
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【課題】
・コンソーシアムの （島根県内就職率）について ４年度実績は目標未達成と
なった。（各高等教育機関における、島根県内出身者数の減少が主な要因と分析）

・ ５年度卒業生以降は、コンソーシアム設立後（ ２年度以降）に入学した
学生（松江高等専門学校は除く）が卒業。

・ ２年度以降は、ステージ１の取組みにより島根県内出身学生が増加傾向で
あるため、島根県内就職率の向上が見込める。

６．①しまね産学官人材育成コンソーシアム

コンソ目標

コンソ実績

島根大学

島根県立大学

松江高等専門
学校

（目標未達）

上のグラフは、コンソーシアムで設定している県内就職率の と実績値のグラフです。令和

年度は良かったのですが、令和 年で下がりました。令和 年度については、 月末現在のデータ

では、達成できるか微妙な状況です。年度末までにどれだけ県内企業と就職希望の学生のマッチン

グが伸びるかがポイントです。最後まで、しっかり学生をサポートしたいと思っています。しまね

産学官人材育成コンソーシアムの話は以上です。

６６．．②②島島根根大大学学ししままねね産産業業振振興興会会議議

「島根大学しまね産業振興会議」は、島根大学のための地域連携プラットフォームです。このプ

ラットフォームの特色は、「 しまね代表理事組合長」に参加頂いていることです。本学には、農学

部を前身とする生物資源科学部があります。また、農業を含めた一次産業は島根県の主要産業であ

り、島根大学の農業への地域貢献は重要であることから しまねに参画頂いています。これまで

しまねとは組織対組織としての接点は少なかったのですが、本会議に代表理事組合長が参加して頂

けたことがきっかけとなり、島根大学と しまねは、令和 年度に包括連携協定を締結し、また、

共同研究が始まるなど連携も活発になってきました。本会議に参画いただいている他の経済団体は、

しまね産学官人材育成コンソーシアムの参画メンバーとほぼ同様です。本会議には、本学からは私

を始め全ての理事、副学長が参加し、学外参加者の多様な意見に応えるよう取り組んでいます。
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６．②島根大学しまね産業振興会議
■県内経済界・産業界の団体の代表者との間で、本学の教育・研究・社会貢献等と地域産業の振興
について意見交換・協議することにより本学の地域貢献の質を高め、島根創生及び地域産業振興の実現
を目指した協議体

■平成１９年度以降開催していた「県内経済団体と島根大学との懇談会」を令和４年度に改編

■県内産業界のニーズを吸い上げ、技術移転・企業育成等について協議

参加者
○県内経済７団体の代表者
・島根県商工会議所連合会
・商工会連合会
・中小企業団体中央会
・経済同友会
・経営者協会
・中小企業家同友会
・ しまね

○島根大学の学長、理事、副学長

６６．．③③地地方方大大学学・・地地域域産産業業創創生生交交付付金金事事業業

卒業生の県内定着を進めるには、卒業生が働く場として地域に魅力ある企業が不可欠であり、地

域産業の振興は本学にとっても重要です。冒頭で申し上げましたように、島根県の主要産業として

マテリアル関係では島根県東部に金属・特殊鋼関係のクラスターがあります。島根県にとって外貨

を獲得する上で金属・特殊鋼を含めたマテリアル関連の産業振興は大変重要です。これらの観点か

ら、島根県、島根大学、プロテリアル（株）等が連携して、内閣府地方大学・地域産業創出事業「先

端金属素材グローバル拠点の創出（通称たたらプロジェクト）」に取り組んでいます。本事業は平成

年度に採択となり、今年度で 年目になります。当初、国からの補助は 年間の予定でしたが、

令和 年度までの 年間の取り組みが高評価いただき、本年度からさらに展開枠として 年間、国

から補助を受けられることになりました。

島根大学では、本事業の基盤的研究を主に担当しています。本事業の中核施設として「次世代た

たら協創センター（通称 ）」を平成 年度に設置し、超耐熱合金の世界的権威であるオックス

フォード大学のロジャー・リード教授をセンター長に招聘しました。リード教授から日常的にはウ

ェブを活用したセンター運営及びセンター教員に対する研究の指導・助言、そして、学部 年生・

大学院生対象の講義も担当頂いています。尚、コロナ禍の時期を除いては、年に数回は実際に来学

され、直接の指導・助言を頂いています。
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島根県「先端金属素材グローバル拠点の創出 － －」

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ大学
ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学
ロンドン大学
北海道大学
岐阜大学
熊本大学

【島根大学】

連
携

「次世代たたら協創センター 」の設置

■航空機産業 ■ﾓｰﾀｰ産業 ■人材育成

センター長：ロジャー・リード教授（オックスフォード大学）

金属材料（超耐熱合金、軟磁性材料）に関するﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ
研究の実践と地域産業が求める高度専門人材の育成

・ 株 プロテリアルからクロアポ等による研究者の受け入れ
・ 株 プロテリアルから非常勤理事を登用
大学運営体制の強化

【特殊鋼産業クラスター】

知事の主導による産学官金の緊密な連携の下、地域の資源・特性を活かし、
「先端金属素材の中心『島根』」を創出

・オックスフォード大学との共著論文 件
・オックスフォード大学教員陣の授業による
世界最先端のグローバル教育（ から 科目へ増）

連
携
・
支
援

人材輩出・研究成果

トップレベル研究・教育の実践

株式会社プロテリアル
・

関連企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 等

共同研究・人材育成支援

【松江高専】
・金属加工専門
人材育成

・単位互換による
連携教育

・島根大学大学院
への進学促進

・「たたらプロジェクト」により、世界に通じるオンリーワンの研究開発・産業振興を産学官の総力を挙げて推進
・「展開枠」を活用し、これまでの研究開発技術の蓄積をもとに、グリーン成長分野における事業化を目指す

県内の集積産業（鋳物産業、金属
加工業、自動車部品加工業、ソフ
ト系 産業等）への波及

好循環
を創出

【次世代航空機エネルギー 】
新素材開発
（超耐熱合金）
大型エンジン部品
の国産化

【次世代モーター産業 】
軟磁性材料（アモルファス、
パーメンジュール）

高効率モーター
コアの開発

企業との共同研究
事業規模の拡大

企業ラボスペースを設置し 社が利用千円 ⇒ 千円 リード教授等による高校向け特別講義
（ 〜 の累計： 名）
高校生に対する 日間の金属工学実習
プログラム（ 〜 の累計： 名）

大同特殊鋼、 データ、キグチテク
 クス（地元企業）との共同研究に発展

プロジェクト関連授業の受講生の
県内製造業等へ就職実績 名
（ 累計）

年 月 新研究棟が供用開始

地元企業の研究開発型への転換を促すため、
「 フォーラム」を から開設し
連携企業を拡大（ 回開催、 名参加）

地域のｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
拠点として発展

高大連携の取組による
ものづくりへの関心喚起

県内への人材供給

（ ） （ ）

（たたらプロジェクト関連）

６．③地方大学・地域産業創生交付金事業

オックスフォード大学は学術研究・教育における貴重なパートナーですが、一方、研究成果の社

会実装では、企業が大変重要なパートナーです。プロテリアル（株）を中心に、キグチ、秦精工等か

らなる企業グループ （スサノオ）等と密接な連携関係を持ちながら社会実装を見据えた共同

研究を進めています。

展
開
枠

こ
れ
ま
で

研究開発テーマは、基礎研究段階から応用研究段階に移行しつつあり、市場投入を見据えた量産化技術の構築により、
研究成果の事業化を加速、強化、拡大

エエネネルルギギーー分分野野

再再生生エエネネルルギギーー
ﾌﾌﾗﾗｲｲﾎﾎｲｲｰーﾙﾙ蓄蓄電電池池

航航空空宇宇宙宙分分野野

展開枠による新たなターゲット

波及効果が見込まれるターゲット
●高効率モーターコア開発(ｱﾓﾙﾌｧｽｺｱ)
①①メメカカニニズズムム解解析析 変変形形･･破破壊壊
②②モモーータターー設設計計

モーター ～

素素
材材

素素材材加加工工 製製造造

基基
礎礎
技技
術術
・・
試試
作作
品品
完完
成成

市市
場場
投投
入入
をを
見見
据据
ええ
たた
量量
産産
化化
技技
術術
のの
構構
築築

ココ
アア

モモ
ーー
タタ
ーー

パパーーメメンンジジュューールルアアモモルルフファァスス

●●モモーータターー用用にに最最適適化化
（（平平滑滑性性のの向向上上ななどど））

●●ﾊﾊﾟ゚ｰーﾒﾒﾝﾝｼｼﾞ゙ｭｭｰーﾙﾙｺｺｱｱ
開開発発 ﾌﾌﾟ゚ﾛﾛｾｾｽｽ開開発発

●●ココアア性性能能評評価価

●●量量産産打打ちち抜抜きき技技術術
開開発発

●●打打抜抜アアシシスストト技技術術
開開発発

●●適適用用分分野野のの拡拡大大
（（モモーータターーメメーーカカーーととのの協協働働））

●●軟軟磁磁気気特特性性評評価価
●●焼焼鈍鈍処処理理条条件件のの数数値値化化
●●物物性性評評価価

拡拡大大強強化化

強強化化･･拡拡大大

加加速速・・強強化化･･拡拡大大

加加速速・・強強化化

ｷｸﾞﾁﾃｸﾆｸｽ

素素材材 加加工工

安安来来工工場場ににおおけけるる
熔熔解解・・鍛鍛造造・・圧圧延延
工工程程等等をを
にによよりり効効率率化化

●●量量産産ププロロセセスス
化化

強強化化

他他分分野野 拡拡
大大

ガガススタターービビンン

宇宇宙宙分分野野
ロロケケッットト

次次世世代代航航空空機機
電電動動・・ハハイイブブリリッッドド

ジェットエンジン

次世代航空機･エネルギー

モーター
①①ドドロローーンン ②② ③③空空飛飛ぶぶ車車

●●高高強強度度
ﾁﾁﾀﾀﾝﾝｱｱﾙﾙﾐﾐ
開開発発

強強化化・・拡拡大大

航空機 ～
●ジェットエンジン用超耐熱合金・製造技術開発

①①イインンゴゴッットト組組織織制制御御 ④④ 超超合合金金部部品品
②②超超耐耐熱熱合合金金金金型型 ⑤⑤新新超超合合金金設設計計
③③新新合合金金製製品品化化 ⑥⑥先先進進組組織織解解析析技技術術

高高トトルルクク高高回回転転

●●加加工工高高度度化化

強強化化・・拡拡大大

●●三三次次元元積積層層造造形形

拡拡大大

次世代モーター

拡拡大大拡拡大大

拡拡大大

６．③地方大学・地域産業創生交付金事業
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上図は内閣府交付金事業「先端金属素材グローバル拠点の創出（たたらプロジェクト）」の展開枠

を含めた概要です。次世代航空機エネルギープロジェクトと次世代モーター産業プロジェクトが主

要な研究・開発テーマです。航空機エネルギー は、大型エンジン部品の国産化を目指しています。

次世代モーター は、アモルファス合金、パーメンジュールといった素材を使ったモーターコアの

開発に取り組んでいます。

オックスフォード大学教員による授業の開講

大学院生3名、学部生1名が リードセンター長による面接試験をパスし、2022 年度夏に短期留学
オックスフォード大学への学生派遣

リードセンター長ほかオックスフォード大学等の教員陣によるオンラインでの講義、演習を全編英語にて実施
（耐熱材料、合金設計、金属材料製造、実用金属材料など）

６．③地方大学・地域産業創生交付金事業（ 等との連携）

たたらプロジェクトにおけるオックスフォード大学との連携教育について紹介します。まず、オ

ックスフォード大学教員による授業です。令和 年度は 科目、リード先生始めオックスフォード

大学の教員によって材料工学に関する授業が開講されました。令和 年度には夏休みを利用して本

学の 名の学生がオックスフォード大学に短期留学し、セミナー等で直接指導を受けました。令和

年度も 名の学生の派遣を予定しており、派遣する学生の選考をリード教授の主導で進めている

ところです。

また、若い世代に対する材料工学への意識を高めるため、リード教授には県内の高校に出かけて

頂き、高校生対象の講演もして頂いています。さらに、令和 年度からはケンブリッジ大学の女性

研究者であるライ教授も本事業に参画いただくことになりました。ライ教授には、令和 年７～８

月と 月にリード教授と共に来学され、センター教員や大学院生に対する研究指導を頂きました。

さらに、ライ教授には本学の学生に対する講義と共に、県内高校に出向いて講演もして頂きました。

特に、県内高校に行かれた際には、女子生徒との座談会に参加頂き、女性研究者としてのロールモ

デルの役割も果たして頂いています。併せて、ケンブリッジ大学では のディレク

ターであることから、大学における学術研究と産学連携の在り方についても造詣の深い方であり、

彼女の助言は本学にとって非常に有益であると考えています。
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リード センター長の高校出張講義

令和５年７月 材料エネルギー学部学生、
県内高校生向けの英語による講義を開催

令和元年７月 松江市内３高校 約200名
リード センター長らによる
松江南高校 特別講義
令和２年１２月 松江南高校 約100名

ケンブリッジ大学 ライ先生の特別講義
令和５年８月 学生４０名参加
学生への講演および研究打合せ

６．③地方大学・地域産業創生交付金事業（ 等との連携）

７７．．たたたたららププロロジジェェククトトをを起起点点ととししたた大大学学経経営営改改革革とと地地方方創創生生へへのの貢貢献献

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

「地方大学・地域産業創生事業（たたらプロジェク
ト）」（令和５年度からは展開枠での補助事業）

「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」
（内閣府）

「国立大学経営改革促進事業」（文科省補助金）

「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官
連携・共同研究の施設整備事業」（文科省補助金）
（ 採択）

ベース アウトプット アウトカム

全学部で強みのある先鋭
研究領域の創出・拡大

第４期中期目標期間 ●中期目標・計画４年目終了時評価

材
料
エ
ネ
ル
ギ
ー
学
部
の
設
置

全
学
的
学
部
改
革
（
教
育
・
研
究
で
突
出

し
た
領
域
の
創
出
に
よ
る
機
能
強
化
）

自
律
的
経
営
の
確
立

島
根
創
生

・大学全体をイノベーション・コモンズ化

教育・研究の社会実装

経営改革

＝

次
世
代
た
た
ら
協
創
セ
ン
タ
ー
設
置

た
た
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
採
択※

展
開
枠
採
択

地
方
国
立
大
学
の
定
員
増
」
採
択

「
魅
力
あ
る
地
方
大
学
の
実
現
に
資
す
る

Ｈ Ｒ Ｒ Ｒ ～

地
方
大
学
・
地
域
産
業
創
生
事
業

社会的イ
ンパクト

７．たたらプロジェクトを起点とした大学経営改革
と地方創生への貢献

次に、近年に実施した島根大学の改革について説明します。直近の数か年における本学の取組で

は、上述の内閣府の交付金事業「たたらプロジェクト」が、起点になっていると考えています。平
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成 年度に「たたらプロジェクト」が採択されました。その 年後の令和 年度には「魅力ある地

方大学の実現に資する地方国立大学の定員増」に選定され、学部入学定員の 名増員を認めて頂き、

令和 年度には入学定員が 名の材料エネルギー学部を設置しました。さらに、令和 年度には国

立大学経営改革促進事業に採択され、材料エネルギー学部をロールモデルとした全学的な学部改革

に取り組んでいます。

社会的インパクトとして、島根創生の実現を想定しています。冒頭で申し上げましたように、島

根県の活性化がなされないと、本学が立つ基盤もなくなってしまいます。島根大学は、島根創生の

実現に貢献したいと考えています。

７７．．①①令令和和５５年年度度魅魅力力ああるる地地方方大大学学のの実実現現にに資資すするる地地方方国国立立大大学学のの定定員員増増・・材材料料エエネネルルギギーー学学部部設設置置

●若者の県外流出による生産年齢人口の減少
●県内に大学が２校しかなく、収容力不足
●下請け型企業が多く（99％が中小企業）、
製品開発力の不足、デジタル化への対応に課題

●地方版総合戦略「島根創生計画」を策定(ものづくり・IT産業の振興、若者の県内就職の促進)
●若者の流入・定着を実現し、 2030年までに社会増減の均衡を目指す

●地方大学・地域産業創生交付金事業推進
(先端金属素材グローバル拠点の創出)

●企業との関連共同研究事業規模が2.1倍へ拡大

材材料料エエネネルルギギーー学学部部のの設設置置
にによよるる地地方方創創生生

マテリアル

エネルギー戦略

先端金属材料
ナノ・機能性材料
無機・有機材料
バイ マテリアル

研究者招聘

エネルギー課題を材料科学分野から理解
し、解決できる工学系の高度専門人材

研究者招聘東北大学，岐阜大学，青山学院大学
ベンチャー企業等

講義提供
教員・学生交流実施

包括連携協定

特色ある教育
〜マテリアル起点の
社会実装教育〜〜

・産業界からの支援により
県内就職希望学生対象の奨学金制度

・県からの研究等に対する財政的支援

Oxford大学，Cambridge大学
大学等

入学定員８0名
（定員増40名、学内振替40名）

入学定員（２校計）

名 名
大学進学

地域からの支援

▶チーム協働で企業の実課題に取り組む
社会実装を見据えたプロジェクト型演習

▶アントレプレナーシップ教育など
産業振興に直結する社会実装教育

▶マテリアルズ・インフォマティクスに
資するデータサイエンス教育

▶ ックスフォード大学等、海外大学との
連携による授業提供、海外研修

大阪大学
滋賀大学

に 倍 に３倍
に
％以上

①論文数 ②共同・受託研究受入額 ③県内就職率 ④スタートアップ
企業創出数

⑤県内企業研究者等の
雇用増加数

までに
新規５件

先鋭的な学部形成により大学改革・地方創生を実現するロールモデルへ

（ ）

●県内に広く分布するマテリアル関連産業の研究開発機能の強化
●マテリアル関連産業等への研究者・開発技術者の供給

を基準としてを基準として

【養成する人材像】

ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ

データエンジ アリング
プログラミング・

シミュレーション

大学改革

地域の特色ある産業分野である「材料分野」を牽引するイノベーティブな人材の必要性／産業界に直接コミットできる社会実装型工学系の新学部設置

材料エネルギー学部 エネルギー
変革

地方創生

までに雇用創出
新規 人

■しまね産学官人材育成コンソーシアム
「島根県版高等教育のグランドデザイン」を策定し、
工学系新学部設置を明示
■しまね先端金属素材拠点創出会議
■島根大学しまね産業振興会議

地域連携プラットフォーム
地域の課題を共有・解決策の提案
工学系の高度専門人材の輩出と
産業振興の好循環連

携

専任教員の半数以上を学外から新たに招聘

７．①令和 年度魅力ある地方大学の実現に資する
地方国立大学の定員増・材料エネルギー学部設置

令和 年度に設置しました材料エネルギー学部は、材料の分析・解析や新素材の開発等、材料科

学の教育・研究を進め、その社会実装を図り、世界的なエネルギー課題の解決を図ることを目的に

しています。教育・研究の両面において、最新のコンピューティングスキル・知識や を駆使する

など、マテリアル・インフォマティクスを推進します。また、教育・研究の両面で社会実装を強化

しています。当該学部の特色ある教育として、 年間一貫のアントレプレナーシップ教育がありま

す。そして、研究の社会実装では産学連携とインキュベーション機能の強化を図っています。
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７７．．②②地地域域期期待待のの材材料料エエネネルルギギーー学学部部創創設設

７．②地域期待の材料エネルギー学部創設

  議議院院議議員員

      

人口  ・  化 進 

  る島根県にと   大学の

改革   に 要 ある 

を えた   定員増 実現

し 材料エネルギー学部 

設置さ ました 島根創生

のプラットフォームとし  

また産学官連携の の要とし

  産業振興に   を  

さ ることを願   ます 
  議議院院議議員員

       

材料エネルギー学部の 

学技術は こ  らの  を 

    経済を  さ   能

 を げ      す 地

域振興と 度  人材の

育成 産業 の  化 あ 

  人 の の交 を め

る 点とし  この学部を

  に   育    た 

と え  ます 

参参議議院院議議員員

      

 ジ ル人材の育成 国

全体の  の課題と  

  ます 島根大学  材料

エネルギー学部を設立した

    す   ジ ル人材

育成の 点 ら 学部

の定員増    を進

め  た けると     

 全力   さ   た

  た と    ます 
参参議議院院議議員員

     

 会に  るの は 

  この地域を  に   

 ラ と る   ・全国に

  る地域とし    

   事・ 部学 ・産業 

の さ の産学官   

 体と    金  け

に    げ     し   た 

 のにし  た けることを  ら

 願し  ます 

文文部部科科学学省省高高等等教教育育局局長長

      

材料エネルギー学部の設

置を 機とし  県内産業への

   ーション創  地方創

生の実現に島根大学 よ 

  貢献することの  ら

          の 成

    化への  を 

まえた  能  材   

   進  に   すること

を期待し  ます 
島島根根県県知知事事

      

材料エネルギー学部の 

 ・ 育体 の 実  し 県内

産業 の課題  に けた

取組を進め  た  ことに し

まし  島根県とし    る  

  を ね ま  ます 県内

産業   者の を     

  を たさ ること  県内へ

の 者定 に  ることを

期待し  ます 

株株  会会社社山山陰陰合合同同  行行

取取締締役役頭頭取取

     

材料エネルギー学部の 

設を け    金 機   

島根大学  ン  ーフ ン 

  こ ま     たフ  

 ン に えまし  島根大学

と連携したアント プ  ーの

育成  地 企業の付 

    のお   をさら

に強化し け   ら  

と    ます 地地方方創創生生  資資    魅魅力力    地地方方大大学学  
実実現現  向向        会会議議座座長長・・東東  島島根根県県人人会会会会長長

      

産官学金  体と 

   材料エネルギー学

部を中 に ある産業を

強 し  学部   アップし

  大学 の ン  ーを育

     こ によ 島根

大学 地方大学改革

の  ル ー と るよ

   ト・  ・ ネを  し   

   た  ことを願   ま

す 

島島根根県県議議会会議議長長

     

産業構造の 革に  

し 企業    に成 し  

 ためには  た  戦  

要に   ま  ます 材料

エネルギー学部には 県内企

業と協力し     を進

め 学生の県内  を 

進し    ーション創 の

 点とし 貢献し  た  こと

を期待し  ます 協協同同組組合合島島根根県県  工工会会理理事事長長

      

 産業を      には

 エッジの  た付   を

創造  る人材   

  ること   に大事 

と え  ます 材料エネル

ギー学部の学生さ は  

    をさ ると  ます

     を    し  

のを作    ことに取 組 

  た  た と  ます 

松松江江市市長長

      

  市は 創業・起業のためのエコ

シ  ム   を進め お  こ を

産学官金  体と  た地域全

体   することによ    市

場に      た と え 

 ます 材料エネルギー学部 

 全国・  との連携を る 点と

     市・島根県の    

  を導  ることを  し  

ます 
一一般般社社団団法法人人国国立立大大学学協協会会専専務務理理事事

      

地方大学は 地方 け 

は     に   らこ  地

方創生を ー   るの と 

  お ます 材料エネル

ギー学部は 材料と  

  会実 と  ３ の 

を組 合      の 

ー と   の 学技術の

 ッ ン の成  に る

   と期待し  ます 

一一般般社社団団法法人人島島根根県県経経営営者者協協会会会会長長

       

材料エネルギー学部に 

し  地 の経済 の さまに

は に資金   協力を

  た と  ます  学部

に     の人材を  

し  た     の さ 

 この島根県に   地 の

振興に  し  た  ことを 

 し  ます 
島島根根県県  工工会会議議所所連連合合会会会会頭頭

        

大学 学部      

を     ことと  ます 経

済  大学と連携を     

ートアップ（起業） に  に

取 組     事業化・産

業化を進め   た と え

  ます この地域 内 を

 大し    ーションを起こし

  け  と  ます 

島根大学材料エネルギー学部設置記念式典

            

令和 年 月に材料エネルギー学部の設置記念 典を開催したところ、多くの来賓の皆様にご臨

席頂き祝辞を賜りました。

①初年度入試は県内比率・女子比率が高水準に。

②材料エネルギー学部教育の中核となる「アントレプレナーシップ」始動。

①令和 年度入試は県内比率・女子比率が高い水準に。

令和５年度入試では，８０名の定員に対して 名（私費外国人留学生１名を含む）が入学。

県内からの入学者の割合 ％
（参考）他学部を含めた，島根大学全体の令和５年度

入学者の県内割合は26.7％

女子学生の割合 ％
(参考）「女子生徒等の理工系分野への進路選択における地域性

についての調査研究」（令和３年度 内閣府委託調査三菱
UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）によると，
２０２１年度入学の大学生の分野別進路状況について、
工学分野の入学者に占める女性比率の全国平均は15.2％

※ ※

※私費外国人留学生を除いて算出した割合。

７．②地域期待の材料エネルギー学部創設
高い県内出身者率と女子学生率！
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材料エネルギー学部の発足一年目は、 名の入学者を得てスタートしました。入学者全体の

が県内からの入学者でした。県内からの期待の大きさを感じているところです。また、女子学生の

割合は であり、全国の工学系学部の女子学生比率が に比して高率でした。入試に女子枠

を設けた成果の一つと考えています。

最終報告会の様子

東京大学産学協創推進本部
宮脇守ディレクター

材料エネルギー学部教育の中核となる「アントレプレナーシップ」始動。
アントレプレナーシップ教育では，本学の研究成果・技術をどのようにしたら社会に活かす
（社会実装する）ことができるのかを学生自らが考え、教員も学生とともに学ぶ。
授業では、材料・エネルギーに関する８つのテーマにより17のグループを編成し、エネルギー
問題などの社会課題に関心を持ち、材料の視点からその課題解決の糸口となるための技術
を知り、その技術を活かした事業化構想を検討。
1/15の最終報告会では、企業や自治体を含め約150名が参加し、17チームの発表後、
企業・団体の審査による表彰とコメント。

東大ディレクター発案・実践による 年一貫アントレプレナーシップ教育！

７．②地域期待の材料エネルギー学部創設

授業の様子

１年次（全員必修）
Task1 研究・技術の活かし方
・本学教員の研究成果を理解
・研究成果を活用するとどういう問題解決につながるか？

Task2 顧客と悩みを探り、特定
・想定した顧客の生活、仕事のスタイルから「悩み」を分析

Task3 悩みの解消につながる製品＆サービスの設計
・将来市場の要求に応え、競合に勝てる製品・サービスの全体像を策定
・仕様を実現させるためのベストなビジネスモデルを設計
・製品・サービスの構成図（外形、機能など）と目標販売価格を設定

Task4 製品・サービスの立ち上げと売上見通し
・必要なリソース（人、もの、金、時間）と売上見通しを検討

Task5 報告会（1月15日に開催）
・実際の企業等に向けてビジネスプランの提案を行う

学生と教員が常に社会
実装を考える！

２・３年次
提案したビジネスの市場の課題や顧客ニーズを企業にヒアリング
企業と協同で事業化構想を仕上げていく

４年次
長期インターンシップ

学生・教員のスタートアップ

・市場から要求されることから研究活動をする
・研究成果の社会実装計画を立案

上述した材料エネルギー学部の特色ある教育であるアントレプレナーシップ教育の詳細を説明し

ます。 年生は必修です。１年生全員を 人から 人ずつにグループ分けして、１年間、グループご

とに、学部教員の研究内容を聞き、一人の教員の研究に絞り、その教員に相談しながら、学生が教

員の研究をシーズに製品開発するまでを企画・立案しながら、全体をシミュレートしていきます。

令和 年 月 日に、企業や島根県の方たちにもお越し頂いて、発表会を実施しました。 年次に

は、企業の協力を得ながら企業の現実的な課題解決と、将来のスタートアップを見据えた実践的学

びを行う予定です。 年間のアントレプレナーシップ教育の成果として、卒業時に実際にスタート

アップする学生が現れることを期待しています。
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上の写真は、材料エネルギー学部の教員と県内企業の担当者等とのマッチングイベントの様子で

す。県内東部と西部でそれぞれ一回ずつ開催しました。

岸田首相、中四国県知事による視察

７．②地域期待の材料エネルギー学部創設

令和5年7月31日 岸田首相が本学を訪問し、産学官連携による地方創生の取組状況を視察

材料エネルギー学部生の発表後に学生と交流する首相

丸山知事、リード先生、ライ先生等との集合写真 の研究設備を視察する岸田首相

令和5年8月23日 中四国9県の知事が島根で開催された中四国サミットに合わせ本学を視察

服部学長が島根大学の取組状況を説明 の研究設備を視察する中四国の県知事中四国各県知事との意見交換

上述のような取り組みが注目され、令和 年 月に岸田首相が本学の材料科学に関する研究と教

育について視察に来られました。また、その直後に中国四国 県の知事サミットが松江市で開催さ

れた機会に、中国四国 県全ての知事にも本学を視察頂きました。

「材料エネルギー学部教員」×「県内企業等」交流会を開催

■ 年 月 日（水）松江会場（ホテル一畑）
■ 年 月 日（土）浜田会場（島根県浜田合同庁舎）

島根県産業振興課様のご協力の下、県内企業から松江会場には 社 名、浜田会場には
社 名が参加

材料エネルギー学部と県内企業がタッグを組み、会社の未来に係るイノベーション創出を
狙う提案（意欲的共同研究・事業化の提案）に挑む

（写真は松江会場の様子）

三原学部長による新学部の特徴等の説明 各教員によるプレゼンテーション 県内企業の参加者と教員の名刺交換

材料エネルギー学部と県内企業等とのマッチング

７．②地域期待の材料エネルギー学部創設
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７７．．③③産産学学協協創創  ンン  ュュ  ーーシショョンンセセンン  ーーのの設設置置

７．③産学協創インキュベーションセンターの設置
地域中核・特色ある研究大学の連携による 産学官連携・共同研究の施設整備事業の採択

施設の概要

参画機関である東北大学や秋田大学、JASRI/SPring-8、Hungary科学ア
カデミー・Wigner物理科学研究センター等の国内外の連携協力機関と共同研
究を実施するための研究室・実験室や、マテリアル企業のニーズが高いデータ解
析・分析が可能な設備・装置を本施設に整備する。
また、企業からの派遣研究員を受け入れる企業ラボを設置するなど、連携機関・
企業との新材料の共同研究・開発や産学連携を推進するため、また、研究成
果をシーズとする創業支援まで一貫して実施する施設として整備する。

研究力の向上戦略との関係性/整備する施設の必要性

参画機関と連携して材料科学の研究・開発を推進し、世界的エネルギー課題
の解決及び産業変革を目指す中核拠点として、体系化した分析機器群や企
業ラボ、インキュベーションルームを整備し、創業支援、イノベーション、シンクタ
ンク機能を兼ね備えた研究開発拠点として本施設を設置する。

整備する施設の効果について
企業ニーズを踏まえた計測・解析、シミュレーション等を一貫して
行うことができる分析機器群を整備し、材料科学分野の研究
力の徹底強化、新産業の創出・雇用促進を図る。
この建物を活用し、人と企業を呼び込むハブとしての機能を強
化する組織として、令和６年１月に「先端マテリアル研究開発
協創機構」を設置した。

インキュベーション

（注）この図はイメージであり、実際の施設外観とは異なります。

産学協創インキュベーションセンター（新築）
●RC ２階建て 延面積 約2000㎡
●島根県松江市西川津町1060（島根大学松江キャンパス）
●主な機能
「実験・実証ラボ」 連携大学や企業等との新材料の開発、社会実装に

向けて共同研究を推進
「計測・解析ラボ」 材料素材の計測・解析、シミュレーションを一貫して実施。

計測データをネットワーク化
「企業向けレンタルラボ」 セキュリティに配慮したラボを配置

（計測・解析ラボ等の設備は共同利用可）
「インキュベーションルーム」 実験・実証ラボや計測・解析ラボとの併用も可能と

する試作品制作設備を配置し、起業・スタートアップ
支援を強化

研究力の向上戦略
学内リソースを先端金属素材、無機・有機・生体・機能性材料を
核とする材料科学分野に集中するとともに、国内外の大学・研究
機関との連携により当該領域の研究力を国内トップクラスに向上
させる。また、研究成果を企業・社会に還元し、 産学連携を強
化するとともに、地域及び国内におけるイノベーションを創出す
るなど、 “人と企業を呼び込む”ハブとなる。

「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」の採択によ

り、産学協創インキュベーションセンターが設置できることになりました。今、当該施設の新営工

事が進められています。本事業は、東北大学、秋田大学、 等研究機関やプロテリアル（株）、

神戸天然物化学（株）等の企業との連携により、本学のマテリアル研究の成果を社会実装して活か

すと共に、インキュベーションセンターとして新産業やイノベーションの創出を目指しています。

７７．．④④地地域域中中核核大大学学ととしし      すするる島島根根大大学学

材料科学分野における教育・研究の強化を梃に地域中核大学として発展する島根大学のイメージ

を上図に示しました。先ほど申し上げましたように、本学の様々な取組の根本には 、 事業を

起点とした地域貢献活動があります。そして、卒業生の県内定着には県内に魅力ある企業が相当数

必要であり、地域産業の創出・振興を実現したいとの強い想いを持って、本学における先端金属を

始めとした材料科学分野のプロジェクトとして発展してきているものと考えています。さらに、こ

の取り組みの波及効果として、新学部の設置、全学部における改革やインキュベーション協創セン

ターの設置等につながってきています。

島根創生という社会的インパクトを創出し、島根県を元気にするために島根大学もしっかりと取

り組みます。そして、材料科学分野を徹底的に尖らせ、国際社会でも突き抜けた「材料科学と言え

ば島根大学」と認知される「キラリと光る大学」を目指します。
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７．④地域中核大学として発展する島根大学

：内閣府事業採択（島根県）
「たたらプロジェクト」

：次世代たたら協創
センター（ ）

：材料エネルギー学部
（ 竣工）

：先端マテリアル研究開発協創機構（ ）
（ 産学協創インキュベーションセンター竣工）

島根県の強みを踏まえた島根大学の材料科学分野における
教育・研究の抜本的強化と島根創生

ヒト、コト、モノ
が集まり“人と
企業を呼び込む”

活力ある大学を実現

“材料科学”といえば
島根大学と国内外に
認知される大学へ

島根県の主要産業であるマテリアル関連産業の発展と、研究開発型企業への転換を目指す地域産業界を、
島根大学が研究と人材育成の両面から牽引し、地域産業を活性化し島根創生を実現する。

８８．．島島根根大大学学のの地地域域貢貢献献度度

次が最後のスライドです。
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日経グローカル「大学の地域貢献度調査」

回連続全国６位以内

８．島根大学の地域貢献度

全国トップを目指す！

『日経グローカル誌』の地域貢献度調査における島根大学の結果です。このランキングは隔年毎

に調査されています。令和元年度に 位、令和 年度が 位、令和 年度も 位という結果でした。
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この数年は全国トップテンにランクインしており、全国的に地域貢献大学として認知されています。

今後、さらに地域貢献活動を活発にし、島根県の活性化、島根創生に貢献することによって、本ラ

ンキングにおいて全国トップを目指します。

ご清聴ありがとうございました。

了

173



 
 



 
 

論 考



 
 



第第８８章章（（特特別別寄寄稿稿）） 会会計計ににおおけけるる情情報報ニニーーズズとと経経営営責責任任へへのの対対応応：：

国国立立大大学学法法人人会会計計基基準準のの改改訂訂をを例例ににししてて

山本清（東京大学 名誉教授）

１１  ははじじめめにに：：情情報報ニニーーズズとと経経営営責責任任
営利・非営利及び政府を問わず経営組織は、その存続と発展のため必要な資源を調達し、適切に

管理し財・サービスを提供し、利用者や出資者等の期待に応えることが必要である。資源の調達先

へは、資源管理の状況について報告し、アカウンタビリティ 説明責任 を果たさねばならない。ま

た、事業拡大や新規投資には潜在的な資源供給者・拠出者を確保するため、実績以外に将来情報に

ついても発信することが求められる。特に、資源調達が公権力の行使により納税などを通じて行わ

れる政府や公財政支援への依存が大きい公的機関では、自由な交換取引にしたがう企業と異なり、

拠出者や利用者に対する資源管理のアカウンタビリティ 説明責任 は重大である 。十分

なアカウンタビリティを果たさないと安定的・継続的な資源提供に支障をきたす可能性がある他、

新たな資源調達には従来の資源拠出者や顧客たる利用者以外の者に働きかける必要がある。広く利

害関係者に情報を提供し理解や共感を得ることが求められているが、それには情報ニーズの把握と

提供と経営責任の範囲の明確化が重要である。

年度から独立した法人格を有する国立大学法人は、国民に対してアカウンタビリティを果た

すため、財務報告や業績報告を公表することが法定化されている。しかし、同時に主務大臣である

文部科学大臣や財政に係る事項については財務大臣の統制を受けるため、財務報告などは行政と国

民双方にアカウンタブルな位置づけになっている。このため、アカウンタビリティ及び意思決定に

有用な情報提供について、どちらのニーズに応えるかが問われる。国立大学法人会計基準では国民

に対する説明責任が財務報告で掲げられているが、損益計算書の利益は経営努力認定の基礎となっ

ていて主務大臣の管理目的にも適合することが要請されている。現行の会計基準が公式には企業会

計原則に依拠するとしつつ、その内容が必ずしも経営成績や財政状況を適切に反映していないので

はないか、企業会計原則に照らして理解しづらいのではないかという批判などから、 年から会

計基準の見直しの検討がなされている。本稿では、見直しがどのような背景から生まれ、議論がど

のような理由から出てきているかを制度の公式目標と実質目標のギャップから説明し、法人化の経

営蓄積で問題が顕在化してきたことを明らかにする。次節では、まず国立大学法人制度の概要と会

計基準の位置付けと特色を述べる。第 節では分析の理論的枠組みとして政策過程と目標置換及び

脱連結の関係モデルを提示する。第 節は見直しの経緯を理論的枠組みで分析し、修正される点と

維持される点とその事情を考察する。最後に得られた結論と今後の課題を示す。

２２  国国立立大大学学法法人人制制度度とと会会計計基基準準

国国立立大大学学法法人人制制度度

国立大学法人制度は旧国立学校特別会計で運営されていた国立大学に法人格を付与して、経営の

自主性・自律性を与えるもので 年度から実施されている。大学の自主性・自律性に配慮して独

立行政法人制度に準拠するものの、中期目標・計画や評価あるいはガバナンスに関して独自の規定

アカウンタビリティの定義と説明責任の違いについては山本 参照。
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が設けられた国立大学法人法が制定されている。国立大学法人は国が全額出資で創設し、国立大学

法人が設置するのが国立大学になる。現行法では中期目標 期間は 年 は文部科学大臣が策定する

がその素案は国立大学法人が作成することとされ、評価も国立大学法人評価委員会が行う。また、

経営協議会及び教育研究評議会が経営と教育研究の審議機関として設置されている。財政的には従

来は全国立大学及び国立高専等の経理は国立学校特別会計で計上され、歳入・歳出の総額が国会の

議決事項になっていた。それが、国から国立大学法人への運営費交付金と施設整備補補助金からな

る財政措置が一般会計の歳出として計上され、従業料収入や附属病院収入などは国の歳入からは切

り離された。独立行政法人と異なり、個々の国立大学法人ごとの財政措置が予算科目として計上さ

れずに国立大学法人（正確には共同利用機関法人を含む）全体の額が計上される。具体的には運営

費交付金は教育研究に必要な経費から授業料収入などの自己収入を控除した差額が交付され、使途

は法人の長の裁量 で決定される。また、施設費補助金は、国立大学法人の基盤施設に関する補助で

あり の補助率であるが、文部科学大臣が補助先及び金額を決定する。もっとも、教育機会と質

の保証の観点から、国立大学の授業料と定員について規定があり、各大学の授業料は標準授業料 の

割を上限とされている。なお、国立高専は国立大学法人制度に含められず、高専機構という一つの

独立行政法人の下での高等教育機関になった。

国国立立大大学学法法人人会会計計のの特特質質

国立大学法人の財政・会計は独立行政法人通則法が準用され、会計は通則法の「会計は原則とし

て企業会計原則による」ことになっている。したがって、企業会計に準じた発生主義・複式簿記に

よる記帳と報告が義務付けられ、主務大臣に財務諸表が提出され国民に公表される。したがって、

国立大学法人についても企業会計原則に準じた会計基準が策定されているが、独立行政法人との違

いを踏まえ以下のような独自の項目がある。

第一は、損益計算書で算定される利益が経営努力認定の判断に使用されることである。独立行政

法人では利益のうち法人の経営努力により生じた部分が目的積立金に繰り入れられ、損益計算と経

営努力が直接的な関係がないのに対し、利益がそのまま経営努力とみなされ、会計と経営が連動し

ている。第二は、国立大学は独立行政法人と異なり同じ高等教育機関であることから、財政状況や

経営成績につき比較可能な情報を提供することが要請されている。これは、国立大学を競争的環境

におくという法人化の制度設計の理念とも関係する。このため、第三に、高等教育機関の特性を反

映した目的別の科目（教育経費、研究経費、教育研究支援経費など）で活動内容を適正に表すよう

にし、企業会計の性質別科目とは異なる様式としている。

こうした独自性は、公的部門における企業会計化の段階を整理するとより明確になる 表 参

照 。 年代から市場原理と企業経営が一体となった を公的部門に

適用する動きが盛んになり、企業会計化はその主要な手法の一つである 。最初は直営

か委託かなどの管理会計目的（第 段階）で使用され、次第に組織単位で財政状況を把握したり、

財政をより透明化する手段として補足的に使用された（第 段階）。そして、補足・参考の位置づけ

から、正規の財務報告の一つとして制度化がなされ、監査も実施されるようになった（第 段階）。

その後、学長裁量経費や改革推進経費などとして使途が特定される部分が増えており交付金の裁量的経費の

性格は変化しつつある。

年 月現在の標準授業料は 円である。運営交付金の算定では標準授業料と定員を基礎として学

生納付金収入が計算される。
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我が国では従来から地方公営企業で法適用の場合には企業会計が適用されていた。独立行政法人と

国立大学法人が創設され、企業会計に準じた財務諸表を制度的に作成することとなった。財務諸表

が公式の会計書類であり、地方公会計や国の財務書類のように決算の参考書類ではない。なお、国

の特別会計については、特別会計に関する法律により決算書類とは別に公式の財務諸表が企業会計

方式で作成されるようになった。

表 企業会計化の進展

参考 自主 補足（勧告） 制度（準拠）

第 段階

第 段階

第 段階

注 ：管理会計（施設管理）、任意の適用

：地方公会計、国の財務書類

：独法、国大法、地方公営企業、国の特別会計

ただし、国立大学法人の特性から、企業会計とは異なる特殊な会計処理がなされる。第一は損益

均衡の原則である。これは、損益計算書において収益の額と費用の額が中期計画にしたがった運営

がなされれば均衡する、つまり、利益がゼロになるという制度設計になっていることである。計画・

予算段階で収益と費用が一致し、実績の収益と費用の差が純損益になる。もっとも、附属病院など

では施設整備の借入金償還期間と耐用年数との違いから収支計画でも均衡しない（黒字でも資金余

剰は返済期間中発生しない）。第二は、企業会計と違う収益化の時期と債務処理である。運営費交付

金、授業料、寄付金は受け取った時にはいったん流動負債として認識され、その使用に応じて収益

化がなされる。第三は、「損益取引」と「資本取引」の定義からくる損益外処理である。独立行政法

人と同じく現物出資及び施設整備費の受入れは収益でなく「損益外取引」とみなされ、資本剰余金

に計上される。そしてこれらにより取得した施設（除く土地）の減価償却相当額は資本剰余金から

直接控除される。この処理は、企業会計に慣れた者にとって極めてわかりにくいものである。国立

大学法人会計基準では、注６で「資本取引・損益取引の区分について」として企業会計原則とは異

なる次のような説明がある。「国立大学法人等の独自判断では意思決定が完結し得ない行為に起因す

る支出など国立大学法人等の業務を評価する手段として損益計算に含めることが合理的ではない支

出は、国立大学法人等の損益計算には含まれないものとする」。つまり、経営主体の側で意思決定が

完結できるか否かで損益取引か資本取引を区分しようとする。そして、意思決定が完結できないの

が基盤となる施設に係る補助、つまり施設費補助金の交付とし、損益外処理（＝資本取引）として

資本剰余金に繰り入れられる。他方、運営費交付金は損益取引とされ、財源措置の種類により取引

を区分している。この論理は注６３の「減価償却の会計処理について」に示され「国立大学法人等

は業務運営の財源を主に運営費交付金に依存することになるが、このような資産の減価部分につい

ては通常は運営費交付金の算定とはならず、また、運営費交付金に基づく収益以外の収益によって

充当することも必ずしも予定されていない。更に資産の更新に当たっては、出資者たる国により改

めて必要な措置が講じられることになるものと想定される。このような場合においては、減価償却

に相当する額は、むしろ実務的には財産的基礎の減少と考えるべきであうことから、損益計算上の

費用には計上せず国立大学法人等の資本剰余金を直接減額することによって処理するものとする」。

なお、ここには減価償却費相当額を運営費交付金に含めて財源措置をすると、当面使用しない財源
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を法人側に付与することになること、また、措置しないと減価償却分だけ損益計算が赤字になる事

態を避けたい 判断が働いていると考えられる。

したがって、基盤施設の減価 劣化 は認識されても損益計算書上の費用には現れない。

ここには、毎年度の収支均衡は使途制限がない 運営費交付金で措置し、施設関係の補助金は別途措

置するという財政の論理を会計に適用する考え方である。換言すれば、国の財政運営の規則は変え

ずに、財源措置の交付金と補助金の区分を「損益取引」と「資本取引」に置き換え、交付先の国立大

学法人の会計を企業会計原則に形式的に一致させたものと理解できる。これは、国の立場からする

と従前の国立学校特別会計における施設整備費に当たる施設費補助金は建設公債を、一般会計から

の繰り入れに当たる運営費交付金は一般税源（税収等と赤字公債）という予算の枠組みはかえない

ということである。

３３ 理理論論的的枠枠組組みみ

つつののアアププロローーチチとと制制度度のの進進展展

政府の財源措置と連動した会計処理は、国立大学法人の会計が財政支援の主体である国の財政統

制に資する役割を担っていることを示す。同時に、企業会計原則に準拠することは利害関係者の意

思決定に役立つ情報提供とアカウンタビリティを果たす機能を満たさねばならない。国立大学法人

会計基準でも「＜注１＞真実性の原則について」において「国民に開示する責任を負っており、説

明責任の観点から、その財政状態及び運営状況を明らかにし、適切な情報開示を行うことが要請さ

れる」とし、また「説明責任の観点及び業績の適正な評価の観点から、・・・真実な報告を提供する

ものでなければならない」とし、国民への説明責任と政府の業績評価の観点を述べている。さらに、

明瞭性の原則として「財務諸表によって、国民その他の利害関係者に対し必要な会計情報を明瞭に

表示し、国立大学法人等の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない」とし、国民

以外の利害関係者を想定し、その意思決定に資する情報提供機能を述べている。

そこには、「負託主体」（経済資源の委託主体の意味）に対する説明責任以外にその他の利害関係

者への情報提供と業績評価に資する機能が会計情報として期待されていることが示されている。し

かしながら、この３つの機能を、会計主体である国立大学法人にとって会計情報の報告先と関係性

で整理すると異なっており、一つの財務諸表で満たすことが可能かという問題を提示する。事前統

制から事後統制に移行するのが法人化の趣旨とされるが、事前に財源区分と資本費を除いた経常収

支を均衡とする措置がなされている。このため、事後の財務面での業績評価は事前統制からの乖離

を測定するにとどまり、財源調達や財務業績を含めて自らの市場での取引で経営成績や財務状況が

決定される企業とは会計情報の意味合いが本質的に異なる。

したがって、会計モデルとして、政府が法人を事前・事後に統制するための財政統制型 、法人

が政府を通じて国民に説明責任を果たす会計報告型（ ）及び法人が国民その他の利害関係者の情報

を開示する一般目的財務報告型（ ）の 種類が存在し得る。真実性の原則からは の国民への説明

責任が最も重視されるべき報告となるが、国立大学法人の会計では真実性の原則と明瞭性の原則で、

この論理は現物出資分については成り立つが施設費補助金については繰延収益として処理すれば損益中立と

なり赤字計上は回避できる。

運営不交付金は法人の長である学長が使途制限なく裁量で使用できるものであるが学長のリーダーシップ用

の学長裁量経費や大学改革経費に使用する枠が設定されるようになってきた。
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説明責任と業績評価を掲げ、説明責任も国民その他の利害関係者への情報提供を述べており３つが

混在している。

この つの会計モデルの背景には、会計 理論 以外に財政及び法律との整合性がある。

国立大学法人の会計自体が国立大学法人法で準用される独立行政法人通則法の会計の規定の適用を

受け、「原則として企業会計原則」という枠が設定されている。また、独立した法人格を有するから

政府からの統制を受けるにせよ資産や負債は法人のものであり、運営責任は法人の長である学長に

ある。もちろん、財源措置は収支補填的な運営費交付金の位置づけと経営努力を利益で計算する構

造を会計に求める。その根拠は独立行政法人通則法 条の予算の範囲内における必要な額の全部又

は一部に相当する金額を交付する（運営費交付金）既定の準用である。国立大学法人法制定時の附

帯決議 衆議院 においても運営費交付金については「法人化前の公費投入額を十分に確保」とされ

ている。もっとも、施設費補助金については法律及び附帯決議に明記がなく、財政の民主的統制 予

算 に依存する構造になっている。損益外処理などの損益均衡会計の会計基準は財政論理に整合的に

設計・適用されたものであり、しばしば国立大学法人会計基準が改訂されるのは改訂しないと「企

業会計原則による」規定から法律に適合する必要からである。

したがって、国立大学法人などの公的組織の会計では、会計の報告主体及び報告先という関係以

外に法律および財政との整合性が要求される。

図 会計モデルのタイプ

財政統制型 会計報告型

事前・事後統制 ｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨ

政府 法人 国民 （政府） 法人

報告

一般目的財務報告型

情報

多様な利害関係者 ・ 法人

会会計計制制度度のの位位置置づづけけ

国立大学法人の会計制度は、実質的には従来の経常費に対する不足分の財源補填と施設整備費と

いう二本立ての構造を維持した財政統制を維持したうえでの企業会計方式の適用である。もちろん、

法律的にも会計は原則として企業会計原則によるとされているため、会計基準の一般原則も企業会

計原則と同じである。このため、用語として真実性の原則、明瞭性の原則、資本取引・損益取引の

区分の原則などはそのまま使用されている。しかしながら、 の財政統制型を前提とした仕組みと

して制度設計がされたため、 や を基本とする企業会計システムとコンフリクトが生じる。そこ

で、その調整に使用されたのが、本来の目的と実際の用途・使用を切り離す「脱連結」（ ）

の考え方でないかというのが本稿における理論的想定である。

脱連結は組織社会学における組織適応の戦略として生まれた考え方（ ）で
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あるが、近年は管理会計や政策過程論にも応用されている。管理会計では組織における業績測定・

評価が効果をあげないのは現場で脱結合となり形式的な運用に陥っていて、本来のルーチンになっ

ていないとする研究 が多い。今回の研究の焦点は国立大学法人と利害関係者の関係に

おける会計情報の役割であるため、組織内の測定というより政策としてのアカウンタビリティのシ

ステムの作用になる。このため、政策がなぜ所期の成果をあげないかに着目した

及びそれを拡張して規制に適用した のモデルを参考

にする。 前者は政策から実施 日々の実務 、そして成果に至る線形的な因果関係モデルは理想にす

ぎないとし、公式政策と日々の実務には脱連結があるため、両者にはほとんど関係がないとする。

そして日々の実務と所期の成果にも弱い関係があるにすぎないため、現実の成果は公式の成果が意

図した結果は得られないとする。政策を支える論理が正しくても、実務（現実の活動）への翻訳が

誤っていれば実務をいくらやっても成果実現には意味がないにはその通りである。誤った指標によ

る業績測定は他分野でも指摘される事例 である。後者はドイツの医療保健政策につい

て事例研究を行ったもので、 の政策の部分を目標と管理システムに区分し、目

標、管理システム、実務及び現実の成果には線形関係は成立せず、相互関係にあるとする。そして

現実の成果から目標への学習を通じたフィードバックを組み込み政策過程の循環モデルを構成する。

事例研究では目標と管理システムの間に脱連結が生じたとする。

本稿では、この を参考に、国立大学法人の会計制度をモデル化する 図

の概念モデル参照 。会計の目標は、国立大学法人法から導かれ、会計基準の真実性の原則にあ

るように国民に対する説明責任が公式目標となる。ただし、事後的な報告である財務諸表の収入の

大半を占める授業料や運営費交付金（そして附属病院収入）は政府の規制あるいは財政措置で決ま

り、費用についても事前に見積もられており、事前の財政統制が財政状態も運営状況を大きく規定

する。また、事後統制である業績評価は運営状況を示す利益で測定される。したがって、経営管理

システムの基本である会計制度に対し実質的に適用される目標は、公式目標の国民への説明責任で

なく、意図された目標として置換された財政統制となる。会計システムとしての実際の処理は、資

本取引・損益取引に如実に示されるように措置される財源との対応関係である。損益取引への運営

費交付金と減価償却費の除外、資本取引への施設費補助金と減価償却の資本剰余金からの減額によ

る損益計算を通じた経営努力の評価・認定であり、財政統制と業績評価が主たる機能になっている。

したがって、経営管理ステムは公式目標から設計されているというより、置換された行政目標、す

なわち財政統制と経営努力認定の装置として作用する。国立大学法人の実際の運用は会計基準の遵

守と財政統制への政府への応答であり、運営状況や財政状態は主務大臣である文部科学大臣に報告

されるとともに財務大臣と協議して最終的な経営努力による利益は目的積立金に繰り入れられる。

もちろん、法律の定めにより財務諸表は公表される。

国立大学法人の収入は基本的には国からの交付金と補助金及び授業料収入であるが、民間からの

受託研究や寄付金などもあり、政府や国民以外の利害関係者として学生の保護者と並び企業は重要

なものとなっている。教育機関としての活動や財政状況は進路や寄付の選択や決定において基礎情

報であり、受験者の保護者や民間企業の寄付担当者にとって明瞭な会計情報を表示されねばならな

い。しかし、財政統制や独自の「損益計算」の枠組みは、企業会計とは中身が異なり、公式目標から

「脱連結」しているため、国民や企業等にとっても理解が困難になり、情報ニーズにとって政府と

国民・企業間でコンフリクトが起こる可能性がある。
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図 概念モデル

国 民・議 会

統制 アカウンタビリティ

政府

公式目標 置換 行政の意図した目標

アカウンタビリティ 脱連結

開示 統制 経営努力認定

経営管理システム 寄付等 企業等

国立大学法人

実施 報 告

実際の成果

４４ 検検討討のの経経緯緯とと内内容容

検検討討のの経経緯緯

国立大学の法人化後、ガバナンス改革が進められ、学長のリーダーシップの強化やガバナンスコ

ードの制定などが実施されてきた。しかし、経営の自律化、特に財務の自律性向上は国からの財政

支援を受けている関係から容易でなく、国立大学の一部からは独自に民間寄付や債券発行で資金調

達をして教育研究条件を改善したいという要求が生まれてきた。また、施設整備・維持管理が国か

らの施設費補助金の水準が十分でないため、法人側で負担したり、老朽化に対応できない事態にな

っているものの、今の損益計算書では反映されず、「黒字」決算となり財政の実態が見えにくくなっ

ている共通認識が国立大学法人と文部科学省で生まれてきた。これは、概念モデルでいえば、報告

主体である国立大学法人が運営状況や財政状況を公式目標である国民に真実な報告をするというフ

ィードバックが法人化後にタイムラグを経てようやく作用したと解釈できる。経営協議会の委員を

する産業界あるいは寄付者の側から国立大学法人の財務諸表をみても理解が難しいというのも、損

益計算書などの企業会計と同じ名称の財務諸表が作成され公表されたことによる。さらに、現状は

施設の老朽化が進み厳しい運営状況であるのに企業でいう黒字状態である利益として報告され誤っ

た情報提供となる危惧と不満である。一部大学の動きは国の財政状況が厳しいことを織り込んだう

えでの、自己努力による財務改善を図るというものであることから会計基準の見直しは政府や産業

界の支持も得られやすいものでもあった。

文部科学省に設置された「国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議」 令和 年 月 令

和 年 月 においても、国立大学法人会計は論点となり経営体として現行制度の問題点が五神委

員 当時の東大総長 らから指摘された。現状では損益均衡会計であり企業会計の損益会計と矛盾が

あるとし、損益均衡会計や損益外処理の廃止、経営努力認定の見直し等が第 回 令和 年 月

日 で提案された。その主張の論理は、第 回資料 の 頁において次のように明確に示されてい

る。
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今後は、財務諸表の役割を「国へのアカウンタビリティ」を果たすための資料から、

「多様なステークホルダー 市場 との対話のツール」として位置づけるべき

ここでは国立大学法人は、現在の会計基準及びそれに基づく財務諸表を国民に対する説明責任の

ための報告としてよりも国に対する報告と認識していることを如実に示している。まさに概念モデ

ルにある置換目標である財政統制が脱連結として作用しており、経営体としての自律を図るため、

国も利害関係者の一人にした市場で評価される財務諸表を目指そうとする提案である。換言すれば

図 の会計モデルにおける から への転換である。特に東大は国民以外の産業界などの市場へ

の情報開示を重視したいという姿勢である。国民への公式目標は無視した現在の置換からの転換を

目指すものの、説明責任はより自律的な経営を可能にさせる資金拠出者である市場・寄付者等に向

けられる。

そこで根拠 エビデンス として活用されたのが現行の財務諸表を修正した会計情報である。東京

大学では真の経営体となるべく、財務の実態をわかりやすく理解してもらうため、 年の統合報

告書において国立大学法人会計の特殊な会計処理を企業会計に限りなく近づけた財務報告を作成し

ている。そこでは五神報告にあるように減価償却などの損益外処理を損益計算に含め、現行の損益

計算書の経常損失約 億円が約 億円と赤字が大幅に膨れ上がるとしている。この計算の詳細は

不明であるが、差の「ほとんどは減価償却費」としているから、損益外の資本剰余金から当期に控

除された減価償却相当額を費用に振り替えたものと推計される。現行基準より赤字幅が大きくなる

ことは黒字決算の国立大学法人の多くも赤字に修正されるということで、損益外処理の廃止は利益

計算と切り離せば魅力的な提案である。

しかし、これを認めると損益計算書で利益がマイナスになり、目的積立金への繰り入れができな

くなるジレンマに直面する。寄付を含む外部資金を多く獲得できる有力な一部大学と異なり、地方

大学は財政措置に依存する側面が多いため、国への業績評価や説明責任から市場への説明責任への

転換はリスクをはらむ。そこには、法人制度内の国民への説明責任と国の業績評価への情報提供と

の対立がある。国立大学法人側の意見については、国立大学協会 が戦略的な大学経営の在り

方について中間まとめを 月に公表している。そこには企業会計に基づいたものに変更する意見と

変更に慎重な意見が併記され意見の集約化はされていない。それぞれの論拠は「現状の国立大学法

人会計基準は社会からの理解が得にくいため、企業会計に基づいたものに変更してもよいのではな

いか・・・企業会計に基づいて赤字の実態が見える見せ方をしてもよいのではないか」と「特に目

的積立金の取り扱いについての検討の必要性があるほか、赤字に実態の見える化を行う場合、そこ

ことが直接的に授業料値上げ等の受益者負担増の圧力につながる可能性がある等の懸念事項」であ

る。まさに損益内処理による赤字計上のメリットと経営努力認定が困難になり自己収入増の圧力の

デメリットで揺れる姿を示している。検討会議の最終とりまとめ 令和 年 月 では企業会計に近

い損益計算に変えるという提案は後退し「（６）会計制度・会計基準（産業界目線からも理解しやす

い財務諸表等）」のなかで「国は、損益外の情報を含めた表記の工夫を行うとともに非財務情報と統

合させた財務情報の開示の在り方を見直すなど、国以外の多様なステークホルダーへの説明責任の

改善を図ることが必要である」（ｐ８）とされた。現行の減価償却は損益外処理を維持し表示で改善

するということは、利益計算の本質にある損益均衡と資本取引・損益取引の区分は変えないことを

指すからである。多様な利害関係への説明責任と経営努力への誘因との矛盾をどのように調整する

かは、最終報告を受けての会計基準の検討に場が移された。
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検討の内容

会計基準の見直しの議論は「令和元年度 国立大学法人の会計基準等検討会議」 令和元年 月

から において実施されている（ 年 月執筆時までに 回開催）。構成委員は法人化の当初か

ら関与している樫谷座長の他、全員が会計の専門家であり、有識者として名古屋大学副総長の木村

氏、オブザーバーとして日本公認会計士協会が参加している。国立大学法人会計基準は独立行政法

人基準を準用しているが、経営努力認定が損益計算書の利益で測定されること、損益計算から除外

されている科学研究費などの外部資金が研究活動の重要な原資であること、学校法人などの同じ高

等教育機関の会計基準とは異なることなどの違いがある。

会計基準の検討で、先の脱連結や説明責任と経営努力認定をめぐる最大の論点は損益外処理の扱

いである。これは、東大提案の肝であり、検討会議でも論争となった。国からの収支及び施設費補

助金で取得した有形固定資産の減価償却を損益計算に含めるか、現行の損益外の資本剰余金から控

除するかである。企業会計と同じように資源の費用で収益の対価として認識しようとするのが前者

であり、後者は資本取引・損益取引の区分の原則にあるように法人の意思決定で完結しない部分で

財産的基礎の減少とみるのが後者である。両者は会計的な説明をしているが、その背後には異なる

財政と経営主体の論理がある。前者は企業経営と同様に法人の経営には教育研究活動の基盤となる

施設についても責任を負うべきであり、施設の維持更新にかかる財源調達について自律性を有する

か、財源が国から保証されるべきという考え方である。いわば、国立大学法人を実質的な投資セン

ターとみる。これに対し、後者は法人の経営責任は国から付与された基盤施設を使用して経常的な

運営を行うもので、必要額から授業料収入などの自己収入を控除した不足額を運営費交付金で交付

し、基盤施設の整備・更新は国の責任で行うのでその減価償却は認めず法人の運営責任から切り離

す。経常的な収支均衡となる交付金を保証するにとどまり、法人は利益獲得を目的にしないものの

経営努力として利益を誘因とする準利益センターとみなす。現在の財政措置を損益用と資本用に区

分したものである。この会計的な処理と財源措置の対応関係は明確であり準拠する独立行政法人と

も共通し、予算制度と連動しているため、前者を採用することは文部科学省にとって財務省・総務

省との協議等を含めハードルが高い。損益外処理の方向性を戦略的経営の検討会議で示したのは、

財政制度との連動を壊したくないという考え方があったと思われるし、その根源は法人化の附帯決

議に既にみられる。会計基準の検討会議で東大提案に沿った意見を述べた委員も、損益内処理また

は損益外処理における表示としているのは法人を投資センターとすることまでは踏み込まず、施設

費の財源措置との整理が不十分で実質的な法人の赤字を表示できる利点にとどまった。会計基準の

検討会議では、法人の経営責任と国の責任を区分するためにも損益計算で減価償却を除外する必要

があるという会計責任論が説得的なものとなった。財政と国の業績評価が優先する脱連結が責任論

で維持されたわけである。

もっとも、法人と国に責任が区分され、損益計算書が運営状況を的確に表示できるかは疑問であ

る。また、損益取引と資本取引という財政措置に対応した定義で会計的整合性を保っている現行制

度が最適かは、施設整備が国の責任とした場合においても正当性に問題がある。本稿は会計基準の

見直しという政策過程を分析することを目的とするため、会計観や処理の妥当性自体の検証は別稿

に譲るが、ポイントだけを付しておきたい。まず、法人の運営状況と基盤施設水準は建物や構造物

の本体と基礎の関係に相当するとみなせる。建物や橋梁の安全性や用途性は基礎構造の耐震性や安

定性に影響を受けるから、老朽化により安定利用 走行 に支障をきたさないことが前提になる。も

し、整備水準・安全度が施設の機能を十分発揮する状態でなければ本体の活動自体に制約を受ける。
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したがって、運営と整備の責任分担論は、整備や更新が運営に影響しない程度になされてることが

必要であり、老朽化面積割合が増加している現状（文部科学省 ）では運営に施設整備が影響を

与えているか、運営側が自主的に整備・維持修繕を行うことになる。つまり、運営状況の責任を法

人側のみに帰することは合理的でなくなる。また、施設費等は資本取引・損益取引の区分の原則注

解で「法人の独自判断では意思決定が完結し得ない行為に起因する支出」であり、「損益計算に含ま

れない」という認識に立つならば、運営費交付金についても財政事情や政策により国で決定され、

法人の意思決定で「完結し得ない」点は同じであり、理論的整合性を欠く。

次に、会計処理である。基盤施設の減価償却の損益外処理 資本剰余金への繰入及び控除 は運営

費交付金充当の運営収支を均衡するためになされ、減価償却相当額の赤字計上 を避けるためとされ

るが、損益均衡には別の会計処理も可能である。まず、法人化の際の国からの出資にかかる特定償

却資産については減価償却費の費用計上を行う。同時に更新資金は国から必要な措置が講じられる

制度設計を踏まえれば、毎期の減価償却見合いの金額が将来の施設費として用意される未収金 とみ

なし、予定更新補助金収益として収益計上をして損益中立を保つ。なお、実際の補助金の交付額と

未収金残高が異なるときは差額が調整損益となる。次に施設費補助金の繰延収益経理である。更新・

改修または新規の施設整備の資本的補助金の交付時に全額を収益認識するのでなく、いったん負債

として繰延補助金に計上され、毎期の減価償却費が費用に、繰延補助金から控除される部分が収益

化され損益中立の処理がなされる。我が国において繰延経理をすれば、現行の独立行政法人会計や

国立大学法人会計のように財源に応じた損益と損益外計算をしなくても損益均衡も利益計算も可能

になる。なお、老朽化の積み残し部分 未改修で面積換算で約 割 は特別修繕引当金なりの債務計

上をしておき、老朽化対応の施設費補助金が交付されたときに引当金から控除することが責任論か

らも合理的である。財政の論理にしたがった会計処理から会計の中立性と法人制度への適合性を優

先した会計処理への移行である。

二番目は科研費の処理である。国立大学法人では運営費交付金が増えない状況下で研究活動を支

えるのは競争的資金のなかでの科研費（科学研究費補助金）と受託研究費及び奨学寄附金の３つで

ある。なかでも科研費は研究者の基礎研究として大きな比重を占めるが、国立大学法人の費用及び

収益に計上されているのは間接経費（直接経費の 割）にかかる部分である。したがって直接経費

は会計に反映されない。これでは法人の活動報告として不十分でないかというのは法人側及び報告

を受ける国民側の判断を誤らせる恐れがあるという意見は従来からあった。東大に統合報告でも科

研費を組み入れた財務諸表を作成している。しかし、会計基準の検討会議では、科研費が個人に対

する補助金であり、法人に対する補助金ではない、つまり法人が統制可能な資金でないという理由

東大の統合報告書や名古屋大学理事の木村氏の米国州立大学基準による大阪大学及び名古屋大学の平成 年

度損益計算書の試算でも、「赤字」の経常損益が示されている 植草 参照 。しかし損益外費用であっ

た減価償却費相当額を費用計上する他、損益外の資本剰余金に繰り入れていた施設費補助金も損益外から収益

（経常損益または特別損益）に計上する必要がある。この部分が無視されている可能性が強く、施設費収益は

事務費等相当額で交付された補助金とは異なる。また、当期の減価償却に対応させるのは施設費補助金でなく

耐用年数に割り戻した当期部分（過去の施設費補助金で当期の減価償却に対応する）とした方がより合理的で

ある。毎年度同額であれば一致するが、この仮定は強すぎる。

減価償却費の費用計上による赤字は、本稿で提案する処理をしないと、更新の施設補助金が交付されるか十

分でないときは必ず成立するものの、交付時に収益計上されればその年度は黒字に転換する。また、毎年度計

画的に改修・更新されれば減価償却費見合いの施設費収益となり損益は均衡する。法人化後の老朽化の改修進

捗度が低いので実質「赤字」であるのは事実であるが、減価償却は取得原価の期間配分であることに留意しな

ければならない。
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で法人会計への繰り入れは否定された。確かに科研費の補助事業者は研究代表者と分担者であり、

法人ではない。委任経理を行う法人は間接費にかかる裁量を有するにとどまる。実態面での研究活

動を把握するには含めることが望ましいが附属明細書で科研費の種別・件数及び金額は明示されて

いるから情報として提供をしていないとはいえない。法制度と報告主体の活動という点で会計から

除外されるのは致し方なく、財務報告・財務諸表というシステムの限界といえる。この問題の解決

は私立大学及び公立大学を含めた科研費の制度を変更することであり、法人制度の枠外になる。

三番目は科目配列であり、特に損益計算書で企業会計や学校法人会計では収益が先に来て、費用

が次にくるのに対し、国立大学法人会計では独立行政法人会計と同じく費用が先に来て、収益が後

にくるのでわかりにくいという指摘である。会計基準の検討会でも特定委員から企業会計に合わせ

る案が提示されたが、国立大学法人は先に必要な教育研究活動に要する経費を計画し、授業料など

の自己収入で不足する金額を運営費交付金で交付する制度であるという論理に従った配列であると

して採用されなかった。この配列では経営の自律性や経営体としての姿勢が財務諸表で示していな

いという意見には一定の合理性があるが、公的主体としての特性論に押し切られた。しかし、米国

の州立大学や英国の大学や豪の州立大学では企業会計と同じく収益が先行し費用が続いているし、

中央政府・地方政府の財務業績表（損益計算書に相当）でも収益・費用の順番である。 型勘定で示

せば日本方式も外国も収益が貸方、費用が借方であり、同じになる。損益外処理と同様、日本的な

特徴ともいえるが、過度に予算編成に寄せた財務諸表の考え方とみることも可能であろう。

５５ 結結論論とと課課題題

国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討において現行の国立大学法人会計の見直しの議論が

一気に高まったが、会計基準の検討会議では現行基準の微修正に終わりそうである。政策転換の好

機がなぜ失われたについて、脱連結の政策過程モデルを適用して検証した。まず、国立大学法人の

法律では国民への情報提供・説明責任を果たすものとして財務諸表が位置づけられていたものが、

脱連結し国への説明責任と業績評価を通じた誘因制度を目的としたものに置換されている構造を明

らかにした。東大の提案は国への説明責任を目的とする現状を認めたうえで、真の経営体になるた

め企業会計に近づけた財務諸表により市場との対話を実現しようとする。そのため、損益外の減価

償却を費用計上し「赤字」表示を実現し、国以外の民間などからの資金調達を図ることで自立を実

現しようとする。この主張は、他の国立大学法人にとって「赤字」による運営状況の厳しさを訴え

る点でメリットがある反面、損益均衡の財政措置を前提にした経営努力を利益で認定する誘因制度

が維持されるかの不安を引き起こした。運営交付金と施設費補助金の二本立ての財政措置と連動し

た損益取引と資本取引に替わる会計観・理論の欠如からくるものである。財政論にしたがった会計

モデルは国民や産業界にとってはわかりにくいが法人と国の間では共通理解ができる計算構造であ

るためである。東大の提起した問題は、国立大学法人間での資金調達能力の差と本来の国民への説

明責任を果たすための真実な会計情報の提供という視点に及ばず、国との関係と市場との関係に議

論が閉じられたため脱連結は解消されなかった。業績評価という視点を維持した状態では国の意思

決定ニーズに応えることになり、財政措置とその予算（税・赤字公債と建設公債）と連動した会計

基準を変える選択はないからである。もっとも、損益均衡を維持しつつ損益外処理を廃止する会計

理論も存在し得るから、国民への説明責任という会計から財政及び法律に対抗・提案し、脱連結を

解消する機会はあったと考えられる。会計理論・会計観の政策決定に果たす役割について本稿は一
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つの事例研究を示したと言え、今後、他の政策領域・組織 や比較研究を通じて実証研究を積み重ね

ていきたい。
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国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議 「国立大学法人の戦略的な経営実現に向けて～社会変
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＊本論文は による研究成果の一部である。

たとえば、我が国の地方公会計では損益計算書という名称は使用されずに行政コスト計算書が対応する。そ

こでは損益均衡でなく、対価性のある使用料等と行政コストたる費用が対比され、国庫支出金を受けたインフ

ラ資産等の減価償却費が費用に計上された純行政コストが算定される。
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第９章 ドイツの大学評議会――大学経営における合議体の役割

竹中亨（大学改革支援・学位授与機構 研究開発部 教授）

１１ ははじじめめにに

わが国では昨今、大学経営における合議体組織に対して注目が集まっている。

まず、「国際卓越研究大学」では、ガバナンスの強化のためとして、経営上の意思決定機関とし

て合議体の設置が選考において重視された。この合議体は、学長らの執行部による経常的な業務執

行には関与せず、中長期の経営戦略等の策定、執行部の業務執行の監督という つの課題をもつ機

関と位置づけられている（総合科学技術・イノベーション会議 ）。

合議体組織は、さらにその他の大学へも導入されることになっている。すなわち、本稿執筆時点

（ 年 月）で国会審議中の国立大学法人法の改正案では、大規模国立大学のなかから指定さ

れた「特定国立大学法人」は「運営方針会議」を設置することになっている。同会議は学長と 人

以上の委員で構成され、中期目標・計画や予算・決算に関する決定権や、学長に対する改善措置の

要求権をもつ。さらに学長選考基準などについて学長選考・監察会議に意見具申ができる。この運

営方針会議はゆくゆく、大規模国立大学以外の大学にも設置が認められるという（文教速報

）。

国立大学法人にはすでに経営協議会という合議体組織が存在する。ただ、経営協議会は権限が限

られ、単なる審議機能しかもたない。今後予定される合議体は、決定権限を与えられているから、

大学統治においてはるかに大きな役割を果たすことになる。

目下のところ、運営方針会議の権限や役割についての詳細は未定のようであり、したがってその

当否を論じるのは時期尚早である。ただ今の時点であっても、このような合議体経営が適切に機能

するのかについて、疑念はありうる。たとえば、企業人など学術界外の出身のメンバーは、大学経

営の実情に沿った適確な決定を下せるのか、学長ら経営陣との間で権限の線引きや責任分担がうま

くいくのかという点である。また、集合的な意思決定では、経営責任の所在が不明確になるのでは

ないか、あるいは最大公約数的な「無難な」決定に終始するのではないかなどの疑問もある。

さらに、今回の国立大学法人法の改正については、大学自治への介入、文部科学省の統制強化だ

として反対する声も上がっている（朝日新聞 毎日新聞 ）。国立大学協会も、国立大学

間の差別的扱いになることを危惧する声明を発表した（日本経済新聞 ）。

大学の統治機構にこうした合議体機関を置くことは、今日、多くの主要国で見られる。アメリカ

の大学での理事会はその好例だし（丸山 ）、イギリス、オーストリア、オランダ、スイスなど

ヨーロッパの大部分の国に類例の機関が見られる（

）。他国の事例から、こうした合議体の役割や有効性について示唆を得ること

は可能である。

ドイツの州立大学にも、大学評議会 という名称で同様の機関が置かれている 。本

稿は、合議体機関に関する研究の予備的な試みとして、ドイツの大学評議会の形姿および役割を紹

介する。

２２ 大大学学統統御御のの中中のの合合議議体体機機関関のの位位置置とと大大学学評評議議会会

大学が社会的分業のネットワークのなかでその使命を果たすようコントロールする仕組を、大学
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統御 という概念で捉える場合、大学評議会はその大きな要素の つをな

す。大学統御の国際比較でよく用いられるイコライザー論によれば、統御は国家規制、教授自治、

外部統制、経営管理的統制、競争という つの統御要素で構成されるが、大学評議会はそのうち、

外部統制に含まれる（ ） 。

旧来の大学統御では、とくに大陸ヨーロッパ諸国や日本においては、国家規制と教授自治の つ

の要素が顕著であった。すなわち、大学組織の管理運営は教育省による規制の下に置かれ、他方、

教育・研究の学術面では教授に広範な自治が認められていた。この統御のあり方は、いわゆるユニ

バーサル段階において次第に軋みが大きくなった。大学と外部社会との関わりが拡大・深化するな

かで、行政と教員のみが運営する体制で、はたして大学が社会的要請に適切に対応できるのかが問

われるようになったのである。

大学評議会は、大学経営に学外のステークホルダーの意思や要望を反映させることで、旧来の大

学統御の柱であった国家規制と教授自治を相対化するものである。「大学評議会の導入は、 的

な大学改革による最も顕著な変化の つ」だといわれるゆえんである（

）。

大学評議会の分析で焦点となるのは、第 に、評議会の任務である。社会的要請を反映させるう

えで、評議会はいかなる任務をもち、そしてそれを果たすうえでどんな権限が与えられているかが

重要である。権限を分析するにあたっては、とくに経営管理的要素（経営陣）や教授自治（参事

会）など、他のガバナンス要素との相対的強弱で把握することが要点となる。

第 に評議会のメンバーである。とくに注目されるのは、外部ステークホルダーの代表である学

外者の形姿や位置づけである。同様に、選任にあたっての基準や手順も重要である。これは評議会

の役割とも関連するし、また評議会の学内統治での位置づけにも関わる問題である。

ドイツでは、 年末以降、大学評議会の設置が進んだ。とくに 年の大学大綱法の改正

で、大学組織構造についての管轄が連邦から州に委譲されたのが大きな契機となった。これ以降、

各州で大学法の改正が相次ぎ、大多数の州で大学評議会の設置が義務づけられた。

以下、本稿の依拠する大学評議会に関する文献を紹介しておく。

まず、 らの研究グループは、 年にドイツ、オーストリア、スイスの大学の学長

と評議員中の労働組合代表に対してアンケート調査を行った。 大学から有意な回答が得られ

（内訳は、ドイツが 、オーストリアの大学が 、スイスが ）、その結果は

に発表されている。 も同じアンケート調査の結果にもとづくものであ

る。なお、この調査では、結果を国ごとに分けてまとめていないので、厳密にはドイツの大学の状

況のみを表しているとは言えない。

らは研究グループのメンバーを若干入れ替えて、 年にドイツの全大学の学長、事務

総長、部局長など役職者と、サンプルで抽出された教授に対して大規模なアンケート調査を行っ

た。これは、大学改革の種々のツールの実態、有効性などを問うた調査だが、大学評議会も調査

項目の中に含まれている。回答率は学長が ％、事務総長が ％、部局長が ％、教授が

％である。調査結果は、 に公表されている。

それ以外の研究として、大学評議会の構成のみに焦点をしぼったRöbken/Schütz がある。

これは、 年に 大学のウェブサイトを調査した結果をまとめたものである。最近では、

が 校の州立総合大学の合計 人の評議員の形姿をウェブサイトで調査している。

また、 ühter 2009は、各州の大学法における大学評議会についての規定を調査し、比較してい
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る。さらにドイツに関するものではないが、 は、オランダ、オーストリア、

イギリスでの事例を比較研究している。

なお、本稿では大学での実例は、主としてボーフム大学（ノルトライン・ヴェストファーレン

州）とハイデルベルク大学（バーデン・ヴュルテンベルク州）からとっている。両大学はともに大

規模総合大学だが、幾分対照的である。前者は 年に、当時の新規の教育理念にもとづいて設

立された。一方、後者はよく知られているように 世紀以来の長い伝統をもつ。また両者が所在

する州はそれぞれ、州内大学数が全国 位と 位であり、したがって両州の大学法はドイツの大学

のうちの相当数に適用されているわけである。

３３ 大大学学評評議議会会のの構構成成とと規規模模

最初に、ドイツの大学評議会の形姿を紹介しておこう。

大学評議会の規模は平均 人であり、調査対象の半数以上の大学で 人から 人と、比較的小規

模である（Röbken/Schütz ）。評議員のうち、女性は 割を越える（

）。たとえば、ノルトラインヴェストファーレン州の州大学法は ％を女性とするよう定める

が（ ）、こうした規定の効果が上がっているようである。

評議員の選任に当たるのは、だいたい大学と教育省である。その場合、大学側では参事会（日本

で言えば、国立大学法人化以前の評議会に相当）が関与するケースが多い（

）。たとえばハイデルベルク大学では、評議員選任のために特別の委員会

を設置するが、そこには参事会代表が 人加わっている（Universität Heidelberg 2019）。

選任の基準としては、経済界とのパイプ、学術への見識などが重視されるが、その一方で企業経

営的な能力はあまり問われない（ ）。評議員は名誉職で、したがって業務

に対する報酬はない。

大学評議会では、外部統制としてのその機能から、メンバーの中の学外者が焦点となる。評議員

中の学外・学内者の比率は大学ごとにさまざまである。一因は、州によって大学法中の規定が異な

るためである。もっとも、大多数の州では学外者に過半数を充てると定めている。なかには、学外

者のみから構成するよう定める州もある（ ）。

次に、学外者の出身領域を見るなら、学術界と経済界の出身者がかなりを占める。たとえば、

らの調査では、学術界と経済界がそれぞれ評議員中のほぼ 割を占め、これに諸利益団体

が ％、その他が ％で続くという構成である（図 参照）。

もっとも、より細かく見ると、大学種によって構成比には差がある。すなわち、総合大学では学

術界が ％、経済界が ％、諸利益団体が ％、その他が ％なのに対して、専門大学では学術

界が ％、経済界が ％、諸利益団体が ％、その他が ％となっている（

）。研究に比重を置く、より学術色の濃い総合大学と、実業的教育を旨とする専門大学の

性格の相違がここに表れている。
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図 大学評議員中の学外者の出身別構成 ％

回答者（大学評議員 人）の自己申告による

もっとも、 Röbkenらの調査では、大学全体としてもより学術色が強く出ている。すなわち、評

議員の出身領域は、学術界が ％、経済界が ％となっている（Röbken/Schütz

）。ついでながら、同調査によれば、評議員の ％が教授号をもち、 ％が博士号をもつ

（Röbken/Schütz ）。 の調査でも、学術界出身者の比率は同様に高い（

）。両者の調査年次が らよりも新しいことから、 はこれを一種の経年的傾向と見

る（ ）が、ここでは判断は控えておきたい。

大学評議会の会長は外部評議員の間から互選される。会長の出身領域は、評議員全体の場合と同

様、大学教員と経営者が多い（Röbken/Schütz ）。評議員の主たる職務は、大学評議

会の会合への出席である。会合の頻度は平均して年 回程度、時間は毎回 時間程度である

（ ）。

さて、形姿、職務実態等の点ではドイツの大学評議会とわが国の経営協議会にはそう大きな相違

はないと言ってよいだろう。たとえば経営協議会でも、過半数が学外者たることが国立大学法人法

で定められている。あえて言えば、経営協議会のほうが、経済界出身者の比重が多いような印象は

ある。

一方、経営陣との位置関係では、経営協議会は大学評議会と異なる面が多い。経営協議会は単な

る審議機関のためである。たとえば、経営協議会委員は学長が任命権をもち、それゆえ人選は経営

陣の手にある。運営においても、日本では経営陣と経営協議会の距離は近い。経営協議会は学長が

主催し、その議長は学長が務める。一方、ドイツの場合、両者は相対的に独立的である。ノルトラ

インヴェストファーレン州では、経営陣は大学評議会の会合に出席するが、しかしオブザーバー資

格しかもたない（ ）。

４４ 大大学学評評議議会会のの使使命命・・権権限限

大学経営において、大学評議会は外部統制を体現するものとして、経営陣（経営管理的統制）と

参事会（教授自治）と一種のチェックアンドバランスの関係にある。大学評議会がもつ権限の多く

は、旧来の大学統御の体制では教育省（国家規制）と参事会が保有していたもので、改革によりそ

れが大学評議会に委譲されたのである。

大学評議会の目的として、たとえば らは、規制緩和で教育省から委譲された権限を引受

け、大学の自律性向上に資すること、社会的要請への大学の感度を高めること、経済界等との関係

を緊密化すること、大学の経営陣を監督し、民間的手法を提供することなどを挙げている（
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）。

らの整理では、大学評議会に期待された使命は、経営陣への監督、外部社会の要請の学

内への伝達、民間的経営手法による大学経営の専門化、経済界などとの関係緊密化である

（ ）。

具体例で見ると、ノルトラインヴェストファーレン州の州大学法は、大学評議会の任務として、

学長室への助言と学長室の業務執行への監督の つを挙げている（

）。これを受けて、ボーフム大学でも経営陣による業務執行を監督すること、経営陣の意思決

定を経済社会からの見識でもって支援することを大学評議会の任務として定めている

（ uhruniversität Bochum n.d.）。

バーデン・ヴュルテンベルク州の大学法もほぼ同じである。評議会の任務を、大学の戦略面での

決定に責任をもち、将来構想計画を決定し、大学の活動の改善に種々の提言をすることと、学長室

の業務執行を監督すると定めている（ Württemberg 2020）。この文言を、ハイデルベル

ク大学はほぼそのまま自学の大学評議会規定に採用している（ niversität Heidelberg n.d.）。

以上の例からすると、大学評議会に課せられた任務はさしあたり、第 に経営陣に対する助言・

支援、第 に経営陣に対する監督と集約できよう。

具体的な権限は、ボーフム大学の場合、次のとおりである（ uhruniversität Bochum n.d.）。

・ 経営陣の選出に参画する。

・ 予算案や業績協定案を承認する。

・ 大学の将来構想計画、決算報告、評価報告、教育研究の種々の事項について意見具申を行

う。

ハイデルベルク大学は、自学として独自に権限を定めはせず、州大学法の規定をそのまま用いて

いる。州大学法の規定は以下のとおりである（ Württemberg 2020） 。

・ 参事会と共同で、学長室の専任メンバーを選任する。

・ 構造・将来構想計画ならびに施設構想の計画について議決する。

・ 予算案あるいは財政計画について議決する。

・ 大学協約と業績協定の締結について同意する。

・ 企業の起業と企業への参加について同意する。

・ 学長室の提案にもとづいて研究・教育のための資金の配分とその適正な執行の原則につい

て議決する。

・ 年度の決算を確定する。

・ 大学間協力について同意する。

・ 学位プログラムの新設・改変・廃止について意見具申を行う。

・ 基本規則の制定・改正について意見具申を行う。

・ 参事会との共同会合において、学長の年次報告書について検討し、大学評議会の業務遂行

について報告する。

・ 共同参画計画の中間報告書について検討する。

５５ 大大学学評評議議会会のの使使命命・・権権限限ををめめぐぐるる問問題題点点

大学評議会の権限をめぐる問題について、以下補足する。

第 に、わが国でも関心の高い、学長等の選出についてである。これに関する大学評議会の権限
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は、厳密には州によってかなり異なる。 州のうち、 州では評議会に決定権を与えており、 州

では主導的な参画（選出過程の監督、候補推薦など）を認めている。なお、残る 州では選出にま

ったく関与しない（ ）。但し、大学評議会が決定権をもつ場合でも、参事

会が追認などを通じて関与することが多い（ ）。

たとえば、フランクフルト大学の学長では、大学評議会が選考委員会を設置する。これには参事

会からも代表が加わる。選考委員会が候補者を粗選りしたうえで、大学評議会が最終的な候補者リ

ストを決定する。これを拡大参事会にかけて票決する（ ）。

学長以外の経営陣の選任に参画するのも、大学評議会の重要な任務・権限である。とくに、事

務部門の最高責任者である事務総長 は、学長と並んで経営陣内の専任職であり、大学

経営を左右する重要なポストである。今日は、学外公募を通じて選任されることが多く、そこで大

学評議会の役割は大きい。

以上のように、大学評議会は経営陣の選任においては大きな役割を果たしている。そのため、た

とえば学長人事が往々にして、大学評議会と学内多数派との衝突に発展することがある（

）。

第 に、助言と監督という使命についてである。ドイツでは上記のように、この つを並列する

か、あるいは助言に重きを置いているように見える（ ）。しかし、大学評議会導入

の本来の意味が、「外部の目」によって大学統御を改善する点にあるのなら、監督的機能が評議会

の主要任務と見るべきである。

経営に「外部の目」を取り込むという点では、大学評議会は企業における社外取締役と共通する

面がある。社外取締役には、助言を旨とするアドバイザリー・モデルと監督を旨とするモニタリン

グ・モデルの つの理解があるが、後者が本来の社外取締役の役割だとされる（樋口 ）。

どちらの機能を重視するかで評議会のあり方は変わる。たとえば評議員の人選において、助言機

能を重視するなら、大学の活動について経験や見識をもつ人材が必要である。一方、監督に最重要

なのは経営陣からの独立性である（樋口 ）。また、学内情報の入手権限も重要である。正

確な情報の入手は、助言の場合にも必要だが、ことに監督には不可欠である。場合によっては、経

営陣が進んで開示しようとしない情報にもアクセスできなければならない。

このあたりは、ドイツの大学評議会ではあまり明確に意識されていないようである。助言に重き

を置くのなら、大学の実情に不案内な経済界出身者を多数擁するのはあまり意味がない。また、助

言や意見具申を容易にするには、評議員は学長らと円滑な人間関係にあるほうが望ましい。その場

合、逆に独立性はさほど問われないから、教育省や参事会による人選チェックはそう必要ではない

はずである。

権限についても、たとえばノルトラインヴェストファーレン州の大学法では、大学評議会は学内

のあらゆる文書を閲覧する権利をもち、学長室は大学評議会からの要求があれば、どのような情報

であれ提供を拒否できないと定めている（ ）。これは助言を重視す

るのなら、さほど重要ではない。

使命をめぐる曖昧さについては、背景にはどうやら、両者間の比重が次第に移り変わったという

事情があるらしい。高等教育政策に大きな役割を果たす政府の「学術評議会」

は、大学評議会は本来、企業における監査役会と同様の役割をもつものとして構想されたが、今日

では助言や学外とのネットワーク構築に傾いていると指摘している（ ）。会

合の頻度、評議員の職務従事の度合という評議会の実態からして、実効的な監督の行使は現実には
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難しいと考えられるが、それが理由かと考えられる。

ちなみにわが国の場合、助言と監督とは、経営協議会と学長選考・監察会議の間で分担されてい

る。もっとも、後者の監督権限は強くない。学長に対して業務執行に関する説明を求める権限はあ

るものの、それは問題発生時に限られる。また、単なる報告要請を越える監督については、規定は

ない。また、同会議の委員は、学長が指名する経営協議会や教育研究評議会から選出されるから、

経営陣からの独立性も弱い。

第 に、意思決定における経営陣との分担である。わが国では合議体組織について、これに意思

決定上、学長等とは異なる役割を与える考え方が有力である。すなわち、経営陣が経常的な業務執

行を担当するのに対し、合議体は長期的・戦略的な意思決定を行うという分担関係に立つべきだと

いう考えである。さて、ドイツの大学ではどうだろうか。大学評議会の制度が始まった当初は、監

査役的機関として、そうした期待はあったものと思われるが、今日の現実ではこれはかなり疑問の

ように思われる。

たしかに、大学評議会がより戦略的な経営局面に関わっているのはたしかである。「学長会議」

は大学評議会に関する提言のなかで、評議会が戦略的使命をもつべきことを強調している

（ ）。上に紹介したバーデン・・ヴュルテンベルク州の大学法で

の大学評議会の権限規定にも、構造・将来構想計画、施設構想、財政計画などが対象として挙がっ

ている。実際、諸州の大学法の規定を見ても、大学の将来構想への評議会の関与について 州は

決定、 州は監督もしくは提案の権限を定めており、不関与という州は皆無である（

）。

しかし、ここで問題は「決定」の中味である。立案・策定を主導したうえでの実質的な決定なの

か、それとも他所で作られた計画案に形式的に署名を据えるだけの決定なのかという点である。こ

れは大学評議会の有効性にも関わる問題であり、詳しくは次節で検討する。しかし、上でも紹介し

た大学評議会の業務の実態を考えるだけでも、実質的な意味での決定だとは考えにくい。

６６ 大大学学評評議議会会のの有有効効性性

大学評議会は大学経営にどの程度の役割を果たしているのか。 らは、個々の目標での評

議会の任務達成度について調査している（表 ）。これは当の評議員の自己認識を問うたものな

ので、数字が「お手盛り」的になっている懸念はある。それでも、大学評議会の有効性を目標分野

間で相対的に見るうえでは材料にはなる。

この表から窺えるところをまとめるなら、評議員はそれぞれがもつ見識を提供し、とくにそれに

よって戦略的目標の改善、経営陣の意思決定の支援を行っている。他方、大学が学外の関係各方面

とのネットワーク構築を進めるうえでは、評議員は大きな役割を果たしていない。同じような理由

から、外部資金獲得での援護も乏しい。大学の経常的活動への監督もさほど行われていないが、も

っとも、評議会はもともと教育・研究活動への関与が乏しいから不思議ではない。

総じて言えば、大学評議会の実際の活動は主として、前節の整理に見たとおり、経営助言の方面

にあると見てよいだろう。そして、この面において評議会は十分な貢献をしていると、評議員たち

は認識している。
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表 大学評議会の有効性についての大学評議員の自己評価 ％

目標

実現度 ％

大いに実現

した

わりあいに

実現した

さほど実現

しなかった

全然実現

しなかった

外部の見識の援用

大学の対外イメージの向上

外部資金をめぐる競争での援護

大学の改革能力の強化

他の社会団体との連携

釣り合いのとれた意思決定

決定実施での実効的な監督

戦略目標の開発での改善

個々の目標分野での貢献とは別に、大学評議会が総体として大学経営にどのような寄与があるの

だろうか。とくに、助言であれ監督であれ、大学評議会との接点が最も多い経営陣はどう見ている

のか。

結論から言うと、大学評議会の影響力を疑問視する向きが多い。 年にある財団が大学経営

陣に対して大学統御に関するアンケートを行った。それによれば、経営陣の大学評議会への評価は

かなり辛いものがある。すなわち、アンケートで大学の戦略策定に主導的に参画した部署を問われ

て、経営陣自らを挙げる回答が ％、参事会が ％、部局長が ％なのに対して、大学評議会と

答える回答は ％であった（複数回答）（ ）。

大学評議会の現在に対する評価が低いだけでなく、将来への期待も小さい。同じ調査で、今後、

大学の戦略的能力を強化するうえでどの部署を増強すべきだと考えるかと問われて、経営陣自らと

いう回答が ％、部局長が ％、学外者による諮問的部署が ％なのに対して、大学評議会を挙

げるのはわずか ％にとどまっている（複数回答）（ ）。なお、こうした大

学評議会への否定的な見方は、他の研究者の間でも見られる（ ）。

なぜ評価が低いのか。その理由は、経営陣に対する によるインタビュー調査から窺え

る。それによれば、外部評議員が高等教育についての見識を欠くことが大きい理由である。そのた

め、評議会での議論は内容的に深まらない。結果的には、経営陣の提出した議案を追認するだけに

終わることが多い。州大学法は評議会に広範な権限を規定していても、実際には行使されずに終わ

っている（ ）。ある学長は、評議会との

会合は「時間の無駄」と切って捨てるくらいである（ ）。

見識が不十分なだけではなく、外部評議員には学内情報を入手するパイプが細い。 らは

この点を調査するため、評議員に対し、彼らが大学側のだれと「しばしば接触がある」および

「折々接触がある」かを訊ねた。回答者の ％が「学長」と答え、次いで「事務総長」を挙げた

のが ％である。一方、「学部長」は ％、「参事会」は ％、「教員」は ％にとどまる

（ ）。学内情報を入手するための固有の仕組（たとえば評議会専用の事務

局のような組織）があるかどうかについては、肯定回答は ％にすぎない。残りは「存在しな

い」（ ％）か「学長室が担当する」（ ％）である（ ）。
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つまり、評議員は学内事情に関する情報源を経営陣に大きく依存している。あえて言えば、彼ら

はほとんど経営陣を介して学内につながっていると言ってもよい。当然のことながら、経営陣から

評議員へ提供される情報には何らかのバイアスがかかっていることは想像される。

興味深いのは、このような大学評議会のあり方に学長たちは必ずしも不満をもっていないことで

ある。もし、評議員らが経営への監督に本腰を入れれば、経営陣には厄介なことが増える。現状で

あれば、評議会は事実上、経営陣の決定を追認してくれ、制約にならない（

）。むしろ、この現状は理想的ですらある。学長らは自らの決定を参事会や学内一般に対して提

示する際に、大学評議会の権威を借りられるからである。

この知見は皮肉である。大学評議会は元来、大学経営へのチェック機能を果たすものとして構想

された。しかし現実には、かえって経営陣の発言力を高める存在になっているからである（

）。

７７ おおわわりりにに

ドイツの大学評議会の事例から見るに、合議体機関が大学経営で有意味な役割を果たすのは必ず

しも容易でない。「外部の目」を入れることが合議体機関の存在意義だが、それを入れれば入れる

ほど、本来の使命たる監督機能を発揮するのが難しくなる。

このことは大学経営ではいっそうである。学術活動は計数的な把握が難しく、経営の良否を示す

バロメーターのようなものはない。社外取締役の場合なら、業種は異なっても、財務諸表を見れば

経営者としての勘が働くとのことだが、大学ではそのような手立てがない。加えて、大学は良きに

つけ悪しきにつけ、固有の制度と慣行をもつ世界である。外部の人間には理解しがたい面が多々あ

る。

わが国の目下の議論では、設置予定の合議体が大学への統制強化になるのではないかとの懸念が

強い。しかし、合議体がはたして統制強化になるほどの実効的な影響力をもちうるかがそもそも疑

問である。むしろ危惧されるのは、意思決定のコストを不必要に増やし、あるいは経営責任を曖昧

化させる可能性である。

合議体を考えるうえで鍵となるのは情報である。外部メンバーには、学内事情についての情報が

決定的に少ない。これでは、適確な意思決定はもちろん、実効ある監督や有意味な助言すらも難し

い。社外取締役の場合も、「正確で客観的な情報を や取締役会以外のルートで集める」ことが

重要だと指摘されている（経済産業省 ）。

上で見たように、ドイツの一部の大学では大学評議会に専用の事務局を設けているところがあ

る。ドイツの大学は恒常的な予算不足に悩まされているから（竹中 ）、評議会のためにどれほ

どの事務組織を設けているのかは些か疑問に思われるが、一つの方策ではあろう。いずれにせよ、

外部メンバーにとっての「情報格差」をいかに克服するかが決定的に重要である。

＜＜参参考考文文献献＞＞
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＜＜注注＞＞

 
実際には、名称は州や大学によって異なっており、「大学評議会」Universitätsrat、「評議会」 、

「財団評議会」 、「監査役会」 などと称するところもある。本稿では便宜的に「大

学評議会」で統一する。

イコライザー論の詳細については、川口 竹中 参照。

但し、一部の大学のみに該当する特殊な権限は省く。
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第第 章章 国国立立大大学学法法人人のの財財務務情情報報のの分分析析方方法法のの検検討討

－－分分析析シシスステテムム開開発発ののたためめのの のの開開発発とと改改良良－－

 
井田正明（大学改革支援・学位授与機構 研究開発部 教授） 

１１  ははじじめめにに
近年、高等教育の質保証では、大量の教育研究データの分析においてさまざまな情報技術による

取り組みがなされており、分析手法および分析システムの開発についての知識と実務経験の取得が

必要となっている。とくに基本となる大学等の組織情報の効果的な収集と分析可視化およびそのた

めのシステム開発方法は重要な課題である。またそのような組織情報の質管理も重要な課題となっ

ている。

これまでに、大学等の組織情報として、国立大学法人の財務情報を中心として分析方法の検討を

行ってきた。また、これに教育研究関連の基礎情報を合わせて、クラスタリングや次元削減法等の

データサイエンスの分析手法により、大学集合や指標の特徴を分析する方法を検討してきた。さら

に、インタラクティブ性と可視化法を伴う ツールによる分析システムのプロトタイプを開発して

きた 。その際に利用したデータは、「国立大学法人の財務」 および「大学基本情報」

である。また、「国立大学法人の財務等」 および「大学ポートレート」 のデータも参照

している。これらの研究開発の経緯を簡単にまとめると以下のようになる。

参考文献 においては、関連する様々なデータ分析の手法を検討した。すなわち、ク

ロス集計とフィルタリングにより様々な分析観点を繰り返し変更しながら対話的に分析および可視

化を行う方法、大学集合や財務指標集合に対して階層型クラスタリングとその樹形図により近接性

を検討する方法、相関・偏相関行列とクラスタリングによる相関性の検討とそのネットワークグラ

フによる相関性の可視化の方法、主成分分析等の次元削減法により大学集合や指標集合の関係性を

可視化する方法、次元削減についての時系列変化のアニメーションと色変化による大学群やクラス

タの変化を可視化する方法等の検討を行った。

参考文献 においては、これらの検討を発展させ、高等教育機関に関連するデータや

分析可視化、指標選択をシステム実装化するためのプロトタイプ開発について検討した。すなわち、

統計の基礎的分析方法を備えた ツールの開発、サーバ上での財務指標分析および相関性・次元削

減・クラスタリング等のデータサイエンス手法を備えた分析システムの開発、さらに指標選択のた

めの対話型可視化法の開発の検討を行った。これまでの検討の中で、状況に応じた適切なデータ分

析手法の選択の重要性とともに、対話型可視化システムの必要性を認識した。

参考文献 においては、これまでの検討と開発を進展させ、分析方法の考察を深める

とともに 、評価・意思決定のための対話型可視化機能を有する支援システムのプロトタイプ開発

について検討した。とくに、データ理解と利活用のためのインタラクションを伴うサーバ上での支

援システムのプロトタイプ開発として新指標生成機能を有するシステムの開発を行った 。また、

財務情報と基礎的教育情報として大学基本情報との融合を検討した。今後は財務のみならず高等教

育機関の教育研究に関する各種情報を含めた総合的な分析方法の開発を進めていく必要があるため、

さらに取り扱う指標の種類やデータ数は増大すると考えられ、そのため大規模データに対してもよ

り迅速に応答し、ユーザフレンドリーである支援システムの開発を目指す必要がある。

本年度（ 年度）は、これまで検討したシステムの高度化を図るため、高速・高性能なサーバ
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へのシステム移築を行った。また、サーバのセキュリティ対策を強めプロトタイプとして実用を想

定したシステム整備を行い分析可視化システムのレベルアップを図った。また、これらのシステム

開発に加え、 を利用した小規模で利便性の高い簡易分析ツールの構築も進めた。

さらなるデータ分析システムの開発を促進するために、 （

）についても開発に取り組んできた。

本稿では、これまで継続開発してきたプロトタイプシステムの現状として、とくに、高等教育機

関に関する の開発の現状について述べる。

 
２２  ににつついいてて

一般に、様々なデータ分析システムの開発を行うためには、データを収集し、さまざまなデータ

活用において使いやすく管理しやすくするためのデータ整備が必要となってくる。また、長期にわ

たるデータの追加更新とデータの信頼性の保守管理も必要となってくる。これら課題に対する対策

が簡便に行えれば、データベースの作成や管理の専門家ではないデータベース利用者（とくに、社

会科学分野の分析者）が、さまざまなデータサイエンス手法を活用してデータ分析やデータ解釈を

行う部分に十分に注力できるようになる。

このような課題に対処する方法のひとつとして、 機能を利用して必要なデータを取得す

る方法がある。 は、インターネットを介してコンピュータの処理を行うための機能とその

形式の取り決めである。これは、一種の分散リモートデータベースとみなすことができる。この機

能により、 システムに登録されたユーザは、インターネット経由で外部データベースにア

クセスできるようになる。

の利点としては、大規模なデータベースから必要なときに必要な部分だけをクエリ（検

索）で取得することができる。また、更新される可能性のあるデータを標準化された最新の状態で

取得することができる。その他の利点として、政府の公式統計データベース など や

位置情報 サービスなど、他の外部 によって提供される他の複数の外部データベース

と組み合わせて、より有用で価値のあるデータ分析を行えることである。

システムの利用の手順は以下となる。

１  機能を利用するためのユーザ情報の登録と キーの取得

２  様々な入力パラメータ（年度、大学名、専門分野名等）の組み合わせによる クエリ

の作成。クエリの サーバへの送信

３  エンドポイントサーバーからネットワーク上の通信セキュリティを確保しつつ、

または 形式のデータを取得

４  他の複数のデータソース（ローカルなデータや他の から取得したデータ）と組み合

わせてデータ分析および可視化を実行（図 ）
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図 の活用

 
３３  高高等等教教育育関関連連のの 開開発発のの現現状状

以下では、これまで継続開発している分析システム（プロトタイプシステム）での利用のための、

の開発の現状について述べる。とくに、分析システム開発をさらに加速させるために必要

となる「大学財務情報 」を中心に述べる。また、「大学基本情報 」の改良について

も述べる。さらに、今後の大学情報分析システムにおいて必要になると思われる文書情報など非数

値情報に関する についても述べる。

大大学学財財務務情情報報 のの開開発発

これまで大学の活動を財務面から理解するために、日本の国立大学の大学財務データのデータ分

析ツールを開発してきた。通常、分析のためのデータは、分析用のサーバや分析者各自のパソコン

など分析環境に置かれる。すなわち、分析のための入力データは、サーバ内のデータベースや、エ

クセル、 形式などのファイルとなる。しかしながら、データの柔軟な活用を行うためは、前節で

述べたような による分析データの利用が効果的である。

これまでにも大学財務情報に関する のプロトタイプを検討してきており、「国立大学法人

の財務」における財務指標の一部を として開発してきた 。指標としては大学財務指標

として確立されている数十の財務指標である。

本年度は、「国立立大学法人の財務」における財務諸表に関する の開発を試みた。具体的

には次の 種類（ 、 、 、 、 、 ）の であり、ある程度の長期間（ 年間また

は 年間）のデータを対象としている。

 ：貸借対照表（資産の部） 年～ 年

 ：貸借対照表（負債の部） 年～ 年

 ：損益計算書 年～ 年

 ：キャッシュ・フロー計算書 年～ 年

 ：業務実施コスト計算書 年～ 年

 ：利益の処分に関する書類 年～ 年

これらの のパラメータは、少数に絞り以下としている。

 ： 利用のためのキー（必須、 数桁の英数字）
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 ：最大の出力データ数（通信容量を考慮して指定）

 ：出力するデータの開始年（西暦）の指定

 ：出力するデータの終了年（西暦）の指定

 ：出力する大学等の指定（学校調査番号。今後は学校コードが考えられるが現状では旧

来の番号を使用）

 ：出力する大学等の指定（大学名による指定）

たとえば、次のようなパラメータ指定となる（他の は の部分を 等に変更する）。

（例）

これに対する出力（の一部）は図 となる（基本として 形式）。この例は、ある大学（学校

調査番号 ）の 年から 年までの （貸借対照表の資産）についての出力である。出

力は、年度や組織名と財務諸表の勘定項目のみであり、エラーメッセージ等の情報は加えていない

（システム検討のプロトタイプとして、分析システム構築に必要な最低限の要素のみ）。構造として

は、図中の「固定資産」以降は、貸借対照表の勘定科目の階層を一段にまとめたシンプルなものに

している（他の財務諸表も同様）。

 

 
図 の出力の例

 
このような形式の を上述の 種類の財務諸表について作成した。また、次節で説明する

ように、大学基本情報についてもほぼ同様の方針と形式で を作成している。下の図

は、作成した 種類の の出力例である。
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OC                                      SS 
図 財務諸表に関する の出力例

 
の利点としては、分析システムのデータベース部分以外が開発されていれば、データ部

分として を利用すれば、ダッシュボードをはじめとするさまざまな アプリケーションを

それほど負担なく作成できる。シンプルなデータ分析ツールを作成が可能である。また、 の

データを のデータフレームに読み込むことで、市販の ツールを使わなくても専用の

分析ツールを容易に開発することも可能である。

さらに、前節で述べたように、 のより高度な手法として、複数の （たとえば、大

学基本情報 と大学財務情報 を組み合わせ）を組み合わせたシステムを、データベ

ースの部分の開発にそれほど注力することなく、分析システムを開発することが可能となる。これ

により前節で述べた指標生成機能の改良も容易となる。本年度はこのシステムに のデータ

の一部を利用できるよう改良した。

図 は指標生成システムの新しい比率 （指標）の分子と分母の設定パネルであるが、たとえ

ば、「教育費」 「学生数」といった分子と分母のデータを取得することが必要となる。これらそれ

ぞれのデータを、ローカルなデータベースから抽出して利用するのではなく、財務諸表の

や次節で述べる大学基本情報 からとすることで、データ取得やデータ管理がより容易にな

る。
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図 異なる種類のデータを組み合わせる例（「教育経費」 「学生数」）

 
大大学学基基本本情情報報 のの開開発発

これまでに日本の高等教育機関の教育と財政に関する組織データを調査してきた。日本の高等教

育機関の学生数や教職員数などのデータは、総務省統計局の データベースシステム

（ ）およびその を利用することで長期データを得ることができ

る。ただし が提供するデータは集計データであるため、個別の大学・学部ごとの詳細なデ

ータは取得できない。

一方、大学改革支援・学位授与機構の サイトでは、日本の国公立大学の組織の基礎データを

公開している 。大学レベル、学部レベル、また部分的には学科レベルの詳細なデータ（シート

シート ）で構成される大学基本情報を公開している（図 ）。これらのデータは 形式で

提供されている。データセットの内容は、たとえば、学生教職員（シート ）、学部学科別学生数（シ

ート ）、大学院生数（シート ）、外国人留学生（シート ）、施設（シート ）、卒業生や就職先

分野（シート ）等で構成されている。

 

 
図 大学基本情報のリスト

 
これらのデータの 化について機構の研究開発部において検討を進めてきた 。そ

の後、 年より「大学ポートレート 機能」の提供が始められた。これにより、高等教育

機関の分析可視化システムの開発が促進するものと思われる。しかしながら、現状では、 年度分

（ 、 、 ）のみのデータ提供となっている。
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そこで、本年度はこれら の拡張と改良、そして利用方法の検討のため、とくに前節まで

に述べた財務情報との融合を図るために有用な（大学単位の）大学基本情報の 化を行った。

財務情報との融合を優先するため、大学単位の最も基本的な情報の 年以上（現状では 年間）

のデータとして、次の３つの を作成した。

 ：学生数（ 号票 カード） 年度～ 年度

 ：教員数（ 号票 カード） 年度～ 年度

 ：職員数（ 号票 カード） 年度～ 年度

これらの のパラメータは、基本的に財務情報 に合わせて少数に限定している。

 ： 利用のためのキー（ 桁の英数字）

 ：最大の出力データ数

 ：出力データの開始年（西暦）

 ：出力データの終了年（西暦）

 ：学校調査番号（今後は学校コードが考えられるが現状では旧来の番号を使用）

 ：大学名

これに加えて、個別カードで次のパラメータを追加している。

 ：昼夜別

 ：教員の所属や合計数

 ：本務と兼務の別

たとえば、次のようなパラメータ指定となる（他の は の部分が変更となる）。

（例）

出力（の一部）は図 となる（基本として 形式）。これらは、元となる大学基本情報の表

形式のデータの全ての項目について階層を一段（フラット）にまとめたシンプルなものとしている。

このような からデータ取得が可能になると、たとえば、図 （上）は によって、

また図 （上）は によって、容易に時系列データに関する分析が可能とな

る。この図は７ を利用してある大学の職員数の時系列変化を表している。

現状では大学単位の７号票に加えて、さらに、学部学科別学生数である 号票についても

の作成を進めている。

207



 
 

 
７A(学生数) ７B（教員数） ７C（職員数） 

図 基本情報に関する の出力例

 

 Python  

Power BI 
図 時系列データ（ 年間）の表示例（ある大規模大学の職員数（本務者））
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大大学学文文書書情情報報 ににつついいててのの考考察察

大学の財務データや基礎データに加え、学部・学科の一覧など大学の組織情報や入学案内等のテ

キスト情報、また アドレス（ ）の情報等の数値以外のさまざまな情報も分析対象として重要

であり、そのための大学文書情報を提供する が必要と考えられる。その他、大学・学部の

特色や教育研究上の目的と３つの方針（アドミッション・ポリシー等）の情報の取得が容易になる

ことが望まれる。

本年度は実験システムとして、大学ポートレート（国内版、国際発信版）に記載の文書情報に関

する の検討を行った。プロトタイプとしては図 が出力例である。この のパラメ

ータは大学 および学部 である。この図は、ある大規模大学の工学部の ポリシーを表示した

ものである。

このように大学組織の数値データとともに、文書情報を加えた各種 を開発することで、

より高度な分析システムの構築が可能になると考えられ、今後もこのような の検討を継続

して行っていく。

 

 

図 の指定による文書情報の抽出の例

 
４４  おおわわりりにに
本稿においては，大学情報の分析可視化ツールの開発のための のプロトタイプ開発の現

状について述べた。今後もデータ分析の支援システムの高度化とともに、高等教育機関の財務およ

び教育研究に関する情報をも含めた総合的な分析へと進めていく必要があるため，さらに取り扱う

指標の種類やデータ数は増大すると考えられる。そのため大規模データの整備のための の

開発と改良は重要と考えられ、継続的にシステム開発を行う予定である。また、大学の財務などの

とその他のさまざまな （オープンデータ ）を組み合わせたデータ分析システム

の高度化の検討とシステム開発も進める予定である。
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第第 章章 箱箱ひひげげ図図ととババイイオオリリンンププロロッットトをを用用いいたた教教育育活活動動ののモモニニタタリリンンググ

 
市村賢士郎（大学改革支援・学位授与機構 研究開発部 准教授） 

 
１１ ははじじめめにに

日本の大学においても，教学 が浸透し，各大学で教学データに関する分析やシステム開発が行

われている。その成果は大学の意思決定支援や内部質保証等に活用されている。加えて，方法論や

実践事例について，研究発表や論文投稿を通した情報の共有や理論化の動きも盛んになっている（松

田・渡辺， 山田， ）。多くの場合は，各機関が内部のデータを収集・分析して，その成果

を活用・発信している。一方で，公表されたデータを用いて他大学をベンチマークにして，自大学

の課題を分析する方法も見られる 姉川， 。

本稿では，機構が保有する国立大学法人評価のデータを活用した，ベンチマークによる分析を試

行した。具体的には，箱ひげ図とバイオリンプロットを用いて，各大学の教育関連指標の分布を視

覚化し，様々な層別の比較を行う方法の有効性について検討した。これにより，教育活動に関する

状況のモニタリングや，各大学の強みや弱みとなる特徴についての分析・考察の例を示すことを目

的とした。

２２ 方方法法

使使用用デデーータタ

国立大学法人評価における第３期中期目標期間 年目終了時現況調査表データ（ 年－

年）を用いた。このうち，表 に示した教育関連指標について分析を行うこととした。また，

分析対象は学部のデータとし，大学院等のデータは除外した。なお，本データは学部別ではなく，

学系別で分類されているため，分析にあたっても学系の分類をそのまま採用した。

箱箱ひひげげ図図ととババイイオオリリンンププロロッットト

上記の教育関連指標については，多くの指標が正規分布しておらず，外れ値とみなせるデータが

多いという特徴がある。そのため，平均値の比較や相関係数の算出といった分析には適さない。ま

表 使用した教育活動指標

指標 指標の計算方法

入学定員充足率 入学者数/入学定員

受験者倍率 受験者数/募集人員

女性学生の割合 女性学生数/学生数

正規課程学生に対する科目等履修生等の比率 科目等履修生等数/全学生数

海外派遣率 海外派遣学生数/全学生数

留学生の割合 留学生数/全学生数

社会人学生の割合 社会人学生数/全学生数

専任教員あたり学生数 学生数/専任教員数

専任教員に占める女性教員の割合 女性専任教員数/専任教員数

卒業修了者数に対する資格取得率（教員免許） 合格者数/卒業・修了者数

休学率 休学者数/学生数

卒業修了者に占める就職者の割合 就職者数/卒業・修了者数

卒業修了者のうち標準修業年限内卒業修了率 標準修業年限内での卒業・修了者数/卒業・修了者数

卒業修了者のうち標準修業年限×1.5年以内での卒業修了率 標準修業年限×1.5年以内での卒業・修了者数/卒業・修了者数

留年率 留年者数/学生数

退学率 退学者・除籍者数/学生数

進学率 進学者数/卒業・修了者数

211



 
 

た，説明変数と目的変数に明確な分類ができるような指標ではないため，因果関係を想定した分析

も困難である。

そこで本稿では，図 のように，箱ひげ図にバイオリンプロットを重ねたものを図示すること

とした。これにより，各指標の分布を視覚化することが可能である。また，各大学がこの分布のど

こに位置するかを確認したり，学系別や年度別といった層別の分布や位置を比較したりすることで，

それぞれの大学の教育活動の状況や，強みや弱みなどの特徴を把握することが期待できる。

箱ひげ図とは，中に横線が一本引かれた箱の上下に，ひげのような縦線が付いたグラフである。

箱の つの横線はそれぞれ，下位 に当たる第 四分位数， に当たる第 四分位数（中央値），

に当たる第 四分位数を示している。また， つのひげの先端はそれぞれ，最小値と最大値を示

している。バイオリンプロットは，カーネル密度推定という手法によって，標本のヒストグラムを

滑らかにしたものを左右対称に示したグラフである。データの分布を直観的に把握しやすいという

特徴がある。箱ひげ図とバイオリンプロットを組み合わせることで，各大学が全体の何％くらいの

値を示しているのか，全体の分布のボリュームゾーンに位置しているのかどうかといった特徴を視

覚的に把握することができる。

分分析析のの概概要要

箱ひげ図とバイオリンプロットを用いた分析として，層別分析やベンチマークによる分析が考え

られる。本稿ではその一例として，以下の つ比較を行うこととした。

第一に，指標別の比較である。指標ごとの分布を比較することで，各指標の値をどのように読み

取ればよいのか，各指標がどのような分析に適しているのかについて考察を行った。第二に，学系

別の比較である。総合大学における各学部の特徴について，指標の値だけではなく，全大学の分布

における位置づけも考慮した考察を行った。第三に，特定の大学同士の比較である。単科大学の特

図 箱ひげ図とバイオリンプロット
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徴について，ベンチマークとなりうる他の単科大学の値との比較と，全大学の分布における位置づ

けの両方を踏まえて考察を行った。第四に，年度別の比較である。特定の指標の経年変化について，

値の変化だけでなく，全大学の分布における位置づけの変化も踏まえた考察を行った。

３３ 結結果果とと考考察察

以下では，試行的に行った分析と考察を例として示す。箱ひげ図とバイオリンプロットの作成に

は 清水 を用いた。

指指標標別別のの比比較較

図 は，入学定員充足率，女性学生の割合，留学生の割合，標準修業年限内卒業率，進学率

のそれぞれの指標について，全大学全学系の分布を箱ひげ図とバイオリンプロットで示したもので

ある。ここから，各指標がどのような分析に適しているのかを考察することができる。例えば，入

学定員充足率や標準修業年限内卒業率は，外れ値を除くと正規分布に近い分布を示している。こう

した指標については，順位や平均値からの差を確認することが，各大学の特徴を把握する上で有効

になると考えられる。一方で，留学生の割合や退学率は，ほぼすべてのデータが に付近に偏った

分布を示している。したがって，これらの指標については，順位や平均値はほとんど意味を持た

ず， から離れた値を示すこと自体が，その大学の特徴となりうる。さらに，女性学生の割合はボ

リュームゾーンが二つあり二極化の傾向を持つ分布である。また，進学率は低いところにピークが

ある一方で，上位 程度まではほぼ一様に分布している。こうした指標については，各大学がど

のゾーンに入るかによって群分けして，ほかの変数との関連を調べることなどに活用できるだろ

う。

学学系系別別のの比比較較

図 は，標準修業年限内卒業率について，学系別の箱ひげ図とバイオリンプロットを作成し，

総合大学 の一部の学部における値を赤い丸印で示したものである。ここから，総合大学 の各学

部の特徴を，全大学の中での相対的な位置を考慮して考察することができる。例えば，標準修業年

限内卒業率の値だけで比べると，各学部で大きな差は見られない。一方で，図をもとに全大学の分

布も考慮すると，理学部，薬学部，法学部，工学部については全国の同じ学系の中で上位 よりも

図 指標別の箱ひげ図とバイオリンプロット
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上に位置であるのに対し，教育学部や文学部は中央値を下回る位置であるという違いが読み取れる。

ただし，中央値を下回っている学部でも，ボリュームゾーンに納まっており，標準的な値の範囲内

であることも確認できる。このように，順位や分布の情報が視覚されることによって，値だけでは

分からない特徴や課題の発見につながると考えられる。

特特定定のの大大学学同同士士のの比比較較

図 は，教育学系の卒業者に対する教員免許取得率について，箱ひげ図とバイオリンプロット

を作成し，教育単科大学 ， ， における値をそれぞれ丸印で示したものである。ここから，各教

育単科大学の特徴を，全大学の中での相対的な位置と，ベンチマークとなりうる他大学の値を考慮

して考察することができる。例えば，教育系の学部全体でみると， ， ， いずれの大学もボリュー

ムゾーンに収まっており，標準的な値であると言える。ただし，教育単科大学同士の値を比較する

と， 大学は他の 大学よりもが低い値であることが読み取れる。したがって， 大学の視点に立つ

と，教育単科大学としては教員免許取得率が低いという課題を明らかにしたり，他の単科大学と同

図 学系別の標準年限内卒業率

図 教育学系の卒業者に対する教員免許取得率

214



 
 

程度の取得率を目標値に設定したりするのに役立つ可能性がある。このように，全大学の中での位

置だけでなく，単科大学同士や大規模大学同士などベンチマークとなりうる任意の大学との比較を

組み合わせることで，自大学の強みや弱みについてのより詳細な検討ができると考えられる。

年年度度別別のの比比較較

図 は，社会科学系の専任教員に占める女性教員の割合について，年度別の箱ひげ図とバイオ

リンプロットを作成し，大学 ， における値をそれぞれ丸印で示したものである。ここから，指標

の経年変化を，値と全大学の中での相対的な位置の推移から考察することができる。例えば，大学

については， 年から 年までは値に大きな変化はなく，下位 ％付近に位置している。

これに対して， 年では値を大きく伸ばし，上位 ％付近にまで浮上していることが読み取れる。

また，大学 については， 年は低い値であり，ボリュームゾーンから離れたところに位置して

いる。その後， 年から 年にかけて値を伸ばし，中央値よりも上に位置するようになったこ

とが読み取れる。この 大学は，この期間に女性教員の割合を増やす取り組みをしていたと考えら

れるが，数値だけでなく全大学の中での位置づけの変化からも，取り組みの効果を検証できるだろ

う。

副副次次的的なな分分析析 （（外外れれ値値やや異異常常値値のの検検出出））

以上が，箱ひげ図とバイオリンプロットを用いた教育関連指標に関する分析と考察の例である。

このような視覚化を行うことによる副次的な効果として，外れ値や極端な分布の歪みを発見しやす

くなることが挙げられる。上記の分析例で示した図においても，外れ値や極端な分布の歪みがいく

つか確認できる。これらについては，特定の大学の特徴を表すものも含まれるだろう。一方で，デ

ータの誤りや指標の問題点が原因となっている場合も考えられる。外れ値や分布に歪みのある指標

について着目することで，あくまで簡易的にではあるが，データの正確性や指標の妥当性の検証に

活用することもできるだろう。

図 年度別の社会科学系の専任教員占める女性教員の割合
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４４ ままととめめ

以上のように，箱ひげ図とバイオリンプロットを用いて，各大学の教育関連指標の分布を視覚化

し，様々な層別の比較や，特定の大学をベンチマークとすることで，教育活動に関する状況のモニ

タリングや，各大学の強みや弱みとなる特徴について分析・考察が可能である。本稿で示した分析

はあくまで一例であり，各大学が課題や関心に合わせて，任意の層別のグラフを作成したり，ベン

チマークとなる大学を選択・比較したりすることで，大学の意思決定支援や内部質保証等にも活用

できる可能性がある。
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第第 章章 高高等等教教育育機機関関ののママネネジジメメンントトににおおけけるる理理論論のの展展開開：：

のの影影響響のの視視点点かからら

佐藤亨（公益財団法人日本生産性本部 部長）

１１  本本稿稿のの意意義義

は 年代の英国の経験から得られた理論である。オーストラリ

アやニュージーランド等のアングロ・サクソン諸国で展開され、行政管理（ ）

において世界的なトレンドになった（ ）。 の理論は簡潔に言えば、可能な限り公的部

門に市場原理と民間のマネジメントの手法を導入し、民営化、分権化とアカウンタビリティの向上、

成果による管理を図ろうとする考え方である。背景には、政府財政の悪化、政府機関の民営化、公

共サービスの自動化と情報技術の発達、行政管理において行政経営・政策立案・意思決定の手法・

政府間協力が国際的な課題になってきたという、“メガ・トレンド”がある（ ）。

我が国では橋本内閣時代の平成 年に行政改革委員会から「行政関与の在り方に関する考え方」

が示された。ここでは三つの基本的考え方として、 市場原理の優先（「民間でできるものは民間

に委ねる」）、 効率的な行政の実現、 アカウンタビリティの確保、が示された。これは我が

国において の導入が明確に位置づけられたことを表している。以降、我が国では政府機関の独

立法人化（平成 年）、政策評価法（平成 年）の施行をはじめとして、 に基づいた政策が実

行されていることからも明らかである。平成 年の国立大学の法人化もこうした一連の政策的なコ

ンテクストの中に位置づけられる。

はプリンシパル・エイジェンシー理論を基礎としている（ ）。プリンシパル・エイ

ジェンシー理論では委任者（＝プリンシパル）が代理人（エイジェンシー）に委任する替わりに、

代理人は委任者に対してアカウンタビリティを果たすことが求められる（ ）。

年代～ 年代には高等教育機関においてアカウンタビリティが強調された（

）。その後、この考え方は公立の高等教育機関に波及した（ ）。これらは

の影響であり（ ）、諸外国の高等教育機関においても が展開されてい

る（ ）。

この点、アカウンタビリティを高めることは、逆に理解を低下させたり、信頼を低下させたり、

統治機能を低下させるという批判がある（ ）。他方、高等教育機関においてアカウ

ンタビリティを高めることなく業績を改善できるという主張は持続可能でないという主張もある

（ ）。

このように、先行研究では高等教育機関に対する の導入について、未だ評価は定まっていな

ように考えられる。他方で実際には によって高等教育機関に民間部門のマネジメントの考え方

が導入され、浸透してきている。それでは、 の効果が不明確な中、高等教育機関におけるマネジ

メントはどのように解釈されてきたのであろうか。本稿ではマネジメントのコンテクストで利用さ

れている理論に着目することで、 以降の高等教育機関におけるマネジメントのメカニズムを明

らかにする。
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２２  研研究究手手法法

本稿では、 社の において高等教育のマネジメントの分野で スコ

アの高い、 を対象とした。 では （ ）が重要な研究となっ

ている（ ）。そこで、本稿では 年の 月～ 年 月までに出版された文

献を対象とした。その結果、 本の論文が対象となった。対象とする理論は当該論文の中で分析フ

レームワーク、解釈に利用されているものとした。また、固有の名称を有する点で比較的確立され

た理論を対象とした。区分が難しいことから、モデルやフレームワークも対象とした。

３３  検検証証結結果果

検証の結果、 の理論が利用されていることが明らかとなった。各理論の内容と利用されている

コンテクストは以下のとおりである。

表 理論

理論 主要文献

’

；

’

出所：筆者作成
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◯ 
（ ）は行動変革のフレームワークである。

は行動変革の理解とそれを促進する上で最も有効な戦略を認識するためのシステマティックな

アプローチである。 では、アフターコロナにおける研究者と専門スタッフの

ハイブリッドワークの障害に関する研究で、 を用いてた分析を行っている。

◯ 
は個人の能力開

発の形成において複数のインタラクティブなシステムの重要性を強調するモデルである。

では、個人は直近の環境からより広範な社会的なコン

テクストまで、異なるレベルにおける要因の複雑な相互作用によって影響を受けるとする。

（ ）では、当該理論の視点から文献レビューを行うことで、高等教育機関に

おける持続可能な変革のための新たな理論フレームワークの提案を試みている。

◯ ’’

’ は個人の生活と社会的な成果を形成する際の社会構

造、文化、権力、主体性の間の複雑な相互作用を理解するための包括的な理論である。重要な概念

は、習慣、場所、資本、象徴的な権力、象徴的な暴力から構成される。 で

は、教育の空間デザインの意思決定やデザインへの研究者の巻き込みにおける研究者のリーダーシ

ップの複雑性とテンションに関する研究で、当該理論の拡張を試みている。また、

では、職場においてマネジメントの専門知識によって採用されたリーダーと研究者の間で分断が生

じており、各グループが現代の組織運営に適応するにつれて組織の階層構造に新たな断層が生まれ、

それが学部内の人間関係に影響を与えていると主張する研究において、当該理論の枠組みを用いて

いる。

◯ 
は企業に対し成功を達成し測定するためのガイドラインを提供するモデルで

ある。 では、 についての研究で、 が最新の流行として特徴付けられる可能

性を指摘している。

◯ 
は文化的な価値、個人の自律性、社会の発展の間の関係を

探索する理論である。 では、社会が自由に向けて進歩すると仮定する。

では、エジプトの公立大学における女性研究者が直面する障害に関する研究で、半構造

化インタビューの結果、女性研究者へのエンパワーメントのために、自由の価値観や市民の権利を

保証しなければならないとしている。

◯ 
は知識の創造における社会的な立場や生活

の経験の重要性を強調する理論である。 では、エジプトの公立大学における女性研究者
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が直面する障害に関する研究で、半構造化インタビューの結果、権力を持った人々の知的指向、信

念、価値観、思想、もともとその社会の文化や規範を形成していたものが、一般的に女性の進歩を

妨げ、特に女性研究者のキャリアに不利な点を引き起こす可能性を指摘することで、当該理論への

貢献を示している。

◯ 
は質的なデータの分析手法である。

は質的なデータをコーディングする点に特徴がある。 は最近のヨーロッパ

か国の大学院生と大学院卒業生の雇用の視点から学部のビジネスと高等教育機関のマネジメント

の関係性に焦点を当てた研究、 はイギリスの高等教育機関におけるトッ

プマネジメントチームのチームワークに焦点を当てた研究、 Tomàs はカタルーニャ

の大学における学部長と部局長の専門性の開発に焦点を当てた研究において、ケーススタディの分

析で利用されている。

◯ 

は組織における法、規制、規範、慣習のような制度が組織とその行動に及ぼす影響に着目した理論

である。 では組織は単に経済性を考慮して行動する合理的な主体ではなく、

より広範な社会的かつ文化的な環境を形成する。この理論に従えば、組織は一般的な制度的な規範

と期待に従うことで、正当性と存続を追求する。また、 は制度的同型化の役

割も強調する。制度的同型化とは、同じ分野や産業内において制度的な圧力への反応として共通の

実践や構造を採用することで、次第に類似してくる傾向である。 （ ）では、

当該理論の視点から文献レビューを行うことで、高等教育機関における持続可能な変革のための新

たな理論フレームワークの提案を試みている。 Durán García では、 における

高等教育機関の評判に関する研究で、当該理論を用いて高等教育機関は を活用することで新し

い環境への要求に応えてきたが、他方でオンライン環境に完全に適応できたか不明確だと指摘して

いる。 では、アジアの大学において研究者の直面している研究者の労働条件の悪化、

不十分なガバナンス、マネジメントの調整などの課題を分析した研究で、当該理論に基づいたサー

ベイを実施している。 では、ヨーロッパ大陸のフラッグシップとな

る大学が研究のマネジメントと人事政策においてどのように独立性を解釈し利用してきたのかに関

する研究で、ケースリサーチに当該理論を利用している。

◯ 
は仕事の性格、従業員のウェ

ル・ビーイング、仕事に関連した成果の間の関係を理解するモデルである。

は全ての仕事が従業員のエンゲージメント、仕事の満足、バーンアウト、業績に影

響する特定の要求や資源を有すると仮定する。 （ ）では、 のパンデミッ

クの際の学生のレジリエンスに関する研究で、高等教育研究において仕事の要求（授業の要求）と

いう視点を伴ったレジリエンスにあまり注目されてこなかった点を当該理論への貢献として示して

いる。
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◯ 
（ ； ）は組織内の知識の創造、共有、変換を通じたプロセスを

説明する理論である。 では形式知と暗黙知の間の往復による知識創造を強調

する。 では、公立大学のフルタイムの研究者を対象として

の能力に影響を与えている要因について研究している。

◯ ’’

’ は組織変革を理解しマネジメントする理論である。 は

組織変革を成功に導くための つのステップを示す。即ち、 危機意識を創出する、 ）連帯を形成

する、 ）ビジョンと戦略を策定する、 ）変革のビジョンについてコミュニケーションする、 ）ア

クションベースでエンパワーメントする、 ）短期的な勝利を生み出す、 ）利得を結合し更なる変

革をプロデュースする、 ）新たなアプローチを組織文化に定着させる、である。

（ ）では、大学の異なる組織のレベルにおける統合と分離、継続性と変化の間のダイナミック

な関係に関する研究で、ケーススタディに の理論を反映している。

◯ 
は費用と報酬の相互作用と関係を理解する理論である。

では個人は報酬の最大化と費用の最小化の予測に基づいて社会的な相互関

係の作用に参加すると考える。 （ ）では、 のパンデミックの際の学生の

レジリエンスに関する研究で、大学と学生の相互作用に着目した点を当該理論への貢献として示し

ている。

◯ 
は日常において個人が従事する実践に焦点を当てるこ

とで人間の行動と社会現象を理解する理論である。 （ ）では、当該理論の視

点から文献レビューを行うことで、高等教育機関における持続可能な変革のための新たな理論フレ

ームワークの提案を試みている。

◯ 
は社会が明確な境界、構造、機能を持った相互依

存的で自己言及的なシステムの集合から構成されるとする理論である。 は

個人レベルの小規模な相互関係から社会レベルの大規模な相互関係までを範囲に含めることができ

る。 では、大学においてマネジメントのプロセスの変革の複雑性

がどのように一貫したものとしてまた重要な活動としてデザインすることができるのかに関する研

究で、複雑かつ自己言及的な組織としての大学を理解するために用いられている。

◯ 
は、人間の価値観、文化、世界観の進化を理解しようとす

るモデルである。 は、人間の社会と個人が一連の心理的発達段階を経て進歩し、そ

れぞれの段階が異なる価値観、信念、考え方によって特徴づけられると仮定する。 で
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は、高等教育機関の異なるステークホルダーのグループ間の国際化の進化についての研究で、当該

理論を用いてケースリサーチの結果を解釈している。

◯ 
は経営や組織において組織の意思決定や行動に影響を与え

る個人やグループの関心や関係を考慮することの重要性を主張する理論である。

では、香港の高等教育産業における知識の共有、吸収する能力、イノベーションの能力、競争優位

の間の関係性に関する研究で、サーベイの結果の解釈に当該理論を用いている。また、

では、ステークホルダーの類型を発展させる視点から、政策形成において利害

を代表する目的を持ったグループの内部のマネジメント、代弁者、パートナーシップを探索する研

究で、当該理論に基づいてケースリサーチを展開している。

◯ 
は社会生活を形成する際の構造と主体間の相互作用を理

解しようとする理論である。 は、社会構造が個人の行動を通じてどのように

生成および再生産されるか、そしてこれらの構造がどのように個人の行動を形成し、制約するかを

理解するための枠組みを提供する。 は、構造と主体性の間の動的かつ再帰的

な関係と、両者の間の進行中の相互作用を通じて社会変化がどのように起こるかを強調する。

では、高等教育機関における持続可能なガバナンスと文化的志向性に関す

る研究で、インタビュー結果の解釈に当該理論を用いている。

◯ 
は高等教育機関の分野において学生の能力開発や

学習の成果に影響を与える要因を理解しようとする理論である。 は

学生のアウトカムやアウトプットは学生の性格と大学の環境によって影響を受けると仮定する。

（ ）では、当該理論の視点から文献レビューを行うことで、高等教育機関に

おける持続可能な変革のための新たな理論フレームワークの提案を試みている。

◯ 
は行動変容を理解し促進するためのモデルである。

は行動変容とその仲介が各人の変革のステージにマッチするように調整さ

れる場合、個人がそのステージを通じて進歩するとする理論である。 （ ）で

は、当該理論の視点から文献レビューを行うことで、高等教育機関における持続可能な変革のため

の新たな理論フレームワークの提案を試みている。

 
４４  考考察察

検証結果では やKotter’s theory、 など、高等教育

機関のマネジメントのメカニズムを経営学の理論によって理解しようする研究が少なくないことが

わかった。つまり、高等教育機関は民間企業と同じようなマネジメントのメカニズムとして解釈さ
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れるようになってきていると言える。先述のとおり、先行研究では高等教育機関に対する の導

入について、未だ評価は定まっていなかった。この点、高等教育機関の に関する研究について

システマティック・レビューを行なった結果では、経験的な証拠が十分でないこと、 の効果につ

いてはほとんど検証されていないこと、 について何らかの評価をした研究では全て否定的な結

果になっていること、が明らかにされている（佐藤 ）。しかし、実際には高等教育機関のマネ

ジメントは既に民間企業と同様のメカニズムで展開されている可能性がある。

５５  結結論論とと課課題題

以上、本稿ではマネジメントのコンテクストで利用されている理論に着目することで、 以降

の高等教育機関におけるマネジメントのメカニズムを明らかにした。その結果、 についてはそ

の効果について懐疑的な研究が少なくないものの、実際には高等教育機関のマネジメントは既に民

間企業と同様のメカニズムで展開されている可能性があることを指摘した。本稿で対象とした理論

はマネジメントのコンテクストで利用されている理論である。そのため、経営学のみならず社会学

由来の理論まで、分野横断的な理論が含まれている。高等教育機関のマネジメントについて分野横

断的に理論を調査した研究はあまりなく、この点で本稿は先行研究に対する貢献があると考えられ

る。なお、本稿は のみを対象としている。また、本稿で対象とした理

論は固有の名称を有する比較的確立された理論を対象としている。そのため、他のジャーナルや固

有の名称を有さない理論に範囲を広げれば更なる発見が得られると考えられる。この点は本稿の限

界であり、今後の研究課題である。
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第第 章章 国国立立大大学学法法人人のの財財務務状状況況のの推推移移ににつついいてて

－－法法人人特特性性別別ににみみたた損損益益計計算算書書のの経経年年分分析析－－

 
水田健輔（大学改革支援・学位授与機構 研究開発部 教授） 

 
１１ ははじじめめにに

年 月の法人化以降、国立大学はその財務状況について、国立大学法人会計基準にもとづい

た財務諸表を作成し、監査を経て公表している。その内容については、独立行政法人会計基準を援

用し、国立大学法人独自の要素も組み込んだものとなっているが、企業会計原則に則り、貸借対照

表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書等が企業会計に近いレイアウトで作成されている。そ

うした財務諸表の情報を利用し、大学改革支援・学位授与機構では、毎年度、国立大学法人全体の

財務状況を分析するとともに、個別法人の財務状況について分析指標の計算等も行っている。

本稿作成時点の直近では、大学改革支援・学位授与機構（ ）において、第 期中期目標期間

の初年度である 年度決算までの財務諸表の分析が行われた。しかし、第 期中期目標期間が始

まった 年に国立大学法人会計基準の大規模な改訂 があったため、一定の一貫性をもった財務

諸表の経年比較が可能なのは、大学改革支援・学位授与機構（ ）で扱われた 年度決算まで

ということになる。

そこで本稿では、 年の法人化以降 年間にわたる国立大学法人の財務状況の推移について、

特に法人の特性別区分に留意しながら概観する。すでに水田（ ）において財務諸表のうち貸借

対照表の計上項目について分析を行ったため、本稿では損益計算書で注目すべき項目に焦点を当て、

その経年変化と法人の特性別特徴について明らかにする。

２２ 損損益益計計算算書書かかららみみたた財財務務状状況況のの分分析析

経経常常収収益益のの分分析析

ここでは、水田（ ）に依拠しつつ、国立大学法人の経常収益のうち、「運営費交付金収益」

「学生納付金収益」「受託・共同研究及び受託事業等収益」「寄附金収益」「補助金等収益」について

経年の推移と法人の特性区分別の動向を分析する。

運運営営費費交交付付金金収収益益

国立大学法人にとって最も重要な公的財源が運営費交付金である。ただし、ある年度の運営費交

付金収益は収入額と一致しないため、注意が必要である。運営費交付金については、収入時にまず

負債の部の運営費交付金債務に計上され、期間進行基準、業務達成基準、費用進行基準のいずれか

により収益化される。また、第 期中期目標期間終了年度（ 年度）までは、運営費交付金によ

り償却資産を取得した場合、運営費交付金は収益ではなく資産見返運営費交付金等として負債の部

に計上され、後年度に当該償却資産の減価償却費と同額が資産見返運営費交付金等戻入収益として

損益計算書に計上されていた （非償却資産を取得した場合には、資本剰余金に計上される）。

運営費交付金は、通常、使途指定のない財源として説明されることが多いが、法人化時の承継職

員の人件費が定員ベースで措置されており、また退職手当分などの特殊要因運営費交付金は費用進

行基準で収益化されるため、実質的に使途が拘束されている部分も大きい。また、第 期中期目標
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期間については、附属病院再整備に対する借入財源の償還負担を附属病院運営費交付金として措置

していたが、第 期以降の交付実績はない。その他、第 期の効率化係数や経営改善係数や第 期

の大学改革促進係数は、一定率の交付額減額を行っており、第 期には機能強化促進係数による機

能強化経費財源の拠出などがあった。さらには、 年度から「成果を中心とする実績状況に基づ

く配分」で共通指標にもとづく傾斜配分が始まるなど、各中期目標期間で配分内容、収益化基準、

配分方法に様々な変更が加えられている。こうした諸状況を踏まえながら運営費交付金収益の 年

間の推移を、 年度を とする指数で確認したのが図 である。

まず、全体的には経年で減少傾向にあり 年度は、 年度よりも ％程度減少している。

・ 年度については、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」にもとづく給与減

額支給措置の影響で減少している。また、 年度の減少については、修学支援新制度の開始によ

り、授業料等の減免の財源が運営費交付金から授業料等減免費交付金に移転したことによるもので

ある。そして、 年度の増加については、追加交付の影響が大きく、また、前年度に新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のための活動抑制があったため繰越が増加したことも要因となっている。

図 運営費交付金収益の推移（ 年度 ）

 

次に、法人の特性別に推移をみてみると（カッコ内は 年度を とした 年度の指数）、旧

帝大（ ）、医総大（ ）、医科大（ ）といった医学部・附属病院を持つ特性別区分が

年度に比較して低位で推移していることがわかる。ただし、前記のとおり第 期中期目標期間は、

附属病院再整備に係る債務償還財源が附属病院運営費交付金で措置されていたため、 年を基準

とした場合に減少が大きくみえている可能性があり、注意が必要である。他の つの特性別区分に

ついては、 年度の指数が ～ となっている。そして、大学院大のみ ・ 年度の給

与減額支給措置の影響が小さい。また、 ～ 年度の変化をみてみると、教育大（ → ）

と医無総大（ → ）については、他の特性別区分にみられる増加要因が効いていない。

学学生生納納付付金金収収益益

ここでは、学生・家計からの入学金、授業料、検定料を合算した学生納付金収益の推移を分析す

る（図 ）。

全体として、 年度は法人化初年度（ 年度）よりも ％程度減少している。 年度の増

加については、授業料標準額が 円から現行の 円に値上げされたことによる。なお、

授業料等の減免については、学生納付金収益の減少ではなく、教育費用の奨学費として計上される

ため、この図には影響していない。

旧帝大

教育大

理工大

文科大

医科大

医総大

医無総大

大学院大

全体

230



 
 

次に、法人の特性別にみてみると（カッコ内は 年度を とした 年度の指数）、 年

度に 年度の水準を維持している特性別区分が、旧帝大（ ）、文科大（ ）、大学院大（ ）

となっており、特に文科大は他の特性別区分に比較して変動が小さく、安定した推移が確認できる。

近年の傾向は特性別に分かれており、旧帝大、理工大、文科大で増加、教育大、医科大、医総大、医

無総大は減少傾向にある。特に教育大は第 期中期目標期間を通じて減少が続いており、 年度

の指数は唯一 を下回っている（ ）。

図 学生納付金収益の推移（ 年度 ）

 

受受託託・・共共同同研研究究及及びび受受託託事事業業等等収収益益

ここでは、民間企業や国・自治体等からの受託研究収益、共同研究収益、受託事業収益を合算し

た収益の推移を分析する（図 ）。国立大学法人がその研究機能等を活用して自ら稼得する収益

であり、次に検討する寄附金収益とともに、財源の多様化を図る上で重要な収益となっている。

図 受託・共同研究及び受託事業等収益の推移（ 年度 ）

 

全体的な傾向としては、 年度は法人化初年度（ 年度）の 倍強となっており、法人が積

極的に受託・共同研究および受託事業を拡大してきたことがわかる。ただし、東日本大震災直後（

年度）と新型コロナウイルス感染症拡大防止のための活動抑制時（ 年度）には減少がみられる。

次に、法人の特性別にみてみると（カッコ内は 年度を とした 年度の指数）、文科大

（ ）と医科大（ ）の大きな増加が目立っている。文科大で 年度以降に急増している点

については、東京芸術大学における受託研究費等の受け入れ増加などを反映したものである。また、

医科大は、旧帝大とともに 年度も減少しておらず、新型コロナウイルス感染症関係の受託研究

費等の受け入れが大きかったことを表している。そして、全体的な増減の推移は、旧帝大（ ）

と医総大（ ）とほぼ同期していることがみられる。なお、教育大（ ）と大学院大（ ）は

長期低迷状態となっており、大学院大は法人化以降金額の変動がほとんどない。教育大については、
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第 期中期目標期間以降に低迷しており、受託・共同研究については、運営費交付金の「成果を中

心とする実績状況に基づく配分」の評価項目にもなっているため、運営費交付金にも影響が派生し

ている可能性がある。その他、医無総大（ ）も 年度に 年度の 倍強となっているも

のの、他の特性別区分に比較すると伸びは見劣りしている。

寄寄附附金金収収益益

ここでは、財源の多様化にあたり重要な役割を果たす寄附金収益の推移を分析する（図 ）。た

だし、ある年度の寄附金収益は寄附金受入額と一致しないため、注意が必要である。まず、使途指

定のある寄附金については、負債の寄附金債務に計上され、使途に沿った費用の発生時に寄附金収

益となる。また、第 期中期目標期間終了年度（ 年度）までは、寄附金により償却資産を取得

した場合、寄附金収益ではなく資産見返寄附金として負債に計上され、当該償却資産の減価償却費

と同額が資産見返寄附金戻入収益として損益計算書に計上されていた（非償却資産を取得した場合

には、資本剰余金に計上される）。

図 寄附金収益の推移（ 年度 ）

 

全体的な傾向として、 年度は法人化初年度（ 年度）の 倍となっており、法人化以降

の財源多様化に向けた努力の跡がみられる。

次に、法人の特性別にみてみると（カッコ内は 年度を とした 年度の指数）、文科大

（ ）と教育大（ ）の増加が大きい。ただし、ここでみているのは各年度の受入額ではなく

寄附金収益であるため、使途指定のない寄附金が多いか、あるいは固定資産の取得に充てる部分が

少なく、経常的な財源を補填するための使用額が多いといったことが示されている可能性がある。

なお、文科大の 年度の急増については、東京芸術大学および一橋大学における寄附金を財源と

した執行額の増加を反映したものである。一方、旧帝大（ ）、医科大（ ）、医総大（ ）と

いった附属病院を持つ特性別区分は、全体とほぼ同期する形で、近年ほぼ同傾向で推移している。

収益化額の伸びが小さい特性別区分としては、理工大（ ）、医無総大（ ）、大学院大（ ）

があげられるが、特に理工大については、法人化以降、金額にほとんど変動がない。ただし、こう

した区分については、固定資産の取得が大きいため収益化している寄附金が少なくなっている可能

性もあり、寄附金の獲得能力が低いとは一概に判断できない。

補補助助金金等等収収益益

ここでは、公財政負担による重要な財源である補助金等収益の推移を分析する（図 ）。ただ

し、ある年度の補助金等収益は補助金等受入額と一致しないため、注意が必要である。まず、補助

金等については、負債の預り補助金に計上され、交付目的に従った業務の進行に応じて補助金等収
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益となる。また、第 期中期目標期間終了年度（ 年度）までは、補助金等により償却資産を取

得した場合、資産見返補助金等として負債に計上され、当該償却資産の減価償却費と同額が資産見

返補助金等戻入収益として損益計算書に計上されていた（非償却資産を取得した場合には、資本剰

余金に計上される）。

図 補助金等収益の推移（ 年度 ）

 

全体的な傾向としては、 年度、 年度、 ・ 年度の 回、大きな伸びを確認すること

ができる。その要因について、まず 年度は、設備整備費補助金や大学改革推進等補助金などの

影響が強い。 年度については、東北大学の災害復興新生研究機構における東日本大震災の復興

関連事業等、大学改革推進等補助金、国立大学改革強化推進補助金などが金額を押し上げている。

・ 年度については、特に突出した伸びを示しているが、全法人とも修学支援新制度にとも

なう授業料等減免費交付金が新設されたこと、および医学部・附属病院を持つ特性別区分（旧帝大、

医科大、医総大）における国及び都道府県の新型コロナウイルス感染症関連補助金などが大きく影

響している。

次に、法人の特性別にみてみると（カッコ内は、 年度を とした指数の ～ 年度の

中央値）、旧帝大（ ）、理工大（ ）、大学院大（ ）、医総大（ ）で収益の伸びが大

きい。逆に教育大（ ）、文科大（ ）は、他の特性別区分と比較して収益の伸びが小さく、補

助金等の交付条件へのマッチング度が低いように見受けられる。他の つの特性別区分については、

医科大（ ）、医無総大（ ）となっている。

経経常常費費用用のの分分析析

ここでは、水田（ ）に依拠しつつ、国立大学法人の経常費用のうち、「教育費用」「研

究費用」「人件費」について経年の推移と法人の特性区分別の動向を分析する。

教教育育経経費費

図 は、国立大学法人の損益計算書における教育経費について、法人の特性別に集計し、

年度の数値を とした指数で表している。全体的な傾向としては、 年度、 年度に大き

な伸びを記録しており、 年度は 年度の 倍の規模となっている。教育に係る物件費に

ついては経年で増減の変動はあるものの、法人化当初のレベルよりも増加しており、経費は確実に

確保されている。中期目標期間ごとに確認してみると、第 期は期末にかけて継続的に増加し、特

に 年度の期末に急増していることがわかる。法人化後最初の中期目標期間のため様子をみなが

ら徐々に経費を増加させ、次期への繰越が不確かであったため期末に使い切りに走ったという解釈

ができる。続く第 期については、 年度にかけて急増し、その後は漸減している。第 期の
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経験から期末に経費の使用を集中するのではなく、期末より手前で経費の使い切りを開始したよう

にみられる。しかし、第 期については、ほぼ一定水準で推移している。第 ・ 期の経験から、目

的積立金の次期への繰越がほぼ確実となったため、経費の使用を中期目標期間にわたり平準化して

いるとみられる。なお、 年度から就学支援新制度が開始されたため、奨学費の伸びが教育経費

全体を押し上げている様子も確認できる。

図 教育経費の推移（ 年度 ）

 

次に、法人の特性別にみてみると（カッコ内は 年度を とした 年度の指数）、旧帝大

（ ）、教育大（ ）、文科大（ ）、医無総大（ ）といったグループで教育経費が大きく

伸びている 。教育大、文科大、医無総大については、特財務的状況の厳しい中でも教育経費を確実

に確保しており、大学の業務の根幹を支える努力を表しているものとみられる。その他については、

理工大（ ）、医科大（ ）、医総大（ ）は全体の平均的な推移である。大学院大（ ）に

ついては、第 期中期目標期間の途中まで他の特性別区分と同期していたが、その後は減少が著し

い点に特徴がある。

なお、 年度を とした 年度の指数がほぼ同じ旧帝大と教育大について、教育経費の細

目を比較してみると、以下のようなことが確認できた。まず、消耗品費、備品費、修繕費、減価償却

費といった「モノ」に係る費目については、教育大の方が旧帝大よりも変動係数が大きくなってい

る。つまり、教育大の方が「モノ」の購入を平準化できておらず、「買えるときにまとめて買う」と

いった動きになっていることがわかる。他方、減価償却費については、旧帝大が第 ～ 期中期目標

期間をとおして漸増しているのに対して、教育大は減少しており、教育関連の設備投資に対する余

力の違いが明らかとなっている。その他、教育大の報酬・委託・手数料が継続的に伸びており、ア

ウトソーシング等の進展が考えられる。

研研究究経経費費

図 は、国立大学法人の損益計算書における研究経費について、法人の特性別に集計し、

年度の数値を とした指数で表している。全体的な傾向としては、教育経費と同じく 年度、

年度に大きな伸びを記録しており、 年度は 年度の 倍となっている。第 期

中期目標期間については、期末にかけて継続的に増加しており、教育経費と同じく、法人化後最初

の中期目標期間のため様子をみながら徐々に経費を増加させ、次期への繰越が不確かなため期末に

使い切りに走ったと思われる。続く第 期については、 年度にかけて急増し、その後は漸減

している。第 期の経験から期末に経費の使用を集中するのではなく、期末より手前で経費の使用

を増加させている。第 期については、ほぼ一定水準で推移しつつ、 年度に急増している。第
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・ 期の経験から、次期への繰越がほぼ確実となったため経費の使用を中期目標期間にわたり平準

化したものと思われる。

図 研究経費の推移（ 年度 ）

 

次に、法人の特性別にみてみると（カッコ内は 年度を とした 年度の指数）、旧帝大

（ ）、医総大（ ）、医科大（ ）といった医学部・附属病院を持つ特性別区分で経費の伸び

が著しい。なお、文科大（ ）は 年度に急増しているが、これは一橋大学の改修工事を反映

した一時的なものである。これに対して、教育大（ ）、理工大（ ）、大学院大（ ）といっ

た特性別区分は第 期の減少傾向が著しく、特に教育大は研究活動に係る物件費を予算の調整弁に

使用している可能性もある。なお、医無総大（ ）は、 つの中期目標期間にわたり比較的安定し

た推移を示している。

また、 ～ 年度の研究経費の増減が対照的な旧帝大と教育大について、研究経費の細目を比

較してみると、以下のようなことがみられた。まず、研究経費に占める主な費目が異なっており、

旧帝大が実験設備などの大きさを反映した減価償却費が飛びぬけて大きく、次いで消耗品費となっ

ているのに対し、教育大の主な費目は消耗品費と旅費交通費となっている。よって、同じ研究経費

といっても性質の異なる費目で構成されている点に注意が必要である。さらに、ほとんどの費目で

教育大の方が旧帝大よりも変動係数が大きく増減が不安定な様子も確認できる。これは、教育大の

研究経費が容易に増減できる予算の調整弁となっていることの証左ともいえる。

図 全国立大学法人の広義研究経費の構成と推移（金額：億円）

ちなみに研究に使用される経費については、損益計算書の経常費用にある研究経費以外にも、民

間企業や政府・自治体からの受託研究費や共同研究費、あるいは研究者個人をベースとした科学研

究費助成事業（以下「科研費」とする）がある。ここでは、こうした経費を含めた研究経費を「広義

研究経費」 として全体の推移と動向を確認しておく。

図 によると、国立大学法人の全体的な傾向としては、第 期中期目標期間の中盤までは研究
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経費が伸び続けたため、研究経費割合が 年度に ％に達した。しかし、その後は研究経費の

漸減と外部資金の伸びがあり、研究経費割合は 年度に最低値 ％となっている。 年度

は研究経費と外部資金の両方が大幅に伸びているが、近年の傾向としては、外部資金による財源を

確保しなければ、研究活動の水準が維持できない状況にあるといえる。

なお、広義研究経費の動向は、法人の特性別区分によりかなり異なっている。極端な例として、

旧帝大と教育大を比較してみると図 と図 のようになっている。旧帝大の研究経費割合は

～ ％で推移しており、運営費交付金等の基盤的財源に対する依存度は常に 割を切ってい

る。これに対して教育大の研究経費割合は ～ ％で推移しており、運営費交付金等の基盤的

財源がなければ、研究活動の継続は困難となっている。さらに教育大では、研究経費が漸減を埋め

る外部資金の確保もできておらず、広義研究経費は減少の一途をたどっている。

図 旧帝大の広義研究経費の構成と推移（金額：億円）

図 教育大の広義研究経費の構成と推移（金額：億円）

また、その他の特性別区分について確認してみると、旧帝大以外にも理工大、医科大、大学院大

の研究経費割合が低く、外部資金を獲得し、基盤的財源への依存度を低く抑えている様子がみられ

る。逆に、教育大以外では文科大の研究経費割合が高く、外部資金の獲得に苦戦している。

人人件件費費

ここでは、法人化以降の国立大学法人の人件費について、その推移を確認する。具体的には、常

勤・非常勤別の教員人件費と職員人件費について、退職給付費を除いた金額を対象とし、法人の特
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性別区分による増減傾向を検討する（カッコ内は 年度を とした 年度の指数）。

図 常勤教員人件費の推移（ 年度＝ ）

図 非常勤教員人件費の推移（ 年度＝ ）

まず、常勤教員人件費（図 ）について、増加傾向が顕著な特性別区分は医科大（ ）、旧

帝大（ ）となっており、減少傾向が顕著な特性別区分は教育大（ ）、医無総大（ ）、文科

大（ ）、理工大（ ）である。国立大学法人では、法人化時の定員にもとづいて運営費交付金

で措置されている人件費と実際の人件費の差額を補てん財源として活用している。よって、財務状

況がひっ迫し、この補てん財源の積極的な確保に動かなければならない大学ほど常勤教職員の削減

に動いている可能性が高い。上記のような医学部・附属病院を持たない単科大学等の特性別区分が

そうした状況下に置かれていることを示唆している。

次に、非常勤教員人件費（図 ）については、すべての特性別区分で 年度は 年度よ

りも増加している。しかし、増加傾向が顕著な大学院大（ ）、医科大（ ）、旧帝大（ ）に

比較して、文科大（ ）、医無総大（ ）、教育大（ ）の増加傾向は弱い。通常は、常勤の減

少を非常勤の増加でカバーすることが想定されるため、常勤と非常勤の増減傾向はトレードオフに

なると予想されるが、実際には異なっている。つまり、常勤教員人件費が維持できていないところ

は、非常勤教員人件費の伸びも弱く、教育大、文科大、医無総大は人的資本総体の維持に苦戦して

いるといえる。逆に医学部・附属病院を持つ大学は、常勤、非常勤とも教員人件費の厚みが増して

おり、教員の体制で格差が拡大している可能性を示唆している。

なお、 年度以降の常勤教員人件費について、旧帝大の増加と医総大の減少がみられるのは、

東海国立大学機構の設立にともない、岐阜大学分が旧帝大に算入された影響と思われる。

続いて、職員人件費の推移を検討する。まず、常勤職員人件費については（図 ）、医科大（ ）、

旧帝大（ ）、医総大（ ）、大学院大（ ）の増加傾向が顕著であり、逆に教育大（ ）、

医無総大（ ）、文科大（ ）、理工大（ ）には増加傾向がほとんどみられない。次に、非常

旧帝大
教育大
理工大
文科大
医科大
医総大
医無総大
大学院大
全体

旧帝大
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理工大
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医総大
医無総大
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勤職員人件費については（図 ）、大学院大（ ）、理工大（ ）、医総大（ ）、旧帝大

（ ）の増加傾向が顕著であり、医無総大（ ）、医科大（ ）、教育大（ ）、文科大（ ）

の増加傾向は弱い。常勤職員の減少を非常勤職員の増加で補うトレードオフになっておらず、教育

大、文科大、医無総大といった常勤職員人件費に増加傾向がみられないところは、非常勤職員人件

費の伸びも弱く、人的資本の維持に苦戦している。つまり、教員、職員とも人件費の抑制が避けら

れない つの特性別区分は共通している点が注目される。

図 常勤職員人件費の推移（ 年度＝ ）

図 非常勤職員人件費の推移（ 年度＝ ）

なお、医学部・附属病院を持つ大学は、常勤職員人件費の厚みが増している。法人化以降、附属

病院収入と診療経費はコロナ禍の一時的な影響を除けば増加の一途をたどっており、附属病院の業

務は拡大している。常勤職員人件費の増加は、こうした業務の拡大を反映した看護師等コメディカ

ルの採用と関連していると考えられる。

ちなみに、 ～ 年度に常勤教員および常勤職員の人件費が一時的に減少しているのは、「国

家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」にもとづき、国立大学法人において給与減額支

給措置がとられたことが影響している。そして、 年度以降の常勤職員人件費について、旧帝大

の増加と医総大の減少がみられるのは、常勤教員人件費と同じく、東海国立大学機構の設立にとも

ない、岐阜大学分が旧帝大に算入された影響と思われる。

３３ ままととめめ

以上、国立大学法人の財務状況の推移について、損益計算書に計上された項目に注目して法人の

特性別に分析を行った。全体のまとめとしては、以下のようなことが指摘できるものと思われる。

まず、経常収益および経常費用に計上された様々な項目について、 年間の経年の推移をみる限

旧帝大
教育大
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大学院大
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り、特性別区分間である程度共通した動きが確認できたことである。同じ法人制度のもとで国から

の財源に依存した財務構造となっているため、細かな差異は生まれるものの、マクロの動きから大

きく影響を受けて同じような増減をみせている項目が多い。特に教育経費と研究経費の推移につい

ては、中期目標期間ごとに経験値が上がり、中長期的な視点を踏まえた経費の使用がなされるよう

に変化している。

しかし、こうした経年変化の同質性がみられた一方、特性別の違いが財務的な格差として表れて

いる項目も確認できた。特に広義研究経費における外部研究資金の稼得能力の低さや運営費交付金

等の基盤財源への依存度の高さ、人件費における常勤教職員人件費と非常勤教職員人件費の両方の

抑制といった、財務的対応能力の難しさが表れている特性別区分があった。よって、国立大学法人

を一括りにせず、こうした違いを明らかにする重要性が再確認されたものと思われる。

なお、本稿で行った分析については、 年の国立大学法人会計基準改訂により継続的な推移の

追跡が困難になるものがある。そうした問題点について解決策を見出しつつ、今後も国立大学法人

の財務状況に関する研究を進めたい。

＜＜参参考考文文献献＞＞

大学改革支援・学位授与機構 『国立大学法人の財務 令和 年度版』

大学改革支援・学位授与機構 『国立大学法人の財務 令和 年度版』

水田健輔 「国立大学法人会計基準改訂の要因と課題」『公会計研究』

水田健輔 「国立大学法人の財務状況の推移について－法人特性別にみた貸借対照表の経年変化－」『大

学改革支援に関する調査研究 年度プロジェクト報告書』， 年 月，大学改革支援・学位授与機構，

水田健輔 「国立大学の財務基盤と教育研究活動：現状と課題」，令和 年度 セミナー配布資料，

大学協会東北支部／東北大学高度教養教育・学生支援機構， 年 月 日，

（ ）．

水田健輔 「国立大学法人の制度・会計・財務状況に関する論点と変遷」『同志社商学』

＜＜注注＞＞

 
国立大学法人会計基準改訂の経緯や内容等については、水田（ ）を参照。

国立大学法人の特性別分類については、大学改革支援・学位授与機構刊『国立大学法人の財務』にもとづい

て、以下の 区分としている。なお、 年 月に大学を統合した富山大学と富山医科薬科大学、 年

月に大学を統合した大阪大学と大阪外国語大学については、統合前の数値を富山大学と大阪大学の 法人に合

算・集約している。また、 年 月に法人を統合し東海国立大学機構を設立した岐阜大学と名古屋大学につ

いては、 年度決算以降の数値を旧帝国大学（旧帝大）の東海国立大学機構に位置づけ、岐阜大学分の数値

は、 年度以降、附属病院を有する総合大学（医総大）には含めていない。

① 旧帝国大学（旧帝大）：北海道大学、東北大学、東京大学、東海国立大学機構（名古屋大学）、京都大学、

大阪大学、九州大学 の 法人

② 教育系大学（教育大）：北海道教育大学、宮城教育大学、東京学芸大学、上越教育大学、愛知教育大学、

京都教育大学、大阪教育大学、兵庫教育大学、奈良教育大学、鳴門教育大学、福岡教育大学、鹿屋体育大

学の 法人

③ 理工系大学（理工大）：室蘭工業大学、帯広畜産大学、北見工業大学、筑波技術大学（２）、東京農工大

学、東京工業大学、東京海洋大学、電気通信大学、長岡技術科学大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大

学、京都工芸繊維大学、九州工業大学 の 法人
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④ 文科系大学（文科大）：小樽商科大学、東京外国語大学、東京芸術大学、一橋大学、滋賀大学 の 法人

⑤ 医科系大学（医科大）：旭川医科大学、東京医科歯科大学、浜松医科大学、滋賀医科大学 の 法人

⑥ 附属病院を有する総合大学（以下「医総大」という）：弘前大学、秋田大学、山形大学、筑波大学、群馬

大学、千葉大学、新潟大学、富山大学、金沢大学、福井大学、山梨大学、信州大学、（岐阜大学）、三重大

学、神戸大学、鳥取大学、島根大学、岡山大学、広島大学、山口大学、徳島大学、香川大学、愛媛大学、

高知大学、佐賀大学、長崎大学、熊本大学、大分大学、宮崎大学、鹿児島大学、琉球大学 の 法人

（ 年度決算以降は岐阜大学を除く 法人）

⑦ 附属病院を有しない総合大学（医無総大）：岩手大学、福島大学、茨城大学、宇都宮大学、埼玉大学、お

茶の水女子大学、横浜国立大学、静岡大学、奈良女子大学、和歌山大学 の 法人

⑧ 大学院大学（大学院大）：政策研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学、奈良先端科学技術大学院

大学、総合研究大学院大学 の 法人

令和 年度の国立大学法人会計基準の改訂により、運営費交付金で償却資産を取得した場合でも、資産見返

運営費交付金等には計上せず、運営費交付金収益として損益計算書に計上されることとなった。なお、授業料

での償却資産の取得についても、令和 年度まで運営費交付金とあわせて同様の処理が行われていた。

令和 年度の国立大学法人会計基準の改訂により、寄附金で償却資産を取得した場合でも、資産見返寄附金

には計上せず、寄附金収益として損益計算書に計上されることとなった。

令和 年度の国立大学法人会計基準の改訂により、資産見返補助金等は長期繰延補助金等となり、当該償却

資産の減価償却費と同額が補助金等収益として損益計算書に計上されることとなった。

本稿における「広義研究経費」は、「研究経費＋受託研究費＋共同研究費＋科研費（直接経費）」とする。ま

た、運営費交付金での措置が想定される「研究経費」が「広義研究経費」に占める割合を「研究経費割合」と

称し、研究活動の基盤的財源への依存度を表すものとする。
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第第 章章 年年度度国国立立総総合合大大学学（（ ググルルーーププ））アアンンケケーートト調調査査結結果果ににつついいてて

 
水田健輔（大学改革支援・学位授与機構 研究開発部 教授） 
竹中亨（大学改革支援・学位授与機構 研究開発部 教授） 

佐藤亨（公益財団法人日本生産性本部 部長） 
 
１１ 調調査査趣趣旨旨

当機構研究開発部では ・ 年度の か年にわたり、国立総合大学の内部資源配分、目標・計

画の策定・運用、評価制度等に関するインタビュー調査を 大学に対して実施した。その目的は、

総合大学における部局配分予算を中心とした予算編成の実態を把握し、収集した情報を広く国立大

学法人に還元することにより、知見の共有やノウハウの普及を図ることにあった。また、調査で収

集した情報を分析することにより、国立大学法人の教育、研究、社会貢献活動を活性化し、組織運

営の効率化を達成する内部予算システムのあり方の検討も進めてきた。その成果として、 冊の報

告書を刊行し、全国の国立大学法人に配布している。

続く 年度については、継続的な動向の把握を目的として、これまでのインタビュー調査と同

様の調査項目でアンケート調査を実施することとした。 年度までのインタビュー調査にご協力

いただいた 大学のうち過半の 大学は、文部科学省の「国立大学法人の財務分析上の分類」で

グループに属する大学であったことから、すでに過年度の調査対象としてご協力をいただいた大

学を含めて、 グループの大学を対象に調査を実施した。

以下では、同調査の結果について単純集計の結果を紹介する。全国の国立大学において、他大学

を含めた動向の把握等に役立てていただければ幸甚である。

２２ 調調査査概概要要

〇〇調調査査期期間間：： 年 ～ 月

〇〇調調査査対対象象大大学学（（国国立立総総合合大大学学（（ ググルルーーププ））））：：弘前大学、秋田大学、山形大学、群馬大学、富山

大学、金沢大学、福井大学、山梨大学、信州大学、岐阜大学、三重大学、鳥取大学、島根大学、

山口大学、徳島大学、香川大学、愛媛大学、高知大学、佐賀大学、長崎大学、熊本大学、大分大

学、宮崎大学、鹿児島大学、琉球大学

〇〇回回収収率率：： ％

３３ 調調査査結結果果

国国立立大大学学法法人人をを取取りり巻巻くく諸諸制制度度のの影影響響等等をを中中心心ととししたた設設問問

 運運営営費費交交付付金金のの「「成成果果をを中中心心ととすするる実実績績状状況況にに基基づづくく配配分分」」のの影影響響ににつついいてて

 運営費交付金の「成果を中心とする実績状況に基づく配分」で共通指標による評価が導入され

たことにより、貴大学の経営面にどのような影響がありましたか。（ ）

良い影響があった やや良い影響があった どちらともいえない
やや悪い影響があった 悪い影響があった
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 運営費交付金の「成果を中心とする実績状況に基づく配分」で共通指標による評価が導入され

たことにより、貴大学の教育面にどのような影響がありましたか。（ ）

 運営費交付金の「成果を中心とする実績状況に基づく配分」で共通指標による評価が導入され

たことにより、貴大学の研究面にどのような影響がありましたか。（ ）

 
年度から導入された「成果を中心とする実績状況に基づく配分」について、教育面と研究

面では「良い影響があった」「やや良い影響があった」が「悪い影響があった」「やや悪い影響が

あった」を大きく上回っている。他方、経営面では「良い影響があった」「やや良い影響があった」

と「悪い影響があった」「やや悪い影響があった」が拮抗している。成果を中心とする実績状況に

基づく配分は、教育面・研究面に比較的ポジティブな影響をもたらしたと言える。他方で経営面

についてはポジティブな影響を受けている大学とネガティブな影響を受けている大学に 分され

たと言える。

 第 期中期目標期間に入り、相対評価を行うグループが変更された（ つの重点支援のグループ

から附属病院の有無および指定国立大学とそれ以外により グループに再編）ことにより、貴

大学の評価結果はどのような影響を受けましたか。（ ）

第 期中期目標期間から行われた相対評価のグループ変更については、「評価が悪化した」大学

が約半数となっている。他方、「評価が好転した」大学は 程度となっている。グループ変更は

より厳しい評価結果をもたらしたことがわかる。

 国国立立大大学学法法人人ののガガババナナンンスス改改革革のの影影響響ににつついいてて

 年 月施行の学校教育法および国立大学法人法の一部改正に端を発し、 年 月の国立

大学法人ガバナンス・コード（ 年 月改訂）に至る、学長のリーダーシップ強化等を内容

とする一連のガバナンス改革により、貴大学の教育面にどのような影響がありましたか。（ ）

良い影響があった やや良い影響があった どちらともいえない やや悪い影響があった

良い影響があった やや良い影響があった どちらともいえない やや悪い影響があった

評価が好転した 変わらない 評価が悪化した

良い影響があった やや良い影響があった どちらともいえない
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 年 月施行の学校教育法および国立大学法人法の一部改正に端を発し、 年 月の国立

大学法人ガバナンス・コード（ 年 月改訂）に至る、学長のリーダーシップ強化等を内容

とする一連のガバナンス改革により、貴大学の研究面にどのような影響がありましたか。（ ）

 年 月施行の学校教育法および国立大学法人法の一部改正に端を発し、 年 月の国立

大学法人ガバナンス・コード（ 年 月改訂）に至る、学長のリーダーシップ強化等を内容

とする一連のガバナンス改革により、貴大学の社会貢献面にどのような影響がありましたか。

（ ）

学長のリーダーシップの確立をはじめとした一連のガバナンス改革については、教育面・研究

面・社会貢献面で「良い影響があった」「やや良い影響があった」大学が半数を超えている。他方、

「悪い影響があった」「やや悪い影響があった」大学はゼロとなっている。ガバナンス改革は教育・

研究・社会貢献においてネガティブな影響はなく、ポジティブな影響を与えた大学が多いと言え

る。

 国国立立大大学学法法人人ととししててのの自自律律的的なな意意思思決決定定とと運運営営ににつついいてて

 貴大学では、独立した法人格を有する国立大学法人として、入学者選抜、学生確保、教育プログ

ラム運営、成績管理、進級・卒業・修了管理などの学務面で十分に自律的な意思決定と運営がで

きていると感じていますか。（ ）

 貴大学では、独立した法人格を有する国立大学法人として、多様な財源の確保、資金の調達・運

用、学内の予算・決算などの財務面で十分に自律的な意思決定と運営ができていると感じてい

ますか。（ ）

良い影響があった やや良い影響があった どちらともいえない

良い影響があった やや良い影響があった どちらともいえない

十分 まあ十分 どちらもいえない やや不十分

十分 まあ十分 どちらもいえない やや不十分 不十分
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 貴大学では、独立した法人格を有する国立大学法人として、学内組織の新設・改編などの組織面

で十分に自律的な意思決定と運営ができていると感じていますか。（ ）

 貴大学では、独立した法人格を有する国立大学法人として、役員や教職員の人事面で十分に自

律的な意思決定と運営ができていると感じていますか。（ ）

国立大学は法人化されてから 年が経過した。この点、自律的な意思決定について学務面で

「十分」「まあ十分」とする大学は ％を超えている。組織面・人事面でも「十分」「まあ十分」

とする大学は ％程度となっている。他方、財務面では「十分」「まあ十分」とする大学は ％

を下回っている。自律的な意思決定について、学務面ではほぼできており、組織面・人事面でも

かなりの程度できているが、財務面では課題を残していることがわかる。

 第第 期期中中期期目目標標期期間間ののママネネジジメメンントトににつついいてて

 貴大学では、「国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議」が 年 月に示した「最

終とりまとめ」にある法人の「中期目標・中期計画」の「在り方」に対して、現状でどの程度対

応できていると感じていますか。（ ）

 貴大学では、「国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議」が 年 月に示した「最

終とりまとめ」にある法人の「評価」の「在り方」に対して、現状でどの程度対応できていると

感じていますか。（ ）

 貴大学では、「国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議」が 年 月に示した「最

終とりまとめ」にある法人の「エンゲージメント」の「在り方」に対して、現状でどの程度対応

できていると感じていますか。（ ）

十分 まあ十分 どちらもいえない やや不十分 不十分

十分 まあ十分 どちらもいえない やや不十分 不十分

対応できている ほぼ対応できている どちらともいえない

対応できている ほぼ対応できている どちらともいえない
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 貴大学では、「国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議」が 年 月に示した「最

終とりまとめ」にある法人の「内部統制に係る組織」の「在り方」に対して、現状でどの程度対

応できていると感じていますか。（ ）

国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議「国立大学法人の戦略的な経営実現に向けて

～社会変革を駆動する真の経営体へ～最終とりまとめ」（ ）で示された事項のうち、中期目標・

中期計画では 、評価の「在り方」については ％以上の大学が「対応できている」「ほぼ対応

できている」としている。他方、エンゲージメントの「在り方」については ％弱の大学が「ほ

ぼ対応できている」、内部統制に係る組織の「在り方」については ％の大学が「対応できてい

る」「ほぼ対応できている」としている。多様なステークホルダーとのエンゲージメントの形成と

経営の柔軟性や牽制機能の可視化など内部統制の整備についてはやや課題が残っていると言え

る。

 国国立立大大学学法法人人評評価価おおよよびび機機関関別別認認証証評評価価ににつついいてて

 国立大学法人評価は、貴大学の業績をどの程度適確に把握・評価していると感じていますか。

（ ）

「適確である」と「ほぼ適確である」の双方を合わせると ％（ 校）に上る。一方、否定

的な回答「適確でない」はわずか ％（ 校）であった。したがって、大学側は総じて法人評価

の適確性に信頼を置いていると言える。

 国立大学法人評価の結果は、貴大学の業務改善にどの程度役立っていますか。（ ）

 

ほぼ対応できている どちらともいえない ほぼ対応できていない

対応できている ほぼ対応できている どちらともいえない

適確である ほぼ適確である どちらともいえない 適確ではない

役立っている まあまあ役立っている どちらともいえない あまり役立っていない 役立っていない
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「役立っている」と「まあまあ役立っている」の双方を合わせると ％（ 校）に上る。一

方、「あまり役立っていない」と「役立っていない」という否定的回答は合わせて ％（ 校）

であった。したがって、大学側は総じて法人評価の有用性を評価していると言える。

 貴大学では、国立大学法人評価の結果を学内の業務評価や資源配分にどの程度利用しています

か。（ ）

 
「まあまあ利用している」という肯定的回答は ％（ 校）なのに対して、「あまり利用して

いない」と「利用していない」の双方を合わせると、 ％（ 校）に上る。問 の結果を考え

あわせると、大学側は法人評価を業務評価や資源配分以外の目的で利用する傾向があると考えら

れる。

 機関別認証評価は、貴大学の活動をどの程度適確に把握・評価していると感じていますか。（ ）

 
「適確である」と「ほぼ適確である」を合わせると ％（ 校）なのに対して、否定的な回

答「適確でない」はわずか ％（ 校）であった。したがって、大学側は総じて認証評価の適確

性に信頼を置いていると言える。

 機関別認証評価の結果は、貴大学における業務の改善にどの程度役立っていますか。（ ）

「役立っている」と「まあまあ役立っている」という肯定的回答は ％（ 校）なのに対し

て、「役立っていない」は ％（ 校）であった。したがって、大学側は総じて認証評価の有用

性を評価していると言える。

 現行の法定の評価制度について、改善すべきだと思う点は何ですか。（記述回答）

「特になし」との回答は 校のみであり、他の大学は種々の要望を述べている。要望点は大き

く括れば、①評価の制度・基準の不明確さや不透明性の改善、②受審のための労力負担の低減、

③評価制度の整理・統合に集約される。

まあまあ利用している どちらともいえない あまり利用していない 利用していない

適確である ほぼ適確である どちらともいえない 適確ではない

役立っている まあまあ役立っている どちらともいえない 役立っていない
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 大大学学内内部部のの諸諸制制度度のの設設計計等等をを中中心心ととししたた設設問問

 大大学学ににおおけけるる内内部部資資源源配配分分のの設設計計ににつついいてて

 年度における部局への教育経費の配分は、基本的に 単価×学生数 で配分しましたか。

（ ）

⚫ 単価は、学生の所属（文系・理系・医系等）により異なりますか。（ ）

⚫ 単価は、学生の学部生／大学院生や学年により異なりますか。（ ）

 
⚫ 年度からの光熱水料の高騰や物価の上昇に対応するため、 年度の教育経費の配分方

法を 年度の単価や配分方法から変更しましたか。（ ）

 
部局への教育経費の配分については、「単価×学生数」で計算している大学が ％（

校）となっており、一般的といえる。この 校のうち学部生か大学院生かによって単価を変え

ている大学が ％（ 校）であり、大学は学部生と大学院生の教育コストの差を反映してい

る。しかし、学生の所属により単価を変えている大学は ％（ 校）であり、文系・理系・医

系等の学問系統による教育コストの差を重視するか否かは判断が分かれている。なお、光熱水料

の高騰や物価高にともない配分方法を変更した大学は ％（ 校）と少数派であった。今後の

継続的なインフレ下での部局配分予算を考える場合、前年度からの名目値の維持では購買力が目

減りしてしまうため、対応が必要になるであろう。

した していない

異なる 同じ

異なる 同じ

した していない
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 年度における部局への研究経費の配分は、基本的に 単価×教員数 で配分しましたか。

（ ）

⚫ 単価は、教員の所属（文系・理系・医系等）により異なりますか。（ ）

⚫ 単価は、教員の職階（教授／准教授／講師／助教等）により異なりますか。（ ）

 
⚫ 年度からの光熱水料の高騰や物価の上昇に対応するため、 年度の研究経費の配分方

法を 年度の単価や配分方法から変更しましたか。（ ）

 
部局への研究経費の配分については、「単価×教員数」で計算している大学が ％（

校）と多数派であるが、教育経費よりも「単価×員数」で算定している大学は 校少なくなっ

ている。また、この 校うち教員の所属や職階で単価に差をつけている大学は、それぞれ

％（ 校）、 ％（ 校）となっており、こうした要因による研究コストの差を認識してい

る大学は少ない。つまり、単価は設定しても教員当たりで一律にしている大学が多数派となって

いる点で教育経費とは異なっている。なお、光熱水料の高騰や物価高にともない配分方法を変更

した大学は ％（ 校）とほとんど存在せず、今後の継続的なインフレ下での部局配分予算を

考える場合、前年度からの名目値の維持では購買力が目減りしてしまうため、対応が必要になる

であろう。

 年度の部局配分予算について、一定の削減係数をかけて減額しましたか。（ ）

した していない

異なる 同じ

異なる 同じ

した していない

した していない
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⚫ 削減係数は部局配分予算のうちどの経費に適用しましたか。（ ・複数回答可）

⚫ 削減係数の設定方法について、最もあてはまるものはどれですか。（ ）

⚫ 年度からの光熱水料の高騰や物価の上昇に対応するため、 年度の削減係数を

年度の水準から変更しましたか。（ ）

 

部局配分予算に対して、一定の削減係数を適用した大学は ％（ 校）と大多数になってい

る。ただし、内訳として教育経費に適用した大学は ％（ 校）、研究経費に適用した大学は

％（ 校）にとどまっており、削減の対象としては管理的経費（ ％・ 校）が中心とな

っている。よって、財務的に厳しい中でも、教育・研究に直接関係する経費にはなるべく影響さ

せないように配慮している様子がみられる。なお、削減係数の値については、ミッション実現加

速化係数と同率を設定している大学が ％（ 校）と最も多い。つまり、ミッション実現加速

化係数の適用による基幹経費の削減を大学が裁量的に使用できる経費の減少としてとらえ、部局

配分予算に影響させているものと思われる。また、独自の収支予測にもとづいてミッション実現

加速化係数よりも大きな削減率を設定している大学が ％（ 校）存在する。ちなみに、光熱

水料の高騰や物価高にともない、経費節減のために削減係数を大きくした大学は ％（ 校）

に過ぎず、ほとんどの大学は影響させなかった。

教育経費

研究経費

管理的経費

その他の経費

ミッション実現加速化係数または同係数を参考にした削減係数を使用
収支予測等にもとづき、運営費交付金の係数よりも大きな独自の削減係数を使用
その他

削減係数を大きくした
変更していない
年度に削減係数を使用しておらず、 年度から削減係数を使用した

251



 
 

 年度現在、部局配分予算について、未使用分の翌年度以降への繰越や不足分の翌年度以降

からの前借などが可能となる制度をお持ちですか。（ ）

⚫ 導入した制度の効果があがっていると実感されていますか。（ ）

⚫ 年度からの光熱水料の高騰や物価の上昇に対応するため、 ・ 年度に制度の変更や

一時停止をしましたか。（ ）

部局配分予算について、未使用分の繰越や不足分の前借を可能とするような制度を持っている

大学は ％（ 校）と半数を超えている。単年度予算の弊害を避けるための制度整備に努力し

ている大学が多いものとみられる。この 校のうち効果を実感している大学は ％（ 校）と

なっており、無駄な駆け込み執行などを避け、必要な時に必要な金額を使用できるようにするこ

とにより、効率的・効果的な予算運営を実感しているようである。なお、光熱水料の高騰や物価

高にともない繰越・前借制度を一時的に停止した大学は、 校のうち ％（ 校）と少数であ

り、制度はおおむね維持されている。

 年度現在、教員人件費についてポイント制を採用し、部局にポイントを配分する形をとっ

ていますか。（ ）

⚫ 部局の未使用のポイントについては、繰越あるいはポイント相当額を部局配分予算で還元し

ていますか。（ ）

持っている 持っていない

実感している 実感していない

した していない

はい いいえ

繰越を認め、還元もしている 繰越を認めている 部局配分予算で還元している 繰越も還元もしていない
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教員人件費のポイント制を導入し、部局にポイントを配分している大学は ％（ 校）と半

数を超えており、ポイント制の普及が明らかとなっている。また、この 校のうち未使用ポイン

トの繰越を認めている大学が ％（ 校）、部局配分予算で未使用ポイントを還元している大学

が ％（ 校）となっており、制度を導入している大学の約半数で部局の裁量を活かす柔軟な

運用が行われている。

 年度現在の共同・受託研究や外部資金の獲得にともない措置される間接経費について質問

します。

⚫ 間接経費率は何％ですか。（記述回答）

間接経費率については、原則 ％としている大学が多く、特に受託研究については、 校中

校（ ％）で ％となっている（残り 校は「 ～ ％」という回答）。 ％超の回答は皆

無であり、 ％が標準的かつ最高限というのが現状である。受託事業、共同研究や奨学寄附金に

ついては、 ％あるいは ％という受託研究よりも低い間接経費率を設定している大学も散見

される。

⚫ 共同・受託研究や外部資金を獲得した部局に対して間接経費総額の何％を還元していますか。

（記述回答）

間接経費の部局への還元率については、資金の種類によらず統一的に ％という回答が

％（ 校）と最も多くなっている。その他、 ％が ％（ 校）、 ％が ％（

校）、 ％が ％（ 校）となっており、 ％の 校と合わせて全体の ％が資金の種類に

よらず統一的に還元率を設定している。獲得資金の種類により還元率を変えている大学について

は、競争的研究費の還元率を高くし、共同研究の還元率を低めに設定している例がみられる。

⚫ 共同・受託研究や外部資金を獲得した教員に対して間接経費総額の何％を還元していますか。

（記述回答）

間接経費の教員への還元については、部局の判断にまかせている大学が ％（ 校）となっ

ており、教員への還元を行っていない（または内部規程で定めていない）大学が ％（ 校）、

合わせて 割弱の大学は本部主導での還元は実施していない。残り 大学の方針はそれぞれ異な

っており、共通した方向性は見いだせない。

⚫ 共同・受託研究や外部資金を獲得した教員に対して還元している場合、新年俸制教員の業績給

として還元していますか。（ ）

 
学内規程等で定めた全学的な教員個人への間接経費の還元については、ほとんど行われていな

い。しかし、本設問では ％の大学（ 校）で共同・受託研究や外部資金を獲得した新年俸制

教員に業績給が措置されている。設問文に「間接経費の還元」と記載していないため、間接経費

を財源とする以外の報奨としての業績給を含めた実施大学の現状が反映したものと思われる。

はい いいえ
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 年度現在の学長裁量経費について質問します。

⚫ 学内予算における学長裁量経費については、文部科学省からの運営費交付金示達額と同額で運

用されていますか。（ ）

⚫ 第 期中期目標期間以降は「ミッション実現加速化経費」とあわせて運用していますか。

（ ）

学長裁量経費の学内予算における位置づけについては、文部科学省からの示達額と同額で計上

し、運用している大学は ％（ 大学）に過ぎず、 ％の大学（ 校）は全学的な政策的あ

るいは戦略的な経費に組み入れて運用している。また、このうち ％の大学（ 校）は、第

期中期目標期間のミッション実現加速化経費と学長裁量経費を合わせて運用している実態が明ら

かとなった。

⚫ 学長裁量経費の使途として、あてはまるものすべてをお選びください。（ ・複数回答可）

⚫ 年度からの光熱水料の高騰や物価の上昇に対応するため、学長裁量経費の執行を保留また

は縮減、あるいは部局における光熱水料の高騰への支援を名目として学長裁量経費を配分する

などの対応をしましたか。（ ）

示達額と同額で運用している 示達額に加算・増額して全学的な戦略経費として運用している その他

はい いいえ

学内公募等によるプロジェクト経費
客観・共通指標を使用した部局への配分経費

部局に対する評価にもとづくインセンティブ経費
理事等役員の裁量経費
部局長の裁量経費

若手研究者に対する支援経費
学長による戦略的人事に係る経費

その他

した していない
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最も多くの大学が学長裁量経費の使途としているのは、「学内公募等によるプロジェクト経費」

であり、 ％（ 校）となっている。次いで、「若手研究者に対する支援経費」が ％（

校）、「学長による戦略的人事に係る経費」が ％（ 校）で続いている。その他、「「成果を中

心とする実績状況に基づく配分」における客観・共通指標を使用した部局への配分経費」と「大

学独自の部局に対する評価にもとづくインセンティブ経費」が ％（ 校）で半数を超えてお

り、部局への評価にもとづく加配財源に使用している大学も少なくない。他方、理事等役員や部

局長への裁量経費の財源としている大学は半数を下回っている。なお、光熱水料の高騰や物価高

にともない、学長裁量経費の執行を保留・削減、あるいは部局への支援のために配分した大学は

％（ 校）に上っており、急激な情勢変化に対応するための調整財源としても機能している。

 運営費交付金の「成果を中心とする実績状況に基づく配分」における共通指標を使用した部局

への予算配分について質問します。

⚫ 共通指標を使用した部局への予算配分は、何年度に開始されましたか。（ ）

⚫ 共通指標を使用した部局への予算配分について、上記の開始年度以降に配分方法を変更しまし

たか。（ ）

⚫ 年度における共通指標を使用した部局への予算配分方法について、最もあてはまるものを

お選びください。（ ）

「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の共通指標を学内の部局配分予算に使用し始めた

年度については、 年度が 校（ ％）、 年度が 校（ ％）、 年度が 校（ ％）、

年度が 校（ ％）となっており、 年度以降が ％（ 校）と過半を占める。

年度 年度 年度 年度

はい いいえ

部局への教育経費、研究経費等の基盤的経費の一定額（または一定率）を留保して、部局ごとの指標の評価
により傾斜をかけて再配分した
基盤的経費とは別枠で、学長裁量経費等を使用して、部局ごとの指標の評価により予算を加配した

その他
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年度に「会計マネジメント改革状況」において共通指標の評価結果を部局予算配分に使用した場

合に加点されることになったため、学内予算への利用が加速したものと思われる。ただし、 ％

の大学（ 校）が、開始年度後に配分方法を変更しており、学内で適切なインセンティブを与え

る制度を構築すべく、継続的な改良が行われたとみられる。なお、部局予算配分にあたっては、

部局の基盤的経費の一部を保留して傾斜をかけて再配分している大学が ％（ 校）、学長裁

量経費等を使用した加配を行っている大学が ％（ 校）となっており、配分財源の捻出方法

は両者がほぼ拮抗している。

⚫ 年度における共通指標を使用した部局への予算配分で使用した指標について、あてはまる

ものすべてをお選びください。（ ・複数回答可）

 
部局予算配分に使用した共通指標については、「常勤教員当たり科研費獲得額・件数」が ％

（ 校）、「卒業・修了者の就職・進学等の状況」、「常勤教員当たり研究業績数」、「常勤教員当た

り受託・共同研究等受入額」が ％（ 校）となっており、ほぼすべての大学で、この 指標

を利用して教育と研究の両面から評価を行っている。その他では、「若手研究者比率」が ％

（ 校）、「博士号授与の状況」が ％（ 校）となっており、若手研究者の養成・雇用に関

わる指標が続いている。なお、 年度から研究業績や外部からの獲得資金といった指標につい

て、伸び率・伸び幅の指標が加わったが、部局予算配分にこうした新しい指標の評価を反映して

いる大学は、まだ少数派となっている。

⚫ 年度における客観・共通指標を使用した部局への予算配分で複数の指標を使用されている

場合、指標の重みづけをされていますか。（ ）

卒業・修了者の就職・進学等の状況
博士号授与の状況

大学教育改革に向けた取組の実施状況
若手研究者比率

運営費交付金等コスト当たり 論文数
常勤教員当たり研究業績数

常勤教員当たり研究業績数伸び率
常勤教員当たり研究業績数伸び幅
常勤教員当たり科研費獲得額・件数

常勤教員当たり科研費獲得額・件数伸び率
常勤教員当たり科研費獲得額・件数伸び幅
常勤教員当たり受託・共同研究等受入額

常勤教員当たり受託・共同研究等受入額伸び率
常勤教員当たり受託・共同研究等受入額伸び幅

人事給与マネジメント改革状況
会計マネジメント等改革状況
寄附金等の経営資金獲得実績

寄附金等の経営資金獲得実績伸び率
寄附金等の経営資金獲得実績伸び幅
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⚫ 年度における共通指標を使用した部局への予算配分において、文部科学省からフォローア

ップ資料として提供されたグループ別・学系別偏差値を使用していますか。（ ）

 
⚫ 年度における共通指標を使用した部局への予算配分において、教育経費や研究経費などの

コスト情報を加味した評価を行っていますか。（ ）

 
学内の部局予算配分で共通指標を使用する際には、複数の指標が一般的に使用されている。そ

して、各指標をすべて均等に評価している大学は ％（ 校）と少数派であり、指標の重要度

に応じて重みづけをしている大学が普通である。具体的に、重みづけをしている 校のうち、文

部科学省における配分額割合を反映した重みづけをしている大学が ％（ 校）と最も多くな

っており、各指標に割り振られたマクロの予算金額比をミクロの学内予算にも反映しているケー

スが過半であることがわかった。なお、文部科学省から各大学に、各指標について学系別（学問

分野別）の偏差値が情報として提供されているが、この偏差値を利用している大学は ％（

校）を占めており、利用度が高い。また、 年度以降、「会計マネジメント改革等の状況」にお

いて「決算情報と教育研究等の成果・実績等の費用対効果を含む比較分析」を行い経営判断に活

用しているか否かが加点要素として加わった。それにともない、部局予算配分の際に共通指標と

コスト情報を連携させて使用している大学もあるが、 ％（ 校）とごく少数にとどまってい

る。

⚫ 年度現在で共通指標を使用した部局への予算配分について、部局の教育活動・研究活動の

活性化や質の向上に結びついたという感触はありますか。（ ）

各指標に対する文部科学省における配分額割合にもとづいて重みづけをしている
独自に重点指標を設定して重みづけをしている
重みづけはしていない
その他

している していない

している していない

ある ややある どちらともいえない ほぼない ない
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共通指標を使用した部局予算配分が教育・研究活動にどのような影響を及ぼしているかについ

ては、判断を保留している回答が ％（ 校）と最も多いが、否定的な回答が ％（ 校）

なのに対して、肯定的な回答が ％（ 校）となっており、肯定的な評価が若干上回っている。

⚫ 共通指標を使用した部局への予算配分を貴大学で導入した理由として、次の理由はどの程度あ

てはまりますか。

✓ 「成果を中心とする実績状況に基づく配分」における「会計マネジメントの改革状況」で

共通指標を部局の予算配分に使用していることが加点要素となっているため。（ ）

✓ 客観・共通指標の良し悪しで運営費交付金が増減する事実を全学で共有し、部局に指標の

向上に向けた意欲を高めてもらうため。（ ）

✓ 学内予算配分は過去の経緯に左右され、固定的になる傾向があるため、配分方式にできる

だけ透明性と合理性をもたせるため。（ ）

✓ 部局間の競争環境を作りだすことにより、教育・研究を全学的に活性化するため。（ ）

✓ 部局の教育・研究活動を全学的な戦略や方針に合致するように誘導するため。（ ）

 

あてはまる ややあてはまる あてはまらない

あてはまる ややあてはまる

あてはまる ややあてはまる あてはまらない

あてはまる ややあてはまる ややあてはまらない あてはまらない

あてはまる ややあてはまる ややあてはまらない あてはまらない
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✓ その他 件（記述回答）：共通指標の制度開始以前から、本学独自の指標による評価に基

づく配分を行っていたため。

共通指標を使用した部局への予算配分を導入した理由については、「部局に指標の向上に向け

た意欲を高めてもらうため」という理由が「あてはある」と「ややあてはまる」を合わせて ％

（ 校）となっている。次に多いのは、「「会計マネジメント改革等の状況」で共通指標を部局の

予算配分に使用していることが加点要素となっているため」であり、 ％（ 校）である。こ

の つの理由は、どちらかというと制度を背景とした「受け身」の理由であり、大学独自の目的

と整合した能動的な理由ではない。しかし、「部局の教育・研究活動を全学的な戦略や方針に合致

するように誘導するため」が ％（ 校）、「部局間の競争環境を作りだすことにより、教育・

研究を全学的に活性化するため」が ％（ 校）となっており、共通指標を使用した部局予算

配分を導入するからには、自大学のためにその利点をできるだけ引き出したいとする意欲がみら

れる。

 大大学学ににおおけけるる中中期期目目標標・・中中期期計計画画のの策策定定とと運運用用ににつついいてて

 貴大学では、第 期中期目標大綱からの項目選択について、部局からの意見集約（ボトムアッ

プ）と本部主導の決定（トップダウン）のうち、どちらの傾向が強かったでしょうか。（ ）

 
第 期中期目標は国が示した第 期中期目標大綱から項目を選択することになった。この項目

選択について、トップダウンの傾向が強かったとする大学は ％を超えている。第 期中期目標

大綱からの項目選択はボトムアップより、トップダウンで行われる傾向が強かったことがわかる。

 第 期の中期目標・中期計画では、以下のどの分野における進展を最も期待していますか（各

分野の内容は「第 期中期目標期間における国立大学法人中期目標大綱」に基づく）。（ ）

第 期中期目標大綱は「社会との共創」、「教育」、「研究」の大きく つの分野に分かれている。

このうち、 グループでは半数の大学が「社会との共創」、約 ％の大学が「教育」、残りの ％

の大学が「研究」の分野での進展を最も期待している。今回対象となった グループの大学では

第 期の中期目標・中期計画で「社会との共創」を最も期待していることがわかる。

 第 期中期目標期間では年度計画が廃止されましたが、それに代わる年度ごとの計画を独自に

策定していますか。（ ）

ボトムアップ トップダウン

社会との共創（地域の課題解決など 項目） 教育（学生が安心して学べる環境の提供など 項目）
研究（イノベーションの創出など 項目）
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⚫ 新たな年度ごとの計画は、第 期中期目標期間までの年度計画と比較して、内容面でどのよう

に異なりますか。（ ）

第 期中期目標期間から年度計画が廃止された。しかし、約 ％の大学では第 期中期目標期

間でも年度計画に代わるものを策定している。また、内容については簡素にする大学が ％と

なっている。他方、詳細にする大学は ％である。第 期中期目標期間でも大半の大学が年度

計画に代わるものを引き続き策定するが、その内容は詳細にするより簡素にする傾向があると言

える。

 第 期の中期目標・中期計画の進捗管理については、第 期から変更しましたか。（ ）

⚫ どのような変更がおこなわれましたか。（ ）

大学を除く全ての大学が第 期の中期目標・中期計画の進捗管理を第 期から変更している。

変更の内容についても、このうち ％の大学は手順・内容を簡素化している一方で、手順・内

容を詳細にした大学は ％に留まっている。中期目標・中期計画の進捗管理を第 期から変更

し、進捗管理を簡素化する傾向にある大学が大勢であることがわかる。

 貴大学では、学内の部局にそれぞれの戦略（あるいは、それに類する長期展望、ビジョン等）を

策定する義務がありますか。（ ）

している していない

詳細になっている 同じ程度 簡素になっている

した していない

手順・内容を詳細化した 手順・内容を簡素化した その他

ある 義務化はしていないが、勧奨している ない
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「ある」と「義務化はしていないが、勧奨している」を合わせると ％（ 校）であり、「な

い」の ％（ 校）とわりあいに拮抗している。部局経営の戦略性への期待は大学の間で割れ

ていると言える。

 貴大学では、学内の部局にそれぞれの目標・計画を策定する義務がありますか。（ ）

 
「ある」と「義務化はしていないが、勧奨している」を合わせると ％（ 校）であり、「な

い」の ％（ 校）を上回っている。部局経営の戦略化が一定程度進んでいると言える。

⚫ 各部局が策定する目標・計画に盛り込まれるものは、部局独自の戦略を追求するための目標・計

画でしょうか。それとも、全学の中期目標・中期計画を達成するための目標・計画でしょうか。

（ ）

 

「主として部局独自の戦略のための目標・計画」と応えた大学は有効回答中 ％（ 校）で、

「主として全学の中期目標・中期計画のための目標・計画」の回答が ％（ 校）であった。

総じて、部局経営の相対的な独立性よりも、中期目標・中期計画を介した全学的一体性を重視す

る姿勢が窺える。

⚫ 部局の目標・計画の達否や進捗が部局への資源配分に影響することはありますか（例．目標が未

達なので、次期の予算が減額される）。（ ）

 
「ある」が有効回答中 ％（ 校）、「ない」の ％（ 校）で、ほぼ拮抗している。部局

経営の戦略化が一定程度進捗する一方、部局の自律に配慮する姿勢も見られると言える。

＜＜注注＞＞

 
（ ）

ある 義務化はしていないが、勧奨している ない

主として部局独自の戦略のための目標・計画
主として全学の中期目標・中期計画のための目標・計画
両者半々程度

ある ない

261



 



大学改革支援に関する調査研究 2023年度プロジェクト報告書 
2024年3月発行 

編集 
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 研究開発部 

発行 
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 

〒187-8587 東京都小平市学園西町１－２９－１ 
電話：042-307-1819（水田研究室） 

印刷 
株式会社千葉印刷 






